
平
成
十
三
年
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
十
六
号

農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則

農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
及
び
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
八
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
大
正
十
二
年

農
商
務
省
令
第
十
六
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
日
本
に
お
け
る
従
た
る
事
務
所
の
設
置
等
の
届
出
）

第
一
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
農
林
中
央
金
庫
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
従
た
る
事
務
所
の
設
置
、
移
転
又
は
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
農

林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
従
た
る
事
務
所
の
設
置
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
務
所
に
お
い
て
取
り
扱
う
業
務
の
範
囲
を
記
載
し
た
書
面

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
外
国
に
お
け
る
従
た
る
事
務
所
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
）

第
二
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
従
た
る
事
務
所
の
設
置
、
移
転
又
は
廃
止
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
従
た
る
事
務
所
の
設
置
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
務
所
に
お
い
て
取
り
扱
う
業
務
の
範
囲
を
記
載
し
た
書
面

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
従
た
る
事
務
所
の
設
置
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
従
た
る
事
務
所
の
設
置
が
農
林
中
央
金
庫
の
経
営
の
健
全
性
確
保
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
農
林
中
央
金
庫
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
農
林
中
央
金
庫
法
第
八
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す

る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
三
年
内
閣
府
・
財
務
省
・
農
林
水
産
省
令
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
表
の
非
対
象
区
分
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
表
の
資
本
バ
ッ
フ
ァ
ー
非
対
象
区
分
、
同
項
第
三
号
に
掲

げ
る
表
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
非
対
象
区
分
及
び
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
表
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
・
バ
ッ
フ
ァ
ー
非
対
象
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
五
十
六
条
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い

う
。
次
条
、
第
九
十
五
条
第
五
項
第
九
号
ト
、
第
九
十
六
条
、
第
百
条
及
び
第
百
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
同
令
第
一
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
表
の
非
対
象
区
分
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
表

の
資
本
バ
ッ
フ
ァ
ー
非
対
象
区
分
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
表
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
非
対
象
区
分
及
び
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
表
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
・
バ
ッ
フ
ァ
ー
非
対
象
区
分
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
農
林
中
央
金
庫
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
等
に
照
ら
し
、
農
林
中
央
金
庫
の
業
務
を
的
確
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

三
　
当
該
従
た
る
事
務
所
に
お
い
て
必
要
な
犯
罪
防
止
措
置
が
講
じ
ら
れ
、
か
つ
、
顧
客
の
情
報
の
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
る
こ
と
。

（
外
国
に
お
け
る
預
金
等
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
等
の
委
託
等
の
認
可
の
申
請
等
）

第
三
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
外
国
に
お
い
て
委
託
す
る
旨
の
契
約
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
委
託
契
約
」
と
い
う
。
）
の
締
結
又
は

当
該
委
託
契
約
の
終
了
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
そ
の
他
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
契
約
の
締
結
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
委
託
契
約
の
締
結
が
農
林
中
央
金
庫
の
経
営
の
健
全
性
確
保
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
農
林
中
央
金
庫
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
農
林
中
央
金
庫
法
第
八
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区

分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
表
の
非
対
象
区
分
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
表
の
資
本
バ
ッ
フ
ァ
ー
非
対
象
区
分
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
表
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
非
対
象
区
分
及
び
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
表

の
レ
バ
レ
ッ
ジ
・
バ
ッ
フ
ァ
ー
非
対
象
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
表
の
非
対
象
区
分
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
表
の
資
本
バ
ッ

フ
ァ
ー
非
対
象
区
分
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
表
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
非
対
象
区
分
及
び
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
表
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
・
バ
ッ
フ
ァ
ー
非
対
象
区
分
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
委
託
契
約
の
締
結
の
相
手
方
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
外
国
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
」
と
い
う
。
）
が
次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

イ
　
当
該
委
託
契
約
に
係
る
業
務
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
委
託
業
務
」
と
い
う
。
）
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
財
産
的
基
礎
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
人
的
構
成
等
に
照
ら
し
て
、
委
託
業
務
を
的
確
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
を
有
し
、
か
つ
、
社
会
的
信
用
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
他
に
業
務
を
営
む
こ
と
に
よ
り
そ
の
委
託
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
営
む
こ
と
に
つ
き
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
農
林
中
央
金
庫
が
当
該
外
国
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
委
託
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

３
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
審
査
を
す
る
と
き
は
、
第
百
二
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
契
約
の
終
了
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
外
国
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
委
託
業
務
に
関
す
る
顧
客
に
係
る
取
引
が
農
林
中
央
金
庫
の
他
の
事

務
所
又
は
他
の
金
融
機
関
等
へ
支
障
な
く
引
き
継
が
れ
る
等
当
該
外
国
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
委
託
業
務
に
関
す
る
顧
客
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
外
国
に
お
け
る
預
金
等
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
等
の
委
託
等
の
届
出
）

第
三
条
の
二
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長

官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
が
外
国
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
と
の
間
で
の
委
託
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
理
由
書

1



ロ
　
外
国
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
商
号
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　
農
林
中
央
金
庫
と
外
国
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
と
の
間
の
資
本
関
係
を
記
載
し
た
書
面

ニ
　
農
林
中
央
金
庫
と
外
国
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
と
の
間
の
当
該
届
出
に
係
る
委
託
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ホ
　
ニ
に
掲
げ
る
委
託
契
約
の
締
結
予
定
日
を
記
載
し
た
書
面

ヘ
　
外
国
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
委
託
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面

二
　
農
林
中
央
金
庫
が
外
国
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
と
の
間
で
の
委
託
契
約
を
終
了
し
よ
う
と
す
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
理
由
書

ロ
　
外
国
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
商
号
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　
外
国
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
委
託
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面

ニ
　
農
林
中
央
金
庫
と
外
国
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
と
の
間
で
の
委
託
契
約
の
終
了
予
定
日
を
記
載
し
た
書
面

（
資
本
金
減
少
の
認
可
の
申
請
等
）

第
四
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
資
本
金
の
減
少
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面

三
　

近
の
残
高
試
算
表

四
　
出
資
一
口
の
金
額
を
減
少
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
出
資
一
口
の
金
額
の
減
少
を
議
決
し
た
総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
録
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
並
び
に
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
一
会
員
の
有
す
る
出
資
口
数
の

高
限
度
）

第
五
条
　
法
第
九
条
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
口
数
は
、
出
資
総
口
数
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
口
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
出
資
総
口
数
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
口
数
を
超
え
る
出
資
口
数
を
有
す
べ
き
特
別
の
事
由
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
農
林
中
央
金
庫
が
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
口
数
と
す
る
。

２
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
出
資
総
口
数
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
口
数
を
超
え
る
出
資
口
数
を
有
す
る
必
要
が
あ
る
農
林
中
央
金
庫
の
会
員
（
以
下
「
会
員
」
と
い
う
。
）
の
名
称
及
び
そ
の
出
資
口
数

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
電
磁
的
方
法
）

第
六
条
　
法
第
十
一
条
第
四
項
（
法
第
五
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に

掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
）

第
七
条
　
次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
規
定
の
電
磁
的
記
録
（
法
第
十
九
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
映

像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

一
　
法
第
十
一
条
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
三
百
十
条
第
七
項
第
二
号
及
び
第
三
百
十
二
条
第
五
項

二
　
法
第
十
九
条
の
二
第
三
項
第
二
号
（
法
第
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

三
　
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
第
三
号
（
法
第
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

四
　
法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
第
二
号
（
法
第
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

五
　
法
第
二
十
八
条
の
二
第
三
項
第
二
号
（
法
第
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

六
　
法
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
（
法
第
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
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七
　
法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
二
号

八
　
法
第
三
十
六
条
第
三
項
第
三
号
（
法
第
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

九
　
法
第
四
十
九
条
の
四
第
四
項
第
二
号
（
法
第
五
十
一
条
第
二
項
及
び
第
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

十
　
法
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
第
二
号

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
情
報
提
供
又
は
通
知
の
際
に
示
す
べ
き
事
項
）

第
八
条
　
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
又
は
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
（
法
第
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
及
び
内

容
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
、
送
信
者
が
使
用
す
る
も
の

イ
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

（１）
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

（２）
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

ロ
　
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二
　
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

（
書
面
に
よ
る
議
決
権
行
使
の
期
限
）

第
九
条
　
法
第
十
一
条
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
一
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
時
は
、
総
会
の
日
時
の
直
前
の
業
務
時
間
の
終
了
時
（
第
四
十
四
条
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定

め
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
ロ
の
特
定
の
時
）
と
す
る
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
行
使
の
期
限
）

第
十
条
　
法
第
十
一
条
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
二
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
時
は
、
総
会
の
日
時
の
直
前
の
業
務
時
間
の
終
了
時
（
第
四
十
四
条
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定

め
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
ハ
の
特
定
の
時
）
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
）

第
十
一
条
　
法
第
十
九
条
の
二
第
三
項
第
二
号
（
法
第
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル

に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
の
備
置
き
に
関
す
る
特
則
）

第
十
二
条
　
次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
農
林
中
央
金
庫
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
農
林
中
央
金
庫
の
従
た
る
事
務
所
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
も
の
に
よ
る
措
置
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
条
の
二
第
四
項
（
法
第
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

二
　
法
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
（
法
第
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

三
　
法
第
三
十
六
条
第
二
項

四
　
法
第
四
十
九
条
の
四
第
三
項
（
法
第
五
十
一
条
第
二
項
及
び
第
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

（
農
林
中
央
金
庫
が
有
す
る
議
決
権
に
含
め
な
い
議
決
権
）

第
十
三
条
　
法
第
二
十
四
条
第
五
項
（
法
第
七
十
三
条
第
九
項
、
令
第
七
条
第
五
項
並
び
に
第
九
十
五
条
第
十
五
項
、
第
九
十
七
条
第
五
項
、
第
百
条
第
十
一
項
、
第
百
条
の
二
第
五
項
、
第
百
四
条
第
三
項
、
第
百
四
条
の
二
第
五
項

及
び
第
百
五
十
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
有
す
る
議
決
権
に
含
ま
な
い
も
の
と
さ
れ
る
主
務
省
令
で
定
め
る
議
決
権
は
、
次
に
掲

げ
る
株
式
又
は
持
分
（
以
下
「
株
式
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
議
決
権
（
法
第
二
十
四
条
第
四
項
前
段
に
規
定
す
る
議
決
権
を
い
う
。
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
四
項
、
第
七
十
八
条
並
び
に
第
百
十
三
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）

と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
の
子
会
社
（
法
第
二
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
証
券
専
門
会
社
（
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
証
券
専
門
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
有
価
証

券
関
連
業
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
八
条
第
八
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
営
む
外
国
の
会
社
が
業
務
と
し
て
所
有
す
る
株
式
等

二
　
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
元
本
の
補
塡
又
は
利
益
の
補
足
の
契
約
を
し
て
い
る
金
銭
信
託
以
外
の
信
託
に
係
る
信
託
財
産
で
あ
る
株
式
等
（
当

該
株
式
等
に
係
る
議
決
権
に
つ
い
て
、
委
託
者
又
は
受
益
者
が
行
使
し
、
又
は
そ
の
行
使
に
つ
い
て
農
林
中
央
金
庫
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
に
指
図
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
除
く
。
）

三
　
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
（
以
下
こ
の
号
、
第
九
十
五
条
第
七
項
第
一
号
及
び
第
百
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
お

い
て
「
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
」
と
い
う
。
）
の
有
限
責
任
組
合
員
と
な
り
、
組
合
財
産
と
し
て
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
株
式
等
（
有
限
責
任
組
合
員
が
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
及
び
議
決
権
の
行
使
に
つ
い

て
有
限
責
任
組
合
員
が
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
無
限
責
任
組
合
員
に
指
図
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
除
く
。
）

四
　
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
六
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
契
約
で
会
社
に
対
す
る
投
資
事
業
を
営
む
こ
と
を
約
す
る
も
の
に
よ
っ
て
成
立
す
る
組
合
（
一
人
又
は
数
人
の
組
合
員
に
そ
の
業
務
の

執
行
を
委
任
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
組
合
員
（
業
務
の
執
行
を
委
任
さ
れ
た
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
非
業
務
執
行
組
合
員
」
と
い
う
。
）
と
な
り
、
組
合
財
産
と
し
て
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
株
式
等
（
非

業
務
執
行
組
合
員
が
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
及
び
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
非
業
務
執
行
組
合
員
が
業
務
の
執
行
を
委
任
さ
れ
た
者
に
指
図
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
除
く
。
）

五
　
前
二
号
に
準
ず
る
株
式
等
で
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
も
の
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六
　
農
林
中
央
金
庫
の
子
会
社
で
あ
る
第
九
十
七
条
第
二
項
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
当
該
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
営
む
会
社
が
農
林
漁
業
法
人
等
に
対
す
る
投
資
の
円
滑
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律

第
五
十
二
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
承
認
事
業
計
画
に
従
っ
て
営
む
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
農
林
漁
業
法
人
等
投
資
育
成
事
業
に
よ
り
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
株
式
等

２
　
法
第
二
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
信
託
財
産
で
あ
る
株
式
等
に
係
る
議
決
権
で
、
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
委
託
者
若
し
く
は
受
益
者
と
し
て
行
使
し
、
又
は
そ
の
行
使
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
か
ら
除
か
れ
る
主
務
省
令
で
定
め
る
議
決
権
は
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
が
投
資
信
託
委
託
会
社
（
同
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定

す
る
投
資
信
託
委
託
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
そ
の
行
使
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
株
式
等
に
係
る
議
決
権
及
び
同
法
第
十
条
の
規
定
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
が
同
法
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の

規
定
に
よ
り
投
資
信
託
委
託
会
社
に
相
当
す
る
者
と
し
て
そ
の
行
使
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
株
式
等
に
係
る
議
決
権
と
す
る
。

３
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
第
一
項
第
五
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
株
式
等
に
つ
い
て
、
農
林
中
央
金
庫
が
議
決
権
を
行
使
し
、
又
は
そ
の
行
使
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
役
員
と
な
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
）

第
十
三
条
の
二
　
法
第
二
十
四
条
の
四
第
三
号
（
法
第
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
の
た
め
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意

思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
理
事
会
の
議
事
録
）

第
十
四
条
　
法
第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
理
事
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
理
事
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
事
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
理
事
又
は
監
事
が
理
事
会
に
出
席
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を
含
む
。
）

二
　
理
事
会
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
も
の
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

イ
　
法
第
二
十
七
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
理
事
の
請
求
を
受
け
て
招
集
さ
れ
た
も
の

ロ
　
法
第
二
十
七
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
理
事
が
招
集
し
た
も
の

ハ
　
法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
監
事
の
請
求
を
受
け
て
招
集
さ
れ
た
も
の

ニ
　
法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監
事
が
招
集
し
た
も
の

三
　
理
事
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

四
　
決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
理
事
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
理
事
の
氏
名

五
　
次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
理
事
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
又
は
発
言
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
又
は
発
言
の
内
容
の
概
要

イ
　
法
第
三
十
二
条
第
三
項

ロ
　
法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
三
条
第
一
項
本
文

六
　
理
事
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

（
電
子
署
名
）

第
十
五
条
　
次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
署
名
又
は
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
置
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
七
条
の
二
第
四
項
（
法
第
二
十
八
条
第
十
一
項
、
第
二
十
九
条
第
七
項
及
び
第
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

二
　
法
第
六
十
八
条
第
四
項

三
　
令
第
三
十
三
条
第
三
項

２
　
前
項
に
規
定
す
る
「
電
子
署
名
」
と
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
措
置
で
あ
っ
て
、
次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

一
　
当
該
情
報
が
当
該
措
置
を
行
っ
た
者
の
作
成
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
情
報
に
つ
い
て
改
変
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
経
営
管
理
委
員
会
の
議
事
録
）

第
十
六
条
　
法
第
二
十
八
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
経
営
管
理
委
員
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
経
営
管
理
委
員
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
経
営
管
理
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
理
事
、
経
営
管
理
委
員
又
は
監
事
が
経
営
管
理
委
員
会
に
出
席
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を
含
む
。
）

二
　
経
営
管
理
委
員
会
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
も
の
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

イ
　
法
第
二
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
理
事
会
が
招
集
し
た
も
の

ロ
　
法
第
二
十
八
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
経
営
管
理
委
員
の
請
求
を
受
け
て
招
集
さ
れ
た
も
の

ハ
　
法
第
二
十
八
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
経
営
管
理
委
員
が
招
集
し
た
も
の

ニ
　
法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
監
事
の
請
求
を
受
け
て
招
集
さ
れ
た
も
の

ホ
　
法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監
事
が
招
集
し
た
も
の

三
　
経
営
管
理
委
員
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

四
　
決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
経
営
管
理
委
員
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
経
営
管
理
委
員
の
氏
名
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五
　
法
第
二
十
八
条
第
五
項
、
第
三
十
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
三
十
二
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
三
条
第
一
項
本
文
又
は
第
三
十
四
条
の
二
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
経
営
管
理
委
員
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
又
は
発
言
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
又
は
発
言
の
内
容
の
概
要

六
　
経
営
管
理
委
員
会
に
出
席
し
た
理
事
及
び
監
事
の
氏
名

七
　
経
営
管
理
委
員
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

（
監
事
会
の
議
事
録
）

第
十
七
条
　
法
第
二
十
九
条
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
監
事
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
監
事
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
監
事
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
監
事
又
は
会
計
監
査
人
が
監
事
会
に
出
席
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を
含
む
。
）

二
　
監
事
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

三
　
法
第
三
十
一
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
五
十
七
条
第
一
項
又
は
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監
事
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
又
は
発
言
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
又
は
発
言
の
内
容
の

概
要

四
　
監
事
会
に
出
席
し
た
会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称

五
　
監
事
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

（
監
査
報
告
の
作
成
）

第
十
八
条
　
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
監
事
は
、
そ
の
職
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
者
と
の
意
思
疎
通
を
図
り
、
情
報
の
収
集
及
び
監
査
の
環
境
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
理
事
若
し
く
は
理
事
会
又
は
経
営
管
理

委
員
若
し
く
は
経
営
管
理
委
員
会
は
、
監
事
の
職
務
の
執
行
の
た
め
の
必
要
な
体
制
の
整
備
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
の
理
事
、
経
営
管
理
委
員
及
び
職
員

二
　
農
林
中
央
金
庫
の
子
法
人
等
（
令
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
子
法
人
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
取
締
役
、
会
計
参
与
、
執
行
役
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
会
社
法
第
五
百
九
十
八
条
第
一
項
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
そ
の

他
こ
れ
ら
の
者
に
相
当
す
る
者
及
び
使
用
人

三
　
そ
の
他
監
事
が
適
切
に
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
意
思
疎
通
を
図
る
べ
き
者

３
　
前
項
の
規
定
は
、
監
事
が
公
正
不
偏
の
態
度
及
び
独
立
の
立
場
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
関
係
の
創
設
及
び
維
持
を
認
め
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
監
事
は
、
そ
の
職
務
の
遂
行
に
当
た
り
、
必
要
に
応
じ
、
他
の
監
事
及
び
子
法
人
等
の
監
査
役
そ
の
他
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
者
と
の
意
思
疎
通
及
び
情
報
の
交
換
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
事
の
調
査
の
対
象
）

第
十
九
条
　
法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
四
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
電
磁
的
記
録
そ
の
他
の
資
料
と
す
る
。

（
会
計
監
査
人
）

第
二
十
条
　
法
第
三
十
三
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
会
計
監
査
人
は
、
そ
の
職
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
者
と
の
意
思
疎
通
を
図
り
、
情
報
の
収
集
及
び
監
査
の
環
境
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
会
計
監
査
人
が
公
正
不
偏
の
態
度
及
び
独
立

の
立
場
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
関
係
の
創
設
及
び
維
持
を
認
め
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
の
理
事
、
経
営
管
理
委
員
及
び
職
員

二
　
農
林
中
央
金
庫
の
子
法
人
等
の
取
締
役
、
会
計
参
与
、
執
行
役
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
会
社
法
第
五
百
九
十
八
条
第
一
項
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
に
相
当
す
る
者
及
び
使
用
人

三
　
そ
の
他
会
計
監
査
人
が
適
切
に
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
意
思
疎
通
を
図
る
べ
き
者

（
報
酬
等
の
額
の
算
定
方
法
等
）

第
二
十
一
条
　
法
第
三
十
四
条
第
四
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
理
事
、
経
営
管
理
委
員
、
監
事
又
は
会
計
監
査
人
（
以
下
「
役
員
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
在
職
中
に
報
酬
、
賞
与
そ
の
他
の
職
務
執
行
の
対
価
と
し
て
農
林
中
央
金
庫
か
ら
受
け
、
又
は
受
け
る
べ
き
財
産
上
の
利
益
（
第
四
十

四
条
第
六
号
ロ
に
お
い
て
「
報
酬
等
」
と
い
う
。
）
（
次
号
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
の
事
業
年
度
（
法
第
三
十
四
条
第
四
項
の
総
会
の
決
議
を
行
っ
た
日
を
含
む
事
業
年
度
及
び
そ
の
前
の
事
業
年
度
に
限
る
。
）
ご
と
の
合

計
額
（
当
該
事
業
年
度
の
期
間
が
一
年
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合
計
額
を
一
年
当
た
り
の
額
に
換
算
し
た
額
）
の
う
ち

も
高
い
額

二
　
イ
に
掲
げ
る
額
を
ロ
に
掲
げ
る
数
で
除
し
て
得
た
額

イ
　
当
該
役
員
等
が
農
林
中
央
金
庫
か
ら
受
け
た
退
職
慰
労
金
の
額
及
び
退
職
慰
労
金
の
性
質
を
有
す
る
財
産
上
の
利
益
の
額
の
合
計
額

ロ
　
当
該
役
員
等
が
そ
の
職
に
就
い
て
い
た
年
数
（
当
該
役
員
等
が
次
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
次
に
定
め
る
数
が
当
該
年
数
を
超
え
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
数
）

（１）
　
代
表
理
事
　
六

（２）
　
代
表
理
事
以
外
の
理
事
又
は
経
営
管
理
委
員
　
四

（３）
　
監
事
又
は
会
計
監
査
人
　
二

２
　
法
第
三
十
四
条
第
七
項
の
退
職
慰
労
金
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
財
産
上
の
利
益
と
は
、
退
職
慰
労
金
又
は
退
職
慰
労
金
の
性
質
を
有
す
る
財
産
上
の
利
益
と
す
る
。
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（
責
任
免
除
を
受
け
た
役
員
等
に
対
し
退
職
慰
労
金
等
を
与
え
る
議
案
等
）

第
二
十
一
条
の
二
　
法
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
決
議
に
基
づ
き
役
員
等
の
責
任
を
免
除
し
た
場
合
に
お
い
て
、
経
営
管
理
委
員
が
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
決
議
に
関
す
る
議
案
を
提
出
す
る
と
き
は
、
総
会
参

考
書
類
（
法
第
四
十
六
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
は
、
責
任
を
免
除
し
た
役
員
等
に
与
え
る
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
内
容

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
役
員
等
の
た
め
に
締
結
さ
れ
る
保
険
契
約
）

第
二
十
一
条
の
三
　
法
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
被
保
険
者
に
保
険
者
と
の
間
で
保
険
契
約
を
締
結
す
る
農
林
中
央
金
庫
を
含
む
保
険
契
約
で
あ
っ
て
、
農
林
中
央
金
庫
が
そ
の
業
務
に
関
連
し
第
三
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
又
は
当
該
責
任
の
追
及
に

係
る
請
求
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
農
林
中
央
金
庫
に
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
損
害
を
保
険
者
が
塡
補
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
締
結
さ
れ
る
も
の

二
　
役
員
等
が
第
三
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
又
は
当
該
責
任
の
追
及
に
係
る
請
求
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
役
員
等
に
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
損
害
（
役
員
等
が
そ
の
職
務
上
の
義
務
に
違
反
し
若
し
く

は
職
務
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
第
三
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
又
は
当
該
責
任
の
追
及
に
係
る
請
求
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
役
員
等
に
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
損
害
を
除
く
。
）
を
保
険
者
が
塡
補
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
締
結
さ
れ
る
も
の

（
研
究
費
及
び
開
発
費
）

第
二
十
二
条
　
次
に
掲
げ
る
目
的
の
た
め
に
特
別
に
支
出
し
た
金
額
は
、
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
支
出
の
後
五
年
以
内
に
、
毎
決
算
期
に
お
い
て
均
等
額
以
上
の
償
却

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
新
技
術
又
は
新
経
営
組
織
の
採
用

二
　
資
源
の
開
発

三
　
市
場
の
開
拓

（
農
林
債
発
行
費
）

第
二
十
三
条
　
農
林
債
（
法
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
農
林
債
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
発
行
し
た
と
き
は
、
そ
の
発
行
の
た
め
に
必
要
な
費
用
の
額
は
、
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
発
行
の
後
三
年
以
内
（
三
年
以
内
に
農
林
債
の
償
還
の
期
限
が
到
来
す
る
と
き
は
、
そ
の
期
限
内
）
に
、
毎
決
算
期
に
お
い
て
均
等
額
以
上
の
償
却
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
農
林
債
発
行
差
金
）

第
二
十
四
条
　
農
林
債
の
債
権
者
に
償
還
す
べ
き
金
額
の
総
額
が
当
該
農
林
債
の
募
集
又
は
売
出
し
に
よ
っ
て
得
た
実
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
差
額
は
、
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
農
林
債
の
償
還
の
期
限
内
に
、
毎
決
算
期
に
お
い
て
均
等
額
以
上
の
償
却
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
計
算
書
類
等
の
作
成
方
法
）

第
二
十
五
条
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
（
法
第
九
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
計
算
書
類
及
び
事
業
報
告
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
事
業
報
告
　
別
紙
様
式
第
一
号
（
農
林
中
央
金
庫
が
第
六
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
紙
様
式
第
五
号
）

二
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
貸
借
対
照
表
　
別
紙
様
式
第
二
号
（
農
林
中
央
金
庫
が
第
六
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
紙
様
式
第
六
号
）

三
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
損
益
計
算
書
　
別
紙
様
式
第
三
号
（
農
林
中
央
金
庫
が
第
六
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
紙
様
式
第
七
号
）

四
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
附
属
明
細
書
　
別
紙
様
式
第
四
号

２
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
計
算
関
係
書
類
（
各
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
当
該
事
業
年
度
に
係
る
会
計
帳
簿
に
基
づ
き
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
農
林
中
央
金
庫
の
業
務
並
び
に
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
法
人
等
か
ら
成
る
集
団
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
理
事
会
の
決
議
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
決
議
の
内

容
の
概
要
及
び
当
該
体
制
の
運
用
状
況
の
概
要
を
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
事
業
報
告
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
の
理
事
の
職
務
の
執
行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

二
　
農
林
中
央
金
庫
の
理
事
の
職
務
の
執
行
に
係
る
情
報
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
体
制

三
　
農
林
中
央
金
庫
の
損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程
そ
の
他
の
体
制

四
　
農
林
中
央
金
庫
の
理
事
の
職
務
の
執
行
が
効
率
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

五
　
農
林
中
央
金
庫
の
職
員
の
職
務
の
執
行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

六
　
次
に
掲
げ
る
体
制
そ
の
他
の
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
法
人
等
か
ら
成
る
集
団
に
お
け
る
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

イ
　
農
林
中
央
金
庫
の
子
法
人
等
の
取
締
役
、
執
行
役
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
会
社
法
第
五
百
九
十
八
条
第
一
項
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
に
相
当
す
る
者
（
ハ
及
び
ニ
に
お
い
て
「
取
締
役
等
」
と
い
う

。
）
の
職
務
の
執
行
に
係
る
事
項
の
農
林
中
央
金
庫
へ
の
報
告
に
関
す
る
体
制

ロ
　
農
林
中
央
金
庫
の
子
法
人
等
の
損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程
そ
の
他
の
体
制

ハ
　
農
林
中
央
金
庫
の
子
法
人
等
の
取
締
役
等
の
職
務
の
執
行
が
効
率
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

ニ
　
農
林
中
央
金
庫
の
子
法
人
等
の
取
締
役
等
及
び
使
用
人
の
職
務
の
執
行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

七
　
農
林
中
央
金
庫
の
監
事
が
そ
の
職
務
を
補
助
す
べ
き
職
員
を
置
く
こ
と
を
求
め
た
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
に
関
す
る
事
項

八
　
前
号
の
職
員
の
農
林
中
央
金
庫
の
理
事
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
事
項
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九
　
農
林
中
央
金
庫
の
監
事
の
第
七
号
の
職
員
に
対
す
る
指
示
の
実
効
性
の
確
保
に
関
す
る
事
項

十
　
次
に
掲
げ
る
体
制
そ
の
他
の
農
林
中
央
金
庫
の
監
事
へ
の
報
告
に
関
す
る
体
制

イ
　
農
林
中
央
金
庫
の
理
事
及
び
職
員
が
農
林
中
央
金
庫
の
監
事
に
報
告
す
る
た
め
の
体
制

ロ
　
農
林
中
央
金
庫
の
子
法
人
等
の
取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
執
行
役
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
会
社
法
第
五
百
九
十
八
条
第
一
項
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
に
相
当
す
る
者
及
び
使
用
人
又
は
こ
れ

ら
の
者
か
ら
報
告
を
受
け
た
者
が
農
林
中
央
金
庫
の
監
事
に
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制

十
一
　
前
号
の
報
告
を
し
た
者
が
当
該
報
告
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
な
取
扱
い
を
受
け
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

十
二
　
農
林
中
央
金
庫
の
監
事
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
の
前
払
又
は
償
還
の
手
続
そ
の
他
の
当
該
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
又
は
債
務
の
処
理
に
係
る
方
針
に
関
す
る
事
項

十
三
　
そ
の
他
農
林
中
央
金
庫
の
監
事
の
監
査
が
実
効
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

（
計
算
関
係
書
類
の
監
査
に
つ
い
て
の
通
則
）

第
二
十
六
条
　
法
第
三
十
五
条
第
四
項
（
法
第
九
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
監
査
（
計
算
関
係
書
類
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

つ
い
て
は
、
次
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
監
査
に
は
、
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
監
査
の
ほ
か
、
計
算
関
係
書
類
に
表
示
さ
れ
た
情
報
と
計
算
関
係
書
類
に
表
示
す
べ
き
情
報
と
の
合
致
の
程
度
を

確
か
め
、
か
つ
、
そ
の
結
果
を
利
害
関
係
者
に
伝
達
す
る
た
め
の
手
続
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
計
算
関
係
書
類
の
提
供
）

第
二
十
七
条
　
計
算
関
係
書
類
を
作
成
し
た
理
事
は
、
会
計
監
査
人
に
対
し
て
計
算
関
係
書
類
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
監
事
に
対
し
て
も
計
算
関
係
書
類
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
会
計
監
査
報
告
の
内
容
）

第
二
十
八
条
　
会
計
監
査
人
は
、
計
算
関
係
書
類
を
受
領
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
会
計
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
会
計
監
査
人
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

二
　
計
算
関
係
書
類
（
剰
余
金
処
分
案
又
は
損
失
処
理
案
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
並
び
に
第
四
十
条
第
一
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
農
林
中
央
金
庫
の
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示

し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
（
当
該
意
見
が
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
意
見
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項
）

イ
　
無
限
定
適
正
意
見
　
監
査
の
対
象
と
な
っ
た
計
算
関
係
書
類
が
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
会
計
の
慣
行
に
準
拠
し
て
、
当
該
計
算
関
係
書
類
に
係
る
期
間
の
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適

正
に
表
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
旨

ロ
　
除
外
事
項
を
付
し
た
限
定
付
適
正
意
見
　
監
査
の
対
象
と
な
っ
た
計
算
関
係
書
類
が
除
外
事
項
を
除
き
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
会
計
の
慣
行
に
準
拠
し
て
、
当
該
計
算
関
係
書
類
に
係
る
期
間
の
財
産
及
び
損
益
の

状
況
を
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
旨
、
除
外
事
項
並
び
に
除
外
事
項
を
付
し
た
限
定
付
適
正
意
見
と
し
た
理
由

ハ
　
不
適
正
意
見
　
監
査
の
対
象
と
な
っ
た
計
算
関
係
書
類
が
不
適
正
で
あ
る
旨
及
び
そ
の
理
由

三
　
剰
余
金
処
分
案
又
は
損
失
処
理
案
が
法
令
又
は
定
款
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見

四
　
前
二
号
の
意
見
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

五
　
継
続
企
業
の
前
提
（
農
林
中
央
金
庫
が
将
来
に
わ
た
っ
て
事
業
活
動
を
継
続
す
る
と
の
前
提
を
い
う
。
第
百
十
二
条
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
注
記
に
係
る
事
項

六
　
第
二
号
又
は
第
三
号
の
意
見
が
あ
る
と
き
は
、
事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
の
内
容
と
計
算
関
係
書
類
の
内
容
又
は
会
計
監
査
人
が
監
査
の
過
程
で
得
た
知
識
と
の
間
の
重
要
な
相
違
等
に
つ
い
て
、
報
告
す
べ
き
事
項
の

有
無
及
び
報
告
す
べ
き
事
項
が
あ
る
と
き
は
そ
の
内
容

七
　
追
記
情
報

八
　
会
計
監
査
報
告
を
作
成
し
た
日

２
　
前
項
第
七
号
に
規
定
す
る
「
追
記
情
報
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
事
項
の
う
ち
、
会
計
監
査
人
の
判
断
に
関
し
て
説
明
を
付
す
必
要
が
あ
る
事
項
又
は
計
算
関
係
書
類
の
内
容
の
う
ち
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
会
計
方
針
の
変
更

二
　
重
要
な
偶
発
事
象

三
　
重
要
な
後
発
事
象

（
計
算
関
係
書
類
に
係
る
監
事
の
監
査
報
告
の
内
容
）

第
二
十
九
条
　
監
事
は
、
計
算
関
係
書
類
及
び
会
計
監
査
報
告
（
第
三
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
計
算
関
係
書
類
）
を
受
領
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
監
事
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

二
　
会
計
監
査
人
の
監
査
の
方
法
又
は
結
果
を
相
当
で
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
（
第
三
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
会
計
監
査
報
告
を
受
領
し
て
い
な
い
旨
）

三
　
重
要
な
後
発
事
象
（
会
計
監
査
報
告
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

四
　
会
計
監
査
人
の
職
務
の
遂
行
が
適
正
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
に
関
す
る
事
項

五
　
監
査
の
た
め
必
要
な
調
査
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

六
　
監
査
報
告
を
作
成
し
た
日
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（
計
算
関
係
書
類
に
係
る
監
事
会
の
監
査
報
告
の
内
容
等
）

第
三
十
条
　
監
事
会
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
監
事
が
作
成
し
た
監
査
報
告
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
監
事
監
査
報
告
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
監
事
会
の
監
査
報
告
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
監
事
会
監
査
報
告
」
と
い
う
。
）

を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
監
事
会
監
査
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
監
事
は
、
当
該
事
項
に
係
る
監
事
会
監
査
報
告
の
内
容
が
当
該
事
項
に
係
る
監
事
の
監
事
監
査
報
告
の
内
容
と
異

な
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
に
係
る
各
監
事
の
監
事
監
査
報
告
の
内
容
を
監
事
会
監
査
報
告
に
付
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
監
事
及
び
監
事
会
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

二
　
前
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

三
　
監
事
会
監
査
報
告
を
作
成
し
た
日

３
　
監
事
会
が
監
事
会
監
査
報
告
を
作
成
す
る
場
合
に
は
、
監
事
会
は
、
一
回
以
上
、
会
議
を
開
催
す
る
方
法
又
は
情
報
の
送
受
信
に
よ
り
同
時
に
意
見
の
交
換
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
監
事
会
監
査
報
告
の
内
容
（
前

項
後
段
の
規
定
に
よ
る
付
記
を
除
く
。
）
を
審
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
会
計
監
査
報
告
の
通
知
期
限
等
）

第
三
十
一
条
　
会
計
監
査
人
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
、
特
定
監
事
及
び
特
定
理
事
に
対
し
、
各
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
の
会
計
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
計
算
書
類
の
全
部
を
受
領
し
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日

二
　
当
該
計
算
書
類
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
日
か
ら
一
週
間
を
経
過
し
た
日

三
　
特
定
理
事
、
特
定
監
事
及
び
会
計
監
査
人
の
間
で
合
意
に
よ
り
定
め
た
日
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日

２
　
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
特
定
監
事
及
び
特
定
理
事
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
た
日
に
、
会
計
監
査
人
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
計
監
査
人
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
べ
き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
す
べ
き
日
に
、
計
算
関
係
書
類
に
つ
い

て
は
、
会
計
監
査
人
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

４
　
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
特
定
理
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
（
第
三
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

一
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
者
を
定
め
た
場
合
　
当
該
通
知
を
受
け
る
者
と
し
て
定
め
ら
れ
た
者

二
　
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
監
査
を
受
け
る
べ
き
計
算
関
係
書
類
を
作
成
し
た
理
事

５
　
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
特
定
監
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
（
次
条
及
び
第
三
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

一
　
監
事
会
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
る
監
事
を
定
め
た
場
合
　
当
該
通
知
を
受
け
る
監
事
と
し
て
定
め
ら
れ
た
監
事

二
　
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
す
べ
て
の
監
事

（
会
計
監
査
人
の
職
務
の
遂
行
に
関
す
る
事
項
）

第
三
十
二
条
　
会
計
監
査
人
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
監
事
に
対
す
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
に
際
し
て
、
当
該
会
計
監
査
人
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
事
項
に
係
る
定
め
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
事
項
を
定
め
て
い
な
い
旨
）
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
す
べ
て
の
監
事
が
既
に
当
該
事
項
を
知
っ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
独
立
性
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
監
査
に
関
す
る
法
令
及
び
規
程
の
遵
守
に
関
す
る
事
項

二
　
監
査
、
監
査
に
準
ず
る
業
務
及
び
こ
れ
ら
に
関
す
る
業
務
の
契
約
の
受
任
及
び
継
続
の
方
針
に
関
す
る
事
項

三
　
会
計
監
査
人
の
職
務
の
遂
行
が
適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項

（
計
算
関
係
書
類
に
係
る
監
事
の
監
査
報
告
の
通
知
期
限
）

第
三
十
三
条
　
特
定
監
事
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
、
特
定
理
事
及
び
会
計
監
査
人
に
対
し
、
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
の
監
査
報
告
（
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
監
事
会
の
監
査
報

告
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
会
計
監
査
報
告
を
受
領
し
た
日
（
第
三
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
一
週
間
を
経
過
し
た
日

二
　
特
定
理
事
及
び
特
定
監
事
の
間
で
合
意
に
よ
り
定
め
た
日
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日

２
　
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
特
定
理
事
及
び
会
計
監
査
人
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
た
日
に
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
監
事
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
べ
き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
す
べ
き
日
に
、
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、

監
事
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

（
事
業
報
告
の
監
査
に
つ
い
て
の
通
則
）

第
三
十
四
条
　
法
第
三
十
五
条
第
四
項
（
法
第
九
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
監
査
（
事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
条
か
ら
第
三
十
七
条

ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
事
業
報
告
に
係
る
監
事
の
監
査
報
告
の
内
容
）

第
三
十
五
条
　
監
事
は
、
事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
監
事
の
監
査
（
計
算
関
係
書
類
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

二
　
事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
が
法
令
又
は
定
款
に
従
い
農
林
中
央
金
庫
の
状
況
を
正
し
く
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見

三
　
農
林
中
央
金
庫
の
理
事
又
は
経
営
管
理
委
員
の
職
務
の
遂
行
に
関
し
、
不
正
の
行
為
又
は
法
令
若
し
く
は
定
款
に
違
反
す
る
重
大
な
事
実
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
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四
　
監
査
の
た
め
必
要
な
調
査
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

五
　
第
二
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
容
（
監
査
の
範
囲
に
属
さ
な
い
も
の
を
除
く
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
内
容
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

六
　
監
査
報
告
を
作
成
し
た
日

（
事
業
報
告
に
係
る
監
事
会
の
監
査
報
告
の
内
容
等
）

第
三
十
六
条
　
監
事
会
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
監
事
が
作
成
し
た
監
査
報
告
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
監
事
監
査
報
告
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
監
事
会
の
監
査
報
告
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
監
事
会
監
査
報
告
」
と
い
う
。
）

を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
監
事
会
監
査
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
監
事
は
、
当
該
事
項
に
係
る
監
事
会
監
査
報
告
の
内
容
と
当
該
事
項
に
係
る
当
該
監
事
の
監
事
監
査
報
告
の
内
容

が
異
な
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
に
係
る
監
事
監
査
報
告
の
内
容
を
監
事
会
監
査
報
告
に
付
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
監
事
及
び
監
事
会
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

二
　
前
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

三
　
監
事
会
監
査
報
告
を
作
成
し
た
日

３
　
監
事
会
が
監
事
会
監
査
報
告
を
作
成
す
る
場
合
に
は
、
監
事
会
は
、
一
回
以
上
、
会
議
を
開
催
す
る
方
法
又
は
情
報
の
送
受
信
に
よ
り
同
時
に
意
見
の
交
換
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
監
事
会
監
査
報
告
の
内
容
（
前

項
後
段
の
規
定
に
よ
る
付
記
の
内
容
を
除
く
。
）
を
審
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
報
告
に
係
る
監
事
の
監
査
報
告
の
通
知
期
限
等
）

第
三
十
七
条
　
特
定
監
事
は
、
次
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
、
特
定
理
事
に
対
し
て
、
監
査
報
告
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
監
事
会
の
監
査
報
告
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
容
を
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
報
告
を
受
領
し
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日

二
　
事
業
報
告
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
日
か
ら
一
週
間
を
経
過
し
た
日

三
　
特
定
理
事
及
び
特
定
監
事
の
間
で
合
意
し
た
日

２
　
事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
特
定
理
事
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
た
日
に
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
監
事
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
べ
き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
す
べ
き
日
に
、
事
業
報
告
に
つ
い
て
は
、
監
事

の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

４
　
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
特
定
理
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
。

一
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
者
を
定
め
た
場
合
　
当
該
通
知
を
受
け
る
者
と
定
め
ら
れ
た
者

二
　
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
を
作
成
し
た
理
事

５
　
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
「
特
定
監
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一
　
監
事
会
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
す
べ
き
監
事
を
定
め
た
場
合
　
当
該
通
知
を
す
べ
き
監
事
と
し
て
定
め
ら
れ
た
監
事

二
　
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
す
べ
て
の
監
事

（
計
算
書
類
等
の
提
供
）

第
三
十
八
条
　
法
第
三
十
五
条
第
六
項
（
法
第
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
会
員
に
対
し
て
行
う
提
供
計
算
書
類
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
に
関
し
て

は
、
こ
の
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
計
算
書
類

二
　
計
算
書
類
に
係
る
会
計
監
査
報
告
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
監
査
報
告

三
　
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
の
記
載
又
は
記
録
を
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録

四
　
計
算
書
類
に
係
る
監
事
会
の
監
査
報
告
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
監
査
報
告

五
　
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
の
記
載
又
は
記
録
を
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録

２
　
通
常
総
会
の
招
集
通
知
（
法
第
四
十
六
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
提
供
計
算
書
類
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に

よ
り
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
書
面
の
提
供
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方
法

イ
　
提
供
計
算
書
類
が
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
　
当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
供

ロ
　
提
供
計
算
書
類
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
　
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
供

二
　
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方
法

イ
　
提
供
計
算
書
類
が
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
　
当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

ロ
　
提
供
計
算
書
類
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
　
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

３
　
提
供
計
算
書
類
を
提
供
す
る
際
に
は
、
当
該
事
業
年
度
よ
り
前
の
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
又
は
剰
余
金
処
分
計
算
書
若
し
く
は
損
失
処
理
計
算
書
に
表
示
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
過
年
度

事
項
」
と
い
う
。
）
を
併
せ
て
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
提
供
計
算
書
類
の
提
供
を
す
る
時
に
お
け
る
過
年
度
事
項
が
会
計
方
針
の
変
更
そ
の
他
の
正
当
な
理
由
に
よ
り
当
該
事
業
年
度
よ
り
前
の
事
業
年
度

に
係
る
通
常
総
会
に
お
い
て
承
認
又
は
報
告
を
し
た
も
の
と
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
き
は
、
修
正
後
の
過
年
度
事
項
を
提
供
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
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４
　
提
供
計
算
書
類
に
表
示
す
べ
き
事
項
（
注
記
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
情
報
を
通
常
総
会
に
係
る
招
集
通
知
を
発
出
す
る
と
き
か
ら
通
常
総
会
の
日
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
継
続
し
て
電
磁
的
方
法
に
よ
り
会

員
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
（
第
六
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
（
公
衆
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
に
接
続
す
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
記
録
媒
体
の
う
ち
自
動
公
衆
送
信
の
用
に
供
す
る
部
分
に
記
録
さ
れ
、
又
は
当
該
装
置
に
入
力
さ
れ
る
情
報
を
自
動
公
衆
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
を
い
う
。
次
項
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
の
二
及
び
第
四
十

八
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
と
る
場
合
に
お
け
る
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
に
つ
き
同
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
会
員
に
対
し
て
提
供
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
こ
の
項
の
措
置
を
と
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
限
る
。

５
　
前
項
の
場
合
に
は
、
総
会
招
集
者
（
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
会
招
集
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
同
項
の
措
置
を
と
る
た
め
に
使
用
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
の
う
ち
当
該
措
置
を
と
る
た
め
の
用
に
供
す

る
部
分
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
で
あ
っ
て
、
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
情
報
の
内
容

を
閲
覧
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
会
員
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
総
会
招
集
者
は
、
計
算
書
類
の
内
容
と
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
通
常
総
会
の
招
集
通
知
を
発
出
し
た
日
か
ら
通
常
総
会
の
前
日
ま
で
の
間
に
修
正
を
す
べ
き
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
修
正
後
の
事
項
を
会
員
に
周
知
さ
せ

る
方
法
を
、
当
該
招
集
通
知
と
併
せ
て
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
第
四
項
の
規
定
は
、
提
供
計
算
書
類
に
表
示
す
べ
き
事
項
の
う
ち
注
記
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
も
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
会
員
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
を
妨
げ

る
も
の
で
は
な
い
。

（
事
業
報
告
等
の
会
員
へ
の
提
供
）

第
三
十
九
条
　
法
第
三
十
五
条
第
六
項
（
法
第
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
会
員
に
対
し
て
行
う
提
供
事
業
報
告
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
に
関
し
て

は
、
こ
の
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
事
業
報
告

二
　
事
業
報
告
に
係
る
監
事
会
の
監
査
報
告
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
監
査
報
告

三
　
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
又
は
記
録
を
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録

２
　
通
常
総
会
の
招
集
通
知
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、
提
供
事
業
報
告
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
書
面
の
提
供
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方
法

イ
　
提
供
事
業
報
告
が
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
　
当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
供

ロ
　
提
供
事
業
報
告
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
　
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
供

二
　
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方
法

イ
　
提
供
事
業
報
告
が
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
　
当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

ロ
　
提
供
事
業
報
告
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
　
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

３
　
総
会
招
集
者
は
、
事
業
報
告
の
内
容
と
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
通
常
総
会
の
招
集
通
知
を
発
出
し
た
日
か
ら
通
常
総
会
の
前
日
ま
で
の
間
に
修
正
を
す
べ
き
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
修
正
後
の
事
項
を
会
員
に
周
知
さ
せ

る
方
法
を
、
当
該
招
集
通
知
と
併
せ
て
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
計
算
書
類
の
承
認
の
特
則
に
関
す
る
要
件
）

第
四
十
条
　
法
第
三
十
五
条
第
八
項
（
法
第
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
承
認
特
則
規
定
」
と
い
う
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
承
認
特
則
規
定
に
規
定
す
る
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
の
会
計
監
査
報
告
の
内
容
に
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
定
め
る
事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
会
計
監
査
報
告
に
係
る
監
事
会
の
監
査
報
告
の
内
容
と
し
て
会
計
監
査
人
の
監
査
の
方
法
又
は
結
果
を
相
当
で
な
い
と
認
め
る
意
見
が
な
い
こ
と
。

三
　
第
三
十
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
監
事
会
の
監
査
報
告
に
付
記
さ
れ
た
各
監
事
の
監
査
報
告
の
内
容
が
前
号
の
意
見
で
な
い
こ
と
。

四
　
承
認
特
則
規
定
に
規
定
す
る
計
算
関
係
書
類
が
第
三
十
一
条
第
三
項
又
は
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。

（
役
員
等
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
の
提
起
の
請
求
方
法
）

第
四
十
一
条
　
法
第
四
十
条
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す

る
。

一
　
被
告
と
な
る
べ
き
者

二
　
請
求
の
趣
旨
及
び
請
求
を
特
定
す
る
の
に
必
要
な
事
実

（
役
員
等
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知
方
法
）

第
四
十
二
条
　
法
第
四
十
条
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
四
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す

る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
が
行
っ
た
調
査
の
内
容
（
次
号
の
判
断
の
基
礎
と
し
た
資
料
を
含
む
。
）

二
　
役
員
等
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
責
任
又
は
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断
及
び
そ
の
理
由

三
　
前
号
の
者
に
責
任
又
は
義
務
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
お
い
て
、
役
員
等
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
を
提
起
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由

（
法
第
四
十
五
条
第
四
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
）

第
四
十
三
条
　
法
第
四
十
五
条
第
四
項
（
法
第
五
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
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（
招
集
の
決
定
事
項
）

第
四
十
四
条
　
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
（
法
第
五
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
会
が
通
常
総
会
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
号
の
日
が
前
事
業
年
度
に
係
る
通
常
総
会
の
日
に
応
当
す
る
日
と
著
し
く
離
れ
た
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
時
を
決
定
し
た

理
由

二
　
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
会
の
場
所
が
過
去
に
開
催
し
た
総
会
の
い
ず
れ
の
場
所
と
も
著
し
く
離
れ
た
場
所
で
あ
る
と
き
（
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
場
所
を
決
定
し
た
理
由

イ
　
当
該
場
所
が
定
款
で
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合

ロ
　
当
該
場
所
で
開
催
す
る
こ
と
に
つ
い
て
総
会
に
出
席
し
な
い
会
員
全
員
の
同
意
が
あ
る
場
合

三
　
総
会
に
出
席
し
な
い
会
員
が
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
定
款
に
ロ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め

が
あ
る
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
事
項
の
決
定
を
理
事
に
委
任
す
る
旨
を
決
定
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項
を
除
く
。
）

イ
　
第
四
十
六
条
又
は
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項

ロ
　
特
定
の
時
（
総
会
の
日
時
以
前
の
時
で
あ
っ
て
、
法
第
四
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
発
し
た
日
か
ら
一
週
間
を
経
過
し
た
日
以
後
の
時
に
限
る
。
）
を
も
っ
て
書
面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
の
期
限
と
す
る
旨

を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
特
定
の
時

ハ
　
特
定
の
時
（
総
会
の
日
時
以
前
の
時
で
あ
っ
て
、
法
第
四
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
発
し
た
日
か
ら
一
週
間
を
経
過
し
た
日
以
後
の
時
に
限
る
。
）
を
も
っ
て
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
の
期
限
と

す
る
旨
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
特
定
の
時

ニ
　
第
四
十
八
条
第
一
項
第
二
号
の
取
扱
い
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
取
扱
い
の
内
容

ホ
　
第
四
十
七
条
第
一
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
会
員
に
対
し
て
提
供
す
る
総
会
参
考
書
類
に
記
載
し
な
い
も
の
と
す
る
事
項

ヘ
　
一
の
会
員
が
同
一
の
議
案
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
規
定
に
よ
り
重
複
し
て
議
決
権
を
行
使
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
同
一
の
議
案
に
対
す
る
議
決
権
の
行
使
の
内
容
が
異
な
る
も
の
で
あ

る
と
き
に
お
け
る
当
該
会
員
の
議
決
権
の
行
使
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
と
き
（
次
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
事
項

（１）
　
総
会
に
出
席
し
な
い
会
員
が
書
面
に
よ
っ
て
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
場
合
　
法
第
十
一
条
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
一
条
第
一
項

（２）
　
総
会
に
出
席
し
な
い
会
員
が
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
場
合
　
法
第
十
一
条
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
二
条
第
一
項

ト
　
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
う
ち
、
法
第
四
十
六
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
二
十
五
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
定
款
の
定
め
に
基
づ
き
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る

書
面
（
第
四
十
八
条
の
四
に
お
い
て
「
電
子
提
供
措
置
事
項
記
載
書
面
」
と
い
う
。
）
に
記
載
し
な
い
も
の
と
す
る
事
項

四
　
総
会
に
出
席
し
な
い
会
員
が
書
面
に
よ
っ
て
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
定
款
に
イ
か
ら

ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項
を
除
く
。
）

イ
　
法
第
四
十
六
条
の
三
第
二
項
の
承
諾
を
し
た
会
員
の
請
求
が
あ
っ
た
時
に
当
該
会
員
に
対
し
て
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
議
決
権
行
使
書
面
（
法
第
四
十
六

条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
準
用
会
社
法
」
と
い
う
。
）
第
三
百
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
議
決
権
行
使
書
面
を
い
う
。
ハ
及
び
第
四
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交

付
（
当
該
交
付
に
代
え
て
行
う
準
用
会
社
法
第
三
百
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
含
む
。
）
を
す
る
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

ロ
　
一
の
会
員
が
同
一
の
議
案
に
つ
き
法
第
十
一
条
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
重
複
し
て
議
決
権
を
行
使
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

同
一
の
議
案
に
対
す
る
議
決
権
の
行
使
の
内
容
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
会
員
の
議
決
権
の
行
使
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
事
項

ハ
　
電
子
提
供
措
置
（
法
第
四
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
電
子
提
供
措
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
と
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
四
十
六
条
の
三
第
二
項
の
承
諾
を
し
た
会
員
の
請
求
が
あ
っ
た
時
に
議

決
権
行
使
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
当
該
会
員
に
係
る
事
項
に
限
る
。
第
四
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
電
子
提
供
措
置
を
と
る
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

五
　
法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
代
理
人
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
代
理
権
（
代
理
人
の
資
格
を
含
む
。
）
を
証
明
す
る
方
法
、
代
理
人
の
数
そ
の
他
代
理
人
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
と
き

（
定
款
に
当
該
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
事
項

六
　
第
三
号
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
総
会
の
目
的
で
あ
る
事
項
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
係
る
議
案
の
概
要
（
議
案
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
）

イ
　
役
員
等
の
選
任

ロ
　
役
員
等
の
報
酬
等

ハ
　
定
款
の
変
更

（
総
会
参
考
書
類
）

第
四
十
五
条
　
農
林
中
央
金
庫
が
、
総
会
に
出
席
し
な
い
会
員
が
書
面
を
も
っ
て
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
電
磁
的
方
法
を
も
っ
て
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
款
で
定
め
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

農
林
中
央
金
庫
が
行
っ
た
総
会
参
考
書
類
の
交
付
（
当
該
交
付
に
代
え
て
行
う
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
含
む
。
）
は
、
法
第
四
十
六
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
一
条
第
一
項
及
び
第
三
百
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
総
会
参
考
書
類
の
交
付
と
み
な
す
。

２
　
総
会
招
集
者
は
、
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
招
集
通
知
を
発
出
し
た
日
か
ら
総
会
の
前
日
ま
で
の
間
に
修
正
を
す
べ
き
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
修
正
後
の
事
項
を
会
員
に
周
知
さ
せ
る
方
法
を
、
当

該
招
集
通
知
と
併
せ
て
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
総
会
参
考
書
類
の
記
載
事
項
）

第
四
十
六
条
　
総
会
参
考
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
議
案
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二
　
提
案
の
理
由
（
総
会
に
お
い
て
一
定
の
事
項
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
議
案
の
場
合
に
お
け
る
当
該
説
明
す
べ
き
内
容
を
含
む
。
）

三
　
議
案
に
つ
き
法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
総
会
に
報
告
す
べ
き
調
査
の
結
果
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
の
概
要

２
　
総
会
参
考
書
類
に
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
員
の
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
参
考
と
な
る
と
認
め
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
同
一
の
総
会
に
関
し
て
会
員
に
対
し
て
提
供
す
る
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
う
ち
、
他
の
書
面
に
記
載
し
て
い
る
事
項
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
は
、
会
員
に
対

し
て
提
供
す
る
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
他
の
書
面
に
記
載
し
て
い
る
事
項
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
事
項
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
同
一
の
総
会
に
関
し
て
会
員
に
対
し
て
提
供
す
る
招
集
通
知
又
は
法
第
三
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
会
員
に
対
し
て
提
供
す
る
事
業
報
告
の
内
容
と
す
べ
き
事
項
の
う
ち
、
総
会
参
考
書
類
に
記
載
し
て
い
る
事
項
が
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
事
項
は
、
会
員
に
対
し
て
提
供
す
る
招
集
通
知
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
会
員
に
対
し
て
提
供
す
る
事
業
報
告
の
内
容
と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
総
会
参
考
書
類
の
記
載
の
特
則
）

第
四
十
七
条
　
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
情
報
を
、
当
該
総
会
に
係
る
招
集
通
知
を
発
出
す
る
時
か
ら
当
該
総
会
の
日
か
ら
三
月
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
継
続
し
て
電
磁
的
方
法

に
よ
り
会
員
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
（
第
六
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
と
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
は
、
当
該
事
項
を
記
載
し
た
総
会
参
考
書
類
を
会
員
に
対
し
て
提
供
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
こ
の
項
の
措
置
を
と
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
限
る
。

一
　
議
案

二
　
次
項
の
規
定
に
よ
り
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項

三
　
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
き
こ
の
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
つ
い
て
監
事
が
異
議
を
述
べ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項

２
　
前
項
の
場
合
に
は
、
会
員
に
対
し
て
提
供
す
る
総
会
参
考
書
類
に
、
同
項
の
措
置
を
と
る
た
め
に
使
用
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
の
う
ち
当
該
措
置
を
と
る
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た

め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
で
あ
っ
て
、
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
も
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
会
員
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
議
決
権
行
使
書
面
）

第
四
十
八
条
　
法
第
四
十
六
条
の
三
第
四
項
（
法
第
四
十
条
第
二
項
及
び
第
五
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
交
付
す
べ
き
議
決
権
行
使
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
又
は
法
第
四
十
六
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
二
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
べ
き

議
決
権
行
使
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
各
議
案
（
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
も
の
）
に
つ
い
て
の
賛
否
（
棄
権
の
欄
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
棄
権
を
含
む
。
）
を
記
載
す
る
欄

イ
　
二
以
上
の
経
営
管
理
委
員
、
監
事
又
は
会
計
監
査
人
の
選
任
に
関
す
る
議
案
で
あ
る
場
合
　
各
候
補
者
の
選
任

ロ
　
二
以
上
の
役
員
等
の
解
任
に
関
す
る
議
案
で
あ
る
場
合
　
各
役
員
等
の
解
任

ハ
　
二
以
上
の
会
計
監
査
人
の
不
再
任
に
関
す
る
議
案
で
あ
る
場
合
　
各
会
計
監
査
人
の
不
再
任

二
　
第
四
十
四
条
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
前
号
の
欄
に
記
載
が
な
い
議
決
権
行
使
書
面
が
農
林
中
央
金
庫
に
提
出
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
各
議
案
に
つ
い
て
の
賛
成
、
反
対
又
は
棄
権
の
い
ず

れ
か
の
意
思
の
表
示
が
あ
っ
た
も
の
と
す
る
取
扱
い
の
内
容

三
　
第
四
十
四
条
第
三
号
ヘ
又
は
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
項

四
　
議
決
権
の
行
使
の
期
限

五
　
議
決
権
を
行
使
す
べ
き
会
員
の
名
称

２
　
第
四
十
四
条
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
四
十
六
条
の
三
第
二
項
の
承
諾
を
し
た
会
員
の
請
求
が
あ
っ
た
時
に
、
当
該
会
員
に
対
し
て
、
法
第
四
十
六
条
の
三
第
四

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
議
決
権
行
使
書
面
の
交
付
（
当
該
交
付
に
代
え
て
行
う
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
含
む
。
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
第
四
十
四
条
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
四
十
六
条
の
三
第
二
項
の
承
諾
を
し
た
会
員
の
請
求
が
あ
っ
た
時
に
、
議
決
権
行
使
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情

報
に
つ
い
て
電
子
提
供
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
会
員
に
対
し
て
、
法
第
四
十
六
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
二
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
議
決
権
行
使
書
面
の
交

付
を
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
同
一
の
総
会
に
関
し
て
会
員
に
対
し
て
提
供
す
る
招
集
通
知
の
内
容
と
す
べ
き
事
項
の
う
ち
、
議
決
権
行
使
書
面
に
記
載
し
て
い
る
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
は
、
招
集
通
知
の
内
容
と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

５
　
同
一
の
総
会
に
関
し
て
会
員
に
対
し
て
提
供
す
る
議
決
権
行
使
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
招
集
通
知
の
内
容
と
し
て
い
る
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
項
は
、
議
決
権
行
使
書
面
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
電
子
提
供
措
置
）

第
四
十
八
条
の
二
　
法
第
四
十
六
条
の
四
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
六
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
使
用
す
る
も
の
に
よ
る
措
置
と
す
る
。

（
電
子
提
供
措
置
を
と
る
場
合
に
お
け
る
招
集
通
知
の
記
載
事
項
）

第
四
十
八
条
の
三
　
法
第
四
十
六
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
二
十
五
条
の
四
第
二
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
電
子
提
供
措
置
を
と
る
た
め
に
使
用
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
の
う
ち
当

該
電
子
提
供
措
置
を
と
る
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
で
あ
っ
て
、
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

入
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
そ
の
他
の
当
該
者
が
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
す
る
。
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（
電
子
提
供
措
置
事
項
記
載
書
面
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
事
項
）

第
四
十
八
条
の
四
　
法
第
四
十
六
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
二
十
五
条
の
五
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
議
案

ロ
　
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
き
電
子
提
供
措
置
事
項
記
載
書
面
に
記
載
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
監
事
が
異
議
を
述
べ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項

二
　
計
算
書
類
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
事
項
（
注
記
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

２
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
全
部
又
は
一
部
を
電
子
提
供
措
置
事
項
記
載
書
面
に
記
載
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
監
事
又
は
会
計
監
査
人
が
、
電
子
提
供
措
置
事
項
記
載
書
面
に
記
載
さ
れ
た
事
項
（
計
算
書
類
に
記
載
さ
れ
、

又
は
記
録
さ
れ
た
事
項
に
限
る
。
）
が
監
査
報
告
又
は
会
計
監
査
報
告
を
作
成
す
る
に
際
し
て
監
査
を
し
た
計
算
書
類
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
事
項
の
一
部
で
あ
る
旨
を
会
員
（
電
子
提
供
措
置
事
項
記
載
書
面
の
交
付
を
受

け
る
会
員
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
通
知
す
べ
き
こ
と
を
総
会
招
集
者
に
請
求
し
た
と
き
は
、
総
会
招
集
者
は
、
そ
の
旨
を
会
員
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
款
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
四
十
九
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
定
款
の
変
更
を
議
決
し
た
総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
録

三
　
定
款
の
変
更
が
出
資
一
口
の
金
額
の
減
少
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
（
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
官
報
の
ほ
か
法
第
九
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
定
款
の
定
め
に
従
い
同
項
各
号
に
掲
げ
る
公
告
方
法
に
よ
り
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
公
告
の
方
法
）
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
並
び

に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
債
権
者
に
対
し
弁
済
し
、
若
し
く
は
相
当
の
担
保
を
提
供
し
、
若
し
く
は
当
該
債
権
者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
相
当
の
財
産
を
信
託
し
た
こ
と
又
は
当
該

出
資
一
口
の
金
額
の
減
少
を
し
て
も
当
該
債
権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

四
　
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
四
号
）
第
三
十
二
条
第
一
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
優
先
出
資
者
総
会
の
承
認
を
要
す
る
場
合
に
は
、
当
該
優
先
出
資

者
総
会
の
議
事
録

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
定
款
の
変
更
の
認
可
を
要
し
な
い
事
項
）

第
五
十
条
　
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
従
た
る
事
務
所
の
設
置
、
移
転
又
は
廃
止

二
　
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
名
称
の
変
更
そ
の
他
の
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
軽
微
な
事
項

（
役
員
の
説
明
義
務
）

第
五
十
一
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
た
だ
し
書
（
法
第
五
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
会
員
が
説
明
を
求
め
た
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
た
め
に
調
査
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
場
合
（
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

イ
　
当
該
会
員
が
総
会
の
日
よ
り
相
当
の
期
間
前
に
当
該
事
項
を
農
林
中
央
金
庫
に
対
し
て
通
知
し
た
場
合

ロ
　
当
該
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
た
め
に
必
要
な
調
査
が
著
し
く
容
易
で
あ
る
場
合

二
　
会
員
が
説
明
を
求
め
た
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
そ
の
他
の
者
（
当
該
会
員
を
除
く
。
）
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
と
な
る
場
合

三
　
会
員
が
当
該
総
会
に
お
い
て
実
質
的
に
同
一
の
事
項
に
つ
い
て
繰
り
返
し
て
説
明
を
求
め
る
場
合

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
会
員
が
説
明
を
求
め
た
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
し
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合

（
議
事
録
）

第
五
十
二
条
　
法
第
四
十
九
条
の
四
第
一
項
（
法
第
五
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
総
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
総
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
総
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
理
事
、
経
営
管
理
委
員
、
監
事
、
会
計
監
査
人
又
は
会
員
が
総
会
に
出
席
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を
含
む
。
）

二
　
総
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

三
　
次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
総
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
又
は
発
言
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
又
は
発
言
の
内
容
の
概
要

イ
　
法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
五
条
第
一
項

ロ
　
法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
五
条
第
二
項

ハ
　
法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
五
条
第
一
項

ニ
　
法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
五
条
第
二
項

ホ
　
法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
四
条

ヘ
　
法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
七
条
第
三
項

ト
　
法
第
三
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
九
十
八
条
第
一
項

チ
　
法
第
三
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
九
十
八
条
第
二
項

四
　
総
会
に
出
席
し
た
理
事
、
経
営
管
理
委
員
、
監
事
又
は
会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称
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五
　
総
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

六
　
議
事
録
を
作
成
し
た
理
事
の
氏
名

（
出
資
一
口
の
金
額
の
減
少
を
議
決
し
た
と
き
に
計
算
書
類
に
関
し
公
告
す
べ
き
事
項
）

第
五
十
三
条
　
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
条
第
一
項
の
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
を
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
い
て
い
る
旨
と
す
る
。

（
総
代
会
の
設
置
）

第
五
十
四
条
　
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
に
総
代
会
を
設
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
定
款
に
総
代
の
員
数
、
任
期
及
び
選
挙
に
関
す
る
規
定
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
各
別
に
異
議
の
催
告
を
要
し
な
い
債
権
者
）

第
五
十
五
条
　
令
第
五
条
の
農
林
中
央
金
庫
の
業
務
に
係
る
多
数
人
を
相
手
方
と
す
る
定
型
的
契
約
の
債
権
者
で
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
保
護
預
り
契
約
に
係
る
債
権
者
と
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
の
会
員
外
貸
付
け
の
認
可
の
申
請
等
）

第
五
十
六
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
会
員
以
外
の
者
（
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
資
金
の
貸
付
け
又
は
手
形
の
割
引
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次

に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
の
業
務
の
運
営
の
た
め
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二
　
会
員
と
の
取
引
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

（
会
員
外
貸
付
け
の
認
可
を
要
し
な
い
農
林
水
産
業
を
営
む
者
）

第
五
十
七
条
　
法
第
五
十
四
条
第
三
項
第
二
号
の
農
林
水
産
業
を
営
む
者
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
組
合
員
の
事
業
に
必
要
と
な
る
資
金
の
貸
付
け
の
事
業
を
行
う
農
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
、
水
産
加
工
業
協

同
組
合
又
は
森
林
組
合
の
組
合
員
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

（
付
随
業
務
）

第
五
十
八
条
　
法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
五
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
証
書
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
譲
渡
性
預
金
（
払
戻
し
に
つ
い
て
期
限
の
定
め
が
あ
る
預
金
で
、
譲
渡
禁
止
の
特
約
の
な
い
も
の
を
い
う
。
第
六
十
二
条
第
一
項
及
び
第
百
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
預
金
証
書

二
　
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー

三
　
住
宅
抵
当
証
書

四
　
貸
付
債
権
信
託
の
受
益
権
証
書

五
　
抵
当
証
券
法
（
昭
和
六
年
法
律
第
十
五
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券

六
　
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
商
品
投
資
受
益
権
の
受
益
権
証
書

七
　
外
国
の
法
人
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
で
銀
行
業
（
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
銀
行
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
営
む
者
そ
の
他
の
金
銭
の
貸
付
け
を
業
と
し
て
行
う
者
の
貸
付
債
権
を
信
託
す
る
信
託
の

受
益
権
又
は
こ
れ
に
類
す
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の

八
　
法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
十
四
号
又
は
第
十
六
号
に
規
定
す
る
取
引
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
証
券
又
は
証
書

２
　
法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
六
号
の
特
定
社
債
に
準
ず
る
有
価
証
券
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）
第
十
五
条
の
十
七
第
一
項
第
二
号
又
は
同
条
第
三
項

に
規
定
す
る
有
価
証
券
（
同
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府

令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
四
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
譲
渡
資
産
が
、
金
銭
債
権
（
法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
六
号
に
規
定
す
る
金
銭
債
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
金
銭
債
権
を
信
託
す

る
信
託
の
受
益
権
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
十
号
の
二
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
外
国
銀
行
（
同
項
第
十
号
に
規
定
す
る
外
国
銀
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
及

び
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
（
代
理
又
は
媒
介
に
係
る
業
務
及
び
銀
行
が
同
項
（
第
八
号
及
び
第
八
号
の
二
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
業
務
を
除
く
。
）
の
代
理
又
は
媒
介
と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
が
次
に
掲
げ
る
認
可
を
受
け
て
そ
の
子
会
社
と
し
て
い
る
外
国
銀
行

イ
　
法
第
七
十
二
条
第
四
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
認
可
対
象
会
社
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
認
可
対
象
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
の
認
可

ロ
　
法
第
七
十
二
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
認
可

二
　
農
林
中
央
金
庫
の
子
会
社
で
な
い
外
国
銀
行

４
　
法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
取
引
以
外
の
取
引
と
す
る
。

一
　
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
六
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二
　
暗
号
等
資
産
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
四
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
暗
号
等
資
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
暗
号
等
資
産
関
連
金
融
指
標
（
同
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
暗
号
等

資
産
関
連
金
融
指
標
を
い
う
。
第
九
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
取
引

５
　
法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
十
六
号
の
類
似
す
る
取
引
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
と
す
る
。
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一
　
当
事
者
が
数
量
を
定
め
た
商
品
に
つ
い
て
当
該
当
事
者
間
で
取
り
決
め
た
商
品
相
場
に
基
づ
き
金
銭
の
支
払
を
相
互
に
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
（
次
に
掲
げ
る
取
引
に
限
る
。
第
六
十
五
条
に
お
い
て
「
商

品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
い
う
。
）

イ
　
差
金
の
授
受
に
よ
っ
て
決
済
さ
れ
る
取
引

ロ
　
商
品
及
び
そ
の
対
価
の
授
受
を
約
す
る
売
買
取
引
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の

（１）
　
当
該
売
買
取
引
に
係
る
商
品
を
決
済
の
終
了
後
に
保
有
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
こ
と
。

（２）
　
当
該
売
買
取
引
に
係
る
商
品
の
保
管
又
は
運
搬
に
伴
い
発
生
し
う
る
危
険
を
負
担
し
な
い
こ
と
。

二
　
当
事
者
が
数
量
を
定
め
た
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い

て
当
該
当
事
者
間
で
取
り
決
め
た
算
定
割
当
量
の
相
場
に
基
づ
き
金
銭
の
支
払
を
相
互
に
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
（
次
に
掲
げ
る
取
引
に
限
る
。
）

イ
　
差
金
の
授
受
に
よ
っ
て
決
済
さ
れ
る
取
引

ロ
　
算
定
割
当
量
及
び
そ
の
対
価
の
授
受
を
約
す
る
売
買
取
引
で
あ
っ
て
、
当
該
売
買
取
引
に
係
る
算
定
割
当
量
を
決
済
の
終
了
後
に
保
有
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
も
の

三
　
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お
い
て
前
二
号
に
掲
げ
る
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
相
手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
付
与
し
、
当
事
者
の
一
方
が
こ
れ
に
対
し
て
対
価
を
支
払
う
こ
と
を
約
す

る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引

６
　
法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
十
六
号
の
農
林
中
央
金
庫
の
経
営
の
健
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
取
引
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

７
　
法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
十
七
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
上
場
商
品
構
成
物
品
等
（
商
品
先
物
取
引
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
上
場
商
品
構
成
物
品
等
を
い

う
。
）
に
つ
い
て
商
品
市
場
（
同
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
商
品
市
場
を
い
う
。
）
に
お
け
る
相
場
を
利
用
し
て
行
う
同
法
第
二
条
第
十
四
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
又
は
第
四
号
（
ニ
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
取
引
の
媒
介
、
取

次
ぎ
又
は
代
理
と
す
る
。

８
　
法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
二
十
号
イ
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
機
械
類
そ
の
他
の
物
件
を
使
用
さ
せ
る
契
約
の
う
ち
使
用
期
間
（
同
号
イ
に
規
定
す
る
使
用
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
中
途
に
お
い

て
契
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
定
め
が
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
相
手
方
が
、
当
該
契
約
に
係
る
使
用
期
間
の
中
途
に
お
い
て
当
該
契
約
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
し
、
又
は
当
該
契
約
を
解
除
す
る
場
合
に
お
い
て
、
未

経
過
期
間
に
係
る
使
用
料
の
お
お
む
ね
全
部
を
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

９
　
法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
二
十
号
ロ
の
主
務
省
令
で
定
め
る
費
用
は
、
利
子
及
び
手
数
料
の
額
と
す
る
。

10
　
法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
二
十
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
（
農
林
中
央
金
庫
の
保
有
す
る
人
材
、
情
報
通
信
技
術
、
設
備
そ
の
他
の
農
林
中
央
金
庫
の
営
む
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係

る
経
営
資
源
に
加
え
て
、
次
に
掲
げ
る
業
務
の
遂
行
の
た
め
に
新
た
に
経
営
資
源
を
取
得
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
需
要
の
状
況
に
よ
り
そ
の
相
当
部
分
が
活
用
さ
れ
な
い
と
き
に
お
い
て
も
、
農
林
中
央
金
庫
の
業
務
の
健
全
か
つ

適
切
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
　
他
の
事
業
者
等
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
及
び
事
業
を
行
う
個
人
（
当
該
事
業
の
利
益
の
た
め
に
す
る
行
為
を
行
う
場
合
に
お
け
る
個
人
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
経
営
に
関
す
る
相
談
の
実
施
、
当
該
他
の
事
業
者

等
の
業
務
に
関
連
す
る
事
業
者
等
又
は
顧
客
の
紹
介
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
事
務
の
受
託
（
以
下
「
経
営
相
談
等
業
務
」
と
い
う
。
）

二
　
高
度
の
専
門
的
な
能
力
を
有
す
る
人
材
そ
の
他
の
農
林
中
央
金
庫
の
利
用
者
で
あ
る
事
業
者
等
の
経
営
の
改
善
に
寄
与
す
る
人
材
に
係
る
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
事
業
（
経
営
相
談
等
業
務
そ
の
他
の
農
林
中
央
金
庫
の
営
む
業
務
に
関
連
し
て
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
業
の
派
遣
労
働
者
（
同
条
第
二
号
に
規

定
す
る
派
遣
労
働
者
を
い
い
、
業
と
し
て
行
わ
れ
る
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
の
対
象
と
な
る
も
の
に
限
る
。
第
九
十
九
条
の
二
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
常
時
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
で
な
い
も
の
に
限
る
。
）

三
　
他
の
事
業
者
等
の
た
め
に
電
子
計
算
機
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
機
能
す
る
シ
ス
テ
ム
の
設
計
、
開
発
若
し
く
は
保
守
（
農
林
中
央
金
庫
が
単
独
で
若
し
く
は
他
の
事
業
者
等
と
共
同
し
て
設
計
し
、
若
し
く
は
開
発
し
た
シ
ス

テ
ム
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
作
成
、
販
売
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
販
売
に
伴
い
必
要
と
な
る
附
属
機
器
の
販
売
を
含
む
。
）
若
し
く
は
保
守
（
農
林
中
央
金
庫
が
単
独
で
若
し
く

は
他
の
事
業
者
等
と
共
同
し
て
設
計
し
、
若
し
く
は
作
成
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
業
務

四
　
他
の
事
業
者
等
の
業
務
に
関
す
る
広
告
、
宣
伝
、
調
査
、
情
報
の
分
析
又
は
情
報
の
提
供
を
行
う
業
務

五
　
農
林
中
央
金
庫
の
利
用
者
に
つ
い
て
定
期
的
に
又
は
随
時
通
報
を
受
け
て
巡
回
訪
問
を
行
う
業
務

（
算
定
割
当
量
の
取
得
等
）

第
五
十
八
条
の
二
　
法
第
五
十
四
条
第
七
項
第
五
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
算
定
割
当
量
を
取
得
し
、
若
し
く
は
譲
渡
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
行
う
業
務
と
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
の
子
会
社
等
）

第
五
十
九
条
　
法
第
五
十
六
条
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
会
社
は
、
農
林
中
央
金
庫
の
子
法
人
等
及
び
関
連
法
人
等
（
令
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
関
連
法
人
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。

（
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
六
十
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
預
金
者
等
（
預
金
者
及
び
定
期
積
金
の
積
金
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

一
　
主
要
な
預
金
等
（
預
金
又
は
定
期
積
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
金
利
の
明
示

二
　
取
り
扱
う
預
金
等
に
係
る
手
数
料
の
明
示

三
　
取
り
扱
う
預
金
等
の
う
ち
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
保
険
金
の
支
払
の
対
象
で
あ
る
も
の
の
明
示

四
　
商
品
の
内
容
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
商
品
情
報
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
書
面
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
子
計
算
機
の
映
像
面
へ
表
示
し
た
も
の
を
用
い
て
行
う

預
金
者
等
の
求
め
に
応
じ
た
説
明
及
び
当
該
書
面
の
交
付

イ
　
名
称
（
通
称
を
含
む
。
）
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ロ
　
受
入
れ
の
対
象
と
な
る
者
の
範
囲

ハ
　
預
入
期
間
（
自
動
継
続
扱
い
の
有
無
を
含
む
。
）

ニ
　

低
預
入
金
額
、
預
入
単
位
そ
の
他
の
預
入
れ
に
関
す
る
事
項

ホ
　
払
戻
し
の
方
法

ヘ
　
利
息
の
設
定
方
法
、
支
払
方
法
、
計
算
方
法
そ
の
他
の
利
息
に
関
す
る
事
項

ト
　
手
数
料

チ
　
付
加
す
る
こ
と
の
で
き
る
特
約
に
関
す
る
事
項

リ
　
預
入
期
間
の
中
途
で
の
解
約
時
の
取
扱
い
（
利
息
及
び
手
数
料
の
計
算
方
法
を
含
む
。
）

ヌ
　
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項

（１）
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
（
法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
八
十
五
条
の
二
十
四
第
十
八
号
、
第
百
十
二
条
第
四
号
ニ
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
一
第
十
八

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
存
在
す
る
場
合
　
農
林
中
央
金
庫
が
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
手
続
実
施
基
本
契
約
（
法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
手
続
実
施
基
本
契
約
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
締
結
す
る
措
置
を
講
ず
る
当
該
手
続
実
施
基
本
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
商
号
又
は
名
称

（２）
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合
　
農
林
中
央
金
庫
の
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
苦
情
処
理
措
置
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
苦
情
処
理
措
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
紛
争
解
決

措
置
（
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
紛
争
解
決
措
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
容

ル
　
そ
の
他
預
金
等
の
預
入
れ
に
関
し
参
考
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項

五
　
次
に
掲
げ
る
も
の
と
預
金
等
と
の
組
合
せ
に
よ
る
預
入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
預
入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
こ
と
そ
の

他
当
該
商
品
に
関
す
る
詳
細
な
説
明

イ
　
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の

ロ
　
法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

ハ
　
先
物
外
国
為
替
取
引

ニ
　
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
及
び
外
国
金
融
商
品
市
場
（
同
条
第
八
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
金
融
商
品
市
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け

る
同
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
を
除
く
。
）

ホ
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
同
号
に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
（
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
並
び
に
同
項
第
三
号
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
政
府
が
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払
に
つ
い
て
保
証
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
「
国
債
証
券
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
同
項

第
一
号
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

六
　
変
動
金
利
預
金
の
金
利
の
設
定
の
基
準
と
な
る
指
標
及
び
金
利
の
設
定
の
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
及
び
方
法
並
び
に
金
利
に
関
す
る
情
報
の
適
切
な
提
供

２
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
前
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
交
付
に
代
え
て
、
次
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
預
金
者
等
の
承
諾
を
得
て
、
商
品
情
報
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
農
林
中
央
金
庫
は
、
当
該
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
商
品
情
報
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
預
金
者
等
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
第
八
条
各
号
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的

方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
農
林
中
央
金
庫
は
、
預
金
者
等
か
ら
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
預
金
者
等
に
対
し
、
商
品
情
報
の
提
供
を
電
磁

的
方
法
に
よ
っ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
預
金
者
等
が
再
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
一
の
預
金
等
に
係
る
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
（
法
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
（
金

融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
預
金
等
媒
介
業
務
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る

預
金
等
媒
介
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
者
に
限
る
。
）
が
預
金
者
等
に
対
し
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
預
金
者
等
に
対
し
、
同
項
各
号
に

掲
げ
る
方
法
に
よ
り
情
報
の
提
供
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
農
林
債
の
債
権
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
六
十
一
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
農
林
債
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
前
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
準
じ
た
方
法
に
よ
り
顧
客
に
対
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
金
銭
債
権
等
と
預
金
等
と
の
誤
認
防
止
）

第
六
十
二
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
業
務
の
方
法
に
応
じ
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
取
引
を
行
う
目
的
を
踏
ま
え
、
顧
客
に
対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法

に
よ
り
、
預
金
等
と
の
誤
認
を
防
止
す
る
た
め
の
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
金
銭
債
権
（
国
内
で
発
行
さ
れ
た
譲
渡
性
預
金
の
預
金
証
書
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
国
債
証
券
等
及
び
前
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

三
　
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
業
を
行
う
者
が
保
険
者
と
な
る
保
険
契
約

２
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
前
項
に
規
定
す
る
説
明
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。
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一
　
預
金
等
で
は
な
い
こ
と
。

二
　
預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
五
十
三
条
又
は
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
保
険
金
の
支
払
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
こ
と
。

三
　
元
本
の
返
済
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

四
　
契
約
の
主
体
そ
の
他
預
金
等
と
の
誤
認
防
止
に
関
し
参
考
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項

３
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
そ
の
事
務
所
等
（
主
た
る
事
務
所
、
従
た
る
事
務
所
そ
の
他
農
林
中
央
金
庫
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
営
む
施
設
又
は
設
備
（
携
帯
型
の
設
備
及
び
農
林
中
央
金
庫
以
外
の
者
が
占
有
し
、
又
は
管
理
す
る

設
備
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
第
一
項
に
掲
げ
る
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
事
務
所
等
内
に
お
い
て
顧
客
の
目
に
つ
き
や
す
い
場
所
に
適
切
に
掲

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
十
号
又
は
第
七
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
元
本
の
補
塡
の
契
約
を
し
て
い
な
い
信
託
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理
を
行
う
場
合
に
は
、
元
本
の
補
塡
の
契
約
を
し
て
い
な
い
こ
と

を
当
該
事
務
所
等
内
に
お
い
て
顧
客
の
目
に
つ
き
や
す
い
場
所
に
適
切
に
掲
示
し
、
元
本
の
補
塡
の
契
約
を
し
て
い
な
い
金
銭
信
託
に
係
る
信
託
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を
行
う
場
合
（
信
託
業
法
施
行
規
則
（
平

成
十
六
年
内
閣
府
令
第
百
七
号
）
第
七
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
農
林
中
央
金
庫
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
掲
示
の
内
容
を
農
林
中
央
金
庫
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
投
資
信
託
委
託
会
社
等
へ
の
店
舗
貸
し
に
よ
る
受
益
証
券
等
の
取
扱
い
）

第
六
十
三
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
投
資
信
託
委
託
会
社
又
は
資
産
運
用
会
社
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
資
産
運
用
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
十
七
条
第
二
項
第
二
十

二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
農
林
中
央
金
庫
の
事
務
所
等
の
一
部
を
使
用
し
て
同
法
に
規
定
す
る
投
資
信
託
若
し
く
は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券
、
投
資
証
券
、
新
投
資
口
予
約
権
証
券
、
投
資
法
人
債
券
又
は
外
国
投
資
証
券
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
受
益
証
券
等
」
と
い
う
。
）
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
預
金
等
を
取
り
扱
う
場
所
と
投
資
信
託
委
託
会
社
又
は
資
産
運
用
会
社
が
受
益
証
券
等
を
取
り
扱
う
場
所
と
を
明
確
に
区
分
す
る
と
と

も
に
、
顧
客
の
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
の
あ
る
掲
示
を
行
わ
な
い
等
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
農
林
中
央
金
庫
と
他
の
者
と
の
誤
認
防
止
）

第
六
十
四
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
い
る
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
そ
の
業
務
を
営
む
場
合
に
は
、
顧
客
が
農
林
中
央
金
庫
と
他
の
者
を
誤
認
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
取
引
勘
定
）

第
六
十
五
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
特
定
取
引
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
と
き
は
、
特
定
取
引
及
び
特
定
取
引
の
対
象
と
な
る
財
産
を
そ
の
他
の
取
引
及
び
財
産
と
区
分
し
て
経
理
す
る
た
め
、

特
別
の
勘
定
（
以
下
「
特
定
取
引
勘
定
」
と
い
う
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
農
林
中
央
金
庫
が
当
該
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
い
と
き
又
は
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も
特
定
取

引
勘
定
を
設
け
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
　
直
近
の
期
末
の
前
の
期
末
か
ら
直
近
の
期
末
ま
で
の
間
に
お
け
る
商
品
有
価
証
券
勘
定
及
び
売
付
商
品
債
券
勘
定
の
合
計
額
の
う
ち

も
大
き
い
額
が
、
千
億
円
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
直
近
の
期
末
の
前
の
期
末
の
総
資
産
の

十
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
直
近
の
期
末
に
お
け
る
商
品
有
価
証
券
勘
定
及
び
売
付
商
品
債
券
勘
定
の
合
計
額
が
千
億
円
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
期
末
の
総
資
産
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
以
上
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
特
定
取
引
と
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
金
融
商
品
市
場
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
市
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
相
場
そ
の
他
の
指
標
（
第
五
項
に
お
い

て
「
指
標
」
と
い
う
。
）
に
係
る
短
期
的
な
変
動
、
市
場
間
の
格
差
等
を
利
用
し
て
利
益
を
得
る
目
的
又
は
当
該
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
得
る
損
失
を
減
少
さ
せ
る
目
的
で
自
己
の
計
算
に
お
い
て
行
う
市
場
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
及
び
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
う
ち
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
並
び
に
次
に
掲
げ
る
取
引
と
す
る
。

一
　
有
価
証
券
の
売
買
（
国
債
等
（
法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る
国
債
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項

第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
あ
っ
て
は
、
法
第
五
十
四
条
第
六
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
短
期
社
債
、
同
号
ニ
に
掲
げ
る
短
期
社
債
及
び
同
号
ホ
に
掲
げ
る
特
定
短
期
社
債
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
特
定
取
引
債
券
」
と
い
う
。
）
又
は
外
国
若
し
く
は
外
国
の
法
人
の
発
行
す
る
証
券
若
し
く
は
証
書
で
国
債
等
若
し
く
は
特
定
取
引
債
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
の
売
買
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
三

号
イ
及
び
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
取
引
に
限
る
。
）
及
び
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同
項
第
三
号
イ
及
び
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
取
引
並
び
に
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
国
債
等
の
引
受
け
（
国
債
等
の
発
行
に
際
し
て
当
該
国
債
等
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
他
に
こ
れ
を
取
得
す
る
者
が
な
い
場
合
に
そ
の
残
部
を
取
得
す
る
契
約
を
締
結
す
る
取
引
に
限
る
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

三
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
法
第
五
十
四
条
第
六
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
特
定
短
期
社
債
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
有

価
証
券
並
び
に
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
法
第
五
十
四
条
第
六
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
短
期
社
債
及
び
同
号
ニ
に
掲
げ
る
短
期
社
債
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
金
融
商
品
取
引
法
第
二

条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
十
五
条
の
十
七
第
一
項
第
二
号
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
（
以
下

こ
の
号
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
資
産
対
応
証
券
」
と
い
う
。
）
の
引
受
け
（
資
産
対
応
証
券
の
発
行
に
際
し
て
当
該
資
産
対
応
証
券
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
他
に
こ
れ
を
取
得
す
る
者
が
な
い
場
合
に
そ
の
残
部
を
取
得
す
る
契

約
を
締
結
す
る
取
引
に
限
る
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

四
　
金
銭
債
権
（
第
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
七
号
若
し
く
は
第
八
号
に
掲
げ
る
証
書
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
又
は
円
建
銀
行
引
受
手
形
（
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
が
引
き
受
け
を
行
っ
た
貿
易
に

係
る
為
替
手
形
の
う
ち
、
本
邦
通
貨
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
限
る
。
）
の
取
得
又
は
譲
渡

五
　
短
期
社
債
等
（
法
第
五
十
四
条
第
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る
短
期
社
債
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
取
得
又
は
譲
渡

六
　
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の

七
　
削
除

八
　
先
物
外
国
為
替
取
引

九
及
び
十
　
削
除

十
一
　
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
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十
二
　
第
五
十
八
条
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引

十
三
　
削
除

十
四
　
第
五
十
八
条
第
五
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

十
五
　
法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
十
八
号
の
規
定
に
よ
り
営
む
こ
と
が
で
き
る
有
価
証
券
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同
条
第
六
項
第
六
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
）

十
六
　
法
第
五
十
四
条
第
七
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
営
む
こ
と
が
で
き
る
業
務
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買
又
は
引
受
け
及
び
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

十
七
　
法
第
五
十
四
条
第
七
項
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
算
定
割
当
量
の
取
得
又
は
譲
渡

十
八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
ほ
か
、
当
該
取
引
又
は
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
及
び
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
類
似
し
、
又
は
密
接
に
関
連
す
る

取
引

３
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
特
定
取
引
勘
定
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理
さ
れ
た
取
引
又
は
財
産
を
特
定
取
引
勘
定
以
外
の
勘
定
に
振
り
替
え
る
こ
と
。

二
　
特
定
取
引
勘
定
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理
さ
れ
た
取
引
又
は
財
産
以
外
の
取
引
又
は
財
産
を
特
定
取
引
勘
定
に
振
り
替
え
る
こ
と
。

４
　
前
項
の
行
為
に
は
、
農
林
中
央
金
庫
の
内
部
に
お
い
て
特
定
取
引
勘
定
と
そ
の
他
の
勘
定
と
の
間
で
行
う
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
取
引
（
当
該
取
引
に
類
似
し
、
又
は
密
接
に
関
連
す
る
取
引

と
し
て
同
項
第
十
八
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
取
引
と
さ
れ
る
取
引
を
含
む
。
）
を
含
む
も
の
と
す
る
。

５
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
た
場
合
に
は
、
特
定
取
引
の
う
ち
事
業
年
度
終
了
の
時
に
お
い
て
決
済
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
係
る
利
益
相
当
額
又
は
損
失
相
当
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の

区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
等
、
そ
の
会
計
を
適
正
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
及
び
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
　
金
融
商
品
取
引
所
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
事
業
年
度
終
了
の
日
の

終
価
格
に
よ
り
取
引
を
決
済
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
授
受
さ
れ
る
差
金
に
基
づ
く
額
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
合
理
的
な
方
法
に

よ
り
算
出
し
た
額

二
　
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
並
び
に
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
先
物
外
国
為
替
取
引
　
当
該

取
引
に
よ
り
当
事
者
間
で
授
受
す
る
こ
と
を
約
し
た
金
額
（
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
い
て
未
確
定
の
場
合
は
、
指
標
の
予
想
さ
れ
る
数
値
に
基
づ
き
算
出
さ
れ
る
金
額
）
を
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
事
業
年
度
終
了
の
日
の
現
在

価
値
に
割
り
引
い
た
額

三
　
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
に
限
り
、
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
第
五
十
八
条
第
五
項
第
三
号
に
掲
げ

る
取
引
　
当
該
取
引
の
事
業
年
度
終
了
の
日
の
現
在
価
値
と
し
て
、
権
利
の
行
使
に
よ
り
当
事
者
間
で
授
受
す
る
こ
と
を
約
し
た
金
額
（
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
い
て
未
確
定
の
場
合
は
、
指
標
の
予
想
さ
れ
る
数
値
に
基
づ
き

算
出
さ
れ
る
金
額
）
、
事
業
年
度
終
了
の
日
の
当
該
権
利
行
使
に
係
る
指
標
の
数
値
及
び
当
該
指
標
の
予
想
さ
れ
る
変
動
率
を
用
い
た
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額

四
　
選
択
権
付
債
券
売
買
（
当
事
者
の
一
方
が
受
渡
日
を
指
定
で
き
る
権
利
を
有
す
る
債
券
売
買
で
あ
っ
て
、
一
定
の
期
間
内
に
当
該
権
利
が
行
使
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
当
該
売
買
の
契
約
が
解
除
さ
れ
る
取
引
を
い
う
。
）
、
国
債

等
の
引
受
け
、
資
産
対
応
証
券
の
引
受
け
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
前
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
　
前
三
号
に
掲
げ
る
額
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
合
理
的
な
方
法
に
よ

り
算
定
し
た
額

（
預
金
の
受
払
事
務
の
委
託
等
）

第
六
十
六
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
預
金
又
は
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
に
係
る
金
銭
の
受
入
れ
又
は
払
出
し
に
関
す
る
事
務
を
第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
（
法
第
九
十
五
条
の
三
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
と
み
な
さ
れ
た
銀
行
等
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
銀
行
等
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）
に
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
（
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
業
務
と
し
て
委
託
す
る
場
合
又
は
農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
特
定
農
業
協
同
組
合
若
し
く
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
漁
業
協
同
組
合
若
し
く
は
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
特
定
水
産
加
工
業
協
同
組
合
に
同
法
第
四
十
二
条
第
三
項
の
認
可
に
係
る
業
務
の
代
理
（
媒
介
を
含
む
。
）
に

係
る
業
務
と
し
て
委
託
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
現
金
自
動
支
払
機
そ
の
他
の
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
機
械
（
以
下
「
現
金
自
動
支
払
機
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
預
金
又
は
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
に
係
る
金
銭
の
受
入
れ
又
は
払
出
し
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
現
金
自
動
支
払
機
等
受
払
事
務
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
務
　
次
に
掲
げ
る
全
て
の
措
置

イ
　
現
金
自
動
支
払
機
等
受
払
事
務
に
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
現
金
自
動
支
払
機
等
の
管
理
業
務
に
経
験
を
有
す
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
者
（
資
金
の
貸
付
け
（
農
林
中
央
金

庫
が
受
け
入
れ
た
顧
客
の
預
金
等
又
は
国
債
を
担
保
と
し
て
行
う
契
約
を
除
く
。
）
の
業
務
に
係
る
金
銭
の
受
入
れ
又
は
払
出
し
に
関
す
る
事
務
を
第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
に
は
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定

め
る
業
務
を
主
た
る
業
務
と
す
る
者
を
除
く
。
）
に
委
託
す
る
措
置

ロ
　
顧
客
に
関
す
る
情
報
が
漏
え
い
し
な
い
た
め
の
的
確
な
措
置

ハ
　
顧
客
が
農
林
中
央
金
庫
と
当
該
現
金
自
動
支
払
機
等
受
払
事
務
の
委
託
を
受
け
た
者
そ
の
他
の
者
を
誤
認
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置

二
　
農
林
中
央
金
庫
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
で
接
続
さ
れ
た
端
末
装
置
に
顧
客
が
カ
ー
ド
等
（
そ
れ
を
提
示
し
若
し
く
は
通
知
し
て
、
又
は
そ
れ
と
引
換
え
に
、
商
品
若
し
く
は
権
利
を
購
入
し
、
又
は
有
償

で
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
カ
ー
ド
そ
の
他
の
物
又
は
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
を
い
う
。
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用
し
、
又
は
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
機
器
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
農
林
中
央
金
庫

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
情
報
を
送
信
し
、
及
び
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
識
別
符
号
を
入
力
す
る
こ
と
に
よ
る
預
金
又
は
資
金
の

貸
付
け
（
顧
客
に
よ
る
預
金
の
払
出
し
の
請
求
額
が
当
該
預
金
の
残
高
を
超
過
す
る
場
合
に
農
林
中
央
金
庫
が
極
度
額
の
限
度
内
に
お
い
て
行
う
当
該
超
過
額
に
相
当
す
る
金
額
の
資
金
の
貸
付
け
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
業
務
に
係
る
金
銭
の
払
出
し
に
関
す
る
事
務
（
現
金
自
動
支
払
機
等
受
払
事
務
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
　
次
に
掲
げ
る
全
て
の
措
置

イ
　
預
金
又
は
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
に
係
る
金
銭
の
払
出
し
に
関
す
る
事
務
に
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
的
確
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
者
に
当
該
事
務
を
委
託
す
る
措
置

ロ
　
顧
客
に
関
す
る
情
報
が
漏
え
い
し
な
い
た
め
の
的
確
な
措
置
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ハ
　
顧
客
が
農
林
中
央
金
庫
と
当
該
預
金
又
は
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
に
係
る
金
銭
の
払
出
し
に
関
す
る
事
務
の
委
託
を
受
け
た
者
（
ニ
及
び
ヘ
に
お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
者
を
誤
認
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た

め
の
適
切
な
措
置

ニ
　
預
金
又
は
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
に
係
る
金
銭
の
払
出
し
に
関
す
る
事
務
の
実
施
に
関
し
、
受
託
者
と
の
間
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
の
分
担
の
明
確
化
を
図
る
た
め
の
措
置

ホ
　
預
金
又
は
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
に
係
る
金
銭
の
払
出
し
に
関
す
る
事
務
の
正
確
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

ヘ
　
カ
ー
ド
等
の
処
理
に
係
る
電
子
計
算
機
及
び
端
末
装
置
が
正
当
な
権
限
を
有
し
な
い
者
に
よ
っ
て
作
動
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
顧
客
に
損
失
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
農
林
中
央
金
庫
、
受
託
者
及
び
顧
客
の
間
で
の

当
該
損
失
の
分
担
の
明
確
化
を
図
る
た
め
の
措
置

ト
　
預
金
又
は
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
に
係
る
金
銭
の
払
出
し
の
上
限
額
の
設
定
及
び
当
該
上
限
額
を
超
え
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

（
委
託
業
務
の
的
確
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
）

第
六
十
七
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
そ
の
業
務
を
第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
に
は
、
当
該
業
務
の
内
容
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
業
務
を
的
確
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
者
に
委
託
す
る
た
め
の
措
置

二
　
当
該
業
務
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
「
業
務
受
託
者
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
当
該
業
務
の
実
施
状
況
を
、
定
期
的
に
又
は
必
要
に
応
じ
て
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
業
務
受
託
者
が
当
該
業
務
を
的
確
に
遂
行
し
て
い
る
か
を

検
証
し
、
必
要
に
応
じ
改
善
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
受
託
者
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
う
た
め
の
措
置

三
　
業
務
受
託
者
が
行
う
当
該
業
務
に
係
る
顧
客
か
ら
の
苦
情
を
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

四
　
業
務
受
託
者
が
当
該
業
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
他
の
適
切
な
第
三
者
に
当
該
業
務
を
速
や
か
に
委
託
す
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
業
務
に
係
る
顧
客
の
保
護
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
を
防

止
す
る
た
め
の
措
置

五
　
農
林
中
央
金
庫
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
し
、
当
該
業
務
に
係
る
顧
客
の
保
護
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
業
務
の
委
託
に
係
る
契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
た
め

の
措
置

（
個
人
顧
客
情
報
の
安
全
管
理
措
置
等
）

第
六
十
八
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
顧
客
に
関
す
る
情
報
の
安
全
管
理
、
従
業
者
の
監
督
及
び
当
該
情
報
の
取
扱
い
を
委
託
す
る
場
合
に
は
そ
の
委
託
先
の
監
督
に
つ
い
て
、
当
該
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失

又
は
毀
損
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
人
顧
客
情
報
の
漏
え
い
等
の
報
告
）

第
六
十
八
条
の
二
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
顧
客
に
関
す
る
情
報
（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
個
人
デ
ー
タ
に
該
当
す
る
も
の
に

限
る
。
）
の
漏
え
い
、
滅
失
若
し
く
は
毀
損
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
事
態
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
事
態
が
生
じ
た
旨
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
速
や
か
に
報
告
す
る
こ
と
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
返
済
能
力
情
報
の
取
扱
い
）

第
六
十
九
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
信
用
情
報
に
関
す
る
機
関
（
資
金
需
要
者
の
借
入
金
返
済
能
力
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
農
林
中
央
金
庫
に
対
す
る
当
該
情
報
の
提
供
を
行
う
も
の
を
い
う
。
）
か
ら
提
供
を
受
け
た
情
報
で
あ
っ

て
個
人
で
あ
る
資
金
需
要
者
の
借
入
金
返
済
能
力
に
関
す
る
も
の
を
、
資
金
需
要
者
の
返
済
能
力
の
調
査
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
顧
客
に
関
す
る
特
別
の
非
公
開
情
報
の
取
扱
い
）

第
七
十
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
顧
客
に
関
す
る
人
種
、
信
条
、
門
地
、
本
籍
地
、
保
健
医
療
又
は
犯
罪
経
歴
に
つ
い
て
の
情
報
そ
の
他
の
特
別
の
非
公
開
情
報
（
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
公
表
さ
れ
て
い

な
い
情
報
を
い
う
。
）
を
、
適
切
な
業
務
の
運
営
の
確
保
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
決
済
手
段
の
発
行
に
係
る
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
）

第
七
十
条
の
二
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
顧
客
と
の
間
で
電
子
決
済
手
段
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
発
行
に
よ
る
為
替
取

引
を
行
う
場
合
に
は
、
電
子
決
済
手
段
の
特
性
及
び
自
己
の
業
務
体
制
に
照
ら
し
て
、
顧
客
の
保
護
又
は
そ
の
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
電
子
決
済
手
段
を
発
行
し
な
い
た
め

に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
決
済
手
段
及
び
暗
号
資
産
の
取
得
等
に
係
る
情
報
の
安
全
管
理
措
置
）

第
七
十
条
の
三
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
そ
の
営
む
業
務
の
う
ち
、
電
子
決
済
手
段
（
暗
号
等
資
産
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
業
務
に
つ
い
て
、
当
該
業
務
の

内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
当
該
業
務
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
管
理
を
十
分
に
行
う
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
そ
の
営
む
業
務
の
う
ち
、
暗
号
等
資
産
を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
業
務
及
び
暗
号
等
資
産
に
係
る
投
資
助
言
業
務
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
投
資
助
言
業
務
を
い

う
。
次
条
第
二
項
及
び
第
九
十
七
条
第
二
項
第
二
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
当
該
業
務
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
管
理
を
十
分
に
行
う
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
電
子
決
済
手
段
及
び
暗
号
資
産
の
取
得
等
に
係
る
健
全
性
確
保
を
図
る
た
め
の
措
置
等
）

第
七
十
条
の
四
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
そ
の
営
む
業
務
の
う
ち
、
電
子
決
済
手
段
を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
業
務
に
つ
い
て
、
電
子
決
済
手
段
の
特
性
、
取
引
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
、
農
林
中
央
金
庫
の
経
営

の
健
全
性
の
確
保
を
図
り
、
及
び
当
該
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
そ
の
営
む
業
務
の
う
ち
、
暗
号
等
資
産
を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
業
務
及
び
暗
号
等
資
産
に
係
る
投
資
助
言
業
務
に
つ
い
て
、
暗
号
等
資
産
の
特
性
、
取
引
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
、

農
林
中
央
金
庫
の
経
営
の
健
全
性
の
確
保
を
図
り
、
及
び
こ
れ
ら
の
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の
連
携
及
び
協
働
の
推
進
に
係
る
措
置
）

第
七
十
条
の
五
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
た
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
（
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
連
携
及
び
協
働
に
係
る
方
針
を
決
定
し
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の
連
携
及
び
協
働
に
係
る
基
本
方
針

二
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
そ
の
営
む
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
（
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
利
用
者
か
ら
当
該
利

用
者
に
係
る
識
別
符
号
等
（
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
識
別
符
号
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
す
る
こ
と
な
く
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
体
制
の
う

ち
、
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
整
備
を
行
う
か
ど
う
か
の
別
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
当
該
整
備
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
整
備
の
完
了
を
予
定
す
る
時
期

三
　
前
号
に
規
定
す
る
体
制
の
う
ち
、
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
整
備
を
行
う
か
ど
う
か
の
別
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
当
該
整
備
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
整
備
の
完

了
を
予
定
す
る
時
期

四
　
前
二
号
に
規
定
す
る
整
備
を
行
う
場
合
に
は
、
シ
ス
テ
ム
の
設
計
、
運
用
及
び
保
守
を
自
ら
行
う
か
、
又
は
第
三
者
に
委
託
し
て
行
わ
せ
る
か
の
別
そ
の
他
の
当
該
整
備
に
係
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
関
す
る
方
針

五
　
農
林
中
央
金
庫
に
お
い
て
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の
連
携
及
び
協
働
に
係
る
業
務
を
行
う
部
門
の
名
称
及
び
連
絡
先

六
　
そ
の
他
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
農
林
中
央
金
庫
と
の
連
携
及
び
協
働
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
参
考
と
な
る
べ
き
情
報

２
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
又
は
法
第
九
十
五
条
の
五
の
五
第
一
項
の
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の
間
で
法
第
九
十
五
条
の
五
の
三
第
一
項
又
は
第
九
十
五
条
の
五
の
五
第
一
項
の

契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
又
は
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
そ
の
営
む
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
又
は
同
項
の
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業

の
利
用
者
か
ら
当
該
利
用
者
に
係
る
識
別
符
号
等
（
同
項
の
会
員
農
水
産
業
協
同
組
合
等
が
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
利
用
し
て
行
う
役
務
の
提
供
に
際
し
、
そ
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
を
他
の
者
と
区
別
し
て
識
別
す
る
た
め

に
用
い
る
符
号
そ
の
他
の
情
報
を
含
む
。
）
を
取
得
す
る
こ
と
な
く
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
又
は
同
項
の
会
員
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
係
る
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
体
制
の

整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
内
部
規
則
等
）

第
七
十
一
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
そ
の
営
む
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
取
引
を
行
う
目
的
を
踏
ま
え
た
重
要
な
事
項
の
顧
客
に
対
す
る
説
明
そ
の
他
の
健
全
か
つ
適
切
な
業
務
の
運

営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
（
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
る
商
品
又
は
取
引
の
内
容
及
び
リ
ス
ク
並
び
に
農
林
中
央
金
庫
が
講
ず
る
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
定
め
る
措
置
の
内
容
の
説
明
並
び
に
犯
罪
を
防
止

す
る
た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
に
関
す
る
内
部
規
則
等
（
内
部
規
則
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
定
め
る
と
と
も
に
、
職
員
に
対
す
る
研
修
そ
の
他
の
当
該
内
部
規
則
等
に
基
づ
い
て
業
務
が
運
営
さ
れ
る

た
め
の
十
分
な
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
消
費
生
活
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
）

第
七
十
一
条
の
二
　
法
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
消
費
生
活
相
談
（
消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
三
条
第
三
項
第

五
号
イ
に
規
定
す
る
消
費
生
活
相
談
を
い
う
。
）
に
応
ず
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
者
と
す
る
。

一
　
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
が
付
与
す
る
消
費
生
活
専
門
相
談
員
の
資
格

二
　
財
団
法
人
日
本
産
業
協
会
（
大
正
七
年
二
月
二
十
六
日
に
財
団
法
人
国
産
奨
励
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
が
付
与
す
る
消
費
生
活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
資
格

三
　
財
団
法
人
日
本
消
費
者
協
会
（
昭
和
三
十
六
年
九
月
五
日
に
財
団
法
人
日
本
消
費
者
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
が
付
与
す
る
消
費
生
活
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
資
格

（
農
林
中
央
金
庫
業
務
に
関
す
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
）

第
七
十
一
条
の
三
　
法
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
苦
情
処
理
措
置
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

イ
　
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
苦
情
（
農
林
中
央
金
庫
業
務
（
法
第
九
十
五
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
業
務
を
い
う
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
苦
情
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
処
理
に
関
す
る
業
務
を
公
正
か
つ
的
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
業
務
運
営
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

ロ
　
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
業
務
を
公
正
か
つ
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
の
内
部
規
則
（
当
該
業
務
に
関
す
る
農
林
中
央
金
庫
内
に
お
け
る
責
任
分
担
を
明
確
化
す
る
規
定
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
整
備

す
る
こ
と
。

ハ
　
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
苦
情
の
申
出
先
を
顧
客
に
周
知
し
、
並
び
に
イ
の
業
務
運
営
体
制
及
び
ロ
の
内
部
規
則
を
公
表
す
る
こ
と
。

二
　
金
融
商
品
取
引
法
第
七
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
七
十
八
条
の
六
及
び
第
七
十
九
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
協
会
（
同
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
認
可
金
融
商
品

取
引
業
協
会
又
は
同
法
第
七
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
金
融
商
品
取
引
業
協
会
を
い
う
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
認
定
投
資
者
保
護
団
体
（
同
法
第
七
十
九
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
投
資
者
保
護
団

体
を
い
う
。
次
項
第
一
号
、
第
八
十
五
条
の
二
十
四
第
十
七
号
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
一
第
十
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
苦
情
の
解
決
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ
と
。

三
　
消
費
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
あ
っ
せ
ん
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ
と
。

四
　
令
第
五
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
実
施
す
る
苦
情
を
処
理
す
る
手
続
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ
と
。

五
　
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
業
務
を
公
正
か
つ
的
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
人
的
構
成
を
有
す
る
法
人
（
法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
人
を
い
う
。
次
項
第
五
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
実
施
す
る
苦
情
を
処
理
す
る
手
続
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ
と
。

２
　
法
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
紛
争
解
決
措
置
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一
　
金
融
商
品
取
引
業
協
会
又
は
認
定
投
資
者
保
護
団
体
の
あ
っ
せ
ん
（
金
融
商
品
取
引
法
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
七
十
八
条
の
七
及
び
第
七
十
九
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
あ
っ
せ

ん
を
い
う
。
）
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
紛
争
（
農
林
中
央
金
庫
業
務
に
関
す
る
紛
争
で
当
事
者
が
和
解
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
解
決
を
図
る
こ
と
。
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二
　
弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
会
則
若
し
く
は
当
該
会
則
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
規
則
に
規
定
す
る
機
関
に
お
け
る
あ
っ
せ
ん
又
は
当
該
機
関
に
お
け
る
仲
裁
手
続
に

よ
り
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
紛
争
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

三
　
消
費
者
基
本
法
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
あ
っ
せ
ん
又
は
同
条
に
規
定
す
る
合
意
に
よ
る
解
決
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
紛
争
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

四
　
令
第
五
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
実
施
す
る
紛
争
の
解
決
を
図
る
手
続
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
紛
争
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

五
　
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
紛
争
の
解
決
に
関
す
る
業
務
を
公
正
か
つ
的
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
人
的
構
成
を
有
す
る
法
人
が
実
施
す
る
紛
争
の
解
決
を
図
る
手
続
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
紛
争
の

解
決
を
図
る
こ
と
。

３
　
前
二
項
（
第
一
項
第
五
号
及
び
前
項
第
五
号
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
農
林
中
央
金
庫
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人
が
実
施
す
る
手
続
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
又
は
農
林
中
央

金
庫
業
務
関
連
紛
争
の
解
決
を
図
っ
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
法
又
は
弁
護
士
法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
法
人

二
　
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
八
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
法
人

又
は
令
第
五
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
法
人

三
　
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
に
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
法
人

イ
　
禁

こ錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
法
若
し
く
は
弁
護
士
法
の
規
定
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ロ
　
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
八
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
法
人
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の
日
前
一
月
以

内
に
そ
の
法
人
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
又
は
令
第
五
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
法
人
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の
日
前
一
月
以
内
に
そ
の
法
人
の
役
員
で
あ

っ
た
者
で
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

（
当
該
同
一
人
自
身
を
合
算
子
法
人
等
と
す
る
法
人
等
に
準
ず
る
者
）

第
七
十
一
条
の
四
　
令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
会
社
で
あ
る
同
一
人
自
身
（
同
項
に
規
定
す
る
同
一
人
自
身
を
い
う
。
）
又
は
当
該
同
一
人
自
身
を
合
算
子
法
人
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
合
算
子

法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
法
人
等
（
令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
法
人
等
を
い
う
。
第
百
十
八
条
及
び
第
百
四
十
七
条
の
二
十
三
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
（
当
該
同
一
人
自
身
又
は
当
該

法
人
等
が
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
（
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
。
次
条
に
お
い
て
「
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る

連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
七
十
一
条
の
六
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
親
会
社
（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八

年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
。
次
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
親
会
社
を
い
い
、
当
該
同
一
人
自
身
を
合
算
子
法
人
等
と
す
る
法
人
等
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
意
思
決
定
機
関
を
支
配
す
る
法
人
等
及
び
合
算
親
法
人
等
）

第
七
十
一
条
の
五
　
令
第
七
条
第
二
項
第
一
号
の
他
の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関
（
同
号
に
規
定
す
る
意
思
決
定
機
関
を
い
う
。
第
一
号
及
び
第
七
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支
配
し
て
い
る
法
人
等
と
し
て
主
務
省
令
で
定

め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一
　
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
の
三
に
規
定
す
る
外
国
会
社
、
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
三
百
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
が
同
条
に
規
定
す
る
指
定

国
際
会
計
基
準
に
従
う
も
の
、
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
三
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
が
同
条
に
規
定
す
る
修
正
国
際
会
計
基
準
に
従
う
も
の
並
び
に
連
結
財
務
諸
表
規
則

第
三
百
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
が
米
国
預
託
証
券
の
発
行
等
に
関
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
親
会
社
（
財
務
諸
表
等

規
則
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
親
会
社
を
い
い
、
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
に
該
当
す
る
者
に
限
り
、
財
務
上
又
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み
て
他
の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
前
号
に
掲
げ
る
法
人
等
以
外
の
法
人
等
　
同
号
に
定
め
る
者
に
類
す
る
者

２
　
令
第
七
条
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
受
信
合
算
対
象
者
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
信
合
算
対
象
者
を
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
農
林
水

産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
者
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
法
人
等
　
受
信
者
連
結
基
準
法
人
等
（
令
第
七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
受
信
者
連
結
基
準
法
人
等
を
い
う
。
）
の
関
連
会
社
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
関
連
会
社
を
い

う
。
）

二
　
前
号
に
掲
げ
る
法
人
等
以
外
の
法
人
等
　
同
号
に
定
め
る
者
に
類
す
る
者

（
受
信
者
連
結
基
準
法
人
等
）

第
七
十
一
条
の
六
　
令
第
七
条
第
二
項
第
一
号
の
連
結
し
て
そ
の
計
算
書
類
そ
の
他
の
書
類
を
作
成
す
る
も
の
と
さ
れ
る
法
人
等
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人
等
と
す
る
。

一
　
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社

二
　
法
第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
連
結
し
て
そ
の
計
算
書
類
そ
の
他
の
書
類
を
作
成
す
る
も
の
と
さ
れ
る
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
　
金
融
商
品
取
引
法
又
は
前
号
の
法
令
の
規
定
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
連
結
し
て
そ
の
計
算
書
類
そ
の
他
の
書
類
を
作
成
す
る
も
の
と
さ
れ
る
者
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

（
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
）

第
七
十
二
条
　
令
第
七
条
第
七
項
第
一
号
の
貸
出
金
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
資
金
の
貸
付
け
又
は
手
形
の
割
引
の
う
ち
別
紙
様
式
第
二
号
（
農
林
中
央
金
庫
が
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
紙
様
式

第
六
号
）
の
貸
借
対
照
表
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
貸
借
対
照
表
」
と
い
う
。
）
の
次
に
掲
げ
る
勘
定
に
計
上
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
貸
出
金
勘
定

二
　
コ
ー
ル
ロ
ー
ン
勘
定

三
　
買
現
先
勘
定
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２
　
令
第
七
条
第
七
項
第
二
号
の
債
務
の
保
証
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
貸
借
対
照
表
の
支
払
承
諾
見
返
勘
定
に
計
上
さ
れ
る
も
の
並
び
に
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３
　
令
第
七
条
第
七
項
第
三
号
の
出
資
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
貸
借
対
照
表
の
有
価
証
券
勘
定
の
う
ち
株
式
勘
定
又
は
そ
の
他
の
証
券
勘
定
と
し
て
計
上
さ
れ
る
も
の
（
そ
の
他
の
証
券
勘
定
と
し
て
計
上
さ
れ
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
外
国
法
人
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
に
表
示
さ
れ
る
権
利
で
株
式
又
は
出
資
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
外
国
法
人
の
発
行
す
る
株
式
等
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
と
す
る
。

４
　
令
第
七
条
第
七
項
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
貸
借
対
照
表
の
次
に
掲
げ
る
勘
定
に
計
上
さ
れ
る
も
の
並
び
に
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
現
金
預
け
金
勘
定
の
う
ち
預
け
金
勘
定

二
　
債
券
貸
借
取
引
支
払
保
証
金
勘
定

三
　
買
入
金
銭
債
権
勘
定

四
　
買
入
手
形
勘
定

五
　
商
品
有
価
証
券
勘
定
（
特
定
取
引
勘
定
を
設
置
し
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）

六
　
金
銭
の
信
託
勘
定

七
　
特
定
取
引
資
産
勘
定
（
特
定
取
引
勘
定
を
設
置
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

八
　
有
価
証
券
勘
定
の
う
ち
短
期
社
債
勘
定
、
社
債
勘
定
又
は
そ
の
他
証
券
勘
定
（
外
国
法
人
の
発
行
す
る
株
式
等
と
し
て
計
上
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

九
　
外
国
為
替
勘
定

十
　
そ
の
他
資
産
勘
定
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
勘
定

イ
　
先
物
取
引
差
入
証
拠
金
勘
定

ロ
　
先
物
取
引
差
金
勘
定

ハ
　
金
融
商
品
等
差
入
担
保
金
勘
定

ニ
　
リ
ー
ス
投
資
資
産
勘
定
（
法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
二
十
号
イ
に
規
定
す
る
リ
ー
ス
物
件
を
使
用
さ
せ
る
た
め
に
必
要
と
な
る
付
随
費
用
の
額
が
当
該
リ
ー
ス
投
資
資
産
勘
定
に
計
上
さ
れ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
付

随
費
用
を
含
む
。
）

５
　
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
農
林
中
央
金
庫
の
清
算
機
関
（
農
林
中
央
金
庫
に
一
定
の
情
報
を
提
供
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引

清
算
機
関
を
い
う
。
）
、
商
品
取
引
清
算
機
関
（
商
品
先
物
取
引
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
商
品
取
引
清
算
機
関
を
い
う
。
）
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
外
国
の
機
関
（
設
立
さ
れ
た
国
に
お
い
て
適
切
な
規
制
及
び
監
督
の
枠
組
み

が
構
築
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
規
制
及
び
監
督
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る

信
用
の
供
与
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
清
算
機
関
が
行
う
業
務
（
金
融
商
品
取
引
法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
金
融
商
品
債
務
引
受
業
等
、
商
品
先
物
取
引
法
第
百
七
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る

商
品
取
引
債
務
引
受
業
等
及
び
外
国
の
機
関
が
行
う
こ
れ
ら
の
業
務
と
同
種
類
の
業
務
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
並
び
に
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

６
　
一
又
は
複
数
の
資
産
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
原
資
産
」
と
い
う
。
）
を
裏
付
け
と
し
て
間
接
的
に
行
う
信
用
の
供
与
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
間
接
的
信
用
供
与
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁

長
官
が
定
め
る
取
引
を
通
じ
た
信
用
の
供
与
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
原
資
産
を
構
成
す
る
個
別
の
資
産
及
び
取
引
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
個
別
資
産
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
債
務
を
負
担
す
る
者
そ
の
他
実
質
的
に
当
該
間
接
的

信
用
供
与
等
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
と
み
な
し
て
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
信
用
の
供
与
等
の
額
を
計
上
し
、
又
は
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
方
法
に
よ
り
計

上
さ
れ
、
又
は
算
出
さ
れ
る
個
別
資
産
等
ご
と
の
信
用
の
供
与
等
の
額
が
法
第
五
十
八
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
自
己
資
本
の
額
の
一
万
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
額
を
下
回
る
場
合
又
は
当
該
方
法
に
よ
り
信
用
の
供
与
等
の
額

を
計
上
し
、
若
し
く
は
算
出
す
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
場
合
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
）

第
七
十
三
条
　
法
第
五
十
八
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
の
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
（
次
項
及
び
第
七
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
単
体
信
用
供
与
等
総
額
」
と
い
う
。
）
は
、
同
一
人
に
係
る
前

条
各
項
の
規
定
に
よ
り
計
上
さ
れ
、
又
は
算
出
さ
れ
る
信
用
の
供
与
等
（
銀
行
そ
の
他
の
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
者
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
う
ち
債
権
債
務
の
決
済
が
同
日
に
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の

額
の
合
計
額
か
ら
当
該
同
一
人
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貸
出
金
に
係
る
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
農
林
中
央
金
庫
に
対
す
る
預
金
等
に
係
る
債
権
又
は
農
林
債
を
担
保
と
す
る
貸
出
金
の
額
の
う
ち
当
該
担
保
の
額

ロ
　
国
債
又
は
地
方
債
を
担
保
と
す
る
貸
出
金
の
額
の
う
ち
当
該
担
保
の
額

ハ
　
貿
易
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
損
失
（
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
仲
介
貿
易
者
が
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
仲
介
貿
易
契
約
に
基
づ
い
て
貨
物
を
販
売
し
、
又
は

賃
貸
し
た
場
合
に
同
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
に
よ
っ
て
当
該
貨
物
の
代
金
又
は
賃
貸
料
を
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
受
け
る
損
失
を
除
く
。
）
に
係
る
同
項

に
規
定
す
る
普
通
貿
易
保
険
及
び
同
法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
損
失
（
同
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
貿
易
代
金
貸
付
（
本
邦
法
人
若
し
く
は
本
邦
人
又
は
外
国
法
人
若
し
く
は
外
国
人
が
行
う
外
国
政
府
等
、
外
国
法
人

又
は
外
国
人
に
対
す
る
同
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
支
払
に
充
て
ら
れ
る
資
金
に
充
て
ら
れ
る
貸
付
金
に
係
る
債
権
の
取
得
に
限
る
。
）
を
行
っ
た
者
が
同
法
第
五
十
一
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

事
由
に
よ
っ
て
当
該
債
権
の
同
項
に
規
定
す
る
貸
付
金
等
を
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
受
け
る
損
失
に
限
る
。
）
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
貿
易
代
金
貸
付
保
険
の
保
険
金
請
求
権
を
担
保
と
す
る
貸
出
金
の
額
の

う
ち
当
該
担
保
の
額
又
は
同
法
第
七
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
海
外
事
業
資
金
貸
付
保
険
の
付
さ
れ
た
貸
出
金
の
額
の
う
ち
当
該
保
険
金
額

ニ
　
貨
物
の
輸
入
者
に
対
す
る
当
該
貨
物
の
代
金
（
当
該
貨
物
に
係
る
運
賃
又
は
保
険
料
を
含
む
。
）
の
決
済
に
係
る
本
邦
通
貨
に
よ
る
貸
付
金
（
当
該
貨
物
に
係
る
船
積
書
類
到
着
後
六
月
以
内
に
返
済
期
限
が
到
来
す
る
も
の
に

限
る
。
）
の
額

ホ
　
信
用
保
証
協
会
が
債
務
の
保
証
を
し
た
貸
出
金
で
あ
っ
て
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
に
よ
り
当
該
保
証
に
保
険
の
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の
額
の
う
ち
当
該
保
険
金
額

ヘ
　
農
業
信
用
基
金
協
会
又
は
漁
業
信
用
基
金
協
会
が
債
務
の
保
証
を
し
た
貸
出
金
で
あ
っ
て
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
に
よ
り
当
該
保
証
に
保
険
の
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の
額
の
う
ち
当
該
保
険
金
額

ト
　
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
が
債
務
の
保
証
を
し
た
貸
出
金
の
う
ち
当
該
債
務
保
証
の
額
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二
　
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
債
務
の
保
証
に
係
る
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
算
に
つ
い
て
国
会
の
議
決
を
経
、
又
は
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
人
の
業
務
の
代
理
に
付
随
し
て
さ
れ
る
債
務
の
保
証
の
額

ロ
　
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
が
支
払
人
と
な
っ
て
い
る
手
形
の
引
受
け
又
は
裏
書
の
額

ハ
　
国
税
又
は
地
方
税
の
徴
収
猶
予
又
は
延
納
の
担
保
等
に
つ
い
て
す
る
保
証
の
額

ニ
　
輸
入
取
引
に
伴
っ
て
さ
れ
る
保
証
又
は
手
形
の
引
受
け
の
額

ホ
　
貿
易
保
険
法
第
七
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
海
外
事
業
資
金
貸
付
保
険
の
付
さ
れ
て
い
る
保
証
の
額
の
う
ち
当
該
保
険
金
額

三
　
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
出
資
又
は
同
条
第
四
項
第
三
号
、
第
六
号
若
し
く
は
第
八
号
に
掲
げ
る
勘
定
に
計
上
さ
れ
る
も
の
の
貸
借
対
照
表
計
上
額
が
帳
簿
価
額
を
上
回
る
場
合
に
お
け
る
当
該
貸
借
対
照
表
計
上
額
と
帳
簿
価

額
と
の
差
額

四
　
前
条
第
四
項
第
八
号
に
掲
げ
る
勘
定
に
計
上
さ
れ
る
社
債
に
係
る
信
用
保
証
協
会
の
債
務
の
保
証
相
当
額
（
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
に
よ
り
当
該
保
証
に
保
険
の
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の
額
の
う
ち
当
該
保
険
金
相
当
額

に
限
る
。
）

五
　
前
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
勘
定
並
び
に
同
項
の
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の
に
係
る
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
農
林
中
央
金
庫
に
対
す
る
預
金
等
又
は
農
林
債
に
係
る
債
権
を
担
保
と
す
る
も
の
の
う
ち
当
該
担
保
の
額

ロ
　
国
債
又
は
地
方
債
を
担
保
と
す
る
も
の
の
う
ち
当
該
担
保
の
額

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
額
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
額

２
　
農
林
中
央
金
庫
が
、
自
己
資
本
比
率
（
法
第
五
十
六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。
）
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
担
保
、
保
険
、
債
務
の
保
証
そ
の
他
の
債
権
を
保
全
す
る
た
め
に
提

供
さ
れ
た
手
段
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
手
段
（
農
林
中
央
金
庫
の
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
」
と
い
う
。
）
を
適
用
す
る

と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
同
一
人
に
対
す
る
単
体
信
用
供
与
等
総
額
を
計
算
す
る
に
当
た
り
、
当
該
同
一
人
に
係
る
前
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
計
上
さ
れ
、
又
は
算
出
さ
れ
る
信
用
の
供
与
等
の
額
の
合
計
額
か

ら
当
該
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
よ
り
保
全
さ
れ
る
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
よ
り
保
全
さ
れ
る
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に

よ
り
債
務
を
負
担
す
る
者
等
（
当
該
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
係
る
発
行
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
発
行
者
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
担
保
等
提
供
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
単
体
信
用
供
与
等
総
額
を
計
算
す
る
に
当

た
り
、
当
該
担
保
等
提
供
者
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
と
み
な
し
て
、
当
該
担
保
等
提
供
者
に
対
す
る
他
の
信
用
の
供
与
等
の
額
と
合
計
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
う
ち
農
林
水
産
大

臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
に
よ
り
保
全
さ
れ
る
額
に
つ
い
て
は
、
担
保
等
提
供
者
に
対
す
る
単
体
信
用
供
与
等
総
額
を
計
算
す
る
に
当
た
り
、
当
該
担
保
等
提
供
者
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
と
み
な
し
て
、
当
該
担

保
等
提
供
者
に
対
す
る
他
の
信
用
の
供
与
等
と
合
計
し
て
計
算
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３
　
法
第
五
十
八
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
自
己
資
本
の
額
は
、
法
第
五
十
六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
従
い
算
出
さ
れ
る
自
己
資
本
の
額
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
調
整
を

加
え
た
額
と
す
る
。

（
信
用
供
与
等
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
）

第
七
十
四
条
　
令
第
七
条
第
九
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
国
民
経
済
上
特
に
緊
要
な
事
業
は
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
一
般
送
配
電
事
業
と
す
る
。

２
　
令
第
七
条
第
九
項
第
三
号
の
会
員
が
主
た
る
出
資
者
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
総
株
主
等
の
議
決
権
（
法
第
二
十
四
条
第
五
項
前
段
に
規
定
す
る
総
株
主
等
の
議
決
権
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
二
分

の
一
以
上
の
議
決
権
が
会
員
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
る
会
社
（
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
一
条
の
六
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
及
び
同
法
第
十
一
条
の
六
十
六
第
一
項
に
規

定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
並
び
に
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
十
七
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
及
び
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
を

除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
会
員
の
行
う
事
業
の
一
部
を
営
む
も
の
と
す
る
。

３
　
令
第
七
条
第
九
項
第
五
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
理
由
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
が
農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
合
併
を
行
う
こ
と
。

二
　
農
林
中
央
金
庫
が
農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
事
業
を
譲
り
受
け
る
こ
と
。

三
　
農
林
中
央
金
庫
の
資
本
金
の
減
少
に
よ
り
一
時
的
に
自
己
資
本
の
額
が
減
少
す
る
こ
と
（
資
本
金
の
増
加
等
に
よ
り
信
用
供
与
等
限
度
額
（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
信
用
供
与
等
限
度
額
を
い
う
。
次
号
及
び

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
状
態
が
速
や
か
に
解
消
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

四
　
会
員
で
あ
る
組
合
そ
の
他
の
団
体
に
対
し
て
、
農
林
中
央
金
庫
が
信
用
供
与
等
限
度
額
を
超
え
て
信
用
の
供
与
等
を
し
な
い
こ
と
と
す
れ
ば
、
会
員
で
あ
る
組
合
そ
の
他
の
団
体
の
発
達
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

五
　
そ
の
他
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
適
当
と
認
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
こ
と
。

４
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
五
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
が
信
用
供
与
等
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を

添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
信
用
の
供
与
等
を
受
け
る
者
の
資
金
計
画
を
記
載
し
た
書
面

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

５
　
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
会
員
が
保
有
す
る
議
決
権
に
は
、
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
百
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
者
に
対
抗
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に
係
る
議
決
権
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
）

第
七
十
五
条
　
法
第
五
十
八
条
第
二
項
前
段
の
農
林
中
央
金
庫
と
主
務
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
は
、
農
林
中
央
金
庫
の
子
法
人
等
（
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
者
を
除
く
。
次
条
第
二
項
第
二
号
及
び

第
七
十
七
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。
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（
法
第
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
）

第
七
十
六
条
　
法
第
五
十
八
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
及
び
当
該
子
会
社
等
又
は
当
該
子
会
社
等
の
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
は
、
合
算
信
用
供
与
等
総
額
か
ら
当
該
同
一
人
に
係
る
調
整
対
象
額
を
控

除
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
「
合
算
信
用
供
与
等
総
額
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
い
う
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
に
つ
い
て
第
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
単
体
信
用
供
与
等
総
額

二
　
農
林
中
央
金
庫
の
子
法
人
等
に
つ
い
て
第
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
信
用
の
供
与
等
の
総
額

３
　
第
一
項
に
規
定
す
る
「
調
整
対
象
額
」
と
は
、
当
該
子
会
社
等
の
す
る
資
金
の
貸
付
け
の
額
の
う
ち
農
林
中
央
金
庫
又
は
他
の
子
会
社
等
が
保
証
し
て
い
る
額
そ
の
他
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
額
の
合
計
額
を
い

う
。

４
　
法
第
五
十
八
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
自
己
資
本
の
純
合
計
額
は
、
法
第
五
十
六
条
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
従
い
算
出
さ
れ
る
自
己
資
本
の
額
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な

調
整
を
加
え
た
額
と
す
る
。

（
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
）

第
七
十
七
条
　
第
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
は
、
令
第
七
条
第
十
項
第
六
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
理
由
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十
四
条
第
三
項
第
三
号
中
「
農
林
中
央
金
庫
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
中
央

金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
五
十
八
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
自
己
資
本
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
自
己
資
本
の
純
合
計
額
」
と
、
「
信
用
供
与
等
限
度
額
」
と
あ
る
の
は

「
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
」
と
、
「
第
五
十
八
条
第
一
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
八
条
第
二
項
前
段
」
と
、
「
次
号
及
び
次
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
号
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
農
林
中
央
金
庫
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
中
央
金

庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
又
は
そ
の
子
会
社
等
」
と
、
「
信
用
供
与
等
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
「
合
算
し
て
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
五
十
八
条
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
農
林
中
央
金
庫
及
び
当
該
子
会
社
等
又
は
当
該
子
会
社
等
の
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
合
計
額
が
同
条
第

二
項
前
段
に
規
定
す
る
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
第
七
十
四
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
信
用
の
供
与
等
の
相
手
方
）

第
七
十
七
条
の
二
　
法
第
五
十
八
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
信
用
の
供
与
等
を
行
う
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
等
と
実
質
的
に
同
一
と
認
め
ら
れ
る
者
と
は
、
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
法
人
等
を
い
う
。

（
農
林
中
央
金
庫
の
特
定
関
係
者
）

第
七
十
八
条
　
令
第
八
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
等
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
上
又
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み
て
他
の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
他
の
法
人
等
（
破
産
手
続
開
始
の
決
定
、
再
生
手
続
開
始
の
決
定
又
は
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
他
の
法
人
等
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
他
の
法
人
等
で
あ
っ
て
、
有
効
な
支
配
従
属
関
係
が
存
在
し
な
い
と
認
め
ら
れ

る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権
の
過
半
数
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
法
人
等

二
　
他
の
法
人
等
の
議
決
権
の
百
分
の
四
十
以
上
、
百
分
の
五
十
以
下
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
法
人
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

イ
　
当
該
法
人
等
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
当
該
法
人
等
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
法
人
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使

す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該
法
人
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ
て
、
当
該
他
の
法
人
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
法
人
等
の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
、
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
当
該
法
人
等
が
当
該
他
の
法
人
等
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
が
、
当
該
他
の
法
人
等
の
取
締
役
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
の
構
成
員
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
当
該
法
人
等
と
当
該
他
の
法
人
等
と
の
間
に
当
該
他
の
法
人
等
の
重
要
な
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
契
約
等
が
存
在
す
る
こ
と
。

ニ
　
当
該
他
の
法
人
等
の
資
金
調
達
額
（
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
総
額
の
過
半
に
つ
い
て
当
該
法
人
等
が
融
資
（
債
務
の
保
証
及
び
担
保
の
提
供
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
て
い
る
こ
と
（
当
該
法
人
等
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
の
あ
る
者
が
行
う
融
資
の
額
を
合
わ
せ
て
資
金
調
達
額
の
総
額
の
過
半
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
。

ホ
　
そ
の
他
当
該
法
人
等
が
当
該
他
の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
。

三
　
法
人
等
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
当
該
法
人
等
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
法
人
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
と

認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該
法
人
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ
て
、
他
の
法
人
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
場
合
（
当
該
法
人
等
が

自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
法
人
等
で
あ
っ
て
、
前
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

２
　
令
第
八
条
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
等
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
上
又
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み
て
法
人
等
（
当
該
法
人
等
の
子
法
人
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

子
法
人
等
以
外
の
他
の
法
人
等
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
法
人
等
（
当
該
法
人
等
の
子
法
人
等
を
含
む
。
）
が
子
法
人
等
以
外
の
他
の
法
人
等
（
破
産
手
続
開
始
の
決
定
、
再
生
手
続
開
始
の
決
定
又
は
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
子
法
人
等
以
外
の
他
の
法
人
等
そ
の
他
こ
れ
ら
に

準
ず
る
子
法
人
等
以
外
の
他
の
法
人
等
で
あ
っ
て
、
当
該
法
人
等
が
そ
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議

決
権
の
百
分
の
二
十
以
上
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
子
法
人
等
以
外
の
他
の
法
人
等

二
　
法
人
等
（
当
該
法
人
等
の
子
法
人
等
を
含
む
。
）
が
子
法
人
等
以
外
の
他
の
法
人
等
の
議
決
権
の
百
分
の
十
五
以
上
、
百
分
の
二
十
未
満
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
子
法
人
等
以
外
の
他
の
法

人
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

イ
　
当
該
法
人
等
の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
、
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
当
該
法
人
等
が
そ
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
、

そ
の
代
表
取
締
役
、
取
締
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
役
職
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
法
人
等
か
ら
重
要
な
融
資
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
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ハ
　
当
該
法
人
等
か
ら
重
要
な
技
術
の
提
供
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

ニ
　
当
該
法
人
等
と
の
間
に
重
要
な
販
売
、
仕
入
れ
そ
の
他
の
事
業
上
の
取
引
が
あ
る
こ
と
。

ホ
　
そ
の
他
当
該
法
人
等
が
そ
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
。

三
　
法
人
等
（
当
該
法
人
等
の
子
法
人
等
を
含
む
。
）
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
当
該
法
人
等
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
法
人
等
の
意
思
と

同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該
法
人
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ
て
、
子
法
人
等
以
外
の
他
の
法
人
等
の

議
決
権
の
百
分
の
二
十
以
上
を
占
め
て
い
る
場
合
（
当
該
法
人
等
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
子
法
人
等
以
外
の
他
の
法
人
等
で
あ
っ
て
、
前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

３
　
特
別
目
的
会
社
（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的
会
社
又
は
事
業
内
容
の
変
更
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
れ
と
同
様
の
事
業
を
営
む
事
業
体
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
価
額
で
譲
り
受
け
た
資
産
か
ら
生
ず
る
収
益
を
当
該
特
別
目
的
会
社
が
発
行
す
る
証
券
の
所
有
者
（
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
特
定
借
入
れ
に
係
る
債
権
者
を
含
む
。
）
に
享
受
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
て
お
り
、
当
該
特
別
目
的
会
社
の
事
業
が
そ
の
目
的
に
従
っ
て
適
切
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
特
別
目
的
会
社
に
資
産
を
譲
渡
し
た
法
人
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
譲
渡
法
人
等
」

と
い
う
。
）
か
ら
独
立
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
譲
渡
法
人
等
の
子
法
人
等
に
該
当
し
な
い
も
の
と
推
定
す
る
。

（
特
定
関
係
者
と
の
間
の
取
引
等
を
行
う
や
む
を
得
な
い
理
由
）

第
七
十
九
条
　
法
第
五
十
九
条
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
が
農
林
中
央
金
庫
の
取
引
の
通
常
の
条
件
に
照
ら
し
て
農
林
中
央
金
庫
に
不
利
益
を
与
え
る
取
引
又
は
行
為
を
、
農
林
中
央
金
庫
の
特
定
関
係
者
（
法
第
五
十
九
条
本
文
に
規
定
す
る
特
定
関
係
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
特
定
金
融
機
関
（
破
綻
金
融
機
関
（
預
金
保
険
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
破
綻
金
融
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
破
綻
金
融
機
関
の
権
利
義
務
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
す

る
金
融
機
関
を
い
う
。
）
と
の
間
で
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
取
引
又
は
行
為
を
行
わ
な
け
れ
ば
当
該
特
定
金
融
機
関
の
事
業
の
継
続
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

二
　
農
林
中
央
金
庫
が
外
国
銀
行
を
農
林
中
央
金
庫
の
子
法
人
等
又
は
関
連
法
人
等
と
し
て
有
す
る
場
合
（
当
該
外
国
銀
行
が
所
在
す
る
国
に
お
い
て
農
林
中
央
金
庫
が
従
た
る
事
務
所
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い

て
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
農
林
中
央
金
庫
が
当
該
外
国
銀
行
と
の
間
で
農
林
中
央
金
庫
の
主
た
る
事
務
所
と
従
た
る
事
務
所
と
の
間
で
行
う
取
引
又
は
行
為
と
同
様
の
条
件
の
取
引
又
は
行
為
を

行
わ
な
け
れ
ば
当
該
外
国
銀
行
の
事
業
の
継
続
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

三
　
農
林
中
央
金
庫
が
、
農
林
中
央
金
庫
の
取
引
の
通
常
の
条
件
に
照
ら
し
て
農
林
中
央
金
庫
に
不
利
益
を
与
え
る
取
引
又
は
行
為
を
経
営
の
状
況
の
悪
化
し
た
農
林
中
央
金
庫
の
特
定
関
係
者
と
の
間
で
合
理
的
な
経
営
改
善
の
た

め
の
計
画
に
基
づ
き
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
取
引
又
は
行
為
を
行
う
こ
と
が
当
該
特
定
関
係
者
の
経
営
の
状
況
を
改
善
す
る
上
で
必
要
か
つ
不
可
欠
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
農
林
中
央
金
庫
が
そ
の
特
定
関
係
者
と
の
間
で
農
林
中
央
金
庫
の
取
引
の
通
常
の
条
件
に
照
ら
し
て
農
林
中
央
金
庫
に
不
利
益
を
与
え
る
取
引
又
は
行
為
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
農
林
水
産

大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
必
要
な
も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
。

（
特
定
関
係
者
と
の
間
の
取
引
等
の
承
認
の
申
請
等
）

第
八
十
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
五
十
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
法
第
五
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
前
条
各
号
に
掲
げ
る
や
む
を
得
な
い
理
由

が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
関
係
者
と
の
間
の
取
引
）

第
八
十
一
条
　
法
第
五
十
九
条
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
取
引
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
、
そ
の
営
む
業
務
の
種
類
、
規
模
及
び
信
用
度
等
に
照
ら
し
て
当
該
特
定
関
係
者
と
同
様
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
当
該
特
定
関
係
者
以
外
の

者
と
の
間
で
、
当
該
特
定
関
係
者
と
の
間
で
行
う
取
引
と
同
種
及
び
同
量
の
取
引
を
同
様
の
状
況
の
下
で
行
っ
た
場
合
に
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
取
引
の
条
件
と
比
べ
て
、
農
林
中
央
金
庫
に
不
利
な
条
件
で
行
わ
れ
る
取
引
を
い
う
。

（
特
定
関
係
者
の
顧
客
と
の
間
の
取
引
等
）

第
八
十
二
条
　
法
第
五
十
九
条
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
取
引
又
は
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
特
定
関
係
者
の
顧
客
と
の
間
で
行
う
取
引
で
、
農
林
中
央
金
庫
が
、
そ
の
営
む
業
務
の
種
類
、
規
模
及
び
信
用
度
等
に
照
ら
し
て
当
該
特
定
関
係
者
の
顧
客
と
同
様
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
当
該
特
定
関
係
者
の
顧
客
以
外

の
者
と
の
間
で
、
当
該
特
定
関
係
者
の
顧
客
と
の
間
で
行
う
取
引
と
同
種
及
び
同
量
の
取
引
を
同
様
の
状
況
の
下
で
行
っ
た
場
合
に
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
取
引
の
条
件
と
比
べ
て
、
農
林
中
央
金
庫
に
不
利
な
条
件
で
行
わ
れ
る

取
引
（
当
該
特
定
関
係
者
と
当
該
特
定
関
係
者
の
顧
客
が
当
該
特
定
関
係
者
が
営
む
事
業
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
そ
の
取
引
の
条
件
に
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

二
　
当
該
特
定
関
係
者
と
の
間
で
行
う
取
引
で
、
そ
の
条
件
が
農
林
中
央
金
庫
の
取
引
の
通
常
の
条
件
に
照
ら
し
て
当
該
特
定
関
係
者
に
不
当
に
不
利
益
を
与
え
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の

三
　
何
ら
の
名
義
に
よ
っ
て
す
る
か
を
問
わ
ず
、
法
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
禁
止
を
免
れ
る
取
引
又
は
行
為

（
顧
客
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
）

第
八
十
三
条
　
法
第
五
十
九
条
の
二
第
三
号
の
顧
客
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
不
当
に
取
引
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
す
る
も
の
で
は
な
い
も
の
と
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
の
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
八
十
三
条
の
二
　
法
第
五
十
九
条
の
二
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
　
顧
客
に
対
し
、
そ
の
営
む
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
取
引
を
行
う
目
的
を
踏
ま
え
た
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
告
げ
ず
、
又
は
誤
解
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
行
為

二
　
顧
客
に
対
し
、
不
当
に
、
自
己
の
指
定
す
る
事
業
者
と
取
引
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
信
用
を
供
与
し
、
又
は
信
用
の
供
与
を
約
す
る
行
為
（
法
第
五
十
九
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
除
く
。
）

三
　
顧
客
に
対
し
、
農
林
中
央
金
庫
と
し
て
の
取
引
上
の
優
越
的
地
位
を
不
当
に
利
用
し
て
、
取
引
の
条
件
又
は
実
施
に
つ
い
て
不
利
益
を
与
え
る
行
為
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（
顧
客
の
利
益
の
保
護
の
た
め
の
体
制
整
備
に
係
る
業
務
の
範
囲
）

第
八
十
四
条
　
法
第
五
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
営
む
こ
と
が
で
き
る
業
務
（
次
条
に
お
い
て
「
農
林
中
央
金
庫
関
連
業
務
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
）

第
八
十
五
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
農
林
中
央
金
庫
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
又
は
子
金
融
機
関
等
（
法
第
五
十
九
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
子
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
取
引
に
伴

い
、
こ
れ
ら
の
者
が
行
う
農
林
中
央
金
庫
関
連
業
務
に
係
る
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
対
象
取
引
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
特
定
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備

二
　
次
に
掲
げ
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
顧
客
の
保
護
を
適
正
に
確
保
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備

イ
　
対
象
取
引
を
行
う
部
門
と
当
該
顧
客
と
の
取
引
を
行
う
部
門
を
分
離
す
る
方
法

ロ
　
対
象
取
引
又
は
当
該
顧
客
と
の
取
引
の
条
件
又
は
方
法
を
変
更
す
る
方
法

ハ
　
対
象
取
引
又
は
当
該
顧
客
と
の
取
引
を
中
止
す
る
方
法

ニ
　
対
象
取
引
に
伴
い
、
当
該
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
顧
客
に
適
切
に
開
示
す
る
方
法

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
の
方
針
の
策
定
及
び
そ
の
概
要
の
適
切
な
方
法
に
よ
る
公
表

四
　
次
に
掲
げ
る
記
録
の
保
存

イ
　
第
一
号
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
対
象
取
引
の
特
定
に
係
る
記
録

ロ
　
第
二
号
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
顧
客
の
保
護
を
適
正
に
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
係
る
記
録

２
　
前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
記
録
は
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
「
対
象
取
引
」
と
は
、
農
林
中
央
金
庫
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
又
は
子
金
融
機
関
等
が
行
う
取
引
に
伴
い
、
こ
れ
ら
の
者
が
行
う
農
林
中
央
金
庫
関
連
業
務
に
係
る
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ

る
場
合
に
お
け
る
当
該
取
引
を
い
う
。

（
特
定
預
金
等
）

第
八
十
五
条
の
二
　
法
第
五
十
九
条
の
三
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
預
金
者
等
が
預
入
期
間
の
中
途
で
解
約
を
し
た
場
合
に
違
約
金
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
違
約
金
等
」
と
い
う
。
）
を
支
払
う
こ
と
と
な
る
預
金
等
で
あ
っ
て
、
当
該
違
約
金
等
の
額
を
当
該
解
約

の
時
に
お
け
る
当
該
預
金
等
の
残
高
か
ら
控
除
し
た
金
額
が
、
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
相
場
そ
の
他
の
指
標
に
係
る
変
動
に
よ
り
預
入
金
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

二
　
預
金
等
の
う
ち
、
外
国
通
貨
で
表
示
さ
れ
る
も
の

三
　
預
金
等
の
う
ち
、
そ
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
取
引
に
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
三
号
（
ロ
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
取
引
（
通
貨
の
売
買
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
付
随
す
る
も
の

（
契
約
の
種
類
）

第
八
十
五
条
の
三
　
法
第
五
十
九
条
の
三
又
は
第
五
十
九
条
の
七
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
（
第
八
十
五
条
の
五
か
ら
第
八
十
五
条
の
二
十
八
ま
で
に
お
い
て
「
準
用
金
融
商
品
取
引
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十

四
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
特
定
預
金
等
契
約
（
法
第
五
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。

第
八
十
五
条
の
四
　
削
除

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
に
交
付
す
る
書
面
の
記
載
事
項
）

第
八
十
五
条
の
五
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
三
項
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
同
項
に
規
定
す
る
申
出
者
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
行
っ
た
農
林
中
央
金
庫
か
ら
対
象
契
約
（
同
項
に

規
定
す
る
対
象
契
約
を
い
う
。
第
八
十
五
条
の
七
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
特
定
投
資
家
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
投
資
家
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
顧
客
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
旨
と
す
る
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
）

第
八
十
五
条
の
六
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
十
二
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
四
条

の
四
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
十
七
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
農
林
中
央
金
庫
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
す
る
農
林
中
央
金
庫
と
の
契
約
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
き
、
こ
れ
を
当
該
事
項
を
提
供

す
る
相
手
方
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
顧
客
」
と
い
う
。
）
又
は
農
林
中
央
金
庫
の
用
に
供
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
顧
客
等
（
顧
客
又
は
顧
客
と
の
契
約
に
よ
り
顧

客
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
顧
客
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
く
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と

を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
送
信
し
、
顧
客
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
（
同

項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
す
る
農
林
中
央
金
庫
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ

の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

ロ
　
農
林
中
央
金
庫
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧
に
供
し
、
顧
客
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
当
該
顧
客
の
顧
客

フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
農
林
中
央
金
庫

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

ハ
　
農
林
中
央
金
庫
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
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ニ
　
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
（
農
林
中
央
金
庫
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
同
時
に
複
数
の
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
た
め
記
載
事
項
を
記
録
さ
せ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
顧
客
が
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
前
項
第
一
号
イ
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
（
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
を
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
顧
客
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
顧
客
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を

後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当

該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）
次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供
し
て
い
る
記
載
事
項
を
書
面
に

よ
り
交
付
す
る
場
合
、
顧
客
の
承
諾
（
令
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
い
う
。
）
を
得
て
同
号
イ
若
し
く
は
ロ
若
し
く
は
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
場
合
又
は
顧
客
に
よ
る
当
該
記

載
事
項
に
係
る
消
去
の
指
図
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
記
載
事
項
を
消
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
　
前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項

ロ
　
前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項

四
　
前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
顧
客
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
前
号
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
イ
の
規
定
に
よ
り
顧
客
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
記
録
し
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
と
当
該
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
と
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て

接
続
可
能
な
状
態
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
の
提
供
を
受
け
た
顧
客
が
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
不
要
で
あ
る
旨
通
知
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
農
林
中
央
金
庫
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
顧
客
フ
ァ
イ
ル
を
備
え
た
顧
客
等
又
は
農
林
中
央
金
庫
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子

情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
）

第
八
十
五
条
の
七
　
令
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
項
各
号
又
は
第
八
十
五
条
の
七
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
農
林
中
央
金
庫
が
用
い
る
も
の

二
　
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

（
特
定
投
資
家
へ
の
復
帰
申
出
を
し
た
者
が
同
意
を
行
う
書
面
の
記
載
事
項
）

第
八
十
五
条
の
七
の
二
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
す
る
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
承
諾
日
」
と
い
う
。
）

二
　
対
象
契
約
が
特
定
預
金
等
契
約
で
あ
る
旨

三
　
復
帰
申
出
者
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
復
帰
申
出
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
次
に
掲
げ
る
事
項
を
理
解
し
て
い
る
旨

イ
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
五
条
各
号
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
規
定
は
、
対
象
契
約
に
関
し
て
復
帰
申
出
者
が
当
該
各
号
に
定
め
る
者
で
あ
る
場
合
（
同
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）

に
は
適
用
さ
れ
な
い
旨

ロ
　
対
象
契
約
に
関
し
て
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
そ
の
知
識
、
経
験
及
び
財
産
の
状
況
に
照
ら
し
て
適
当
で
は
な
い
者
が
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
者
の
保
護
に
欠
け
る
こ
と
と

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨

四
　
承
諾
日
以
後
に
対
象
契
約
の
締
結
の
勧
誘
又
は
締
結
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
復
帰
申
出
者
を
再
び
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
旨

五
　
復
帰
申
出
者
は
、
承
諾
日
以
後
い
つ
で
も
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
で
き
る
旨

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
同
意
の
取
得
）

第
八
十
五
条
の
七
の
三
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
十
二
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
三
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
農
林
中
央
金
庫
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
相
手
方
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
顧
客
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ
　
農
林
中
央
金
庫
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
顧
客
の
同
意
に
関
す
る
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
顧
客
の
閲
覧
に
供
し
、
農
林
中
央
金
庫
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
顧
客
の
同
意
に
関
す
る
事
項
を
記
録
す
る
方
法

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
同
意
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
得
る
方
法

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
農
林
中
央
金
庫
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
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（
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
法
人
が
特
定
投
資
家
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
期
限
日
）

第
八
十
五
条
の
八
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
一
定
の
日
を
定
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
農
林
中
央
金
庫
の
事
務
所
の
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
へ
の
掲
示
そ

の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
て
い
る
場
合
と
す
る
。

一
　
当
該
日

二
　
次
項
に
規
定
す
る
日
を
期
限
日
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
期
限
日
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
八
十
五
条
の
十
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
旨

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
日
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
日
で
あ
っ
て
承
諾
日
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
承
諾
日
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
三
号

及
び
第
八
十
五
条
の
十
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
の
日
の
う
ち

も
遅
い
日
と
す
る
。

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
法
人
が
同
意
を
行
う
書
面
の
記
載
事
項
）

第
八
十
五
条
の
九
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
四
号
イ
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
五
条
各
号
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
規
定
は
、
対
象
契
約
（
同
項

第
二
号
に
規
定
す
る
対
象
契
約
を
い
う
。
次
項
及
び
第
八
十
五
条
の
十
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
申
出
者
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
申
出
者
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当

該
各
号
に
定
め
る
者
で
あ
る
場
合
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
五
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
適
用
さ
れ
な
い
旨
と
す
る
。

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
七
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
期
限
日
以
前
に
締
結
し
た
対
象
契
約
に
関
し
て
法
令
の
規
定
又
は
契
約
の
定
め
に
基
づ
い
て
行
う
行
為
に
つ
い
て
は
、
期
限
日
後
に
行
う
も
の
で
あ
っ
て
も
、
申
出
者
を
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
旨

二
　
申
出
者
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
農
林
中
央
金
庫
か
ら
対
象
契
約
に
関
し
て
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
旨

三
　
申
出
者
は
、
承
諾
日
以
後
い
つ
で
も
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
で
き
る
旨

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
法
人
が
更
新
申
出
を
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
）

第
八
十
五
条
の
十
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
七
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
十
一
月
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
）
と
す
る
。

一
　
承
諾
日
か
ら
期
限
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
当
該
期
間
か
ら
一
月
を
控
除
し
た
期
間

二
　
承
諾
日
か
ら
期
限
日
ま
で
の
期
間
が
一
月
を
超
え
な
い
場
合
　
一
日

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
承
諾
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
回
の
期
限
日
の
翌
日
」
と
す
る
。

（
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
へ
の
復
帰
申
出
を
し
た
法
人
に
交
付
す
る
書
面
の
記
載
事
項
）

第
八
十
五
条
の
十
の
二
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
十
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
す
る
日
（
第
三
号
に
お
い
て
「
承
諾
日
」
と
い
う
。
）

二
　
対
象
契
約
が
特
定
預
金
等
契
約
で
あ
る
旨

三
　
承
諾
日
以
後
に
対
象
契
約
の
締
結
の
勧
誘
又
は
締
結
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
法
人
を
再
び
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
と
し
て
取
り
扱
う
旨

（
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
営
業
者
等
）

第
八
十
五
条
の
十
一
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
す
べ
て
の
匿
名
組
合
員
の
同
意
を
得
て
い
な
い
こ
と
。

二
　
そ
の
締
結
し
た
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
五
百
三
十
五
条
に
規
定
す
る
匿
名
組
合
契
約
に
基
づ
く
出
資
の
合
計
額
が
三
億
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
個
人
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
民
法
第
六
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
契
約
を
締
結
し
て
組
合
の
業
務
の
執
行
を
委
任
さ
れ
た
組
合
員
で
あ
る
個
人
（
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）

イ
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
他
の
す
べ
て
の
組
合
員
の
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
組
合
契
約
に
基
づ
く
出
資
の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
四
十
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
を
締
結
し
て
組
合
（
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
有
限
責
任
事
業
組
合
を
い
う
。
）
の
重
要
な
業

務
の
執
行
の
決
定
に
関
与
し
、
か
つ
、
当
該
業
務
を
自
ら
執
行
す
る
組
合
員
で
あ
る
個
人
（
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）

イ
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
他
の
す
べ
て
の
組
合
員
の
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
基
づ
く
出
資
の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
）

第
八
十
五
条
の
十
二
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
承
諾
日
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
承
諾
日
を
い

う
。
次
号
、
次
条
第
二
項
、
第
八
十
五
条
の
十
四
第
二
項
第
三
号
及
び
第
八
十
五
条
の
十
四
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
申
出
者
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
申
出
者
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
及
び
第
八
十
五
条
の
十
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
資
産
の
合
計
額
か
ら
負
債
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
が
三
億
円
以
上
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

二
　
取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
承
諾
日
に
お
け
る
申
出
者
の
資
産
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

イ
　
有
価
証
券
（
ホ
に
掲
げ
る
も
の
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
も
の
（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
例
事
業
者
と
締
結
し
た
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
チ
に
掲
げ
る
も
の
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
）
に
係
る
権
利

ハ
　
法
第
五
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
（
ハ
を
除
き
、
以
下
「
特
定
預
金
等
」
と
い
う
。
）
、
農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
五
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
十
一
に
規
定
す
る
特
定

貯
金
等
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
六
条
の
五
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
八
十
九
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条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
九
十
四
条
の

二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
銀
行
法
第
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
及
び
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等

ニ
　
農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
二
十
七
に
規
定
す
る
特
定
共
済
契
約
、
消
費
生
活
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
号
）
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
共
済
契
約
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
十
五
条
の

十
二
に
規
定
す
る
特
定
共
済
契
約
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
九
条
の
七
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
共
済
契
約
及
び
保
険
業
法
第
三
百
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
保
険
契
約
に

基
づ
く
保
険
金
、
共
済
金
、
返
戻
金
そ
の
他
の
給
付
金
に
係
る
権
利

ホ
　
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
信
託
契
約
に
係
る
信
託
受
益
権
（
チ
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ヘ
　
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
基
づ
く
権
利

ト
　
商
品
先
物
取
引
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
、
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
外
国
商
品
市
場
取
引
及
び
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
店
頭
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利

チ
　
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
令
和
五
年
内
閣
府
令
第
四
十
八
号
）
第
四
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の

三
　
申
出
者
が

初
に
農
林
中
央
金
庫
と
の
間
で
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

（
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
個
人
が
特
定
投
資
家
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
期
限
日
）

第
八
十
五
条
の
十
三
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
一
定
の
日
を
定
め
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
農
林
中
央
金
庫
の
事
務
所
の
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
へ
の
掲
示
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
て
い
る
場
合
と
す
る
。

一
　
当
該
日

二
　
次
項
に
規
定
す
る
日
を
期
限
日
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
期
限
日
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第

八
十
五
条
の
十
四
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
旨

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
日
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
日
で
あ
っ
て
承
諾
日
か
ら

起
算
し
て
一
年
以
内
の
日
の
う
ち

も
遅
い
日
と
す
る
。

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
個
人
が
同
意
を
行
う
書
面
の
記
載
事
項
）

第
八
十
五
条
の
十
四
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
四
号
イ
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
五
条
各
号

（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
規
定
は
、
対
象
契
約
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
対
象
契
約
を
い
う
。
次
項
及
び
第
八
十
五
条
の
十
四
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
申
出
者
が
当
該
各
号
に
定
め
る
者
で
あ
る
場
合

（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
五
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
適
用
さ
れ
な
い
旨
と
す
る
。

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
七
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
期
限
日
以
前
に
締
結
し
た
対
象
契
約
に
関
し
て
法
令
の
規
定
又
は
契
約
の
定
め
に
基
づ
い
て
行
う
行
為
に
つ
い
て
は
、
期
限
日
後
に
行
う
も
の
で
あ
っ
て
も
、
申
出
者
を
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
旨

二
　
申
出
者
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
農
林
中
央
金
庫
か
ら
対
象
契
約
に
関
し
て
特
定
投
資
家
と
し

て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
旨

三
　
申
出
者
は
、
承
諾
日
以
後
い
つ
で
も
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
で
き
る
旨

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
個
人
が
更
新
申
出
を
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
）

第
八
十
五
条
の
十
四
の
二
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
七
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
十
一
月
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
）
と
す
る
。

一
　
承
諾
日
か
ら
期
限
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
当
該
期
間
か
ら
一
月
を
控
除
し
た
期
間

二
　
承
諾
日
か
ら
期
限
日
ま
で
の
期
間
が
一
月
を
超
え
な
い
場
合
　
一
日

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
承
諾
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
前

回
の
期
限
日
の
翌
日
」
と
す
る
。

（
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
へ
の
復
帰
申
出
を
し
た
個
人
に
交
付
す
る
書
面
の
記
載
事
項
）

第
八
十
五
条
の
十
四
の
三
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
十
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
す
る
日
（
第
三
号
に
お
い
て
「
承
諾
日
」
と
い
う
。
）

二
　
対
象
契
約
が
特
定
預
金
等
契
約
で
あ
る
旨

三
　
承
諾
日
以
後
に
対
象
契
約
の
締
結
の
勧
誘
又
は
締
結
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
個
人
を
再
び
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
と
し
て
取
り
扱
う
旨

（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
等
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
の
類
似
行
為
）

第
八
十
五
条
の
十
五
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
各
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
郵
便
、
信
書
便
（
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す

る
一
般
信
書
便
事
業
者
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
の
提
供
す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
を
い
う
。
第
百
四
十
七
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
、
電

子
メ
ー
ル
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
い
う
。
第
百
四
十
七
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
送
信
す
る
方
法
、
ビ
ラ
又
は

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
内
容
で
行
う
情
報
の
提
供
と
す
る
。

一
　
法
令
又
は
法
令
に
基
づ
く
行
政
官
庁
の
処
分
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
書
類
を
配
布
す
る
方
法

二
　
個
別
の
企
業
の
分
析
及
び
評
価
に
関
す
る
資
料
で
あ
っ
て
、
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
勧
誘
に
使
用
し
な
い
も
の
を
配
布
す
る
方
法
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三
　
次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物
品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品
そ
の
他

の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
景
品
そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と
を
一
体
の
も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

イ
　
商
品
の
名
称
（
通
称
を
含
む
。
）

ロ
　
こ
の
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
内
容
で
情
報
の
提
供
を
行
う
農
林
中
央
金
庫
の
名
称
又
は
そ
の
通
称

ハ
　
顧
客
が
行
う
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
相
場
そ
の
他
の
指
標
に
係
る
変
動
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
お
そ
れ
が
あ
る
旨
（
イ
、
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち

も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
の
文
字
又
は
数
字
で
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ
　
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

（１）
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
第
八
十
五
条
の
二
十
か
ら
第
八
十
五
条
の
二
十
二
（
第
一
項
第
四
号
を
除
く
。
）
ま
で
、
第
八
十
五
条
の
二
十
四
、
第
八
十
五
条
の
二
十
七
の
二
及
び

第
百
四
十
七
条
の
九
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
「
契
約
締
結
前
交
付
書
面
」
と
い
う
。
）

（２）
　
第
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
貨
預
金
等
書
面

（３）
　
第
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
契
約
変
更
書
面

（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
等
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
の
表
示
方
法
）

第
八
十
五
条
の
十
六
　
農
林
中
央
金
庫
が
そ
の
行
う
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
広
告
又
は
前
条
に
規
定
す
る
行
為
（
次
項
に
お
い
て
「
広
告
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
と
き
は
、

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
第
一
項
各
号
（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
農
林
中
央
金
庫
が
そ
の
行
う
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
と
き
は
、
令
第
十
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文

字
又
は
数
字
の
う
ち

も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
等
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
に
表
示
す
る
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）

第
八
十
五
条
の
十
七
　
令
第
十
一
条
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
（
第
八
十
五
条
の
十
九
、

第
八
十
五
条
の
二
十
三
及
び
第
八
十
五
条
の
二
十
五
第
九
号
に
お
い
て
「
手
数
料
等
」
と
い
う
。
）
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
（
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割
合

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
概
要
及
び
当
該
金
額
の
合
計
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
の
概
要
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及

び
そ
の
理
由
と
す
る
。

（
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
）

第
八
十
五
条
の
十
八
　
令
第
十
一
条
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
所
属
外
国
銀
行
（
法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
所
属
外
国
銀
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
預
入
期
間
を
延
長
す
る
権
利
を
有
す
る
特
定
預
金
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
権
利
が
行
使
さ
れ
た
場
合

に
当
該
特
定
預
金
等
の
金
利
が
市
場
金
利
を
下
回
る
こ
と
に
よ
り
顧
客
に
不
利
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨

二
　
そ
の
他
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
顧
客
の
不
利
益
と
な
る
事
実

（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
等
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

第
八
十
五
条
の
十
九
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
特
定
預
金
等
契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項

二
　
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
損
失
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
負
担
又
は
利
益
の
保
証
に
関
す
る
事
項

三
　
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
損
害
賠
償
額
の
予
定
（
違
約
金
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項

四
　
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払
う
べ
き
手
数
料
等
の
額
又
は
そ
の
計
算
方
法
、
支
払
の
方
法
及
び
時
期
並
び
に
支
払
先
に
関
す
る
事
項

（
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
方
法
）

第
八
十
五
条
の
二
十
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ

く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
枠
の
中
に
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し
、

か
つ
、
次
項
に
規
定
す
る
事
項
の
次
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要
並
び
に
同
項
第
五
号
及
び
第
八
十
五
条
の
二
十
四
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
第
八
十
五
条
の
二
十
四
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項

３
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
第
八
十
五
条
の
二
十
四
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
顧
客
の

判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
特
に
重
要
な
も
の
を
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の

初
に
平
易
に
記
載
す
る
も
の
と
す

る
。

（
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
情
報
の
提
供
の
方
法
）

第
八
十
五
条
の
二
十
一
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
八
十
五
条
の
二
十
二
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。
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一
　
第
八
十
五
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
（
同
条
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
外
貨
預
金
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該

特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
第
八
十
五
条
の
二
十
四
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る

事
項
を
、
第
八
十
五
条
の
二
十
に
規
定
す
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
記
載
し
た
書
面
（
以
下
こ
の
条
、
第
八
十
五
条
の
二
十
六
及
び
第
八
十
五
条
の
二
十
七
の
二
第
三
号
ロ
に
お
い
て
「
外
貨
預
金
等
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交

付
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

二
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内
容
の
特

定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）

三
　
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
。

イ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

ロ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
第

五
号
及
び
次
項
並
び
に
第
八
十
五
条
の
二
十
七
の
二
第
三
号
ハ
に
お
い
て
「
契
約
変
更
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
い
る
と
き
。

四
　
一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
法
第
九
十
五
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に
対
し
第
百

四
十
七
条
の
二
第
三
号
ニ
（
１
）
に
規
定
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
又
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
（
預
金
等
媒
介
業
務
を
行
う
者
に
限
る
。
）
が
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に
対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面
（
第
八
十
五
条
の
二
十
四
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号

に
掲
げ
る
事
項
を
併
せ
て
記
載
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
交
付
し
て
い
る
場
合

五
　
当
該
顧
客
に
対
し
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
を
行
い
、
か
つ
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号

の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
当
該
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を
し
て
い
る
場

合
（
当
該
顧
客
に
対
し
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
又
は
外
貨
預
金
等
書
面
、
第
三
号
ロ

に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
又
は
契
約
変
更
書
面
。
以
下
こ
の
号
並
び
に
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
顧
客
の
閲
覧
に
供

す
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
と
き
に
限
り
、
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。
）

イ
　
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、
当
該
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
に
と
っ
て
見
や
す
い
箇
所
に
第
八
十
五
条
の
二
十
に
規
定
す
る
方
法
に
準
じ
て
表
示
さ
れ
る

よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
（
当
該
閲
覧
に
供
す
る
方
法
が
第
八
十
五
条
の
六
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

ロ
　
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を

後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
期
間
が
終
了
す

る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）
、
当
該
顧
客
が
常
に
容
易
に
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
令
第
九
条
の
規
定
並
び
に
第
八
十
五
条
の
六
及
び
第
八
十
五
条
の
七
の
規
定
は
、
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
外
貨
預
金
等
書
面
の
交
付
及
び
同
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ

る
契
約
変
更
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら

契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
契

約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に

お
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

５
　
第
一
項
第
五
号
の
「
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
簡
潔
に
記
載
し
た
書
面
の
交
付
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
第
八
十
五
条
の
六
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
、
こ
れ
ら

の
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
（
第
一
号
の
質
問
例
に
基
づ
く
顧
客
の
質
問
に
対
し
て
回
答
を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。

一
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
（
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
特
定
預
金
等
契

約
の
締
結
に
つ
い
て
の
顧
客
の
判
断
に
資
す
る
主
な
も
の
の
概
要
及
び
こ
れ
に
関
す
る
質
問
例

二
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
情
報
及
び
当
該
提
供
を
受
け
る
事
項
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

三
　
顧
客
か
ら
請
求
が
あ
る
と
き
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
す
る
旨

（
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
る
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）

第
八
十
五
条
の
二
十
三
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払

う
べ
き
手
数
料
等
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
（
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
金
額
の
合
計
額
若
し
く
は

そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
記
載
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
と
す
る
。

（
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
八
十
五
条
の
二
十
四
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

二
　
商
品
の
名
称
（
通
称
を
含
む
。
）

三
　
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
保
険
金
の
支
払
の
対
象
と
な
る
か
ど
う
か
の
別
（
外
国
銀
行
代
理
業
務
（
法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
預
金
保
険
法
第
五
十
三
条
又
は
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
保
険
金
の
支
払
の
対
象
と
な
る
か
ど
う
か
の
別
）

四
　
受
入
れ
の
対
象
と
な
る
者
の
範
囲
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五
　
預
入
期
間
（
自
動
継
続
扱
い
の
有
無
を
含
む
。
）

六
　

低
預
入
金
額
、
預
入
単
位
そ
の
他
の
預
入
れ
に
関
す
る
事
項

七
　
払
戻
し
の
方
法

八
　
利
息
の
設
定
方
法
、
支
払
方
法
、
計
算
方
法
そ
の
他
の
利
息
に
関
す
る
事
項

九
　
付
加
す
る
こ
と
の
で
き
る
特
約
に
関
す
る
事
項

十
　
預
入
期
間
の
中
途
で
の
解
約
時
の
取
扱
い
（
利
息
及
び
手
数
料
の
計
算
方
法
を
含
む
。
）

十
一
　
顧
客
が
行
う
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
相
場
そ
の
他
の
指
標
に
係
る
変
動
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
当
該
指
標

ロ
　
当
該
指
標
に
係
る
変
動
に
よ
り
損
失
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
理
由

十
二
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
所
属
外
国
銀
行
が
預
入
期
間
を
延
長
す
る
権
利
を
有
す
る
特
定
預
金
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
権
利
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
当
該
特
定
預
金
等
の
金
利
が
市
場
金
利
を
下
回
る
こ
と
に
よ
り
顧
客
に
不
利
と

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨

十
三
　
次
に
掲
げ
る
も
の
と
特
定
預
金
等
と
の
組
合
せ
に
よ
る
預
入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
預
入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
こ

と
そ
の
他
当
該
商
品
に
関
す
る
詳
細
な
説
明

イ
　
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

ハ
　
先
物
外
国
為
替
取
引

ニ
　
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
及
び
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
同
号
に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
を
除
く
。
）

ホ
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
同
号
に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
（
国
債
証
券
等
及
び
同
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
同
項
第
一

号
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
四
　
変
動
金
利
預
金
の
金
利
の
設
定
の
基
準
と
な
る
指
標
及
び
金
利
の
設
定
の
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
及
び
方
法
並
び
に
金
利
に
関
す
る
事
項

十
五
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
租
税
の
概
要

十
六
　
顧
客
が
農
林
中
央
金
庫
又
は
所
属
外
国
銀
行
に
連
絡
す
る
方
法

十
七
　
農
林
中
央
金
庫
が
対
象
事
業
者
（
金
融
商
品
取
引
法
第
七
十
九
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
っ
て
い
る
認
定
投
資
者
保
護
団
体
（
当
該
特
定
預
金
等
契
約
が
当
該
認
定
投
資
者
保

護
団
体
の
認
定
業
務
（
同
法
第
七
十
九
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
業
務
を
い
う
。
）
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
認
定
投
資
者
保
護
団
体
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
一
第
十
七
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
有
無
（
対
象
事
業
者
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
定
投
資
者
保
護
団
体
の
名
称
）

十
八
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
す
る
場
合
　
農
林
中
央
金
庫
が
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
手
続
実
施
基
本
契
約
を
締
結
す
る
措
置
を
講
ず
る
当
該
手
続
実
施
基
本
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
指
定
紛
争
解
決
機

関
の
商
号
又
は
名
称

ロ
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合
　
農
林
中
央
金
庫
の
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
の
内
容

十
九
　
そ
の
他
特
定
預
金
等
の
預
入
れ
に
関
し
参
考
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項

（
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
八
十
五
条
の
二
十
五
　
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
作
成
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
次
条
（
第
一
項
第
四
号
を
除
く
。
）
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
五
第
一
項
第
四
号
に
お

い
て
「
契
約
締
結
時
交
付
書
面
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
と
い
う
名
称
又
は
所
属
外
国
銀
行
の
名
称
又
は
商
号

二
　
預
入
金
額
（
元
本
の
額
が
外
国
通
貨
で
表
示
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
外
国
通
貨
で
表
示
さ
れ
る
元
本
の
額
）

三
　
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
保
険
金
の
支
払
の
対
象
と
な
る
か
ど
う
か
の
別
（
外
国
銀
行
代
理
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
預
金
保
険
法
第
五
十
三
条
又
は
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険

法
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
保
険
金
の
支
払
の
対
象
と
な
る
か
ど
う
か
の
別
）

四
　
預
入
日
及
び
満
期
日
（
自
動
継
続
扱
い
の
有
無
を
含
む
。
）

五
　
払
戻
し
の
方
法

六
　
利
息
の
設
定
方
法
、
支
払
方
法
、
計
算
方
法
そ
の
他
の
利
息
に
関
す
る
事
項

七
　
預
入
期
間
の
中
途
で
の
解
約
時
の
取
扱
い
（
利
息
及
び
手
数
料
の
計
算
方
法
を
含
む
。
）

八
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
の
成
立
の
年
月
日

九
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
手
数
料
等
に
関
す
る
事
項

十
　
顧
客
の
氏
名
又
は
名
称

十
一
　
顧
客
が
農
林
中
央
金
庫
又
は
所
属
外
国
銀
行
に
連
絡
す
る
方
法
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（
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
八
十
五
条
の
二
十
六
　
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に

限
る
。
）

二
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内
容
の
特

定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）

三
　
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
。

イ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

ロ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を

交
付
し
て
い
る
と
き
。

四
　
一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
法
第
九
十
五
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に
対
し
第
百

四
十
七
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
又
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
（
預
金
等
媒
介
業
務
を
行
う
者
に
限
る
。
）
が
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法

律
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に
対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
令
第
九
条
の
規
定
並
び
に
第
八
十
五
条
の
六
及
び
第
八
十
五
条
の
七
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら

契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４
　
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
契

約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に

お
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
信
用
格
付
業
者
の
登
録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
）

第
八
十
五
条
の
二
十
七
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
三
号
の
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登
録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登
録
の
意
義

二
　
信
用
格
付
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
信
用
格
付
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
与
し
た
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

ロ
　
法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
役
員
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
）
の
氏

名
又
は
名
称

ハ
　
本
店
そ
の
他
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
信
用
格
付
を
付
与
し
た
者
が
当
該
信
用
格
付
を
付
与
す
る
た
め
に
用
い
る
方
針
及
び
方
法
の
概
要

四
　
信
用
格
付
の
前
提
、
意
義
及
び
限
界

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
関
係
法
人
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
十
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
関
係
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
六
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
付
与
し
た
信
用
格
付
に
つ
い
て
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
三
号
の
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登
録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登
録
の
意
義

二
　
金
融
庁
長
官
が
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
関
係
法
人
（
同
令
第
二
百
九
十
五
条
第
三
項
第
十
号
に
規
定
す
る
関
係
法
人
を
い
う
。
第
百
四
十
七
条
の
十
六
第

二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
特
定
関
係
法
人
と
し
て
指
定
し
た
信
用
格
付
業
者
の
商
号
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号

三
　
当
該
特
定
関
係
法
人
が
信
用
格
付
業
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
十
五
項
に
規
定
す
る
信
用
格
付
業
を
い
う
。
第
百
四
十
七
条
の
十
六
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
示
す
も
の
と
し
て
使
用
す
る
呼
称

四
　
信
用
格
付
を
付
与
し
た
特
定
関
係
法
人
が
当
該
信
用
格
付
を
付
与
す
る
た
め
に
用
い
る
方
針
及
び
方
法
の
概
要
又
は
当
該
概
要
に
関
す
る
情
報
を
第
二
号
に
規
定
す
る
信
用
格
付
業
者
か
ら
入
手
す
る
方
法

五
　
信
用
格
付
の
前
提
、
意
義
及
び
限
界

（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
等
の
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
八
十
五
条
の
二
十
七
の
二
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
九
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
　
第
八
十
三
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
行
為

二
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
八
十
五
条
の
四
十
四
各
号
に
掲
げ
る
行
為

三
　
次
に
掲
げ
る
書
面
の
交
付
に
関
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
顧
客
（
特
定
投
資
家
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
き
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第

三
十
四
条
の
三
第
四
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
特
定
投
資
家
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し

て
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
ハ
に
掲
げ
る
書
面
を
交
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
で
あ
っ
て
同
項
第
三
号

か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
）
に
つ
い
て
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度
に

よ
る
説
明
を
す
る
こ
と
な
く
、
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を
す
る
行
為

イ
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面
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ロ
　
外
貨
預
金
等
書
面

ハ
　
契
約
変
更
書
面

四
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
勧
誘
に
関
し
て
、
虚
偽
の
表
示
を
し
、
又
は
重
要
な
事
項
に
つ
き
誤
解
を
生
ぜ
し
め
る
べ
き
表
示
を
す
る
行
為

五
　
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
き
、
顧
客
若
し
く
は
そ
の
指
定
し
た
者
に
対
し
、
特
別
の
利
益
の
提
供
を
約
し
、
又
は
顧
客
若
し
く
は
第
三
者
に
対
し
特
別
の
利
益
を
提
供
す
る
行
為
（
第
三
者
を
し
て
特
別
の
利
益
の
提
供
を
約
さ
せ
、

又
は
こ
れ
を
提
供
さ
せ
る
行
為
を
含
む
。
）

六
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
又
は
解
約
に
関
し
、
顧
客
（
個
人
に
限
る
。
）
に
迷
惑
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
時
間
に
電
話
又
は
訪
問
に
よ
り
勧
誘
す
る
行
為

（
特
定
投
資
家
を
相
手
方
と
す
る
場
合
に
お
け
る
行
為
規
制
の
適
用
除
外
の
例
外
）

第
八
十
五
条
の
二
十
八
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
五
条
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
顧
客
の
締
結
し
た
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
照
会

に
対
し
て
速
や
か
に
回
答
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
場
合
と
す
る
。

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
関
す
る
認
可
の
申
請
等
）

第
八
十
五
条
の
二
十
八
の
二
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
所
属
外
国
銀
行
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
面

三
　
所
属
外
国
銀
行
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

四
　
所
属
外
国
銀
行
の

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

五
　
農
林
中
央
金
庫
と
所
属
外
国
銀
行
と
の
間
の
当
該
認
可
の
申
請
に
係
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
委
託
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

六
　
当
該
認
可
の
申
請
に
係
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面

七
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
所
属
外
国
銀
行
が
、
銀
行
の
業
務
を
健
全
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
財
産
的
基
礎
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

二
　
所
属
外
国
銀
行
が
、
そ
の
人
的
構
成
等
に
照
ら
し
て
、
銀
行
の
業
務
を
的
確
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
知
識
及
び
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
十
分
な
社
会
的
信
用
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
届
出
）

第
八
十
五
条
の
二
十
九
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
五
十
九
条
の
四
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
所
属
外
国
銀
行
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
面

三
　
所
属
外
国
銀
行
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

四
　
所
属
外
国
銀
行
の

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

五
　
農
林
中
央
金
庫
と
所
属
外
国
銀
行
と
の
間
の
資
本
関
係
を
記
載
し
た
書
面

六
　
農
林
中
央
金
庫
と
所
属
外
国
銀
行
と
の
間
の
当
該
届
出
に
係
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
委
託
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

七
　
当
該
届
出
の
申
請
に
係
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面

（
委
託
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
の
記
載
事
項
）

第
八
十
五
条
の
三
十
　
第
八
十
五
条
の
二
十
八
の
二
第
一
項
第
五
号
及
び
前
条
第
六
号
に
掲
げ
る
委
託
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
を
営
む
事
務
所
の
設
置
、
廃
止
又
は
位
置
の
変
更
に
関
す
る
事
項

二
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
内
容
（
代
理
又
は
媒
介
の
別
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
項

三
　
所
属
外
国
銀
行
が
、
不
当
に
農
林
中
央
金
庫
の
業
務
上
の
秘
密
又
は
取
引
先
の
信
用
に
関
す
る
事
項
を
農
林
中
央
金
庫
及
び
当
該
取
引
先
以
外
の
者
に
漏
ら
し
、
又
は
自
己
若
し
く
は
農
林
中
央
金
庫
及
び
当
該
取
引
先
以
外
の

者
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
規
定
に
関
す
る
事
項

四
　
現
金
、
有
価
証
券
等
の
取
扱
基
準
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
所
属
外
国
銀
行
の
顧
客
に
対
す
る
責
任
に
関
す
る
事
項

五
　
契
約
の
期
間
、
更
新
及
び
解
除
に
関
す
る
事
項

六
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
内
容
の
店
頭
掲
示
及
び
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
措
置
に
関
す
る
事
項

七
　
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
内
容
及
び
方
法
）

第
八
十
五
条
の
三
十
一
　
第
八
十
五
条
の
二
十
八
の
二
第
一
項
第
六
号
及
び
第
八
十
五
条
の
二
十
九
第
七
号
に
掲
げ
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
取
り
扱
う
所
属
外
国
銀
行
の
業
務
の
種
類

二
　
取
り
扱
う
所
属
外
国
銀
行
の
業
務
の
種
類
ご
と
に
当
該
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
の
い
ず
れ
を
行
う
か
の
別
（
代
理
及
び
媒
介
の
い
ず
れ
も
行
う
場
合
は
そ
の
旨
）

三
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
実
施
体
制
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２
　
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
実
施
体
制
に
は
、
法
第
五
十
九
条
の
八
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
銀
行
法
（
次
条
か
ら
第
八
十
五
条
の
四
十
六
ま
で
に
お
い
て
「
準
用
銀
行
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
二
条
の

四
十
五
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
外
国
銀
行
代
理
業
務
を
適
切
か
つ
確
実
に
営
む
こ
と
に
つ
き
支
障
を
及
ぼ
す
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
体
制
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
体
制
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一
　
外
国
銀
行
代
理
行
為
（
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
し
て
顧
客
か
ら
金
銭
そ
の
他
の
財
産
の
交
付
を
受
け
る
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
場
合
　
当
該
交
付
を
受
け
る
財
産
と
自
己
の
固
有
財
産

と
を
分
別
し
て
管
理
す
る
た
め
の
体
制

二
　
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
い
る
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
外
国
銀
行
代
理
業
務
を
営
む
場
合
　
顧
客
が
農
林
中
央
金
庫
と
他
の
者
を
誤
認
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
体
制

（
所
属
外
国
銀
行
の
説
明
書
類
等
の
縦
覧
）

第
八
十
五
条
の
三
十
二
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
所
属
外
国
銀
行
及
び
当
該
所
属
外
国
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
銀
行
持
株
会
社
（
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
銀
行
持
株
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
事
業
年
度
ご
と
に
作
成
し
た
書
面
で
あ
っ
て
、
当
該
所
属
外
国
銀
行
又
は
当
該
外
国
銀
行
持
株
会
社
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
も
の
（
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第

二
項
並
び
に
同
法
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
日
本
語
又
は
英
語
に
よ
り
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
縦
覧
書
類
」
と
い

う
。
）
の
縦
覧
を
、
当
該
所
属
外
国
銀
行
又
は
当
該
所
属
外
国
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
銀
行
持
株
会
社
の
事
業
年
度
経
過
後
六
月
以
内
に
開
始
し
、
当
該
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
縦
覧
書
類
の
縦
覧
を
開
始

す
る
ま
で
の
間
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
縦
覧
書
類
が
英
語
で
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
農
林
中
央
金
庫
は
、
当
該
縦
覧
書
類
に
加
え
、
そ
の
所
属
外
国
銀
行
及
び
当
該
所
属
外
国
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
事
業
の
概
況
並
び
に
貸

借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
に
つ
い
て
、
顧
客
の
求
め
に
応
じ
、
日
本
語
で
記
載
さ
れ
た
書
面
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
ま
で
に
縦
覧
書
類
の
縦
覧
を
開
始
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
縦
覧
の
開
始
を
延

期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
縦
覧
の
開
始
を
延
期
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査

す
る
も
の
と
す
る
。

６
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
の
六
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
又
は
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
掲
載
し
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド
そ
の
他

の
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
紙
面
又
は
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
健
全
化
措
置
）

第
八
十
五
条
の
三
十
三
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
の
七
の
規
定
に
よ
り
、
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
所
属
外
国
銀
行
の
業
務
又
は
財
産
の
状
況
に
関
す
る
照
会
に
対
し
て
速
や
か
に
回
答
で
き
る
体
制
の
整
備
等
の
措
置

二
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
は
、
所
属
外
国
銀
行
と
の
間
の
委
託
契
約
の
内
容
を
変
更
し
、
又
は
解
除
す
る
た
め
の
措
置

三
　
代
理
又
は
媒
介
を
行
お
う
と
す
る
所
属
外
国
銀
行
の
業
務
に
つ
い
て
、
銀
行
法
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
（
代
理
又
は
媒
介
に
係
る
業
務
及
び
銀
行
が
同
項
（
第
八
号
及
び
第
八
号
の
二
を
除
く
。
）
の
規
定

に
よ
り
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
業
務
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
必
要
に
応
じ
て
自
ら
審
査
を
行
う
た
め
の
措
置

四
　
顧
客
と
の
間
で
外
国
電
子
決
済
手
段
（
外
国
に
お
い
て
発
行
さ
れ
る
銀
行
法
又
は
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
基
づ
く
電
子
決
済
手
段
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
発
行
に
よ
る
為
替
取
引
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
に
は
、
外
国
電
子
決
済
手
段
の
特
性
及
び
自
己
の
業
務
体
制
に
照
ら
し
て
、
顧
客
の
保
護
又
は
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
外
国
電
子
決
済
手
段
を
取
り
扱
わ
な
い
た
め
に
必
要
な
措
置

五
　
所
属
外
国
銀
行
に
農
林
中
央
金
庫
か
ら
顧
客
に
関
す
る
情
報
を
不
正
に
取
得
さ
せ
な
い
等
、
顧
客
情
報
の
適
切
な
管
理
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

六
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
を
営
む
事
務
所
の
廃
止
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
事
務
所
の
顧
客
に
係
る
取
引
が
、
他
の
事
務
所
へ
支
障
な
く
引
き
継
が
れ
る
等
、
当
該
事
務
所
の
顧
客
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の

措
置

七
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
所
属
外
国
銀
行
の
業
務
に
係
る
顧
客
か
ら
の
苦
情
を
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

（
所
属
外
国
銀
行
に
関
す
る
届
出
等
）

第
八
十
五
条
の
三
十
四
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
の
九
第
一
項
第
七
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
額
の
株
式
又
は
持
分
を
保
有
す
る
者
に
変
更

が
あ
っ
た
場
合
と
す
る
。

２
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し
て
、
遅
滞
な
く
、
農
林
水
産
大

臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
第
一
号
に
係
る
届
出
は
、
半
期
ご
と
に
一
括
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
掲
示
を
す
る
と
き
（
同
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
届
出
を
行
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
は
、
所
属
外
国
銀
行
に
お
け
る

預
金
等
そ
の
他
そ
の
営
む
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
取
引
の
処
理
の
方
針
を
示
す
も
の
と
す
る
。

４
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
に
供
す
る
措
置
を
す
る
と
き
は
、
農
林
中
央
金
庫
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
識
の
様
式
等
）

第
八
十
五
条
の
三
十
五
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
紙
様
式
第
七
号
の
二
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
に
供
す
る
措
置
を
す
る
と
き
は
、
農
林
中
央
金
庫
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
分
別
管
理
）

第
八
十
五
条
の
三
十
六
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
管
理
場
所
を
区
別
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
外
国
銀
行
代
理
行
為
に
関
し
て
顧
客
か
ら
交
付
を
受
け
た
金
銭
そ
の
他
の

財
産
が
自
己
の
固
有
財
産
で
あ
る
か
、
又
は
い
ず
れ
の
所
属
外
国
銀
行
に
係
る
も
の
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
明
示
事
項
）

第
八
十
五
条
の
三
十
七
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
四
第
一
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
外
国
銀
行
代
理
行
為
に
関
し
て
顧
客
か
ら
金
銭
そ
の
他
の
財
産
の
交
付
を
受
け
る
と
き
は
、
当
該
交
付
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
の
所
属
外
国
銀
行
か
ら
の
権
限
の
付
与
が
あ
る
旨

二
　
所
属
外
国
銀
行
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
が
締
結
し
よ
う
と
す
る
外
国
銀
行
代
理
行
為
に
係
る
契
約
に
つ
き
顧
客
が
支
払
う
べ
き
手
数
料
と
、
当
該
契
約
と
同
種
の
契
約
に
つ
き
他
の
所
属
外
国
銀
行
に
支
払
う
べ

き
手
数
料
が
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
旨

三
　
所
属
外
国
銀
行
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
が
締
結
し
よ
う
と
す
る
外
国
銀
行
代
理
行
為
に
係
る
契
約
と
同
種
の
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
他
の
所
属
外
国
銀
行
の
た
め
に
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
旨

四
　
所
属
外
国
銀
行
が
二
以
上
あ
る
場
合
は
、
顧
客
の
取
引
の
相
手
方
と
な
る
所
属
外
国
銀
行
の
商
号
又
は
名
称

（
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
八
十
五
条
の
三
十
八
　
第
六
十
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
中
央
金
庫
が
行
う
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
が
締
結
す
る
契
約
と
の
誤
認
防
止
）

第
八
十
五
条
の
三
十
九
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
外
国
銀
行
代
理
行
為
を
行
う
と
き
は
、
顧
客
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
契
約
の
主
体
が
、
農
林
中
央
金
庫
で
は
な
く
、
当
該
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
所
属
外
国
銀
行
で
あ
る
こ
と
。

二
　
そ
の
他
農
林
中
央
金
庫
が
締
結
す
る
契
約
と
の
誤
認
防
止
に
関
し
参
考
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項

（
他
の
所
属
外
国
銀
行
の
同
種
の
契
約
に
係
る
情
報
提
供
）

第
八
十
五
条
の
四
十
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
第
八
十
五
条
の
三
十
七
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
と
き
は
、
顧
客
の
求
め
に
応
じ
、
他
の
所
属
外
国
銀
行
の
同
種
の
契
約
の
内
容
そ
の
他
顧
客
に
参
考
と
な
る
べ
き
情
報
の

提
供
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
従
事
者
に
対
す
る
研
修
の
実
施
等
の
措
置
）

第
八
十
五
条
の
四
十
一
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
従
事
者
に
対
し
、
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
指
導
、
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
関
す
る
法
令
等
（
外
国
の
法
令
等
を
含
む
。
）
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
の
研
修
の
実
施
等
の

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
農
林
中
央
金
庫
の
密
接
関
係
者
）

第
八
十
五
条
の
四
十
二
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
農
林
中
央
金
庫
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
は
、
農
林
中
央
金
庫
の
特
定
関
係
者
（
法
第
五
十
九
条
に
規
定
す
る
特
定
関
係
者
を
い
い
、

農
林
中
央
金
庫
の
子
会
社
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
顧
客
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
）

第
八
十
五
条
の
四
十
三
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
第
三
号
に
規
定
す
る
顧
客
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
不
当
に
取
引
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、

資
金
の
貸
付
け
又
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
す
る
行
為
で
は
な
い
も
の
と
す
る
。

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
八
十
五
条
の
四
十
四
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
第
五
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
　
顧
客
に
対
し
、
不
当
に
、
自
己
又
は
自
己
の
指
定
す
る
事
業
者
と
取
引
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
所
属
外
国
銀
行
の
業
務
に
係
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
す
る
行
為
（
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
第
三

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
顧
客
に
対
し
、
外
国
銀
行
代
理
業
務
を
行
う
農
林
中
央
金
庫
と
し
て
の
取
引
上
の
優
越
的
地
位
を
不
当
に
利
用
し
て
、
取
引
の
条
件
又
は
実
施
に
つ
い
て
不
利
益
を
与
え
る
行
為

三
　
顧
客
に
対
し
、
不
当
に
、
所
属
外
国
銀
行
の
業
務
に
係
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
自
己
又
は
自
己
の
指
定
す
る
事
業
者
と
取
引
を
す
る
行
為

四
　
法
令
等
（
外
国
の
法
令
等
を
含
む
。
）
に
違
反
し
、
又
は
違
反
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
所
属
外
国
銀
行
の
行
為
に
係
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
行
為

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
）

第
八
十
五
条
の
四
十
五
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
九
の
規
定
に
よ
り
、
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
処
理
及
び
計
算
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
帳
簿
書
類
（
所
属
外
国
銀
行
の
業
務
の
代

理
を
行
わ
な
い
場
合
は
、
第
三
号
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
所
属
外
国
銀
行
ご
と
に
作
成
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
総
勘
定
元
帳
　
作
成
の
日
か
ら
五
年
間

二
　
外
国
銀
行
代
理
勘
定
元
帳
　
作
成
の
日
か
ら
十
年
間

三
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
顧
客
に
対
し
て
行
っ
た
所
属
外
国
銀
行
の
業
務
の
媒
介
の
内
容
を
記
録
し
た
書
面
　
当
該
媒
介
を
行
っ
た
日
か
ら
五
年
間

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
関
す
る
報
告
書
の
様
式
等
）

第
八
十
五
条
の
四
十
六
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
関
す
る
報
告
書
は
、
別
紙
様
式
第
七
号
の
三
に
よ
り
作
成
し
、
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁

長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受

け
て
、
当
該
提
出
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
農
林
中
央
金
庫
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
の
延
期
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由

が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
農
林
債
発
行
の
届
出
）

第
八
十
六
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
発
行
の
方
法
及
び
条
件
を
記
載
し
た
書
面

二
　
農
林
中
央
金
庫
の
払
込
資
本
金
及
び
法
第
六
十
条
に
規
定
す
る
準
備
金
の
額
を
記
載
し
た
書
面

三
　
農
林
債
の
現
在
の
発
行
残
高
を
記
載
し
た
書
面

四
　
法
第
六
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
の
案

五
　
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
債
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
借
換
え
を
し
よ
う
と
す
る
旧
農
林
債
の
償
還
予
定
額
及
び
借
換
え
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面

六
　
契
約
に
よ
り
農
林
債
の
総
額
又
は
そ
の
一
部
を
引
き
受
け
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
契
約
書
案
又
は
契
約
条
項
を
記
載
し
た
書
面

（
募
集
農
林
債
に
関
す
る
事
項
）

第
八
十
七
条
　
令
第
十
四
条
第
十
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
数
回
に
分
け
て
募
集
農
林
債
（
法
第
六
十
五
条
に
規
定
す
る
募
集
農
林
債
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
引
替
え
に
金
銭
の
払
込
み
を
さ
せ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
各
払
込
み
の
期
日
に
お
け
る
払
込
金
額
（
令
第
十
四
条
第
八
号

に
規
定
す
る
払
込
金
額
を
い
う
。
）

二
　
募
集
農
林
債
と
引
替
え
に
す
る
金
銭
の
払
込
み
に
代
え
て
金
銭
以
外
の
財
産
を
給
付
す
る
旨
の
契
約
を
締
結
す
る
と
き
は
、
そ
の
契
約
の
内
容

（
募
集
農
林
債
を
発
行
す
る
場
合
の
通
知
事
項
）

第
八
十
八
条
　
法
第
六
十
五
条
の
二
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
と
い
う
名
称

二
　
農
林
中
央
金
庫
の
払
込
資
本
金
及
び
法
第
六
十
条
に
規
定
す
る
準
備
金
の
合
計
額

三
　
農
林
債
の
借
換
え
の
た
め
、
法
第
六
十
条
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
て
農
林
債
を
発
行
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

四
　
前
に
農
林
債
を
発
行
し
た
と
き
は
、
そ
の
償
還
を
終
え
て
い
な
い
総
額

（
書
面
の
交
付
）

第
八
十
九
条
　
法
第
六
十
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
令
第
十
四
条
第
八
号
の

低
金
額
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
募
集
農
林
債
の
引
受
け
の
申
込
み
を
す
る
者
が
希
望
す
る
払
込

金
額
と
す
る
。

（
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
通
知
を
要
し
な
い
場
合
）

第
九
十
条
　
法
第
六
十
五
条
の
二
第
四
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
農
林
中
央
金
庫
が
同
条
第
一
項
の
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
同
項
に
規
定
す
る
通
知
事
項
を
提
供
し
て
い
る
場

合
と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
が
金
融
商
品
取
引
法
の
規
定
に
基
づ
き
目
論
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
し
て
い
る
場
合

二
　
農
林
中
央
金
庫
が
外
国
の
法
令
に
基
づ
き
目
論
見
書
そ
の
他
こ
れ
に
相
当
す
る
書
面
そ
の
他
の
資
料
を
提
供
し
て
い
る
場
合

三
　
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
公
告
に
よ
り
令
第
十
七
条
各
号
の
事
項
を
提
供
し
て
い
る
場
合

（
売
出
し
の
場
合
の
通
知
事
項
）

第
九
十
一
条
　
第
八
十
八
条
の
規
定
は
、
令
第
十
七
条
第
五
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
農
林
債
原
簿
記
載
事
項
）

第
九
十
二
条
　
令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
七
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
募
集
農
林
債
の
引
換
え
に
す
る
金
銭
の
払
込
み
に
代
え
て
金
銭
以
外
の
財
産
の
給
付
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
財
産
の
価
額
及
び
給
付
の
日

二
　
農
林
債
の
債
権
者
が
募
集
農
林
債
と
引
換
え
に
す
る
金
銭
の
払
込
み
を
す
る
債
務
と
農
林
中
央
金
庫
に
対
す
る
債
権
と
を
相
殺
し
た
と
き
は
、
そ
の
債
権
の
額
及
び
相
殺
を
し
た
日

（
閲
覧
権
者
）

第
九
十
三
条
　
法
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
農
林
債
の
債
権
者
そ
の
他
の
農
林
中
央
金
庫
の
債
権
者
及
び
会
員
と
す
る
。

（
農
林
債
原
簿
記
載
事
項
の
記
載
等
の
請
求
）

第
九
十
四
条
　
令
第
二
十
九
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
農
林
債
の
取
得
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
取
得
者
」
と
い
う
。
）
が
農
林
債
の
債
権
者
と
し
て
農
林
債
原
簿
に
記
載
若
し
く
は
記
録
さ
れ
た
者
又
は
そ
の
一
般
承
継
人
に
対
し
て
当
該
取
得
者
の
取
得
し
た
農
林
債
に
係
る
令

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
確
定
判
決
を
得
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
確
定
判
決
の
内
容
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
の
資
料
を
提
供
し
て
請
求
を
し
た
と
き
。

二
　
取
得
者
が
前
号
の
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
の
内
容
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
の
資
料
を
提
供
し
て
請
求
を
し
た
と
き
。

三
　
取
得
者
が
一
般
承
継
に
よ
り
当
該
農
林
債
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
一
般
承
継
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
の
資
料
を
提
供
し
て
請
求
を
し
た
と
き
。

四
　
取
得
者
が
当
該
農
林
債
を
競
売
に
よ
り
取
得
し
た
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
競
売
に
よ
り
取
得
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
の
資
料
を
提
供
し
て
請
求
を
し
た
と
き
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
取
得
者
が
取
得
し
た
農
林
債
が
債
券
を
発
行
す
る
定
め
が
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
令
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
取
得
者
が
農
林
債
の
債
券
を
提
示
し

て
請
求
を
し
た
場
合
と
す
る
。
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（
専
門
子
会
社
の
業
務
等
）

第
九
十
五
条
　
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
二
の
主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一
　
第
九
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
で
あ
っ
て
、
農
林
中
央
金
庫
、
そ
の
子
会
社
（
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
一
号
の
二
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
会
社
に
限
る
。
）
そ
の
他
次
条
に
規
定
す
る
者
（
次
項
第
二
号
及

び
第
十
四
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
「
農
林
中
央
金
庫
等
」
と
い
う
。
）
の
営
む
業
務
の
た
め
に
営
む
も
の

二
　
第
九
十
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
農
林
中
央
金
庫
が
証
券
専
門
会
社
等
（
証
券
専
門
会
社
、
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
証
券
仲
介
専
門
会
社
又
は
有
価
証
券
関
連
業
を
営
む
外
国
の
会
社
を
い
う
。

第
十
四
項
第
二
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
第
九
十
七
条
第
二
項
第
三
十
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
、
農
林
中
央
金
庫
が
信
託
専
門
会
社
等
（
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
信
託
兼
営
銀
行
（
以
下
「
信
託
兼
営
銀
行
」
と
い
う
。
）
、
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
信
託
専
門
会
社
又
は
信
託
業
（
信
託
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
業
を
い
う
。
）
を
営
む
外
国
の
会
社
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
し
て
い
な
い
場
合
（
農
林
中
央
金
庫
が
法
第
五
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
第
九
十
七
条
第
二
項
第
三
十
五
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま

で
に
掲
げ
る
業
務
を
、
そ
れ
ぞ
れ
除
く
。
）

２
　
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
三
号
、
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
っ
て
は
、
第
五
十
八
条
第
五
項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
商
品
先
物
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一

項
に
規
定
す
る
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
等
の
委
託
を
受
け
る
業
務
に
限
り
、
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
っ
て
は
、
第
五
十
八
条
第
五
項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
（
同
項
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
っ
て
は
、
暗
号
等
資
産
の
価
値
等
（
暗
号
等
資
産
の
価
値
、

暗
号
等
資
産
関
連
オ
プ
シ
ョ
ン
（
同
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
暗
号
等
資
産
関
連
オ
プ
シ
ョ
ン
を
い
う
。
）
の
対
価
の
額
又
は
暗
号
等
資
産
関
連
金
融
指
標
の
動
向
を
い
う
。
次
項
第
一
号
並
び
に
第
九
十
七

条
第
二
項
第
十
二
号
及
び
第
二
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
（
同
法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
投
資
判
断
を
い
う
。
次
項
第
一
号
並
び
に
第
九
十
七
条
第
二
項
第
十
二
号
及
び
第
二
十
三

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
い
て
財
産
の
運
用
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
一
条
の
十
二
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務

二
　
第
九
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
で
あ
っ
て
、
農
林
中
央
金
庫
等
の
営
む
業
務
の
た
め
に
営
む
も
の

三
　
第
九
十
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
き
、
農
林
中
央
金
庫
が
信
託
専
門
会
社
等
を
子
会
社
と
し
て
い
な
い
場
合
（
農
林
中
央
金
庫
が
法
第
五
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ

り
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
第
九
十
七
条
第
二
項
第
三
十
五
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）

３
　
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
三
号
の
二
の
主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に

掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
行
為
（
同
項
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
っ
て
は
、
暗
号
等
資
産
の
価
値
等
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
に
基
づ
い
て
財

産
の
運
用
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
一
条
の
十
二
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務

二
　
累
積
投
資
契
約
（
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
累
積
投
資
契
約
を
い
う
。
）
の
締
結
の
媒
介

三
　
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
貸
借
の
媒
介

四
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務

五
　
第
九
十
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
き
、
農
林
中
央
金
庫
が
信
託
専
門
会
社
等
を
子
会
社
と
し
て
い
な
い
場
合
（
農
林
中
央
金
庫
が
法
第
五
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ

り
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
第
九
十
七
条
第
二
項
第
三
十
五
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）

４
　
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
九
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
会
社
は
、
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿
（
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
店
頭
売
買
有
価

証
券
登
録
原
簿
を
い
う
。
次
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
登
録
さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外
の
新
事
業
活
動
（
新
商
品
の
開
発
又
は
生
産
、
新
役
務
の
開
発
又
は
提
供
、
商
品
の
新
た
な
生
産
又
は
販
売
の

方
式
の
導
入
、
役
務
の
新
た
な
提
供
の
方
式
の
導
入
、
技
術
に
関
す
る
研
究
開
発
及
び
そ
の
成
果
の
利
用
そ
の
他
の
新
た
な
事
業
活
動
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
中
小
企
業
者
（
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
を
い
う
。
第
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
会
社
で
あ
っ
て
、
設
立
の
日
又
は
新
事
業
活
動
開
始
日
（
会
社
が
現
に
行
っ
て
い
る
事
業
活
動
と
異
な
る

種
類
の
新
事
業
活
動
を
開
始
し
た
日
を
い
う
。
）
以
後
十
年
を
経
過
し
て
い
な
い
会
社
と
す
る
。

５
　
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
十
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
会
社
は
、
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外
の
会
社
で
あ
っ
て
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
会
社
と
す
る
。

一
　
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
て
い
る
会
社

二
　
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
計
画
認
可
の
決
定
を
受
け
て
い
る
会
社

三
　
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
を
受
け
て
い
る
会
社

四
　
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
再
生
支
援
決
定
を
受
け
て
い
る
会
社

五
　
株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
支
援
決
定
を
受
け
て
い
る
会
社

六
　
株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
復
興
機
構
に
よ
る
支
援
を
受
け
て
い
る
会
社

七
　
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
る
会
社

八
　
合
理
的
な
経
営
改
善
の
た
め
の
計
画
（
農
林
中
央
金
庫
、
銀
行
等
（
銀
行
又
は
令
第
四
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
次
号
及
び
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
保
険
業
法
第
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
保
険
会
社
、
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
外
国
保
険
会
社
等
、
銀
行
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
銀
行
持
株
会
社
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
若
し
く

は
保
険
業
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
保
険
持
株
会
社
又
は
こ
れ
ら
の
子
会
社
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
特
定
金
融
機
関
等
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
特
定
金
融
機
関
等
に
対
す
る
会
社
の
債
務
に
つ
い
て
次
に
掲

げ
る
措
置
の
い
ず
れ
か
を
実
施
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
措
置
の
実
施
に
よ
り
相
当
の
期
間
内
に
当
該
会
社
の
経
営
の
状
況
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
実
施
し
て
い
る
会
社
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イ
　
当
該
債
務
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
措
置

ロ
　
当
該
債
務
の
全
部
又
は
一
部
を
消
滅
さ
せ
る
た
め
に
株
式
を
取
得
す
る
措
置

ハ
　
当
該
債
務
に
係
る
債
権
の
全
部
又
は
一
部
が
当
該
会
社
に
対
す
る
他
の
債
権
に
後
れ
る
こ
と
と
す
る
措
置
（
当
該
会
社
の
財
務
指
標
が
当
該
特
定
金
融
機
関
等
及
び
当
該
会
社
の
間
で
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
一
定
の
基
準
を
下

回
っ
た
場
合
に
、
当
該
会
社
が
期
限
の
利
益
を
喪
失
す
る
措
置
を
併
せ
て
講
じ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

九
　
当
該
会
社
に
対
す
る
金
銭
債
権
を
有
す
る
農
林
中
央
金
庫
又
は
銀
行
等
（
当
該
農
林
中
央
金
庫
又
は
銀
行
等
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
当
該
会
社
の
議
決
権
を
取
得
す
る
と
き
に
お
け
る

農
林
中
央
金
庫
）
及
び
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
が
関
与
し
て
作
成
し
た
合
理
的
な
経
営
改
善
の
た
め
の
計
画
（
特
定
金
融
機
関
等
が
当
該
会
社
に
対
し
て
そ
の
事
業
に
必
要
な
資
金
を
出
資
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
当
該
出
資
に
よ
り
相
当
の
期
間
内
に
当
該
会
社
の
経
営
の
状
況
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
実
施
し
て
い
る
会
社

イ
　
官
公
署

ロ
　
商
工
会
又
は
商
工
会
議
所

ハ
　
イ
又
は
ロ
に
準
ず
る
も
の

ニ
　
弁
護
士
、
弁
護
士
法
人
又
は
弁
護
士
・
外
国
法
事
務
弁
護
士
共
同
法
人

ホ
　
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人

ヘ
　
税
理
士
又
は
税
理
士
法
人

ト
　
他
の
事
業
者
等
の
経
営
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る
業
務
を
営
む
会
社
（
農
林
中
央
金
庫
の
子
会
社
等
以
外
の
会
社
に
限
る
。
）

十
　
代
表
者
の
死
亡
、
高
齢
化
そ
の
他
の
事
由
に
起
因
し
て
、
そ
の
事
業
の
承
継
の
た
め
に
支
援
の
必
要
が
生
じ
た
会
社
で
あ
っ
て
、
当
該
事
業
の
承
継
に
係
る
計
画
に
基
づ
く
支
援
を
受
け
て
い
る
会
社

６
　
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
十
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
前
項
に
規
定
す
る
会
社
（
同
項
第
十
号
に
掲
げ
る
会
社
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
議
決
権
を
取
得
す
る
場
合
に
お
い

て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
銀
行
等
に
よ
る
人
的
な
又
は
財
政
上
の
支
援
そ
の
他
の
当
該
農
林
中
央
金
庫
又
は
銀
行
等
が
行
う
事
業
の
再
生
の
た
め
の
支
援
を
そ
の
内
容
に
含
む
事
業
計
画
（
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
十
号
の
事
業
に

係
る
計
画
を
い
う
。
）
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
事
業
計
画
の
作
成
に
前
項
第
九
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
。

７
　
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
会
社
は
、
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外
の
会
社
で
あ
っ
て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
会
社
又
は
事
業
の
再
生
の
計
画
の
作
成
に
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
が
関
与
し
て
い
る
会
社
と
す
る
。

一
　
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
株
式
会
社
が
無
限
責
任
組
合
員
と
な
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
か
ら
出
資
を
受
け
て
い
る
会
社

イ
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
組
合
員
と
な
っ
て
い
る
も
の

ロ
　
当
該
株
式
会
社
に
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
出
資
し
て
い
る
も
の

二
　
事
業
の
再
生
又
は
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
新
た
な
事
業
の
創
出
そ
の
他
の
地
域
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
事
業
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
会
社
で
あ
っ
て
、
第
五
項
第
九
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
が
関
与
し
て
作
成
し
た
事
業
計
画
を
実
施
し
て
い
る
会
社

８
　
第
四
項
に
規
定
す
る
会
社
の
ほ
か
、
会
社
で
あ
っ
て
、
そ
の
議
決
権
を
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得
又
は
第
九
十

八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
ら
ず
に
取
得
さ
れ
た
と
き
（
当
該
会
社
の
議
決
権
が
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
に
よ
り
二
回
以
上
に
わ
た
り
取
得
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
の

担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得
又
は
同
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
ら
ず
に

後
に
取
得
さ
れ
た
と
き
）
に
第
四
項
に
規
定
す
る
会
社
に
該
当
し
て
い
た
も
の
も
、
そ
の
議
決
権
が
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の

実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得
又
は
同
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
ら
ず
に
新
た
に
取
得
さ
れ
な
い
限
り
、
農
林
中
央
金
庫
に
係
る
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
九
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
会
社
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

９
　
前
項
の
規
定
は
、
第
五
項
に
規
定
す
る
会
社
に
該
当
し
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
第
七
十
二
条
第
一
項
第
九
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
七
十
二
条
第
一
項
第
十
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

10
　
第
八
項
の
規
定
は
、
第
七
項
に
規
定
す
る
会
社
に
該
当
し
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
項
中
「
第
七
十
二
条
第
一
項
第
九
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
七
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

11
　
第
四
項
か
ら
前
項
ま
で
（
第
六
項
を
除
く
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
子
会
社
（
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
特
定
子
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
そ
の
取
得
し
た
第
四
項
に
規
定
す
る
会
社
若
し
く
は

第
八
項
の
規
定
に
該
当
す
る
会
社
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
」
と
い
う
。
）
、
第
五
項
に
規
定
す
る
会
社
若
し
く
は
第
九
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
八
項
の
規
定
に
該
当
す
る
会
社
（
以
下
「
事

業
再
生
会
社
」
と
い
う
。
）
又
は
第
七
項
に
規
定
す
る
会
社
若
し
く
は
前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
八
項
の
規
定
に
該
当
す
る
会
社
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
地
域
活
性
化
事
業
会
社
」
と
い
う
。
）
の
議
決
権
を
処
分

基
準
日
（
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
の
議
決
権
に
あ
っ
て
は
そ
の
取
得
の
日
か
ら
十
五
年
を
経
過
す
る
日
を
い
い
、
事
業
再
生
会
社
及
び
地
域
活
性
化
事
業
会
社
の
議
決
権
に
あ
っ
て
は
そ
の
取
得
の
日
か
ら
十
年
を
経
過
す
る
日
（
当

該
議
決
権
が
第
五
項
に
規
定
す
る
会
社
（
同
項
第
五
号
又
は
第
六
号
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
議
決
権
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
会
社
が
当
該
支
援
を
受
け
て
い
る
期
間
が
当
該
議
決
権
の
取
得
の
日
か
ら
十
年
を
超
え
る

と
き
は
、
当
該
支
援
が
終
了
す
る
日
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
処
分
し
な
い
と
き
は
、
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
、
当
該
事
業
再
生
会
社
及
び
当
該
地
域
活
性
化
事
業
会
社
（
以
下
「
新
規
事
業
分
野

開
拓
会
社
等
」
と
い
う
。
）
は
、
処
分
基
準
日
の
翌
日
か
ら
は
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
に
あ
っ
て
は
農
林
中
央
金
庫
に
係
る
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
九
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
会
社
に
、
事
業
再
生
会
社
に
あ
っ
て
は
農
林
中
央

金
庫
に
係
る
同
項
第
十
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
会
社
に
、
地
域
活
性
化
事
業
会
社
に
あ
っ
て
は
農
林
中
央
金
庫
に
係
る
同
項
第
十
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
会
社
に
、
そ
れ
ぞ
れ
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
処

分
を
行
え
ば
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
保
有
す
る
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
の
議
決
権
の
数
が
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
準
議
決
権
の
数
（
国
内
の
会
社
（
法
第
七
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
の
会
社

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
事
業
再
生
会
社
（
第
六
項
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
議
決
権
に
つ
い
て
は
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
議
決
権
の
数
、
外
国
の
会
社
の
議

決
権
に
つ
い
て
は
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
議
決
権
の
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
子
会
社
が
当
該
取
得
の
日
か
ら
処
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分
基
準
日
ま
で
の
間
に
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
の
議
決
権
の
う
ち
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
準
議
決
権
の
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
処
分
し
た
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

12
　
第
五
項
及
び
第
九
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
特
定
子
会
社
以
外
の
子
会
社
が
そ
の
取
得
し
た
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
を
処
分
基
準
日
（
そ
の
取
得
の
日
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
議
決
権
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
処
分
し
な
い
と
き
は
、
当
該
事
業
再
生
会
社
は
、
処
分
基
準
日
の
翌
日
か
ら
は
農
林
中
央
金
庫
に
係
る
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第

十
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
会
社
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
処
分
を
行
え
ば
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
特
定
子
会
社
以
外
の
子
会
社
が
保
有
す
る
当
該
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
の
数
が
当
該
処
分
基
準
日
に
お

け
る
基
準
議
決
権
の
数
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
特
定
子
会
社
以
外
の
子
会
社
が
当
該
取
得
の
日
か
ら
処
分
基
準
日
ま
で
の
間
に
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
特
定
子
会
社
以
外
の
子
会
社
の

保
有
す
る
当
該
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
準
議
決
権
の
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
処
分
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
中
小
企
業
者
の
発
行
す
る
株
式
等
に
係
る
議
決
権
　
十
年

二
　
中
小
企
業
者
以
外
の
会
社
の
発
行
す
る
株
式
等
に
係
る
議
決
権
　
三
年

13
　
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
九
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
を
専
ら
営
む
会
社
と
す
る
。

一
　
第
九
十
七
条
第
二
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
業
務

二
　
他
の
事
業
者
等
の
経
営
に
関
す
る
相
談
の
実
施
、
当
該
他
の
事
業
者
等
の
業
務
に
関
連
す
る
事
業
者
等
又
は
顧
客
の
紹
介
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
（
前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
よ
る
資
金
の
供
給
を
受
け
、
又
は

受
け
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
株
式
会
社
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

14
　
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
持
株
会
社
（
同
号
に
規
定
す
る
持
株
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。

一
　
信
託
兼
営
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
持
株
会
社
の
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
次
に
掲
げ
る
業
務
を
専
ら
営
む
持
株
会
社

イ
　
第
九
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
で
あ
っ
て
、
農
林
中
央
金
庫
等
の
営
む
業
務
の
た
め
に
営
む
も
の

ロ
　
第
九
十
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
当
該
持
株
会
社
が
証
券
専
門
会
社
等
を
子
会
社
と
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
第
三
十
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
、
当
該
持
株
会
社
が
信
託
専
門
会
社

等
を
子
会
社
と
し
て
い
な
い
場
合
（
当
該
持
株
会
社
の
議
決
権
を
保
有
す
る
農
林
中
央
金
庫
が
法
第
五
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
場
合
（
農
林
中
央
金
庫
の
子
会
社
が
当
該
議
決
権
を

保
有
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
第
九
十
七
条
第
二
項
第
三
十
五
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
、
そ
れ
ぞ
れ
除
く
。
）

15
　
法
第
二
十
四
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
五
項
第
九
号
、
第
六
項
、
第
八
項
（
第
九
項
及
び
第
十
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
一
項
、
第
十
二
項
及
び
前
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
に
類
す
る
者
）

第
九
十
六
条
　
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
八
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
農
林
中
央
金
庫
の
子
会
社
等
（
農
林
中
央
金
庫
の
子
会
社
（
同
項
第
一
号
、
第
一
号
の
二
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
会
社
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
従
属
業
務
等
）

第
九
十
七
条
　
法
第
七
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一
　
他
の
事
業
者
等
の
た
め
の
不
動
産
（
原
則
と
し
て
、
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
か
ら
取
得
し
、
又
は
賃
借
し
た
営
業
用
不
動
産
又
は
事
業
用
不
動
産
に
限
る
。
）
の
賃
貸
又
は
他
の
事
業
者
等
の
所
有
す
る
不
動
産
若
し
く

は
そ
れ
に
付
随
す
る
設
備
の
保
守
、
点
検
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
業
務

二
　
他
の
事
業
者
等
の
役
員
又
は
職
員
の
た
め
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
務
を
行
う
業
務

三
　
他
の
事
業
者
等
の
事
務
の
用
に
供
す
る
物
品
の
購
入
又
は
管
理
を
行
う
業
務

四
　
他
の
事
業
者
等
の
事
務
に
係
る
文
書
、
証
票
そ
の
他
の
書
類
の
印
刷
又
は
製
本
を
行
う
業
務

五
　
他
の
事
業
者
等
の
業
務
に
関
す
る
広
告
、
宣
伝
、
調
査
、
情
報
の
分
析
又
は
情
報
の
提
供
を
行
う
業
務
（
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

六
　
他
の
事
業
者
等
の
た
め
の
自
動
車
の
運
行
又
は
保
守
、
点
検
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
業
務

七
　
他
の
事
業
者
等
の
現
金
自
動
支
払
機
等
の
保
守
、
点
検
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
業
務

八
　
他
の
事
業
者
等
の
業
務
に
係
る
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
の
勧
誘
又
は
当
該
契
約
の
内
容
に
係
る
説
明
を
行
う
葉
書
又
は
封
書
の
作
成
又
は
発
送
を
行
う
業
務

九
　
他
の
事
業
者
等
の
行
う
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
信
用
供
与
に
係
る
債
権
の
担
保
の
目
的
と
な
る
財
産
の
評
価
、
当
該
担
保
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
財
産
の
管
理
そ
の
他
当
該
財
産
に
関
し
必
要
と
な
る
事
務
を
行
う
業
務

十
　
他
の
事
業
者
等
が
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
信
用
供
与
に
係
る
債
権
の
回
収
の
た
め
に
担
保
権
を
実
行
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
、
当
該
他
の
事
業
者
等
の
た
め
に
当
該
債
権
の
担
保
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
財
産
（
不
動
産
を

除
く
。
）
の
売
買
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
業
務

十
一
　
他
の
事
業
者
等
の
行
う
資
金
の
貸
付
け
に
関
し
相
談
に
応
ず
る
業
務
又
は
当
該
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
事
務
の
取
次
ぎ
そ
の
他
当
該
資
金
の
貸
付
け
に
関
し
必
要
と
な
る
事
務
を
行
う
業
務

十
二
　
他
の
事
業
者
等
の
行
う
外
国
為
替
取
引
、
信
用
状
若
し
く
は
旅
行
小
切
手
に
関
す
る
業
務
又
は
輸
出
入
そ
の
他
の
対
外
取
引
の
た
め
直
接
必
要
な
資
金
に
関
す
る
貸
付
け
、
手
形
の
割
引
、
債
務
の
保
証
若
し
く
は
手
形
の
引

受
け
に
関
し
必
要
と
な
る
事
務
を
行
う
業
務

十
三
　
他
の
事
業
者
等
の
事
務
に
係
る
計
算
を
行
う
業
務

十
四
　
他
の
事
業
者
等
の
事
務
に
係
る
文
書
、
証
票
そ
の
他
の
書
類
の
作
成
、
整
理
、
保
管
、
発
送
又
は
配
送
を
行
う
業
務

十
五
　
他
の
事
業
者
等
と
当
該
他
の
事
業
者
等
の
顧
客
と
の
間
の
事
務
の
取
次
ぎ
を
行
う
業
務

十
六
　
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
事
業

十
七
　
他
の
事
業
者
等
の
た
め
に
電
子
計
算
機
に
関
す
る
事
務
を
行
う
業
務
（
電
子
計
算
機
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
機
能
す
る
シ
ス
テ
ム
の
設
計
、
開
発
若
し
く
は
保
守
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
作
成
、
販
売
（
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
販
売
に
伴
い
必
要
と
な
る
附
属
機
器
の
販
売
を
含
む
。
）
若
し
く
は
保
守
を
行
う
業
務
を
含
む
。
）
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十
八
　
他
の
事
業
者
等
の
役
員
又
は
職
員
に
対
す
る
教
育
又
は
研
修
を
行
う
業
務

十
九
　
他
の
事
業
者
等
の
現
金
、
小
切
手
、
手
形
又
は
有
価
証
券
の
輸
送
を
行
う
業
務
（
次
号
及
び
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
　
他
の
事
業
者
等
の
主
要
な
取
引
先
に
対
す
る
現
金
、
小
切
手
、
手
形
又
は
証
書
の
集
配
を
行
う
業
務

二
十
一
　
他
の
事
業
者
等
の
主
要
な
取
引
先
と
の
間
で
当
該
他
の
事
業
者
等
の
業
務
に
係
る
有
価
証
券
の
受
渡
し
を
行
う
業
務

二
十
二
　
他
の
事
業
者
等
の
た
め
に
現
金
、
小
切
手
、
手
形
又
は
有
価
証
券
を
整
理
し
、
そ
の
金
額
若
し
く
は
枚
数
を
確
認
し
、
又
は
一
時
的
に
そ
の
保
管
を
行
う
業
務

二
十
三
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
で
あ
る
信
託
兼
営
銀
行
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
農
林
中
央
金
庫
等
」
と
い
う
。
）
が
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
信
用
供
与
に
係
る
債
権
の
回
収
の
た
め
に
担
保
権
を
実
行
す
る
必
要
が

あ
る
場
合
に
、
当
該
農
林
中
央
金
庫
等
の
た
め
に
当
該
債
権
の
担
保
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
財
産
を
適
正
な
価
格
で
購
入
し
、
並
び
に
購
入
し
た
財
産
の
所
有
及
び
管
理
そ
の
他
当
該
財
産
に
関
し
必
要
と
な
る
事
務
を
行
う
業
務

二
十
四
　
そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
業
務

二
十
五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
（
当
該
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
者
が
営
む
も
の
に
限
る
。
）

２
　
法
第
七
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
（
農
林
中
央
金
庫
の
た
め
に
行
う
場
合
を
含
む
。
）
と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
の
業
務
（
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
代
理
又
は
媒
介

二
　
次
に
掲
げ
る
業
務
（
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
代
理
又
は
媒
介

イ
　
銀
行
の
業
務

ロ
　
信
用
金
庫
、
信
用
協
同
組
合
又
は
労
働
金
庫
（
こ
れ
ら
の
法
人
を
も
っ
て
組
織
す
る
連
合
会
を
含
む
。
）
の
業
務

ハ
　
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
業
務
（
農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
事
業
に
限
る
。
）

ニ
　
漁
業
協
同
組
合
（
水
産
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
ニ
、
第
百
二
十
三
条
第
四
号
ニ
（
８
）
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
十
八
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
漁
業
協
同
組

合
連
合
会
（
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。
第
百
二
十
三
条
第
四
号
ニ
（
８
）
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
十
八
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合
（
同
法
第
九
十
三
条

第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
ニ
、
第
百
二
十
三
条
第
四
号
ニ
（
８
）
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
十
八
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
（
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
第

二
号
の
事
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。
第
百
二
十
三
条
第
四
号
ニ
（
８
）
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
十
八
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
業
務
（
漁
業
協
同
組
合
に
あ
っ
て
は
同
法
第
十
一
条
の
五
第
二
項
、
水
産
加
工
業
協
同

組
合
に
あ
っ
て
は
同
法
第
九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
一
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
事
業
に
限
る
。
）

三
　
信
託
兼
営
銀
行
又
は
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会
社
の
業
務
（
信
託
業
務
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
の
代
理
（
当
該
代
理
を

行
う
会
社
を
子
会
社
と
す
る
農
林
中
央
金
庫
の
子
会
社
で
あ
る
信
託
兼
営
銀
行
又
は
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会
社
の
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）

四
　
資
金
移
動
業
者
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
者
を
い
う
。
）
が
営
む
資
金
移
動
業
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
を
い
う
。
）
の
代
理
又
は
媒
介

四
の
二
　
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
関
連
業
務

五
　
信
託
業
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
信
託
契
約
代
理
業
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
十
一
号
）
第
三
条
第
二
号
及
び
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

六
　
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
が
営
む
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
三
条
第
三
号
及

び
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
託
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介

七
　
金
銭
の
貸
付
け
又
は
金
銭
の
貸
借
の
媒
介
（
手
形
の
割
引
、
売
渡
担
保
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法
に
よ
っ
て
す
る
金
銭
の
交
付
又
は
当
該
方
法
に
よ
っ
て
す
る
金
銭
の
授
受
の
媒
介
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
業
と
し
て
行
う
も

の
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

七
の
二
　
金
銭
の
貸
付
け
以
外
の
取
引
に
係
る
業
務
で
あ
っ
て
、
金
銭
の
貸
付
け
と
同
視
す
べ
き
も
の
（
宗
教
上
の
規
律
の
制
約
に
よ
り
利
息
を
受
領
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
取
引
が
金
銭
の
貸
付
け
以
外
の

取
引
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
宗
教
上
の
規
律
に
つ
い
て
専
門
的
な
知
見
を
有
す
る
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
合
議
体
の
判
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

七
の
三
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
に
係
る
業
務
又
は
当
該
業
務
と
併
せ
営
む
銀
行
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
等
代
行
業
に
係
る
業
務

八
　
法
第
五
十
四
条
第
四
項
に
掲
げ
る
業
務
（
同
項
第
十
号
、
第
十
号
の
二
、
第
二
十
号
及
び
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
業
務
、
有
価
証
券
関
連
業
そ
の
他
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

九
　
債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
債
権
管
理
回
収
業
及
び
同
法
第
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
っ

て
は
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
基
準
を
全
て
満
た
す
場
合
に
限
る
。
）

十
　
確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
業
又
は
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
業
務

十
一
　
保
険
業
法
第
二
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
保
険
募
集

十
一
の
二
　
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
険
媒
介
業
務

十
二
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
行
為
（
同
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
っ
て
は
、
暗
号
等
資
産
の
価
値
等
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
に
基
づ
い
て
財
産
の
運
用
を
行
う
も
の
を

除
く
。
）
を
行
う
業
務

十
三
　
削
除

十
四
　
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
商
品
投
資
顧
問
業

十
五
　
そ
れ
を
提
示
し
若
し
く
は
通
知
し
て
、
又
は
そ
れ
と
引
換
え
に
特
定
の
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
か
ら
商
品
若
し
く
は
権
利
を
購
入
し
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
カ
ー
ド
そ
の
他
の
物
又
は
番
号
、

記
号
そ
の
他
の
符
号
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
カ
ー
ド
等
」
と
い
う
。
）
を
こ
れ
に
よ
り
商
品
若
し
く
は
権
利
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て

「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
に
交
付
し
又
は
付
与
し
、
当
該
利
用
者
が
そ
の
カ
ー
ド
等
を
提
示
し
若
し
く
は
通
知
し
て
、
又
は
そ
の
カ
ー
ド
等
と
引
換
え
に
特
定
の
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
か
ら
商
品
若
し
く
は
権
利
を
購
入
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し
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
利
用
者
か
ら
当
該
商
品
若
し
く
は
権
利
の
代
金
又
は
当
該
役
務
の
対
価
に
相
当
す
る
額
を
受
領
し
、
当
該
販
売
業
者
又
は
当
該
役
務
提
供
事
業
者
に
当
該
金
額
の
交
付
（
当
該
販
売

業
者
又
は
当
該
役
務
提
供
事
業
者
以
外
の
者
を
通
じ
た
当
該
販
売
業
者
又
は
当
該
役
務
提
供
事
業
者
へ
の
交
付
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
業
務

十
六
　
利
用
者
が
カ
ー
ド
等
を
利
用
す
る
こ
と
な
く
特
定
の
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
か
ら
の
商
品
若
し
く
は
権
利
の
購
入
又
は
役
務
の
提
供
を
条
件
と
し
て
、
当
該
販
売
業
者
又
は
当
該
役
務
提
供
事
業
者
に
当
該
商
品
若

し
く
は
権
利
の
代
金
又
は
当
該
役
務
の
対
価
に
相
当
す
る
額
の
交
付
を
し
、
当
該
利
用
者
か
ら
当
該
金
額
を
受
領
す
る
業
務

十
七
　
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
自
家
型
前
払
式
支
払
手
段
を
発
行
す
る
業
務
若
し
く
は
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
第
三
者
型
前
払
式
支
払
手
段
を
発
行
す
る
業
務
又
は
こ
れ
ら
の
手
段
を
販
売
す
る
業
務

十
八
　
削
除

十
九
　
機
械
類
そ
の
他
の
物
件
を
使
用
さ
せ
る
業
務
（
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
主
と
し
て
法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
業
務
が
行
わ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

二
十
　
次
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
他
の
株
式
会
社
に
対
し
そ
の
事
業
に
必
要
な
資
金
を
供
給
す
る
業
務

イ
　
当
該
会
社
に
対
し
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

ロ
　
当
該
会
社
の
発
行
す
る
社
債
（
法
第
五
十
四
条
第
六
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
短
期
社
債
を
除
く
。
）
を
取
得
す
る
こ
と
。

ハ
　
当
該
会
社
の
発
行
す
る
新
株
予
約
権
を
取
得
す
る
こ
と
。

ニ
　
株
式
に
係
る
配
当
を
受
け
取
り
又
は
株
式
に
係
る
売
却
益
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
当
該
会
社
の
発
行
す
る
株
式
を
取
得
す
る
こ
と
。

ホ
　
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
民
法
第
六
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
契
約
、
商
法
第
五
百
三
十
五
条
に
規
定
す
る
匿
名
組
合
契
約
又
は
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約

に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

二
十
一
　
農
林
漁
業
法
人
等
に
対
す
る
投
資
の
円
滑
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
農
林
漁
業
法
人
等
投
資
育
成
事
業

二
十
二
　
投
資
信
託
委
託
会
社
又
は
資
産
運
用
会
社
と
し
て
行
う
業
務
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
と
同
種
類
の
も
の
を
含
み
、
投
資
信
託
委
託
会
社
が
そ
の
運
用
の
指
図
を
行
う
投
資
信
託
財
産
又
は
資
産
運
用
会
社
が
資
産
の
運
用

を
行
う
投
資
法
人
の
資
産
に
属
す
る
不
動
産
の
管
理
を
行
う
業
務
を
含
む
。
）

二
十
三
　
投
資
助
言
業
務
又
は
投
資
一
任
契
約
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
十
二
号
ロ
に
規
定
す
る
投
資
一
任
契
約
を
い
い
、
暗
号
等
資
産
の
価
値
等
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
の
全
部
又
は
一
部
を
一
任
さ
れ
る
も
の

を
除
く
。
）
に
係
る
業
務

二
十
三
の
二
　
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
八
十
号
）
第
三
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
資
産
に
対
す
る
投
資
と
し
て
、
他
人
の
た
め
に
金
銭
そ

の
他
の
財
産
の
運
用
（
そ
の
指
図
を
含
む
。
）
を
行
う
業
務
（
第
十
二
号
及
び
前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
三
の
三
　
他
の
事
業
者
等
の
事
業
の
譲
渡
、
合
併
、
会
社
の
分
割
、
株
式
交
換
、
株
式
移
転
若
し
く
は
株
式
交
付
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
又
は
こ
れ
ら
に
関
し
仲
介
を
行
う
業
務

二
十
四
　
経
営
相
談
等
業
務

二
十
五
　
金
融
そ
の
他
経
済
に
関
す
る
調
査
又
は
研
究
を
行
う
業
務

二
十
六
　
個
人
の
財
産
形
成
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る
業
務

二
十
七
　
主
と
し
て
子
会
社
対
象
会
社
（
法
第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
会
社
そ
の
他
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
金
融
機
関
の
業
務
に
関
す
る
デ
ー
タ

又
は
事
業
者
等
の
財
務
に
関
す
る
デ
ー
タ
の
処
理
を
行
う
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
の
伝
送
役
務
を
提
供
す
る
業
務

二
十
八
　
主
と
し
て
子
会
社
対
象
会
社
に
該
当
す
る
会
社
そ
の
他
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
金
融
機
関
の
業
務
又
は
事
業
者
等
の
財
務
に
関
す
る
電
子
計
算
機
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
作
成
又
は
販
売
（
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
販
売
に
伴
い
必
要
と
な
る
附
属
機
器
の
販
売
を
含
む
。
）
を
行
う
業
務
並
び
に
計
算
受
託
業
務

二
十
九
　
確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
確
定
給
付
企
業
年
金
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
年
金
に
係
る
掛
金
又
は
給
付
金
等
の
計
算
に
関
す
る
業
務
及
び
書
類
等
の
作
成
又
は
授

受
に
関
す
る
業
務

二
十
九
の
二
　
法
第
五
十
四
条
第
七
項
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務

二
十
九
の
三
　
電
子
記
録
債
権
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
債
権
記
録
業

三
十
　
有
価
証
券
の
所
有
者
と
発
行
者
と
の
間
の
当
該
有
価
証
券
に
関
す
る
事
務
の
取
次
ぎ
を
行
う
業
務

三
十
一
　
有
価
証
券
に
関
す
る
顧
客
の
代
理

三
十
二
　
株
式
会
社
の
株
式
の
発
行
に
よ
る
事
業
資
金
の
調
達
を
容
易
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
当
該
株
式
会
社
に
係
る
広
告
、
宣
伝
又
は
調
査
を
行
う
業
務
そ
の
他
当
該
株
式
会
社
に
対
す
る
投
資
者
の
評
価
を
高
め
る
こ
と
に

資
す
る
業
務

三
十
三
　
有
価
証
券
に
関
連
す
る
情
報
の
提
供
又
は
助
言
（
第
三
十
号
及
び
前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

三
十
四
　
民
法
第
六
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
契
約
又
は
商
法
第
五
百
三
十
五
条
に
規
定
す
る
匿
名
組
合
契
約
の
締
結
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
行
う
業
務
（
有
価
証
券
関
連
業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

三
十
五
　
財
産
の
管
理
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
、
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
業
務
を
除
い
た
も
の
（
当
該
財
産
の
管
理
に
関
す
る
業
務
を
営
む
会
社
の
議
決
権
を
保
有
す
る
農
林
中
央
金
庫
（
農
林
中
央
金
庫
が
法
第
五
十

四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
場
合
に
限
り
、
農
林
中
央
金
庫
の
子
会
社
が
当
該
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
農
林
中
央
金
庫
を
含
む
。
）
又
は
当
該
業
務
を
営
む
会
社
の
議
決
権
を
保
有

す
る
農
林
中
央
金
庫
（
そ
の
子
会
社
が
当
該
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
農
林
中
央
金
庫
を
含
む
。
）
が
子
会
社
と
す
る
信
託
専
門
会
社
等
が
受
託
す
る
信
託
財
産
と
同
じ
種
類
の
財
産
に
つ
き
業
務
方
法
書
に
規
定
す
る
信

託
財
産
の
管
理
の
方
法
と
同
じ
方
法
に
よ
り
管
理
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
及
び
当
該
業
務
に
係
る
代
理
事
務

三
十
六
　
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
、
第
十
四
号
及
び
前
号
、
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
三
条
第
三
号
並

び
に
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
業
務
を
除
い
た
も
の
（
当
該
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項

第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
会
社
の
議
決
権
を
保
有
す
る
農
林
中
央
金
庫
（
そ
の
子
会
社
が
当
該
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
農
林
中
央
金
庫
を
含
む
。
）
の
子
会
社
で
あ
る
信
託
専
門
会
社
等
の
う
ち
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に
信
託
兼
営
銀
行
に
相
当
す
る
も
の
が
な
い
場
合
（
農
林
中
央
金
庫
が
法
第
五
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
信
託
専
門
会
社
等
が
信
託
業
法
第
二
十
一

条
第
二
項
の
承
認
を
受
け
た
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三
十
七
　
信
託
を
引
き
受
け
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
財
産
（
不
動
産
を
除
く
。
）
の
評
価
に
関
す
る
業
務

三
十
八
　
そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
業
務

三
十
九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
（
当
該
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
者
が
営
む
も
の
に
限
る
。
）

３
　
法
第
七
十
二
条
第
二
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一
　
前
項
第
三
十
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

二
　
そ
の
他
前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
業
務

三
　
前
項
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
、
前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
に
係
る
も
の

４
　
法
第
七
十
二
条
第
二
項
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
二
項
第
三
十
五
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

二
　
そ
の
他
前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
業
務

三
　
第
二
項
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
、
前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
に
係
る
も
の

５
　
法
第
二
十
四
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
二
項
第
三
十
五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
等
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
事
由
）

第
九
十
八
条
　
法
第
七
十
二
条
第
三
項
本
文
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
の
代
物
弁
済
の
受
領
に
よ
る
株
式
等
の
取
得

二
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
所
有
す
る
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
等
に
係
る
議
決
権
の
取
得
（
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
の
意
思
に
よ
ら
な
い
事
象
の
発
生
に
よ
り
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）

三
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
を
所
有
す
る
会
社
の
株
式
の
転
換
（
当
該
株
式
が
そ
の
発
行
会
社
に
取
得
さ
れ
、
そ
の
引
換
え
に
他
の
種
類
の
株
式
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
を
い
い
、
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社

の
請
求
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
第
百
三
条
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

四
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
株
式
等
の
併
合
若
し
く
は
分
割
又
は
株
式
無
償
割
当
て
（
会
社
法
第
百
八
十
五
条
に
規
定
す
る
株
式
無
償
割
当
て
を
い
う
。
第
百
三
条
第
一
項
第
六
号
に
お
い

て
同
じ
。
）

五
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
定
款
の
変
更
に
よ
る
株
式
等
に
係
る
権
利
の
内
容
又
は
一
単
元
の
株
式
の
数
の
変
更

六
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
自
己
の
株
式
等
の
取
得

七
　
農
林
中
央
金
庫
の
子
会
社
で
あ
る
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
会
社
に
よ
る
株
式
等
の
取
得

八
　
農
林
中
央
金
庫
の
子
会
社
で
あ
る
前
条
第
二
項
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
当
該
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
営
む
会
社
が
農
林
漁
業
法
人
等
に
対
す
る
投
資
の
円
滑
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
同
法

第
三
条
第
一
項
の
承
認
の
取
消
し
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
第
十
三
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
株
式
等
に
係
る
議
決
権
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
議
決
権
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
に
よ
り
当
該
議
決
権
を
処

分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

２
　
法
第
七
十
二
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
前
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

３
　
法
第
七
十
二
条
第
五
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
農
林
中
央
金
庫
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得
又
は
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

４
　
法
第
七
十
二
条
第
十
二
項
本
文
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

５
　
法
第
七
十
二
条
第
十
二
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

（
認
可
対
象
会
社
か
ら
除
か
れ
る
会
社
が
専
ら
営
む
業
務
）

第
九
十
九
条
　
法
第
七
十
二
条
第
四
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一
　
第
九
十
七
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
二
十
九
号
の
三
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

二
　
そ
の
他
前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
業
務

三
　
第
九
十
七
条
第
二
項
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
、
前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
に
係
る
も
の

（
一
定
の
業
務
高
度
化
等
会
社
）

第
九
十
九
条
の
二
　
法
第
七
十
二
条
第
四
項
及
び
第
十
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
会
社
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
専
ら
営
む
会
社
（
外
国
の
会
社
を
除
く
。
）
又
は
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

百
二
十
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
障
害
者
雇
用
促
進
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
認
定
に
係
る
子
会
社
、
関
係
会
社
若
し
く
は
関
係
子
会
社
（
そ
れ
ぞ

れ
障
害
者
雇
用
促
進
法
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
又
は
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
、
関
係
会
社
又
は
関
係
子
会
社
を
い
う
。
）
と
す
る
。

一
　
専
ら
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
農
林
中
央
金
庫
の
営
む
法
第
五
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
高
度
化
若
し
く
は
農
林
中
央
金
庫
の
利
用
者
の
利
便
の
向
上
に
資
す
る
業
務
又
は
こ
れ
に
資
す
る
と
見
込
ま
れ
る
業
務

（
次
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
特
定
の
地
域
に
お
い
て
生
産
さ
れ
、
若
し
く
は
提
供
さ
れ
る
商
品
又
は
提
供
さ
れ
る
役
務
の
提
供
を
行
う
業
務
で
あ
っ
て
、
農
林
中
央
金
庫
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
来
す
著
し
い
お
そ
れ
が
な
い
も
の

三
　
高
度
の
専
門
的
な
能
力
を
有
す
る
人
材
そ
の
他
の
農
林
中
央
金
庫
の
利
用
者
で
あ
る
事
業
者
等
の
経
営
の
改
善
に
寄
与
す
る
人
材
に
係
る
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律

第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
事
業
（
経
営
相
談
等
業
務
そ
の
他
の
農
林
中
央
金
庫
の
営
む
業
務
に
関
連
し
て
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
業
の
派
遣
労
働
者
が
常
時
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
で
な
い
も
の
に
限
る
。
）

四
　
他
の
事
業
者
等
の
た
め
に
電
子
計
算
機
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
機
能
す
る
シ
ス
テ
ム
の
設
計
、
開
発
若
し
く
は
保
守
（
農
林
中
央
金
庫
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
単
独
で
若
し
く
は
他
の
事
業
者
等
と
共
同
し
て
設
計
し
、
若

し
く
は
開
発
し
た
シ
ス
テ
ム
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
作
成
、
販
売
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
販
売
に
伴
い
必
要
と
な
る
附
属
機
器
の
販
売
を
含
む
。
）
若
し
く
は
保
守
（
農
林
中
央
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金
庫
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
単
独
で
若
し
く
は
他
の
事
業
者
等
と
共
同
し
て
設
計
し
、
若
し
く
は
作
成
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
業
務
（
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）

五
　
他
の
事
業
者
等
の
業
務
に
関
す
る
広
告
、
宣
伝
、
調
査
、
情
報
の
分
析
又
は
情
報
の
提
供
を
行
う
業
務

六
　
他
の
事
業
者
等
の
現
金
自
動
支
払
機
等
の
保
守
、
点
検
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
業
務

七
　
成
年
後
見
制
度
に
係
る
相
談
の
実
施
、
成
年
後
見
人
等
（
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
成
年
後
見
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
事
務
の
支
援
そ
の
他
成
年
後
見
人
等
の
事
務
を
行
う
業
務

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
し
必
要
と
な
る
業
務
で
あ
っ
て
、
子
会
社
対
象
会
社
（
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
会
社
を
除
く
。
）
が
営
む
こ
と
が
で
き
る
も
の

九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

（
外
国
特
定
金
融
関
連
業
務
会
社
の
業
務
）

第
九
十
九
条
の
三
　
法
第
七
十
二
条
第
六
項
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
九
十
七
条
第
二
項
第
七
号
、
第
十
五
号
、
第
十
六
号
及
び
第
十
九
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
と
す
る
。

（
認
可
対
象
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

第
百
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
七
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
対
象
会
社
（
同
条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
会
社
（
第
九
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
会
社
を
除
く
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会

社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
農
林
中
央
金
庫
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
剰
余
金
処
分
計
算
書
又
は
損
失
処
理
計
算
書
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

三
　
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
剰
余
金
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
の
会
社
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び

損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
）
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
（
農
林
中
央
金
庫
法
第
八
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
十

二
項
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

四
　
当
該
認
可
に
係
る
認
可
対
象
会
社
（
当
該
認
可
対
象
会
社
を
子
会
社
と
す
る
法
第
七
十
二
条
第
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
例
持
株
会
社
を
含
む
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
認
可
に
係
る
認
可
対
象
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
（
法
第
七
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
議
決
権
数
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
超
え
て
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
の
会
員
勘
定
の
額
が
当
該
申
請
に
係
る
認
可
対
象
会
社
の
議
決
権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
に
足
り
る
十
分
な
額
で
あ
る
こ
と
。

二
　
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
当
該
認
可
に
係
る
認
可
対
象
会
社
を
含
む
。
）
の
連
結
自
己
資
本
比
率
が
適
正
な
水
準
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
農
林
中
央
金
庫
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

四
　
当
該
申
請
時
に
お
い
て
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
が
良
好
で
あ
り
、
当
該
認
可
に
係
る
認
可
対
象
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
良
好
に
推
移
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

五
　
農
林
中
央
金
庫
が
認
可
対
象
会
社
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

六
　
当
該
認
可
に
係
る
認
可
対
象
会
社
が
そ
の
業
務
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
二
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
認
可
（
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
同
条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
会
社

（
第
九
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
会
社
及
び
外
国
の
会
社
を
除
く
。
第
九
項
、
次
条
及
び
第
百
五
十
条
第
一
項
に
お
い
て
「
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
」
と
い
う
。
）
の
議
決
権
に
つ
い
て
引
き
続
き
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保

有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
除
く
。
）
及
び
法
第
七
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
七
十
二
条
第
八
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
承
認
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面
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三
　
そ
の
他
法
第
七
十
二
条
第
八
項
の
承
認
に
係
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

５
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
七
十
二
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
延
長
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
延
長
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
の
議
決
権
の
保
有
に
関
す
る
方
針
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
延
長
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

四
　
そ
の
他
法
第
七
十
二
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
に
係
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

６
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
七
十
二
条
第
十
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
農
林
中
央
金
庫
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
剰
余
金
処
分
計
算
書
又
は
損
失
処
理
計
算
書
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

三
　
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
剰
余
金
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
の
会
社
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び

損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
）
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

四
　
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
場

合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

六
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

７
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
の
会
員
勘
定
の
額
が
当
該
申
請
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
の
議
決
権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
に
足
り
る
十
分
な
額
で
あ
る
こ
と
。

二
　
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
を
含
む
。
）
の
連
結
自
己
資
本
比
率
が
適
正
な
水
準
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
農
林
中
央
金
庫
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

四
　
当
該
申
請
時
に
お
い
て
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
が
良
好
で
あ
り
、
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
良
好
に
推
移
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

五
　
農
林
中
央
金
庫
が
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

六
　
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
が
そ
の
業
務
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

七
　
農
林
中
央
金
庫
が
現
に
子
会
社
と
し
て
い
る
子
会
社
対
象
外
国
会
社
（
法
第
七
十
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
外
国
会
社
を
い
う
。
）
又
は
外
国
特
定
金
融
関
連
業
務
会
社
（
同
条
第
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る

外
国
特
定
金
融
関
連
業
務
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
競
争
力
（
外
国
特
定
金
融
関
連
業
務
会
社
に
あ
っ
て
は
、
当
該
外
国
特
定
金
融
関
連
業
務
会
社
の
営
む
金
融
関
連
業
務
（
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定

す
る
金
融
関
連
業
務
を
い
う
。
）
に
お
け
る
競
争
力
に
限
る
。
）
の
確
保
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
、
農
林
中
央
金
庫
が
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
（
外
国
特
定
金
融
関
連
業
務
会
社
を
除
く
。
）
を
子
会
社
と
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

８
　
前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
二
条
第
十
二
項
た
だ
し
書
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

９
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
二
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
認
可
（
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
に
該
当
す
る
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

10
　
第
四
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
二
条
第
十
四
項
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

11
　
法
第
二
十
四
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
五
号
及
び
第
二
項
第
一
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
項
、
第
五
項
第
二
号
並
び
に
第
六
項
第
五
号
及
び
第
七
項
第
一
号

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

第
百
条
の
二
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
農
林
中
央
金
庫
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
業
務
高
度
化
等
会
社

（
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
五
十
条
第
一
項
第
十
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲

げ
る
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
農
林
中
央
金
庫
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
剰
余
金
処
分
計
算
書
又
は
損
失
処
理
計
算
書
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

三
　
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
剰
余
金
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
の
会
社
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び

損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
子
会
社
等
と
な
る
会
社
を
含
む
。
）
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

四
　
当
該
認
可
に
係
る
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
又
は
外
国
の
業
務
高
度
化
等
会
社
（
次
項
に
お
い
て
「
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
業
務
の
内
容
及
び
当
該
業
務
を
遂
行
す
る
体
制
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

五
　
農
林
中
央
金
庫
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
業
務
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社

と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

六
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
の
資
本
金
の
額
が
当
該
申
請
に
係
る
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
等
の
議
決
権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
に
足
り
る
十
分
な
額
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
申
請
に
係
る
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
等
に
対
す
る
出
資
が
全
額
毀
損
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
当
該
認
可
に
よ
り
子
会
社
等
と
な
る
会
社
を
除
く
。
）
の
財
産
及
び
損
益
の
状
況
が

良
好
で
あ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
農
林
中
央
金
庫
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

四
　
当
該
申
請
時
に
お
い
て
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
が
良
好
で
あ
り
、
か
つ
、
農
林
中
央
金
庫
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
に
つ
い
て
そ
の
基
準
議
決
権
数

を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
た
後
又
は
外
国
の
業
務
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
良
好
に
推
移
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

五
　
当
該
認
可
に
係
る
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
等
が
そ
の
業
務
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

六
　
農
林
中
央
金
庫
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
業
務
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社

と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
農
林
中
央
金
庫
の
営
む
法
第
五
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
高
度
化
若
し
く
は
農
林
中
央
金
庫
の
利
用
者
の
利
便
の
向
上
又
は
地
域
の
活
性
化
、
産
業
の
生
産
性
の
向
上
そ
の
他
の
持
続
可
能
な

社
会
の
構
築
に
資
す
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

七
　
農
林
中
央
金
庫
の
業
務
の
状
況
に
照
ら
し
、
農
林
中
央
金
庫
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
た
後
又

は
外
国
の
業
務
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
、
農
林
中
央
金
庫
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
来
す
著
し
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

八
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
当
該
認
可
に
係
る
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
等
の
顧
客
に
対
し
、
農
林
中
央
金
庫
と
し
て
の
取
引
上
の
優
越
的
地
位
又
は
当
該
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
等
の
業
務
に
お
け
る
取
引
上
の
優
越
的
地
位
を
不

当
に
利
用
し
て
、
農
林
中
央
金
庫
の
業
務
に
係
る
取
引
の
条
件
若
し
く
は
実
施
又
は
当
該
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
等
の
業
務
に
係
る
取
引
の
条
件
若
し
く
は
実
施
に
つ
い
て
不
利
益
を
与
え
る
行
為
が
行
わ
れ
る
著
し
い
お
そ
れ

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

九
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
当
該
認
可
に
係
る
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
等
が
行
う
取
引
に
伴
い
、
農
林
中
央
金
庫
又
は
当
該
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
等
が
行
う
業
務
に
係
る
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
著
し
い
お
そ
れ
が
な

い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
二
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
認
可
（
農
林
中
央
金
庫
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
の

議
決
権
に
つ
い
て
引
き
続
き
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
子
会
社
と
な
っ
た
外
国
の
業
務
高
度
化
等
会
社
を
引
き
続
き
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
二
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
認
可
（
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
に
該
当
す
る
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
に
限
る
。
）
及
び
同
条
第
十
六
項

の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５
　
法
第
二
十
四
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
五
号
並
び
に
第
二
項
第
一
号
、
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
前
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
三
項
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
に
よ
る
農
林
中
央
金
庫
グ
ル
ー
プ
の
経
営
管
理
の
内
容
等
）

第
百
条
の
三
　
法
第
七
十
二
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
方
針
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
針
と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
グ
ル
ー
プ
（
法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
グ
ル
ー
プ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
収
支
、
資
本
の
分
配
及
び
自
己
資
本
の
充
実
に
係
る
方
針
そ
の
他
の
リ
ス
ク
管
理
に
係
る
方
針
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二
　
災
害
そ
の
他
の
事
象
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
農
林
中
央
金
庫
グ
ル
ー
プ
の
危
機
管
理
に
係
る
体
制
の
整
備
に
係
る
方
針

２
　
法
第
七
十
二
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
体
制
は
、
農
林
中
央
金
庫
に
お
け
る
農
林
中
央
金
庫
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
会
社
法
第
五
百
九
十
八
条
第
一
項
の

職
務
を
行
う
べ
き
者
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
に
相
当
す
る
者
及
び
使
用
人
の
職
務
の
執
行
が
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
と
す
る
。

３
　
法
第
七
十
二
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
農
林
中
央
金
庫
グ
ル
ー
プ
の
再
建
計
画
（
業
務
の
運
営
又
は
財
産
の
状
況
に
関
し
改
善
が
必
要
な
場
合
に
お
け
る
農
林
中
央
金
庫
グ
ル
ー
プ
の
経
営
の
再
建

の
た
め
の
計
画
を
い
う
。
）
の
策
定
が
必
要
な
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
再
建
計
画
を
策
定
し
、
及
び
そ
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
子
会
社
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
の
総
会
へ
の
報
告
）

第
百
一
条
　
法
第
七
十
二
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
る
総
会
へ
の
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
規
定
の
認
可
又
は
承
認
を
受
け
て
議
決
権
を
有
し
て
い
る
認
可
対
象
会
社
又
は
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
の

終
の
事
業
報
告
の

内
容
を
記
載
し
た
書
面
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面
又
は
こ
れ
ら
の
書

面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
示
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
七
十
二
条
第
四
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

二
　
法
第
七
十
二
条
第
五
項
た
だ
し
書

三
　
法
第
七
十
二
条
第
八
項

四
　
法
第
七
十
二
条
第
十
一
項

五
　
法
第
七
十
二
条
第
十
二
項
た
だ
し
書

六
　
法
第
七
十
二
条
第
十
四
項

（
従
属
業
務
等
を
専
ら
営
む
会
社
等
を
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
場
合
等
の
届
出
）

第
百
二
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
七
十
二
条
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
事
由
）

第
百
三
条
　
法
第
七
十
三
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得

二
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
の
代
物
弁
済
の
受
領
に
よ
る
株
式
等
の
取
得

三
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
の
、
そ
の
取
引
先
で
あ
る
会
社
と
の
間
の
合
理
的
な
経
営
改
善
の
た
め
の
計
画
に
基
づ
く
株
式
等
の
取
得
（
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
に
対
す
る
当
該
会
社
の
債
務
を
消
滅
さ
せ
る
た

め
に
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
株
式
等
の
取
得
に
よ
っ
て
相
当
の
期
間
内
に
当
該
会
社
の
経
営
の
状
況
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

四
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
所
有
す
る
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
等
に
係
る
議
決
権
の
取
得
（
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
の
意
思
に
よ
ら
な
い
事
象
の
発
生
に
よ
り
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）

五
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
を
所
有
す
る
会
社
の
株
式
の
転
換

六
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
株
式
等
の
併
合
若
し
く
は
分
割
又
は
株
式
無
償
割
当
て

七
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
定
款
の
変
更
に
よ
る
株
式
等
に
係
る
権
利
の
内
容
又
は
一
単
元
の
株
式
の
数
の
変
更

八
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
自
己
の
株
式
等
の
取
得

九
　
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
の
議
決
権
に
つ
い
て
第
九
十
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
処
分
を
行
お
う
と
す
る
場
合
又
は
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
に
つ
い
て
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
処
分
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い

て
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
に
よ
り
当
該
議
決
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
た
め
当
該
議
決
権
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

十
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
の
取
引
先
で
あ
る
会
社
と
の
間
の
合
理
的
な
経
営
改
善
の
た
め
の
計
画
に
基
づ
き
取
得
し
た
当
該
会
社
の
発
行
す
る
株
式
を
当
該
会
社
の
経
営
の
状
況
の
改
善
に
伴
い
相
当
の
期
間
内
に
処
分

す
る
た
め
に
必
要
な
当
該
株
式
の
転
換
（
第
五
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
場
合

十
一
　
農
林
中
央
金
庫
の
子
会
社
で
あ
る
第
九
十
七
条
第
二
項
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
当
該
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
営
む
会
社
が
農
林
漁
業
法
人
等
に
対
す
る
投
資
の
円
滑
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
七
条
の
規
定
に

よ
る
同
法
第
三
条
第
一
項
の
承
認
の
取
消
し
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
第
十
三
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
株
式
等
に
係
る
議
決
権
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
議
決
権
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
に
よ
り
当
該
議

決
権
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

２
　
前
項
第
十
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
承
認
に
係
る
国
内
の
会
社
の
商
号
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
承
認
に
係
る
国
内
の
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
部
分
の
議
決
権
の
処
分
の
方
法
に
関
す
る
方
針
を
記
載
し
た
書
面

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

３
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
第
一
項
第
十
号
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
所
有
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め

ら
れ
る
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
、
及
び
提
出
さ
れ
る
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
部
分
の
議
決
権
の
処
分
の
方
法
に
関
す
る
方
針
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
承
認
の
申
請
等
）

第
百
四
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
七
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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一
　
理
由
書

二
　
当
該
承
認
に
係
る
国
内
の
会
社
の
商
号
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
承
認
に
係
る
国
内
の
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
部
分
の
議
決
権
の
処
分
の
方
法
に
関
す
る
方
針
を
記
載
し
た
書
面

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理

由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
二
十
四
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
例
対
象
会
社
）

第
百
四
条
の
二
　
法
第
七
十
三
条
第
八
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
会
社
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
会
社
又
は
事
業
の
再
生
の
計
画
の
作
成
に
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
が
関
与
し
て
い
る
会
社
（
農
林
中
央

金
庫
の
子
法
人
等
に
該
当
し
な
い
も
の
に
限
る
。
第
三
項
及
び
第
百
五
十
条
第
一
項
第
二
十
一
号
に
お
い
て
「
特
例
事
業
再
生
会
社
」
と
総
称
す
る
。
）
と
す
る
。

一
　
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
株
式
会
社
が
無
限
責
任
組
合
員
と
な
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
か
ら
出
資
を
受
け
て
い
る
会
社

イ
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
組
合
員
と
な
っ
て
い
る
も
の

ロ
　
当
該
株
式
会
社
に
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
出
資
し
て
い
る
も
の

二
　
事
業
の
再
生
、
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
新
た
な
事
業
の
創
出
そ
の
他
の
地
域
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
事
業
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
会
社
で
あ
っ
て
、
第
九
十
五
条
第
五
項
第
九
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の
が
関
与
し
て
作
成
し
た
事
業
計
画
を
実
施
し
て
い
る
会
社

２
　
前
項
に
規
定
す
る
会
社
の
ほ
か
、
会
社
（
農
林
中
央
金
庫
の
子
法
人
等
に
該
当
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
議
決
権
を
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
第
百
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
ら
ず
に
取
得
さ
れ
た
と
き
（
当
該
会
社
の
議
決
権
が
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
に
よ
り
二
回
以
上
に
わ
た
り
取
得
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
由

に
よ
ら
ず
に

後
に
取
得
さ
れ
た
と
き
）
に
前
項
に
規
定
す
る
会
社
に
該
当
し
て
い
た
も
の
も
、
そ
の
議
決
権
が
当
該
事
由
に
よ
ら
ず
に
新
た
に
取
得
さ
れ
な
い
限
り
、
農
林
中
央
金
庫
に
係
る
法
第
七
十
三
条
第
八
項
の
主
務
省
令

で
定
め
る
会
社
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
子
会
社
が
そ
の
取
得
し
た
特
例
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
を
処
分
基
準
日
（
そ
の
取
得
の
日
か
ら
十
年
を
経
過
す
る
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
処
分
し
な
い
と
き

は
、
当
該
特
例
事
業
再
生
会
社
は
、
処
分
基
準
日
の
翌
日
か
ら
は
農
林
中
央
金
庫
に
係
る
法
第
七
十
三
条
第
八
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
会
社
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
処
分
を
行
え
ば
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ

の
子
会
社
が
保
有
す
る
当
該
特
例
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
の
数
が
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
準
議
決
権
の
数
（
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
議
決
権
の
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
下
回
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
子
会
社
が
当
該
取
得
の
日
か
ら
処
分
基
準
日
ま
で
の
間
に
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る
当
該
特
例
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け

る
基
準
議
決
権
の
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
処
分
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
法
第
七
十
三
条
第
八
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
会
社
は
、
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
又
は
事
業
再
生
会
社
が
当
該
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
議
決
権
の
数
を
超
え
る
議
決
権

を
保
有
す
る
会
社
（
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
で
あ
る
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
若
し
く
は
事
業
再
生
会
社
以
外
の
子
会
社
が
、
合
算
し
て
当
該
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
議
決
権
の
数
を

超
え
る
議
決
権
を
保
有
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

５
　
法
第
二
十
四
条
第
五
項
の
規
定
は
、
前
三
項
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
会
計
帳
簿
等
）

第
百
五
条
　
法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
が
作
成
す
べ
き
会
計
帳
簿
に
付
す
べ
き
資
産
、
負
債
の
価
額
そ
の
他
会
計
帳
簿
の
作
成
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
か
ら
第
百
八
条
の
三
ま
で
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
会
計
帳
簿
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
産
の
評
価
）

第
百
六
条
　
資
産
に
つ
い
て
は
、
こ
の
命
令
又
は
法
以
外
の
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
会
計
帳
簿
に
そ
の
取
得
価
額
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
償
却
す
べ
き
資
産
に
つ
い
て
は
、
事
業
年
度
の
末
日
（
事
業
年
度
の
末
日
以
外
の
日
に
お
い
て
評
価
す
べ
き
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
日
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
相
当
の
償
却
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
価
格
を
付
す
べ
き
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
価
格
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
時
価
が
そ
の
時
の
取
得
原
価
よ
り
著
し
く
低
い
資
産
（
当
該
資
産
の
時
価
が
そ
の
時
の
取
得
原
価
ま
で
回
復
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
時
価

二
　
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
減
損
が
生
じ
た
資
産
又
は
減
損
損
失
を
認
識
す
べ
き
資
産
　
そ
の
時
の
取
得
原
価
か
ら
相
当
の
減
額
を
し
た
額

４
　
取
立
不
能
の
お
そ
れ
の
あ
る
債
権
に
つ
い
て
は
、
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
そ
の
時
に
取
り
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
る
額
を
控
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
債
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
得
価
額
が
債
権
金
額
と
異
な
る
場
合
そ
の
他
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
適
正
な
価
格
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
次
に
掲
げ
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
そ
の
時
の
時
価
又
は
適
正
な
価
格
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
時
価
が
そ
の
時
の
取
得
原
価
よ
り
低
い
資
産

二
　
市
場
価
格
の
あ
る
資
産
（
子
法
人
等
及
び
関
連
法
人
等
の
株
式
並
び
に
満
期
保
有
目
的
の
債
券
（
満
期
ま
で
所
有
す
る
意
図
を
も
っ
て
保
有
す
る
債
券
（
満
期
ま
で
所
有
す
る
意
図
を
も
っ
て
取
得
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
い

う
。
）
を
除
く
。
）

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
資
産
の
ほ
か
、
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
そ
の
時
の
時
価
又
は
適
正
な
価
格
を
付
す
こ
と
が
適
当
な
資
産
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（
負
債
の
評
価
）

第
百
七
条
　
負
債
に
つ
い
て
は
、
こ
の
命
令
又
は
法
以
外
の
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
会
計
帳
簿
に
債
務
額
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
次
に
掲
げ
る
負
債
に
つ
い
て
は
、
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
そ
の
時
の
時
価
又
は
適
正
な
価
格
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
退
職
給
付
引
当
金
（
職
員
が
退
職
し
た
後
に
当
該
職
員
に
退
職
一
時
金
、
退
職
年
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
財
産
の
支
給
を
す
る
場
合
に
お
け
る
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
繰
り
入
れ
る
べ
き
引
当
金
を
い
う
。
）
の
ほ
か
将

来
の
費
用
又
は
損
失
（
収
益
の
控
除
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発
生
に
備
え
て
、
そ
の
合
理
的
な
見
積
額
の
う
ち
当
該
事
業
年
度
の
負
担
に
属
す
る
金
額
を
費
用
又
は
損
失
と
し
て
繰
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
計

上
す
べ
き
引
当
金
（
会
員
に
対
し
て
役
務
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
計
上
す
べ
き
引
当
金
を
含
む
。
）

二
　
払
込
み
を
受
け
た
金
額
が
債
務
額
と
異
な
る
農
林
債

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
負
債
の
ほ
か
、
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
そ
の
時
の
時
価
又
は
適
正
な
価
格
を
付
す
こ
と
が
適
当
な
負
債

（
評
価
・
換
算
差
額
等
）

第
百
八
条
　
次
に
掲
げ
る
も
の
そ
の
他
資
産
、
負
債
又
は
出
資
及
び
剰
余
金
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
純
資
産
の
部
の
項
目
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
純
資
産
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一
　
資
産
又
は
負
債
（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
よ
り
生
じ
る
正
味
の
資
産
又
は
負
債
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
時
価
を
付
す
も
の
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
資
産
又
は
負
債
の
評
価
差
額
（
利
益
又
は
損
失

に
計
上
す
る
も
の
並
び
に
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
評
価
差
額
を
除
く
。
）

二
　
ヘ
ッ
ジ
会
計
（
ヘ
ッ
ジ
手
段
（
資
産
（
将
来
の
取
引
に
よ
り
確
実
に
発
生
す
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
負
債
（
将
来
の
取
引
に
よ
り
確
実
に
発
生
す
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
を

含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
価
格
変
動
、
金
利
変
動
及
び
為
替
変
動
に
よ
る
損
失
の
危
険
を
減
殺
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
か
つ
、
当
該
損
失
の
危
険
を
減
殺
す
る
こ
と
が
客
観
的
に

認
め
ら
れ
る
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
損
益
と
ヘ
ッ
ジ
対
象
（
ヘ
ッ
ジ
手
段
の
対
象
で
あ
る
資
産
若
し
く
は
負
債
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
）
に
係
る
損
益
を
同
一
の
会
計
期
間
に
認
識
す
る
た
め
の
会
計
処

理
を
い
う
。
）
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
ヘ
ッ
ジ
手
段
に
係
る
損
益
又
は
評
価
差
額

三
　
土
地
の
再
評
価
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
再
評
価
差
額
金
（
第
百
八
条
の
四
に
お
い
て
「
再
評
価
差
額
金
」
と
い
う
。
）

（
組
織
再
編
行
為
の
際
の
資
産
及
び
負
債
の
評
価
）

第
百
八
条
の
二
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
合
併
対
象
財
産
（
合
併
（
第
七
十
四
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
合
併
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
、
農
林
中
央
金
庫
が
承
継
す
る
財
産
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全

部
の
取
得
原
価
を
合
併
対
価
（
合
併
に
際
し
て
農
林
中
央
金
庫
が
信
用
農
水
産
業
協
同
組
合
連
合
会
（
農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
信
用
農
水
産
業
協
同
組
合
連
合
会
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
八
条
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
会
員
に
交
付
す
る
財
産
を
い
う
。
）
の
時
価
そ
の
他
当
該
合
併
対
象
財
産
の
時
価
を
適
切
に
算
定
す
る
方
法
を
も
っ
て
測
定

す
る
こ
と
と
す
べ
き
場
合
を
除
き
、
合
併
対
象
財
産
に
は
、
当
該
合
併
に
係
る
信
用
農
水
産
業
協
同
組
合
連
合
会
に
お
け
る
当
該
合
併
の
直
前
の
帳
簿
価
額
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
の
れ
ん
）

第
百
八
条
の
三
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
合
併
又
は
事
業
の
譲
受
け
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
適
正
な
額
の
の
れ
ん
を
資
産
又
は
負
債
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
合
併
の
場
合
の
再
評
価
差
額
金
の
承
継
）

第
百
八
条
の
四
　
再
評
価
差
額
金
を
貸
借
対
照
表
に
計
上
し
て
い
る
信
用
農
水
産
業
協
同
組
合
連
合
会
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
当
該
合
併
に
係
る
農
林
中
央
金
庫
は
、
当
該
合
併
直
前
に
お
け
る
当
該
合
併
に
係
る
信
用

農
水
産
業
協
同
組
合
連
合
会
の
再
評
価
差
額
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
再
評
価
差
額
金
と
し
て
貸
借
対
照
表
に
計
上
し
、
又
は
農
林
中
央
金
庫
の
再
評
価
差
額
金
に
組
み
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
剰
余
金
の
配
当
に
お
け
る
控
除
額
）

第
百
九
条
　
法
第
七
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
（
零
以
上
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
し
た
金
額
の
合
計
額
が
法
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
準
備
金
の
合
計
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
過
額

二
　
直
近
の
期
末
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
の
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金
の
項
目
に
計
上
し
た
額

三
　
直
近
の
期
末
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
の
繰
延
ヘ
ッ
ジ
損
益
の
項
目
に
計
上
し
た
額

四
　
直
近
の
期
末
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
の
土
地
再
評
価
差
額
金
の
項
目
に
計
上
し
た
額

（
払
込
済
出
資
額
に
応
じ
て
す
る
剰
余
金
の
配
当
の
率
）

第
百
十
条
　
法
第
七
十
七
条
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
年
六
パ
ー
セ
ン
ト
（
法
第
七
十
六
条
の
準
備
金
の
額
が
出
資
総
額
の
四
分
の
一
に
達
し
た
と
き
は
、
年
八
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
す
る
。

（
業
務
報
告
書
）

第
百
十
一
条
　
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
報
告
書
は
、
事
業
概
況
書
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
及
び
剰
余
金
処
分
計
算
書
又
は
損
失
金
処
理
計
算
書
に
分
け
て
、
別
紙
様
式
第
八

号
（
農
林
中
央
金
庫
が
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
紙
様
式
第
九
号
）
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
報
告
書
は
、
事
業
概
況
書
及
び
連
結
財
務
諸
表
に
分
け
て
、
別
紙
様
式
第
十
号
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
八
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
報
告
書
を
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り

当
該
三
月
以
内
に
業
務
報
告
書
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
当
該
提
出
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
の
延
期
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
か
ど
う

か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧
等
）

第
百
十
二
条
　
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
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一
　
農
林
中
央
金
庫
の
概
況
及
び
組
織
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
業
務
の
運
営
の
組
織

ロ
　
理
事
、
経
営
管
理
委
員
及
び
監
事
の
氏
名
及
び
役
職
名

ハ
　
会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称

ニ
　
主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ホ
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

（２）
　
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
農
林
中
央
金
庫
の
た
め
に
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ヘ
　
外
国
に
お
け
る
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
受
託
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
受
託
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
所
在
地

（２）
　
当
該
受
託
者
が
農
林
中
央
金
庫
の
た
め
に
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
農
林
中
央
金
庫
の
主
要
な
事
業
の
内
容
（
信
託
業
務
を
営
む
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
信
託
業
務
の
内
容
を
含
む
。
）

三
　
農
林
中
央
金
庫
の
主
要
な
事
業
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
の
概
況

ロ
　
直
近
の
五
事
業
年
度
に
お
け
る
主
要
な
事
業
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
（
（
１
４
）
か
ら
（
１
８
）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
信
託
業
務
を
営
む
場
合
に
限
る
。
）

（１）
　
経
常
収
益

（２）
　
経
常
利
益
又
は
経
常
損
失

（３）
　
当
年
度
純
利
益
又
は
当
年
度
純
損
失

（４）
　
出
資
総
額
及
び
出
資
総
口
数

（５）
　
純
資
産
の
額
（
法
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
純
資
産
の
額
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

（６）
　
総
資
産
額

（７）
　
預
金
残
高

（８）
　
農
林
債
残
高

（９）
　
貸
出
金
残
高

（１０）
　
有
価
証
券
残
高

（１１）
　
単
体
自
己
資
本
比
率
（
農
林
中
央
金
庫
法
第
八
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
単
体
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。
）

（１２）
　
出
資
に
対
す
る
配
当
金

（１３）
　
職
員
数

（１４）
　
信
託
報
酬

（１５）
　
信
託
勘
定
貸
出
金
残
高

（１６）
　
信
託
勘
定
有
価
証
券
残
高
（
（
１
７
）
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

（１７）
　
信
託
勘
定
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
一
条
第
四
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
を
い
う
。
）
残
高

（１８）
　
信
託
財
産
額

ハ
　
直
近
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
し
た
指
標

（イ）
　
業
務
粗
利
益
、
業
務
粗
利
益
率
、
業
務
純
益
、
実
質
業
務
純
益
、
コ
ア
業
務
純
益
及
び
コ
ア
業
務
純
益
（
投
資
信
託
解
約
損
益
を
除
く
。
）

（ロ）
　
国
内
業
務
部
門
及
び
国
際
業
務
部
門
の
区
分
ご
と
の
資
金
運
用
収
支
、
役
務
取
引
等
収
支
及
び
そ
の
他
業
務
収
支

（ハ）
　
国
内
業
務
部
門
及
び
国
際
業
務
部
門
の
区
分
ご
と
の
資
金
運
用
勘
定
及
び
資
金
調
達
勘
定
の
平
均
残
高
、
利
息
、
利
回
り
及
び
資
金
利
ざ
や
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（ニ）
　
国
内
業
務
部
門
及
び
国
際
業
務
部
門
の
区
分
ご
と
の
受
取
利
息
及
び
支
払
利
息
の
増
減

（ホ）
　
総
資
産
経
常
利
益
率

（ヘ）
　
総
資
産
当
年
度
純
利
益
率

（２）
　
預
金
に
関
す
る
指
標

（イ）
　
国
内
業
務
部
門
及
び
国
際
業
務
部
門
の
区
分
ご
と
の
流
動
性
預
金
、
定
期
性
預
金
、
譲
渡
性
預
金
そ
の
他
の
預
金
の
平
均
残
高

（ロ）
　
固
定
金
利
定
期
預
金
、
変
動
金
利
定
期
預
金
及
び
そ
の
他
の
区
分
ご
と
の
定
期
預
金
の
残
高

（３）
　
農
林
債
に
関
す
る
指
標

（イ）
　
農
林
債
の
種
類
別
（
利
付
債
及
び
割
引
債
の
区
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
平
均
残
高

（ロ）
　
農
林
債
の
種
類
別
の
残
存
期
間
別
の
残
高

（４）
　
貸
出
金
等
に
関
す
る
指
標

（イ）
　
国
内
業
務
部
門
及
び
国
際
業
務
部
門
の
区
分
ご
と
の
手
形
貸
付
、
証
書
貸
付
、
当
座
貸
越
及
び
割
引
手
形
の
平
均
残
高

（ロ）
　
固
定
金
利
及
び
変
動
金
利
の
区
分
ご
と
の
貸
出
金
の
残
高

（ハ）
　
担
保
の
種
類
別
（
有
価
証
券
、
債
権
、
商
品
、
不
動
産
、
保
証
及
び
信
用
の
区
分
を
い
う
。
）
の
貸
出
金
残
高
及
び
支
払
承
諾
見
返
額

（ニ）
　
使
途
別
（
設
備
資
金
及
び
運
転
資
金
の
区
分
を
い
う
。
）
の
貸
出
金
残
高

（ホ）
　
業
種
別
の
貸
出
金
残
高
及
び
貸
出
金
の
総
額
に
占
め
る
割
合

（ヘ）
　
主
要
な
農
林
水
産
業
関
係
の
貸
出
実
績

（ト）
　
特
定
海
外
債
権
（
特
定
海
外
債
権
引
当
勘
定
の
引
当
対
象
で
あ
る
貸
出
金
を
い
う
。
）
残
高
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
る
国
別
の
残
高

（チ）
　
国
内
業
務
部
門
及
び
国
際
業
務
部
門
の
区
分
ご
と
の
預
貸
率
の
期
末
値
及
び
期
中
平
均
値

（５）
　
有
価
証
券
に
関
す
る
指
標

（イ）
　
有
価
証
券
の
種
類
別
（
国
債
、
地
方
債
、
短
期
社
債
、
社
債
、
株
式
、
外
国
債
券
、
外
国
株
式
、
投
資
信
託
及
び
そ
の
他
の
証
券
の
区
分
を
い
う
。
）
の
残
存
期
間
別
の
残
高

（ロ）
　
有
価
証
券
の
種
類
別
（
国
債
、
地
方
債
、
短
期
社
債
、
社
債
、
株
式
、
外
国
債
券
、
外
国
株
式
、
投
資
信
託
及
び
そ
の
他
の
証
券
の
区
分
を
い
う
。
）
の
平
均
残
高

（ハ）
　
国
内
業
務
部
門
及
び
国
際
業
務
部
門
の
区
分
ご
と
の
預
証
率
の
期
末
値
及
び
期
中
平
均
値

（６）
　
信
託
業
務
に
関
す
る
指
標
（
信
託
業
務
を
営
む
場
合
に
限
る
。
）

（イ）
　
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
八
号
の
七
の
信
託
財
産
残
高
表
（
注
記
事
項
を
含
む
。
）

（ロ）
　
金
銭
信
託
、
年
金
信
託
、
財
産
形
成
給
付
信
託
及
び
貸
付
信
託
（
以
下
「
金
銭
信
託
等
」
と
い
う
。
）
の
受
託
残
高

（ハ）
　
元
本
補
塡
契
約
の
あ
る
信
託
（
信
託
財
産
の
運
用
の
た
め
再
信
託
さ
れ
た
信
託
を
含
む
。
第
五
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
類
別
の
受
託
残
高

（ニ）
　
信
託
期
間
別
の
金
銭
信
託
及
び
貸
付
信
託
の
元
本
残
高

（ホ）
　
金
銭
信
託
等
の
種
類
別
の
貸
出
金
及
び
有
価
証
券
の
区
分
ご
と
の
運
用
残
高

（ヘ）
　
金
銭
信
託
等
に
係
る
貸
出
金
の
科
目
別
（
手
形
貸
付
、
証
書
貸
付
及
び
割
引
手
形
の
区
分
を
い
う
。
）
の
残
高

（ト）
　
金
銭
信
託
等
に
係
る
貸
出
金
の
契
約
期
間
別
の
残
高

（チ）
　
担
保
の
種
類
別
（
有
価
証
券
、
債
権
、
商
品
、
不
動
産
、
保
証
及
び
信
用
の
区
分
を
い
う
。
）
の
金
銭
信
託
等
に
係
る
貸
出
金
残
高

（リ）
　
使
途
別
（
設
備
資
金
及
び
運
転
資
金
の
区
分
を
い
う
。
）
の
金
銭
信
託
等
に
係
る
貸
出
金
残
高

（ヌ）
　
業
種
別
の
金
銭
信
託
等
に
係
る
貸
出
金
残
高
及
び
当
該
貸
出
金
残
高
の
貸
出
金
の
総
額
に
占
め
る
割
合

51



（ル）
　
中
小
企
業
等
（
資
本
金
三
億
円
以
下
の
会
社
若
し
く
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員
が
三
百
人
以
下
の
会
社
又
は
個
人
（
卸
売
業
に
あ
っ
て
は
資
本
金
一
億
円
以
下
の
会
社
若
し
く
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員
が
百
人
以
下
の

会
社
又
は
個
人
、
サ
ー
ビ
ス
業
に
あ
っ
て
は
資
本
金
五
千
万
円
以
下
の
会
社
若
し
く
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員
が
百
人
以
下
の
会
社
又
は
個
人
、
小
売
業
及
び
飲
食
店
に
あ
っ
て
は
資
本
金
五
千
万
円
以
下
の
会
社
若
し
く

は
常
時
使
用
す
る
従
業
員
が
五
十
人
以
下
の
会
社
又
は
個
人
）
を
い
う
。
）
に
対
す
る
金
銭
信
託
等
に
係
る
貸
出
金
残
高
及
び
当
該
貸
出
金
残
高
の
貸
出
金
の
総
額
に
占
め
る
割
合

（ヲ）
　
金
銭
信
託
等
に
係
る
有
価
証
券
の
種
類
別
（
国
債
、
地
方
債
、
短
期
社
債
、
社
債
、
株
式
そ
の
他
の
証
券
の
区
分
を
い
う
。
）
の
残
高

四
　
農
林
中
央
金
庫
の
事
業
の
運
営
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
リ
ス
ク
管
理
の
体
制

ロ
　
法
令
遵
守
の
体
制

ハ
　
中
小
企
業
の
経
営
の
改
善
及
び
地
域
の
活
性
化
の
た
め
の
取
組
の
状
況

ニ
　
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項

（１）
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
す
る
場
合
　
農
林
中
央
金
庫
が
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
手
続
実
施
基
本
契
約
を
締
結
す
る
措
置
を
講
ず
る
当
該
手
続
実
施
基
本
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
指
定
紛
争
解
決

機
関
の
商
号
又
は
名
称

（２）
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合
　
農
林
中
央
金
庫
の
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
の
内
容

五
　
農
林
中
央
金
庫
の
直
近
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
剰
余
金
処
分
計
算
書
又
は
損
失
処
理
計
算
書

ロ
　
農
林
中
央
金
庫
の
有
す
る
債
権
（
別
紙
様
式
第
二
号
又
は
第
六
号
中
の
貸
借
対
照
表
の
社
債
（
当
該
社
債
を
有
す
る
農
林
中
央
金
庫
が
そ
の
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
保
証
し
て
い
る
も
の

で
あ
っ
て
、
当
該
社
債
の
発
行
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
私
募
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
次
条
第
三
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
貸
出
金
、
外
国
為
替
、
そ
の
他
資
産
中
の
未
収
利
息
及
び
仮
払

金
並
び
に
支
払
承
諾
見
返
の
各
勘
定
に
計
上
さ
れ
る
も
の
並
び
に
欄
外
に
注
記
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
場
合
の
そ
の
有
価
証
券
（
使
用
貸
借
又
は
賃
貸
借
契
約
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
次

条
第
三
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
の
額
及
び
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
合
計
額

（１）
　
破
産
更
生
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権
（
破
産
手
続
開
始
、
更
生
手
続
開
始
、
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
等
の
事
由
に
よ
り
経
営
破
綻
に
陥
っ
て
い
る
債
務
者
に
対
す
る
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権
を
い
う
。

ハ
及
び
次
条
第
三
号
ロ
（
１
）
に
お
い
て
同
じ
。
）

（２）
　
危
険
債
権
（
債
務
者
が
経
営
破
綻
の
状
態
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
が
悪
化
し
、
契
約
に
従
っ
た
債
権
の
元
本
の
回
収
及
び
利
息
の
受
取
り
が
で
き
な
い
可
能
性
の
高
い
債
権
（
（
１
）
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
ハ
及
び
次
条
第
三
号
ロ
（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）

（３）
　
三
月
以
上
延
滞
債
権
（
元
本
又
は
利
息
の
支
払
が
約
定
支
払
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
上
遅
延
し
て
い
る
貸
出
金
（
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
ハ
及
び
次
条
第
三
号
ロ
（
３
）
に
お
い
て
同
じ
。
）

（４）
　
貸
出
条
件
緩
和
債
権
（
債
務
者
の
経
営
再
建
等
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
金
利
の
減
免
、
利
息
の
支
払
猶
予
、
元
本
の
返
済
猶
予
、
債
権
放
棄
そ
の
他
の
債
務
者
に
有
利
と
な
る
取
決
め
を
行
っ
た
貸
出
金
（
（
１
）
か

ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
ハ
及
び
次
条
第
三
号
ロ
（
４
）
に
お
い
て
同
じ
。
）

（５）
　
正
常
債
権
（
債
務
者
の
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
に
特
に
問
題
が
な
い
も
の
と
し
て
、
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
債
権
以
外
の
も
の
に
区
分
さ
れ
る
債
権
を
い
う
。
ハ
及
び
次
条
第
三
号
ロ
（
５
）
に
お
い
て
同

じ
。
）

ハ
　
元
本
補
塡
契
約
の
あ
る
信
託
に
係
る
債
権
の
う
ち
破
産
更
生
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権
、
危
険
債
権
、
三
月
以
上
延
滞
債
権
並
び
に
貸
出
条
件
緩
和
債
権
に
該
当
す
る
も
の
の
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
合
計
額
並
び
に
正

常
債
権
に
該
当
す
る
も
の
の
額

ニ
　
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項

ホ
　
流
動
性
に
係
る
経
営
の
健
全
性
の
状
況
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項

ヘ
　
次
に
掲
げ
る
も
の
に
関
す
る
取
得
価
額
又
は
契
約
価
額
、
時
価
及
び
評
価
損
益

（１）
　
有
価
証
券

（２）
　
金
銭
の
信
託

（３）
　
第
六
十
条
第
一
項
第
五
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引

ト
　
貸
倒
引
当
金
の
期
末
残
高
及
び
期
中
の
増
減
額

チ
　
貸
出
金
償
却
の
額

リ
　
法
第
三
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
剰
余
金
処
分
計
算
書
又
は
損
失
処
理
計
算
書
に
つ
い
て
会
計
監
査
人
の
監
査
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨

六
　
報
酬
等
（
報
酬
、
賞
与
そ
の
他
の
職
務
執
行
の
対
価
と
し
て
農
林
中
央
金
庫
か
ら
受
け
る
財
産
上
の
利
益
又
は
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
一
条
に
規
定
す
る
賃
金
を
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
で
あ

っ
て
、
農
林
中
央
金
庫
の
業
務
の
運
営
又
は
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の

七
　
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
、
継
続
企
業
の
前
提
に
重
要
な
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
事
象
又
は
状
況
そ
の
他
農
林
中
央
金
庫
の
経
営
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
象
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
五
号
に
お
い
て
「
重
要
事

象
等
」
と
い
う
。
）
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
、
当
該
重
要
事
象
等
に
つ
い
て
の
分
析
及
び
検
討
内
容
並
び
に
当
該
重
要
事
象
等
を
解
消
し
、
又
は
改
善
す
る
た
め
の
対
応
策
の
具
体
的
内
容
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第
百
十
三
条
　
法
第
八
十
一
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
五
十
六
条
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
（
法
第
八
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
内
容
に
重
要
な
影
響
を
与
え
て
い
な
い
子
会
社
等
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
概
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
事
業
の
内
容
及
び
組
織
の
構
成

ロ
　
農
林
中
央
金
庫
の
子
会
社
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
名
称

（２）
　
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

（３）
　
資
本
金
又
は
出
資
金

（４）
　
事
業
の
内
容

（５）
　
設
立
年
月
日

（６）
　
農
林
中
央
金
庫
が
有
す
る
子
会
社
等
の
議
決
権
の
総
株
主
、
総
社
員
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
に
占
め
る
割
合

（７）
　
農
林
中
央
金
庫
の
一
の
子
会
社
等
以
外
の
子
会
社
等
が
有
す
る
当
該
一
の
子
会
社
等
の
議
決
権
の
総
株
主
、
総
社
員
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
に
占
め
る
割
合

二
　
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
事
業
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
の
概
況

ロ
　
直
近
の
五
連
結
会
計
年
度
（
連
結
財
務
諸
表
の
作
成
に
係
る
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
主
要
な
事
業
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
経
常
収
益

（２）
　
経
常
利
益
又
は
経
常
損
失

（３）
　
親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
当
年
度
純
利
益
又
は
親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
当
年
度
純
損
失

（４）
　
包
括
利
益

（５）
　
純
資
産
の
額

（６）
　
総
資
産
額

（７）
　
連
結
自
己
資
本
比
率

三
　
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
直
近
の
二
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
連
結
貸
借
対
照
表
、
連
結
損
益
計
算
書
及
び
連
結
剰
余
金
計
算
書

ロ
　
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
有
す
る
債
権
（
別
紙
様
式
第
十
号
中
の
連
結
貸
借
対
照
表
の
有
価
証
券
中
の
社
債
、
貸
出
金
、
外
国
為
替
、
そ
の
他
資
産
中
の
未
収
利
息
及
び
仮
払
金
並
び
に
支
払
承
諾
見
返
の
各
勘

定
に
計
上
さ
れ
る
も
の
並
び
に
有
価
証
券
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
場
合
の
そ
の
有
価
証
券
を
い
う
。
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
の
額
及
び
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
合
計
額

（１）
　
破
産
更
生
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権

（２）
　
危
険
債
権

（３）
　
三
月
以
上
延
滞
債
権

（４）
　
貸
出
条
件
緩
和
債
権

（５）
　
正
常
債
権

ハ
　
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項

ニ
　
流
動
性
に
係
る
経
営
の
健
全
性
の
状
況
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項

ホ
　
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
法
人
等
が
二
以
上
の
異
な
る
種
類
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
場
合
の
事
業
の
種
類
ご
と
の
区
分
に
従
い
、
当
該
区
分
に
属
す
る
経
常
収
益
の
額
、
経
常
利
益
又
は
経
常
損
失
の
額
及
び
資
産
の
額
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
経
常
収
益
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
算
出
し
た
も
の
（
各
経
常
収
益
等
の
額
の
総
額
に
占
め
る
割
合
が
少
な
い
場
合
を
除
く
。
）

四
　
報
酬
等
（
報
酬
、
賞
与
そ
の
他
の
職
務
執
行
の
対
価
と
し
て
農
林
中
央
金
庫
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
等
か
ら
受
け
る
財
産
上
の
利
益
又
は
労
働
基
準
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
賃
金
を
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
農
林

中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
業
務
の
運
営
又
は
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の

五
　
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
、
重
要
事
象
等
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
、
当
該
重
要
事
象
等
に
つ
い
て
の
分
析
及
び
検
討
内
容
並
び
に
当
該
重
要
事
象
等
を
解
消
し
、
又
は
改
善
す
る
た
め
の
対
応
策
の

具
体
的
内
容
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第
百
十
四
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
八
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
書
類
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
縦
覧
書
類
」
と
い
う
。
）
の
縦
覧
を
農
林
中
央
金
庫
の
事
業
年
度
経
過
後
四
月
以
内
に
開

始
し
、
当
該
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
縦
覧
書
類
の
縦
覧
を
開
始
す
る
ま
で
の
間
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
ま
で
に
縦
覧
書
類
の
縦
覧
を
開
始
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
縦
覧
の
開
始
を
延
期

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
縦
覧
の
開
始
を
延
期
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査

す
る
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
情
報
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
）

第
百
十
五
条
　
法
第
八
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
又
は
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
掲
載
し
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド
そ
の
他

の
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
紙
面
又
は
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

第
百
十
六
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
半
期
ご
と
に
、
法
第
八
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
預
金
者
そ
の
他
の
顧
客
が
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を
知
る
た
め
に
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
の
う
ち
重
要

な
も
の
（
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
を
含
む
。
）
の
開
示
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
四
半
期
ご
と
に
、
法
第
八
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
預
金
者
そ
の
他
の
顧
客
が
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を
知
る
た
め
に
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
の
う
ち
特
に
重
要
な

も
の
（
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
を
含
む
。
）
の
開
示
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
農
林
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
法
人
）

第
百
十
七
条
　
法
第
八
十
三
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
農
林
中
央
金
庫
の
子
法
人
等
（
農
林
中
央
金
庫
の
子
会
社
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
の
清
算
人
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
の
提
起
の
請
求
方
法
）

第
百
十
七
条
の
二
　
法
第
九
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す

る
。

一
　
被
告
と
な
る
べ
き
者

二
　
請
求
の
趣
旨
及
び
請
求
を
特
定
す
る
の
に
必
要
な
事
実

（
農
林
中
央
金
庫
の
清
算
人
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知
方
法
）

第
百
十
七
条
の
三
　
法
第
九
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
四
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す

る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
が
行
っ
た
調
査
の
内
容
（
次
号
の
判
断
の
基
礎
と
し
た
資
料
を
含
む
。
）

二
　
農
林
中
央
金
庫
の
清
算
人
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
責
任
又
は
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断
及
び
そ
の
理
由

三
　
前
号
の
者
に
責
任
又
は
義
務
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
お
い
て
、
農
林
中
央
金
庫
の
清
算
人
の
責
任
を
追
求
す
る
訴
え
を
提
起
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由

（
監
事
の
調
査
の
対
象
）

第
百
十
七
条
の
四
　
令
第
四
十
三
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
四
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
電
磁
的
記
録
そ
の
他
の
資
料
と
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
百
十
八
条
　
法
第
九
十
五
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
銀
行
法
（
以
下
「
準
用
銀
行
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
一
項
第
六
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
他
の
法
人
の
常
務
に
従
事
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
他
の
法
人
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
業
務
の
種
類

ロ
　
当
該
個
人
に
係
る
次
に
掲
げ
る
法
人
等
（
会
社
、
組
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
業
体
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
み
、
国
内
に
営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
有
し
て
い
な
い

者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
業
務
の
種
類

（１）
　
当
該
個
人
が
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
等

（２）
　
（
１
）
に
掲
げ
る
法
人
等
の
子
法
人
等
（
外
国
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
、
国
内
に
営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
有
し
て
い
な
い
者
を
除
く
。
次
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
　
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
そ
の
役
員
が
、
他
の
法
人
の
常
務
に
従
事
し
、
又
は
事
業
を
営
む
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
役
員
の
氏
名
、
当
該
他
の
法
人
又
は
事
務
所
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
業
務
の
種
類

ロ
　
当
該
法
人
に
係
る
次
に
掲
げ
る
法
人
等
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
業
務
の
種
類

（１）
　
当
該
法
人
の
子
法
人
等

（２）
　
当
該
法
人
の
親
法
人
等
（
令
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
親
法
人
等
を
い
い
、
外
国
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
、
国
内
に
営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
有
し
て
い
な
い
者
を
除
く
。
以
下
同

じ
。
）

（３）
　
当
該
法
人
の
親
法
人
等
の
子
法
人
等
（
（
１
）
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
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三
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
（
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
再
委
託
を
受
け
る
と
き
は
、
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
委
託
者
の

商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

四
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
再
委
託
す
る
と
き
は
、
当
該
再
委
託
を
受
け
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
受
託
者
（
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
受
託
者
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
銀
行
等
が
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
届
け
出
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
一
項
第
六
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

３
　
第
七
十
四
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
一
号
ロ
（
１
）
の
場
合
に
お
い
て
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
者
が
保
有
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十
四
条

第
五
項
中
「
第
百
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
四
十
八
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
四
十
八
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
二
百

三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
百
七
十
六
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
「
株
式
に
」
と
あ
る
の
は
「
株
式
又
は
出
資
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
業
務
の
内
容
及
び
方
法
）

第
百
十
九
条
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
二
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
取
り
扱
う
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
契
約
の
種
類
（
預
金
等
の
種
類
並
び
に
貸
付
先
の
種
類
及
び
貸
付
け
に
係
る
資
金
の
使
途
を
含
む
。
）

二
　
取
り
扱
う
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
契
約
の
種
類
ご
と
に
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
の
い
ず
れ
を
行
う
か
の
別
（
代
理
及
び
媒
介
の
い
ず
れ
も
行
う
場
合
は
そ
の
旨
）

三
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
実
施
体
制

２
　
前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
実
施
体
制
に
は
、
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
に
つ
き
支
障
を
及
ぼ
す
行
為
を
防

止
す
る
た
め
の
体
制
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
体
制
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
行
為
（
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
三
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
し
て
顧
客
か
ら
金
銭
そ
の
他
の
財
産
の
交
付
を
受
け
る
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
場
合
　

当
該
交
付
を
受
け
る
財
産
と
自
己
の
固
有
財
産
と
を
分
別
し
て
管
理
す
る
た
め
の
体
制

二
　
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
い
る
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
営
む
場
合
　
顧
客
が
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
と
他
の
者
を
誤
認
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
体
制

三
　
兼
業
業
務
（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
及
び
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
付
随
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
営
む
場
合
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
行
為
に
関
し
て
取
得
し
た
顧
客
に
関
す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い

の
た
め
の
体
制

（
許
可
申
請
書
の
そ
の
他
の
添
付
書
類
）

第
百
二
十
条
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
二
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
（
外
国
人
で
あ
り
、
か
つ
、
国
内
に
居
住
し
て
い
る
場
合
に
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留

カ
ー
ド
の
写
し
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
写
し
又
は
住
民
票
の

抄
本
。
第
百
四
十
七
条
の
十
九
第
三
項
第
三
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
及
び
第
百
二
十
三
条
第
四
号
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

一
の
二
　
個
人
で
あ
る
申
請
者
（
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
申
請
者
の
氏
名
に
併
せ
て
申
請
書
（
同
項

の
申
請
書
を
い
う
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
申
請
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る

書
面

二
　
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
第
百
二
十
二
条
及
び
第
百
三
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記

載
し
た
書
面
）
、
役
員
（
国
内
に
お
け
る
営
業
所
又
は
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
に
限
る
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
、
第
百
二
十
三
条
第

五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
役
員
が
同
条
第
四
号
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面

二
の
二
　
法
人
で
あ
る
申
請
者
の
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で

な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

三
　
農
林
中
央
金
庫
の
委
託
を
受
け
て
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
営
む
と
き
は
、
農
林
中
央
金
庫
と
の
間
の
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
係
る
業
務
の
委
託
契
約
書
の
案

四
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
の
再
委
託
を
受
け
て
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
営
む
と
き
は
、
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
と
の
間
の
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
係
る
業
務
の
委
託
契
約
書
の
案
及
び
当
該
農
林
中

央
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
が
当
該
再
委
託
に
つ
い
て
農
林
中
央
金
庫
の
許
諾
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

五
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
関
す
る
能
力
を
有
す
る
者
の
確
保
の
状
況
及
び
当
該
者
の
配
置
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
関
す
る
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
含
む
。
）

六
　
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
許
可
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
（
個
人
の
事
業
年
度
は
、
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
前
事
業
年
度
に
係
る
別
紙
様
式
第
十
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
財
産

に
関
す
る
調
書

七
　
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
許
可
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
。
た
だ
し
、
許
可
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
当
該
法
人
の
設
立

の
時
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

八
　
会
計
監
査
人
設
置
会
社
（
会
社
法
第
二
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
会
計
監
査
人
設
置
会
社
を
い
う
。
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
十
第
一
号
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
許
可
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事

業
年
度
の
同
法
第
三
百
九
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

九
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
開
始
後
三
事
業
年
度
に
お
け
る
収
支
及
び
財
産
の
状
況
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

十
　
農
林
中
央
金
庫
（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
の
再
委
託
を
受
け
る
場
合
は
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
を
含
む
。
）
が
保
証
人
の
保
証
を
徴
す
る
と
き
は
、
当
該
保
証
を
証
す
る
書
面
及
び
当
該
保
証
人
に
係
る

第
六
号
又
は
第
七
号
に
規
定
す
る
書
面
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十
一
　
他
に
業
務
を
営
む
と
き
は
、
兼
業
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面

十
二
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
運
営
に
関
す
る
内
部
規
則
等

十
三
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
の
付
近
見
取
図
及
び
間
取
図
（
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
状
況
、
警
備
状
況
等
を
含
む
。
）
並
び
に
当
該
営
業
所
又
は
当
該
事
務
所
で
営
む
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
業
務
運
営

を
指
揮
す
る
農
林
中
央
金
庫
の
事
務
所
の
名
称
を
記
載
し
た
書
面

十
四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
委
託
契
約
書
の
案
の
記
載
事
項
）

第
百
二
十
一
条
　
前
条
第
三
号
に
規
定
す
る
委
託
契
約
書
の
案
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
の
設
置
、
廃
止
又
は
位
置
変
更
に
関
す
る
事
項

二
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
内
容
（
代
理
又
は
媒
介
の
別
を
含
む
。
第
八
号
及
び
第
百
四
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
項

三
　
次
に
掲
げ
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
行
為
を
禁
ず
る
規
定

イ
　
農
林
中
央
金
庫
の
業
務
上
の
秘
密
又
は
取
引
先
の
信
用
に
関
す
る
事
項
を
農
林
中
央
金
庫
及
び
当
該
取
引
先
以
外
の
者
に
漏
ら
し
、
又
は
自
己
若
し
く
は
農
林
中
央
金
庫
及
び
当
該
取
引
先
以
外
の
者
の
た
め
に
利
用
す
る
行
為

ロ
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
各
号
に
掲
げ
る
行
為

四
　
現
金
、
有
価
証
券
等
の
取
扱
基
準
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
責
任
に
関
す
る
事
項

五
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
再
委
託
に
関
す
る
事
項

六
　
農
林
中
央
金
庫
に
よ
る
監
督
、
監
査
又
は
報
告
徴
収
に
関
す
る
事
項

七
　
契
約
の
期
間
、
更
新
及
び
解
除
に
関
す
る
事
項

八
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
内
容
の
店
頭
掲
示
及
び
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
措
置
に
関
す
る
事
項

九
　
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項

２
　
前
項
の
規
定
は
、
前
条
第
四
号
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
と
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
受
託
者
と
の
間
の
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
係
る
業
務
の
委
託
契
約
書
の
案
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
受
託
者
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
再
委
託
」
と
あ
る
の
は
「
再
委
託
の
禁
止
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
農

林
中
央
金
庫
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
中
央
金
庫
及
び
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
財
産
的
基
礎
）

第
百
二
十
二
条
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
八
第
一
項
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
第
百
二
十
条
第
六
号
に
規
定
す
る
財
産
に
関
す
る
調
書
又
は
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る

書
面
に
計
上
さ
れ
た
資
産
の
合
計
額
か
ら
負
債
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
次
項
に
お
い
て
「
純
資
産
額
」
と
い
う
。
）
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
個
人
　
三
百
万
円

二
　
法
人
　
五
百
万
円

２
　
次
に
掲
げ
る
者
は
、
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
八
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
産
的
基
礎
を
有
す
る
も
の
と
み
な
す
。

一
　
個
人
（
純
資
産
額
が
負
の
値
で
な
い
者
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
農
林
中
央
金
庫
（
当
該
個
人
が
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
の
再
委
託
を
受
け
て
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
営
む
場
合
は
、
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
委

託
者
を
含
む
。
）
が
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
係
る
損
害
に
つ
い
て
の
保
証
人
（
純
資
産
額
が
前
項
各
号
に
規
定
す
る
額
以
上
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
の
保
証
を
徴
し
て
い
る
者
そ
の
他
の
前
項
に
規
定
す
る
基
準
と
同
等
以
上
の
財

産
的
基
礎
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者

二
　
地
方
公
共
団
体

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
許
可
の
審
査
）

第
百
二
十
三
条
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
法
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
個
人
又
は
法
人
（
外
国
法
人
で
国
内
に
事
務
所
を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

二
　
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
該
当
し
、
か
つ
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
開
始
後
三
事
業
年
度
を
通
じ
て
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
該
当
す
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
関
す
る
能
力
を
有
す
る
者
の
確
保
の
状
況
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
業
務
運
営
に
係
る
体
制
等
に
照
ら
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
、
十
分
な
業
務
遂
行
能
力
を
備
え
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ

と
。

イ
　
申
請
者
が
個
人
（
二
以
上
の
事
務
所
で
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
営
む
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
営
む
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
業
務
に
関
す
る
十
分
な
知
識
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
別
農
林
中

央
金
庫
代
理
行
為
（
当
座
預
金
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
又
は
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
（
農
林
中
央
金
庫
が
受
け
入
れ
た
そ
の
顧
客
の
預
金
等
又
は
国
債
を
担

保
と
し
て
行
う
貸
付
契
約
に
係
る
も
の
及
び
事
業
以
外
の
用
に
供
す
る
資
金
に
係
る
定
型
的
な
貸
付
契
約
で
あ
っ
て
そ
の
契
約
の
締
結
に
係
る
審
査
に
関
与
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
イ
及
び
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
特
別
農
林
中
央
金
庫
代
理
行
為
の
内
容
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
者
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
当
座
預
金
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
　
当
座
預
金
業
務
若
し
く
は
資
金
の
貸
付
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
っ
て
、

当
座
預
金
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者

（２）
　
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
　
資
金
の
貸
付
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
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ロ
　
申
請
者
が
法
人
（
二
以
上
の
事
務
所
で
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
営
む
個
人
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
営
む
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
業
務
に
係
る
法
令
等
の
遵
守
を
確
保
す
る
業
務
に
係
る
責
任
者
（
当
該
農
林
中

央
金
庫
代
理
業
の
業
務
に
関
す
る
十
分
な
知
識
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
を
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
業
務
を
営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
（
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
以
外
の
営
業
所
又
は
事
務
所
（
以
下
ロ
に
お
い
て

「
従
た
る
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
に
他
の
従
た
る
営
業
所
等
に
お
け
る
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
業
務
を
管
理
す
る
部
署
を
置
い
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
部
署
を
置
い
た
従
た
る
営
業
所
等
）
ご
と
に
、
当
該
責
任
者

を
指
揮
し
法
令
等
の
遵
守
の
確
保
を
統
括
管
理
す
る
業
務
に
係
る
統
括
責
任
者
（
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
業
務
に
関
す
る
十
分
な
知
識
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
を
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
配
置
し
て

い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
別
農
林
中
央
金
庫
代
理
行
為
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
責
任
者
又
は
統
括
責
任
者
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
一
名
以
上
は
、
次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
特
別
農
林
中
央
金
庫
代
理
行
為

の
内
容
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
者
で
あ
る
こ
と
と
し
、
一
の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
お
い
て
の
み
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
業
務
を
営
む
場
合
は
、
統
括
責
任
者
を
置
く
こ
と
を
要
し
な
い
。

（１）
　
当
座
預
金
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
　
当
座
預
金
業
務
若
し
く
は
資
金
の
貸
付
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
っ
て
、

当
座
預
金
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者

（２）
　
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
　
資
金
の
貸
付
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
る
者

ハ
　
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
行
為
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
処
理
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
処
理
す
る
等
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
業
務
の
態
様
に
応
じ
必
要
な
事
務

処
理
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
関
す
る
内
部
規
則
等
を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
く
業
務
の
運
営
の
検
証
が
さ
れ
る
等
法
令
等
を
遵
守
し
た
運
営
が
確
保
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

ホ
　
人
的
構
成
、
資
本
構
成
、
組
織
等
に
よ
り
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
的
確
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
。

四
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ
　
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

ロ
　
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
又
は
外
国
の
法
令
上
こ
れ
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
者

ハ
　
禁

こ錮
以
上
の
刑
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
よ
る
刑
を
含
む
。
）
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ニ
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の
日
（
更
新
の
拒
否
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
更
新
の
拒
否
の
処
分
が
な
さ
れ
た
日
。
ヘ
及
び
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
前
三
十
日
以
内
に
そ
の
法
人
の
理

事
、
経
営
管
理
委
員
、
監
事
、
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
会
計
監
査
人
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
又
は
日
本
に
お
け
る
代
表
者
（
銀
行
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
本
に
お
け
る
代
表
者
を
い
う
。
ト

（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
者
で
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

（１）
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
法
第
八
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
が
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合

（２）
　
銀
行
法
第
二
十
七
条
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
条
第
一
項
の
免
許
を
取
り
消
さ
れ
、
同
法
第
五
十
二
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五
十
二
条
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
た
だ
し
書

の
認
可
を
取
り
消
さ
れ
、
同
法
第
五
十
二
条
の
三
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五
十
二
条
の
十
七
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
た
だ
し
書
の
認
可
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
同
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
同
法
第
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合

（３）
　
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
七
条
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
法
第
四
条
第
一
項
の
免
許
を
取
り
消
さ
れ
、
同
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第

五
十
二
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
た
だ
し
書
の
認
可
を
取
り
消
さ
れ
、
同
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
四
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の
二
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
た
だ
し
書
の
認
可
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
同
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
長
期

信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合

（４）
　
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
七
条
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
信
用
金
庫
法
第
四
条
の
免
許
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
信
用
金
庫
法
第
八
十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合

（５）
　
労
働
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
免
許
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
同
法
第
九
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
金
庫
法
第
八
十
九
条
の

三
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合

（６）
　
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
百
六
条
第
二
項
若
し
く
は
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
七
条
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
、

又
は
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
三
第
一
項
の

許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合

（７）
　
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
同
法
第
九
十
五
条
の

二
の
規
定
に
よ
り
農
業
協
同
組
合
若
し
く
は
農
業
協
同
組
合
連
合
会
が
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合

（８）
　
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
六
条
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
同
法
第
百
二
十
四
条
の
二
の
規

定
に
よ
り
漁
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合
若
し
く
は
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
が
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合

（９）
　
貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
条
第
一
項
の
登
録
の
更
新
を
拒
否
さ
れ
、
又
は
同
法
第
二
十
四
条
の
六
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条
の
六
の
五
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
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（１０）
　
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
第
一
項
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
二
条
の
登
録
（
預
金
等
媒
介
業
務
又
は
貸
金
業
貸
付
媒
介
業
務
（
同
法

第
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
貸
金
業
貸
付
媒
介
業
務
を
い
う
。
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
別
に
係
る
も
の
に
限
る
。
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合

（１１）
　
法
、
銀
行
法
、
長
期
信
用
銀
行
法
、
信
用
金
庫
法
、
労
働
金
庫
法
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
、
農
業
協
同
組
合
法
、
水
産
業
協
同
組
合
法
、
貸
金
業
法
又
は
金
融
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
外
国
に
お
い
て
受
け
て
い
る
（
１
）
か
ら
（
１
０
）
ま
で
に
規
定
す
る
免
許
、
許
可
、
認
可
若
し
く
は
登
録
（
当
該
免
許
、

許
可
、
認
可
又
は
登
録
に
類
す
る
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
同
種
類
の
免
許
、
許
可
、
認
可
若
し
く
は
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
当
該
免
許
、
許
可
、
認
可
若
し
く
は
登
録
の
更
新

を
拒
否
さ
れ
た
場
合

ホ
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
一
項
（
法
第
九
十
五
条
の
四
第
一
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
五
項
、
労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条
第
三
項
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法

律
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
四
第
一
項
及
び
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
法
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可
、
銀
行
法
第

五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
許
可
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
許
可
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可
、
労
働
金
庫
法
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
の
許
可
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に

関
す
る
法
律
第
六
条
の
三
第
一
項
の
許
可
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
の
許
可
若
し
く
は
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
六
条
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
十
五
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
同
法
第
五
十
二
条
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
た
だ
し
書
の
認
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
た
だ
し
書
の
認

可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
貸
金
業
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
条
第
一
項
の
登
録
の
更
新
を
拒
否
さ
れ
、
若
し
く
は
同
法
第
二
十
四
条
の
六
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条
の
六
の
五
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
同
法
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
第
一
項
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
二
条
の
登
録

を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ヘ
　
法
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
外
国
に
お
い
て
受
け
て
い
る
法
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
、
貸
金
業
法
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二

条
と
同
種
類
の
許
可
若
し
く
は
登
録
（
同
条
と
同
種
類
の
登
録
に
あ
っ
て
は
、
預
金
等
媒
介
業
務
又
は
貸
金
業
貸
付
媒
介
業
務
の
種
別
と
同
種
類
の
種
別
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
当
該
許
可
若
し
く
は
当

該
登
録
の
更
新
を
拒
否
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ト
　
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

（１）
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員
又
は
法
第
八
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
理
事
、
経
営
管
理
委
員
、
監
事
若
し
く
は
会
計
監
査
人

（２）
　
銀
行
法
第
二
十
七
条
若
し
く
は
第
五
十
二
条
の
三
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
会
計
監
査
人
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
職
に
あ
る
者
若
し
く
は
日
本
に

お
け
る
代
表
者
又
は
同
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員

（３）
　
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
七
条
若
し
く
は
同
法
第
五
十
二
条
の
三
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
会
計
監
査
人
若
し

く
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
職
に
あ
る
者
又
は
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員

（４）
　
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
で
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
理
事
、
監
事
若
し
く
は
会
計
監
査
人
又
は
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
五
項
で
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の

五
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員

（５）
　
労
働
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
理
事
、
監
事
若
し
く
は
会
計
監
査
人
又
は
労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解

任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員

（６）
　
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
理
事
、
監
事
若
し
く
は
会
計
監
査
人
又
は
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す

る
法
律
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員

（７）
　
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員
又
は
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
改
選
を
命

ぜ
ら
れ
た
役
員

（８）
　
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員
又
は
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
改
選
を
命

ぜ
ら
れ
た
役
員

（９）
　
貸
金
業
法
第
二
十
四
条
の
六
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員

（１０）
　
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
第
三
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員

（１１）
　
法
、
銀
行
法
、
長
期
信
用
銀
行
法
、
信
用
金
庫
法
、
労
働
金
庫
法
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
、
農
業
協
同
組
合
法
、
水
産
業
協
同
組
合
法
、
貸
金
業
法
又
は
金
融
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
会
計
監
査
人
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者

チ
　
法
、
銀
行
法
、
長
期
信
用
銀
行
法
、
信
用
金
庫
法
、
労
働
金
庫
法
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
、
農
業
協
同
組
合
法
、
水
産
業
協
同
組
合
法
、
貸
金
業
法
、
出
資
の
受
入
れ
、

預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
若
し
く
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
、

罰
金
の
刑
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
よ
る
刑
を
含
む
。
）
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

五
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
役
員
の
う
ち
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
い
な
い
こ
と
。

イ
　
前
号
ニ
（
１
）
か
ら
（
１
１
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
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ロ
　
前
号
チ
に
規
定
す
る
法
律
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金
の
刑
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
よ
る
刑
を
含
む
。
）
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
刑
の

執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ハ
　
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
係
る
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

ニ
　
前
号
ロ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

六
　
主
た
る
兼
業
業
務
の
内
容
が
資
金
の
貸
付
け
、
手
形
の
割
引
、
債
務
の
保
証
、
手
形
の
引
受
け
そ
の
他
の
信
用
の
供
与
を
行
う
業
務
以
外
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ
　
兼
業
業
務
の
内
容
が
法
令
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
兼
業
業
務
の
内
容
が
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
と
し
て
の
社
会
的
信
用
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

ハ
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
内
容
が
、
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
又
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
（
農
林
中
央
金
庫
が
受
け
入
れ
た
そ
の
顧
客
の
預
金
等
又
は
国
債
を
担
保

と
し
て
行
う
契
約
に
係
る
も
の
及
び
規
格
化
さ
れ
た
貸
付
商
品
（
資
金
需
要
者
に
関
す
る
財
務
情
報
の
機
械
的
処
理
の
み
に
よ
り
、
貸
付
け
の
可
否
及
び
貸
付
条
件
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
て
い
る
貸
付

商
品
を
い
う
。
次
号
ロ
（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
貸
付
け
の
金
額
が
一
千
万
円
を
上
限
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
そ
の
契
約
の
締
結
に
係
る
審
査
に
関
与
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
兼
業
業
務

に
お
け
る
顧
客
と
の
間
の
取
引
関
係
に
照
ら
し
て
、
農
林
中
央
金
庫
と
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
利
益
が
相
反
す
る
取
引
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
申
請
者
が
保
険
会
社
そ
の
他
農
林

水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
者
で
あ
る
場
合
及
び
農
林
中
央
金
庫
か
ら
地
域
に
お
け
る
人
口
の
減
少
等
に
伴
う
農
林
中
央
金
庫
の
事
務
所
の
廃
止
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
理
由
と
し
て
委
託
を
受
け
て
農
林
中

央
金
庫
代
理
業
を
営
む
場
合
を
除
く
。
）
。

ニ
　
兼
業
業
務
に
よ
る
取
引
上
の
優
越
的
地
位
を
不
当
に
利
用
し
て
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
係
る
顧
客
の
保
護
に
欠
け
る
行
為
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

ホ
　
そ
の
他
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
内
容
に
照
ら
し
て
兼
業
業
務
を
営
む
こ
と
が
顧
客
の
保
護
に
欠
け
、
又
は
農
林
中
央
金
庫
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
行
為
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
こ
と
。

七
　
主
た
る
兼
業
業
務
の
内
容
が
資
金
の
貸
付
け
、
手
形
の
割
引
、
債
務
の
保
証
、
手
形
の
引
受
け
そ
の
他
の
信
用
の
供
与
を
行
う
業
務
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
号
イ
、
ロ
、
ニ
及
び
ホ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
せ
ず
、
か
つ
、

農
林
中
央
金
庫
代
理
業
と
し
て
行
う
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
の
内
容
及
び
方
法
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
（
そ
の
業
務
に
つ
い
て
農
林
中
央
金
庫
と
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
利
益
が
相

反
す
る
取
引
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
）
。

イ
　
農
林
中
央
金
庫
が
受
け
入
れ
た
そ
の
顧
客
の
預
金
等
又
は
国
債
を
担
保
と
し
て
行
う
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
又
は
手
形
の
割
引
以
外
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
（
イ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

（１）
　
貸
付
資
金
で
購
入
す
る
物
品
又
は
物
件
を
担
保
と
し
て
行
う
貸
付
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
規
格
化
さ
れ
た
貸
付
商
品
で
あ
っ
て
そ
の
契
約
の
締
結
に
係
る
審
査
に
関
与
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

（３）
　
兼
業
業
務
と
し
て
信
用
の
供
与
を
行
っ
て
い
る
顧
客
に
対
し
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
又
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
顧
客
の
書

面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
同
意
を
得
て
、
農
林
中
央
金
庫
に
対
し
、
兼
業
業
務
に
お
け
る
信
用
の
供
与
の
残
高
そ
の
他
の
農
林
中
央
金
庫
が
契
約
の
締
結
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
重
要
な
事
項
を
告
げ
る
こ

と
と
し
て
い
る
こ
と
。

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
許
可
の
予
備
審
査
）

第
百
二
十
四
条
　
法
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
に
規
定
す
る
も
の
に
準
じ
た
書
面
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官

に
提
出
し
て
予
備
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
係
る
変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
場
合
）

第
百
二
十
四
条
の
二
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
九
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
増
改
築
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更
を
し
た
場
合
（
変
更
前
の
所
在
地
に
復
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
限
る
。
）

二
　
前
号
に
規
定
す
る
所
在
地
の
変
更
に
係
る
営
業
所
又
は
事
務
所
を
変
更
前
の
所
在
地
に
復
し
た
場
合

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
係
る
変
更
の
届
出
）

第
百
二
十
五
条
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
九
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書

及
び
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
添
付
書
類
を
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
識
の
様
式
等
）

第
百
二
十
六
条
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
紙
様
式
第
十
二
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
に
供
す
る
措
置
を
す
る
と
き
は
、
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
そ
の
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
で
あ
る
場
合

二
　
そ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
な
い
場
合

三
　
そ
の
営
む
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
が
一
の
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
の
再
委
託
を
受
け
て
営
む
も
の
の
み
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
が
、
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
営
む
者

が
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
べ
き
事
項
を
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
と
き
。
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（
兼
業
の
承
認
の
申
請
等
）

第
百
二
十
七
条
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
兼
業
業
務
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金

融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
兼
業
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面
は
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
が
明
確
と
な
る
よ
う
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
百
二
十
三
条
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
該
当
す
る
場
合
は
、
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。

（
分
別
管
理
）

第
百
二
十
八
条
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
管
理
場
所
を
区
別
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
代
理
行
為
に
関
し
て
顧
客
か
ら
交
付
を
受
け
た
金
銭
そ

の
他
の
財
産
が
自
己
の
固
有
財
産
で
あ
る
か
、
又
は
農
林
中
央
金
庫
に
係
る
も
の
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
明
示
事
項
）

第
百
二
十
九
条
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
四
第
一
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
行
為
に
関
し
て
顧
客
か
ら
金
銭
そ
の
他
の
財
産
の
交
付
を
受
け
る
と
き
は
、
当
該
交
付
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
の
農
林
中
央
金
庫
か
ら
の
権
限
の
付
与
が
あ
る
旨

二
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
農
林
中
央
金
庫
の
ほ
か
所
属
金
融
機
関
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
が
締
結
し
よ
う
と
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
行
為
に
係
る
契
約
に
つ
き
顧
客
が
支
払
う
べ
き
手
数
料
と
、
当
該
契
約
と
同
種

の
契
約
に
つ
き
所
属
金
融
機
関
に
支
払
う
べ
き
手
数
料
が
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
旨

三
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
農
林
中
央
金
庫
の
ほ
か
所
属
金
融
機
関
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
が
締
結
し
よ
う
と
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
行
為
に
係
る
契
約
と
同
種
の
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
所
属
金
融
機
関

の
た
め
に
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
旨

四
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
農
林
中
央
金
庫
の
ほ
か
所
属
金
融
機
関
が
あ
る
場
合
は
、
顧
客
の
取
引
の
相
手
方
と
な
る
所
属
金
融
機
関
の
名
称
又
は
商
号

２
　
前
項
の
所
属
金
融
機
関
と
は
、
銀
行
法
第
二
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
銀
行
代
理
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
所
属
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行

代
理
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
に
規
定
す
る
所
属
長
期
信
用
銀
行
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
信
用
金
庫
代
理
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
に
規
定
す
る
所
属
信
用
金
庫
、
労
働
金
庫
法

第
八
十
九
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
労
働
金
庫
代
理
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
に
規
定
す
る
所
属
労
働
金
庫
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
信
用
協
同
組
合
代
理
業
者

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
に
規
定
す
る
所
属
信
用
協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
に
規
定
す
る
所
属
組
合
又
は
水
産
業
協
同
組

合
法
第
百
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
に
規
定
す
る
所
属
組
合
を
い
う
。

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
百
三
十
条
　
第
六
十
条
の
規
定
は
、
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
行
う
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
条
第
五

項
中
「
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
（
法
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
預
金
等
媒
介
業
務
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
預
金
等
媒
介
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
者
に
限
る
。
）

」
と
あ
る
の
は
、
「
農
林
中
央
金
庫
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
預
金
等
と
の
誤
認
防
止
）

第
百
三
十
一
条
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
、
金
融
商
品
の
販
売
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
の
販
売
を
い
い
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
除
く

。
）
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を
行
う
場
合
に
は
、
第
六
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
行
為
を
行
う
営
業
所
又
は
事
務
所
の
窓
口
に
は
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
行
為
を
行
う
旨
を
顧
客
の
目
に
つ
き
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
は
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
行
為
を
行
わ
な
い
窓
口
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

４
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
顧
客
に
対
し
、
そ
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
農
林
中
央
金
庫
代
理
行
為
を
行
わ
な
い
窓
口
を
農
林
中
央
金
庫
代
理
行
為
を
行
う
窓
口
と
誤
認
さ
せ
な
い
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
の
内
容
を
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

第
百
二
十
六
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
他
の
所
属
金
融
機
関
の
同
種
の
契
約
に
係
る
情
報
提
供
）

第
百
三
十
二
条
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
第
百
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
と
き
は
、
顧
客
の
求
め
に
応
じ
、
所
属
金
融
機
関
の
同
種
の
契
約
の
内
容
そ
の
他
顧
客
に
参
考
と
な
る
べ
き
情
報

の
提
供
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
百
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
個
人
顧
客
情
報
の
取
扱
い
）

第
百
三
十
三
条
　
第
六
十
八
条
か
ら
第
七
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
顧
客
情
報
の
使
用
に
係
る
書
面
に
よ
る
同
意
等
）

第
百
三
十
四
条
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
お
い
て
取
り
扱
う
顧
客
に
関
す
る
非
公
開
金
融
情
報
（
そ
の
役
員
又
は
使
用
人
が
職
務
上
知
り
得
た
顧
客
の
預
金
等
、
為
替
取
引
又
は
資
金
の
借
入
れ
に
関

す
る
情
報
そ
の
他
の
顧
客
の
金
融
取
引
又
は
資
産
に
関
す
る
公
表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
（
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
情
報
及
び
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
条
に
規
定
す
る
特
別
の
非
公
開
情
報
を
除

く
。
）
を
い
う
。
）
が
、
事
前
に
書
面
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
当
該
顧
客
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
兼
業
業
務
に
利
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
兼
業
業
務
に
お
い
て
取
り
扱
う
顧
客
に
関
す
る
非
公
開
情
報
（
そ
の
兼
業
業
務
上
知
り
得
た
公
表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
（
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
情
報
及
び
前
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
七
十
条
に
規
定
す
る
特
別
の
非
公
開
情
報
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
事
前
に
書
面
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
当
該
顧
客
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
及
び
農
林

中
央
金
庫
代
理
業
に
付
随
す
る
業
務
に
利
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
兼
業
業
務
に
お
い
て
取
り
扱
う
顧
客
に
関
す
る
非
公
開
情
報
が
、
事
前
に
書
面
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
当
該
顧
客
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
農
林
中
央
金
庫
に
提
供
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保

す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
係
る
内
部
規
則
等
）

第
百
三
十
五
条
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
そ
の
営
む
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
取
引
を
行
う
目
的
を
踏
ま
え
た
重
要
な
事
項
の
顧
客
に
対
す
る
説
明
そ
の
他

の
健
全
か
つ
適
切
な
業
務
の
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
（
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
る
商
品
又
は
取
引
の
内
容
及
び
リ
ス
ク
並
び
に
農
林
中
央
金
庫
が
講
ず
る
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
定
め
る
措
置
の
内

容
の
説
明
並
び
に
犯
罪
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
に
関
す
る
内
部
規
則
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
従
業
員
に
対
す
る
研
修
そ
の
他
の
当
該
内
部
規
則
等
に
基
づ
い
て
業
務
が
運
営
さ
れ
る
た
め
の
十
分
な
体
制
を
整
備
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
密
接
関
係
者
）

第
百
三
十
六
条
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
は
、
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
農
林
中
央
金
庫
の
特
定
関
係
者
（
法
第
五
十
九
条

に
規
定
す
る
特
定
関
係
者
を
い
い
、
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
子
会
社
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
顧
客
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
）

第
百
三
十
七
条
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
第
三
号
の
顧
客
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
不
当
に
取
引
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
す
る
も
の
で
は

な
い
も
の
と
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
）

第
百
三
十
八
条
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
第
四
号
の
農
林
中
央
金
庫
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
法
第
五
十
九
条
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
取
引
又
は
行
為
に
係
る
も
の
と
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
百
三
十
九
条
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
第
五
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
　
顧
客
に
対
し
、
そ
の
営
む
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
取
引
を
行
う
目
的
を
踏
ま
え
た
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
告
げ
ず
、
又
は
誤
解
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ

と
を
告
げ
る
行
為

二
　
顧
客
に
対
し
、
不
当
に
、
自
己
又
は
自
己
の
指
定
す
る
事
業
者
と
取
引
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
す
る
行
為
（
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条

の
四
十
五
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

三
　
顧
客
に
対
し
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
と
し
て
の
取
引
上
の
優
越
的
地
位
を
不
当
に
利
用
し
て
、
取
引
の
条
件
又
は
実
施
に
つ
い
て
不
利
益
を
与
え
る
行
為

四
　
顧
客
に
対
し
、
不
当
に
、
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
自
己
又
は
自
己
の
指
定
す
る
事
業
者
と
取
引
を
す
る
行
為

五
　
顧
客
に
対
し
、
兼
業
業
務
に
お
け
る
取
引
上
の
優
越
的
地
位
を
不
当
に
利
用
し
て
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
係
る
取
引
の
条
件
又
は
実
施
に
つ
い
て
不
利
益
を
与
え
る
行
為

六
　
農
林
中
央
金
庫
に
対
し
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
行
為
に
係
る
契
約
の
締
結
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
重
要
な
事
項
を
告
げ
ず
、
又
は
虚
偽
の
こ
と
を
告
げ
る
行
為

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
関
す
る
帳
簿
書
類
）

第
百
四
十
条
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
九
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
処
理
及
び
計
算
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
帳
簿
書
類
（
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二

項
各
号
に
規
定
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
を
行
わ
な
い
場
合
は
、
第
三
号
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
作
成
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
総
勘
定
元
帳
　
作
成
の
日
か
ら
五
年
間

二
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
勘
定
元
帳
　
作
成
の
日
か
ら
十
年
間

三
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
係
る
顧
客
に
対
し
て
行
っ
た
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
の
内
容
を
記
録
し
た
書
面
　
当
該
媒
介
を
行
っ
た
日
か
ら
五
年
間

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
関
す
る
報
告
書
の
様
式
等
）

第
百
四
十
一
条
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
関
す
る
報
告
書
は
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
別
紙
様
式
第
十
三
号
に
よ
り
、
法
人
で
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
別
紙
様
式
第
十
四
号
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
作
成
し
、
個
人
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
十
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
財
産
に
関
す
る
調
書
及
び
収
支
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
を
、
法
人
に
あ
っ
て
は
貸
借
対
照
表
及
び
損

益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
面
を
、
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
て
、
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官

の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
提
出
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
の
延
期
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら

れ
る
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
そ
の
許
可
を
し
た
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
直
前
の
事
業
年
度
に
係
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
関
す
る
報
告
書
の
う
ち
、
顧
客
の
秘
密
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
項
又
は
当
該
農
林

中
央
金
庫
代
理
業
者
の
業
務
の
遂
行
上
不
当
な
不
利
益
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
項
を
除
き
顧
客
の
保
護
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
部
分
を
、
農
林
水
産
省
及
び
金
融
庁
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
農
林
中
央
金
庫
の
説
明
書
類
の
縦
覧
）

第
百
四
十
二
条
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
法
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
書
面
（
法
第
八
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及

び
次
項
に
お
い
て
「
縦
覧
書
類
」
と
い
う
。
）
の
縦
覧
を
、
農
林
中
央
金
庫
の
事
業
年
度
終
了
後
四
月
以
内
に
開
始
し
、
当
該
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
縦
覧
書
類
の
縦
覧
を
開
始
す
る
ま
で
の
間
、
公
衆
の
縦
覧

に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
ま
で
に
縦
覧
書
類
の
縦
覧
を
開
始
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
縦
覧
の
開

始
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
縦
覧
の
開
始
を
延
期
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理

由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
一
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
又
は
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
掲
載
し
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド
そ
の
他

の
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
紙
面
又
は
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
廃
業
等
の
届
出
）

第
百
四
十
三
条
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
二
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
者
は
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
及
び
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
添
付
書
類
を
、

農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
の
効
力
に
係
る
承
認
の
申
請
等
）

第
百
四
十
四
条
　
法
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
七
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金

融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
こ
と
。

二
　
合
理
的
な
期
間
内
に
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
当
該
許
可
の
際
に
審
査
の
基
礎
と
な
っ
た
事
項
に
つ
い
て
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
開
始
が
見
込
ま
れ
る
時
期
ま
で
に
重
大
な
変
更
が
な
い
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

（
農
林
中
央
金
庫
に
よ
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
業
務
の
適
切
性
等
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
）

第
百
四
十
五
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
係
る
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
及
び
そ
の
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
従
事
者
に
対
し
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
係
る
業
務
の
指
導
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
関
す
る
法
令
等
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
の
研
修
の
実
施
等
の
措
置

二
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
に
お
け
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
係
る
業
務
の
実
施
状
況
を
、
定
期
的
に
又
は
必
要
に
応
じ
て
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
業
務
を
的
確

に
遂
行
し
て
い
る
か
を
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
改
善
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
う
た
め
の
措
置

三
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
は
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
と
の
間
の
委
託
契
約
及
び
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
と
農
林
中
央
金
庫
代
理

業
再
受
託
者
と
の
間
の
再
委
託
契
約
の
内
容
を
変
更
し
、
又
は
解
除
す
る
た
め
の
措
置

四
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
行
う
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
自
ら
が
審
査
を
行
う
た
め
の
措
置

五
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
に
農
林
中
央
金
庫
か
ら
顧
客
に
関
す
る
情
報
を
不
正
に
取
得
さ
せ
な
い
等
顧
客
情
報
の
適
切
な
管
理
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

六
　
農
林
中
央
金
庫
の
名
称
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
文
字
及
び
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
商
号
又
は
名
称
を
店
頭
に
掲
示
さ
せ
る
と
と
も
に
、
第
百
二
十
六
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、

当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
さ
せ
る
た
め
の
措
置

七
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
お
け
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
係
る
業
務
に
関
し
犯
罪
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

八
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
の
廃
止
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
の
顧
客
に
係
る
取
引
が
農
林
中
央
金
庫
の
事
務
所
、
他
の
金
融
機
関
、
他
の
農
林
中
央
金

庫
代
理
業
者
等
へ
支
障
な
く
引
き
継
が
れ
る
等
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
の
顧
客
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置

九
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
係
る
顧
客
か
ら
の
苦
情
を
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

２
　
前
項
（
第
四
号
及
び
第
八
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
が
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
受
託
者
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
中
「
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
受
託
者
」
と
、
「
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
」
と
あ
る
の
は
「
再
委
託
を
受
け
て
営
む
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
原
簿
の
記
載
事
項
）

第
百
四
十
六
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
に
関
し
、
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
第
一
項
の
原
簿
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
原
簿
」
と
い
う
。
）
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

二
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
又
は
名
称

三
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
内
容

四
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称
又
は
所
在
地

五
　
法
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
年
月
日

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
原
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
　
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
が
再
委
託
を
行
う
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
受
託
者
に
係
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
受
託
者
　
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
受
託
者
が
再
委
託
を
受
け
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
に
係
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

３
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
所
は
、
農
林
中
央
金
庫
の
無
人
の
事
務
所
と
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
届
出
等
）

第
百
四
十
七
条
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
三
条
第
四
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
定
款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
定
め
を
変
更
し
た
場
合

二
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
係
る
委
託
契
約
書
又
は
再
委
託
契
約
書
を
変
更
し
た
場
合

三
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
関
す
る
不
祥
事
件
が
発
生
し
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合

２
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
準
用
銀
行
法
第
五
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
変
更
後
の
委
託
契
約
書
又
は
再
委
託
契
約
書
の
写
し
）
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
不
祥
事
件
と
は
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
又
は
そ
の
従
業
者
（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
業
務
を
執
行
す
る
者
を
含
む
。
）
又

は
職
員
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
い
う
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
遂
行
す
る
に
際
し
て
の
詐
欺
、
横
領
、
背
任
そ
の
他
の
犯
罪
行
為

二
　
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
又
は
預
金
等
に
係
る
不
当
契
約
の
取
締
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
に
違
反
す
る
行
為

三
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
又
は
法
第
九
十
五
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
（
次
条
か
ら
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
ま
で
に
お
い
て
「
準
用
金
融
商
品
取
引
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八

条
各
号
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

四
　
現
金
、
手
形
、
小
切
手
又
は
有
価
証
券
そ
の
他
有
価
物
の
紛
失
（
盗
難
に
遭
う
こ
と
及
び
過
不
足
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
農
林
中
央
金
庫
代
理
業

の
業
務
の
特
性
、
規
模
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
、
当
該
業
務
の
管
理
上
重
大
な
紛
失
と
認
め
ら
れ
る
も
の

五
　
外
国
に
お
い
て
発
生
し
た
前
各
号
に
掲
げ
る
行
為
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
発
生
地
の
監
督
当
局
に
報
告
し
た
も
の

六
　
そ
の
他
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
来
す
行
為
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
で
あ
っ
て
前
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
準
ず
る
も
の

４
　
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
の
届
出
は
、
不
祥
事
件
の
発
生
を
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
知
っ
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
等
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
の
類
似
行
為
）

第
百
四
十
七
条
の
二
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
各
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
郵
便
、
信
書
便
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
、
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
方
法
、
ビ
ラ
又
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

配
布
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
内
容
で
行
う
情
報
の
提
供
と
す
る
。

一
　
法
令
又
は
法
令
に
基
づ
く
行
政
官
庁
の
処
分
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
書
類
を
配
布
す
る
方
法

二
　
個
別
の
企
業
の
分
析
及
び
評
価
に
関
す
る
資
料
で
あ
っ
て
、
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
勧
誘
に
使
用
し
な
い
も
の
を
配
布
す
る
方
法

三
　
次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物
品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品
そ
の
他

の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
景
品
そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と
を
一
体
の
も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

イ
　
商
品
の
名
称
（
通
称
を
含
む
。
）

ロ
　
こ
の
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
内
容
で
情
報
の
提
供
を
行
う
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
商
号
、
名
称
若
し
く
は
氏
名
又
は
こ
れ
ら
の
通
称

ハ
　
顧
客
が
行
う
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
相
場
そ
の
他
の
指
標
に
係
る
変
動
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
お
そ
れ
が
あ
る
旨
（
イ
、
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち

も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
の
文
字
又
は
数
字
で
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ
　
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

（１）
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
第
百
四
十
七
条
の
七
か
ら
第
百
四
十
七
条
の
九
ま
で
、
第
百
四
十
七
条
の
十
一
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
に
お
い
て
「
契
約
締
結
前
交
付
書

面
」
と
い
う
。
）

（２）
　
第
百
四
十
七
条
の
九
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
貨
預
金
等
書
面

（３）
　
第
百
四
十
七
条
の
九
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
契
約
変
更
書
面

（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
等
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
の
表
示
方
法
）

第
百
四
十
七
条
の
三
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
そ
の
行
う
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
広
告
又
は
前
条
に
規
定
す
る
行
為
（
次
項
に
お
い
て
「
広
告
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
と
き
は
、
準

用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
第
一
項
各
号
（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
そ
の
行
う
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
と
き
は
、
令
第
四
十
六
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文

字
又
は
数
字
の
う
ち

も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
等
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
に
表
示
す
る
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）

第
百
四
十
七
条
の
四
　
令
第
四
十
六
条
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
（
第
百
四
十
七
条
の
六
、

第
百
四
十
七
条
の
十
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
四
第
九
号
に
お
い
て
「
手
数
料
等
」
と
い
う
。
）
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
（
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割
合
を
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含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
概
要
及
び
当
該
金
額
の
合
計
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
の
概
要
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び

そ
の
理
由
と
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
）

第
百
四
十
七
条
の
五
　
令
第
四
十
六
条
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
が
預
入
期
間
を
延
長
す
る
権
利
を
有
す
る
特
定
預
金
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
権
利
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
当
該
特
定
預
金
等
の
金
利
が
市
場
金
利
を
下
回
る
こ
と
に
よ
り
顧
客
に
不
利
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨

二
　
そ
の
他
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
顧
客
の
不
利
益
と
な
る
事
実

（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
等
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

第
百
四
十
七
条
の
六
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
特
定
預
金
等
契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項

二
　
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
損
失
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
負
担
又
は
利
益
の
保
証
に
関
す
る
事
項

三
　
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
損
害
賠
償
額
の
予
定
（
違
約
金
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項

四
　
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払
う
べ
き
手
数
料
等
の
額
又
は
そ
の
計
算
方
法
、
支
払
の
方
法
及
び
時
期
並
び
に
支
払
先
に
関
す
る
事
項

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
方
法
）

第
百
四
十
七
条
の
七
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大

き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
枠
の
中
に
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し
、

か
つ
、
次
項
に
規
定
す
る
事
項
の
次
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要
並
び
に
同
項
第
五
号
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
一
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
第
百
四
十
七
条
の
十
一
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項

３
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
第
百
四
十
七
条
の
十
一
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
う

ち
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
特
に
重
要
な
も
の
を
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の

初
に
平
易
に
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
情
報
の
提
供
の
方
法
）

第
百
四
十
七
条
の
八
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
百
四
十
七
条
の
九
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並

び
に
第
百
四
十
七
条
の
十
一
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
第
百
四
十
七
条
の
七
に
規
定
す
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
記
載
し
た
書
面
（
以
下
こ
の
条
、
第
百
四
十
七
条
の
十
五
及
び

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
第
二
号
ロ
に
お
い
て
「
外
貨
預
金
等
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

二
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内
容
の
特

定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）

三
　
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
。

イ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

ロ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
第

五
号
及
び
次
項
並
び
に
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
第
二
号
ハ
に
お
い
て
「
契
約
変
更
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
い
る
と
き
。

四
　
一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
農
林
中
央
金
庫
が
法
第
五
十
九
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に
対
し
契
約
締
結
前
交
付
書

面
を
交
付
し
て
い
る
場
合

五
　
当
該
顧
客
に
対
し
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
を
行
い
、
か
つ
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号

の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
当
該
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を
し
て
い
る
場

合
（
当
該
顧
客
に
対
し
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
又
は
外
貨
預
金
等
書
面
、
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
又
は
契
約
変
更
書
面
。
以
下
こ
の
号
並
び
に
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
提
供

し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
と
き
に
限
り
、
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。
）

イ
　
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、
当
該
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
に
と
っ
て
見
や
す
い
箇
所
に
第
百
四
十
七
条
の
七
に
規
定
す
る
方
法
に
準
じ
て
表
示
さ
れ
る

よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
（
当
該
閲
覧
に
供
す
る
方
法
が
第
百
四
十
七
条
の
十
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

ロ
　
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を

後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
期
間
が
終
了
す

る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）
、
当
該
顧
客
が
常
に
容
易
に
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２
　
第
八
十
五
条
の
二
十
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
外
貨
預
金
等
書
面
の
交
付
及
び
同
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
契
約
変
更
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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３
　
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら

契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
契

約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に

お
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

５
　
第
一
項
第
五
号
の
「
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
簡
潔
に
記
載
し
た
書
面
の
交
付
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
第
百
四
十
七
条
の
十
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
、
こ

れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
（
第
一
号
の
質
問
例
に
基
づ
く
顧
客
の
質
問
に
対
し
て
回
答
を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。

一
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
（
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
特
定
預
金
等
契

約
の
締
結
に
つ
い
て
の
顧
客
の
判
断
に
資
す
る
主
な
も
の
の
概
要
及
び
こ
れ
に
関
す
る
質
問
例

二
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
情
報
及
び
当
該
提
供
を
受
け
る
事
項
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

三
　
顧
客
か
ら
請
求
が
あ
る
と
き
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
す
る
旨

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
る
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）

第
百
四
十
七
条
の
十
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払
う

べ
き
手
数
料
等
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
（
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
金
額
の
合
計
額
若
し
く
は
そ

の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
記
載
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
と
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
百
四
十
七
条
の
十
一
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

二
　
商
品
の
名
称
（
通
称
を
含
む
。
）

三
　
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
保
険
金
の
支
払
の
対
象
と
な
る
か
ど
う
か
の
別

四
　
受
入
れ
の
対
象
と
な
る
者
の
範
囲

五
　
預
入
期
間
（
自
動
継
続
扱
い
の
有
無
を
含
む
。
）

六
　

低
預
入
金
額
、
預
入
単
位
そ
の
他
の
預
入
れ
に
関
す
る
事
項

七
　
払
戻
し
の
方
法

八
　
利
息
の
設
定
方
法
、
支
払
方
法
、
計
算
方
法
そ
の
他
の
利
息
に
関
す
る
事
項

九
　
付
加
す
る
こ
と
の
で
き
る
特
約
に
関
す
る
事
項

十
　
預
入
期
間
の
中
途
で
の
解
約
時
の
取
扱
い
（
利
息
及
び
手
数
料
の
計
算
方
法
を
含
む
。
）

十
一
　
顧
客
が
行
う
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
相
場
そ
の
他
の
指
標
に
係
る
変
動
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
当
該
指
標

ロ
　
当
該
指
標
に
係
る
変
動
に
よ
り
損
失
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
理
由

十
二
　
農
林
中
央
金
庫
が
預
入
期
間
を
延
長
す
る
権
利
を
有
す
る
特
定
預
金
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
権
利
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
当
該
特
定
預
金
等
の
金
利
が
市
場
金
利
を
下
回
る
こ
と
に
よ
り
顧
客
に
不
利
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨

十
三
　
次
に
掲
げ
る
も
の
と
特
定
預
金
等
と
の
組
合
せ
に
よ
る
預
入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
預
入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
こ

と
そ
の
他
当
該
商
品
に
関
す
る
詳
細
な
説
明

イ
　
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

ハ
　
先
物
外
国
為
替
取
引

ニ
　
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
及
び
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
同
号
に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
を
除
く
。
）

ホ
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
同
号
に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
（
国
債
証
券
等
及
び
同
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
同
項
第
一

号
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
四
　
変
動
金
利
預
金
の
金
利
の
設
定
の
基
準
と
な
る
指
標
及
び
金
利
の
設
定
の
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
及
び
方
法
並
び
に
金
利
に
関
す
る
事
項

十
五
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
租
税
の
概
要

十
六
　
顧
客
が
農
林
中
央
金
庫
に
連
絡
す
る
方
法

十
七
　
農
林
中
央
金
庫
が
対
象
事
業
者
と
な
っ
て
い
る
認
定
投
資
者
保
護
団
体
の
有
無
（
対
象
事
業
者
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
定
投
資
者
保
護
団
体
の
名
称
）

十
八
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
す
る
場
合
　
農
林
中
央
金
庫
が
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
手
続
実
施
基
本
契
約
を
締
結
す
る
措
置
を
講
ず
る
当
該
手
続
実
施
基
本
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
指
定
紛
争
解
決
機

関
の
商
号
又
は
名
称
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ロ
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合
　
農
林
中
央
金
庫
の
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
の
内
容

十
九
　
そ
の
他
特
定
預
金
等
の
預
入
れ
に
関
し
参
考
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
）

第
百
四
十
七
条
の
十
二
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
と
の
契
約
に

よ
り
フ
ァ
イ
ル
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
き
、
こ
れ
を
当
該
事
項
を
提
供
す
る
相
手
方
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
顧
客
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
用
に
供
す
る
者
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
顧
客
等
（
顧
客
又
は
顧
客
と
の
契
約
に
よ
り
顧
客
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
顧
客
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
己
の
管
理
す

る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
く
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）

を
送
信
し
、
顧
客
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
（
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に

規
定
す
る
事
項
を
提
供
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

ロ
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧
に
供
し
、
顧
客
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
当
該
顧

客
の
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る

旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

ハ
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

ニ
　
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
同
時
に
複
数
の
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
た
め
記
載
事
項
を
記
録
さ
せ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
顧
客
が
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
前
項
第
一
号
イ
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
（
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
を
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
顧
客
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
顧
客
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を

後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当

該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）
次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供
し
て
い
る
記
載
事
項
を
書
面
に

よ
り
交
付
す
る
場
合
、
顧
客
の
承
諾
（
令
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
い
う
。
）
を
得
て
同
号
イ
若
し
く
は
ロ
若
し
く
は
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
場
合
又
は
顧
客
に
よ
る
当

該
記
載
事
項
に
係
る
消
去
の
指
図
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
記
載
事
項
を
消
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
　
前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項

ロ
　
前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項

四
　
前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
顧
客
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
前
号
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
イ
の
規
定
に
よ
り
顧
客
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
記
録
し
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
と
当
該
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
と
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て

接
続
可
能
な
状
態
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
の
提
供
を
受
け
た
顧
客
が
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
不
要
で
あ
る
旨
通
知
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
顧
客
フ
ァ
イ
ル
を
備
え
た
顧
客
等
又
は
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回

線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
）

第
百
四
十
七
条
の
十
三
　
令
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
用
い
る
も
の

二
　
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
百
四
十
七
条
の
十
四
　
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
作
成
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
次
条
（
第
一
項
第
四
号
を
除
く
。
）
に
お
い
て
「
契
約
締
結
時
交
付
書
面
」
と
い
う
。
）

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
と
い
う
名
称

二
　
預
入
金
額
（
元
本
の
額
が
外
国
通
貨
で
表
示
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
外
国
通
貨
で
表
示
さ
れ
る
元
本
の
額
）

三
　
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
保
険
金
の
支
払
の
対
象
と
な
る
か
ど
う
か
の
別

四
　
預
入
日
及
び
満
期
日
（
自
動
継
続
扱
い
の
有
無
を
含
む
。
）

五
　
払
戻
し
の
方
法
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六
　
利
息
の
設
定
方
法
、
支
払
方
法
、
計
算
方
法
そ
の
他
の
利
息
に
関
す
る
事
項

七
　
預
入
期
間
の
中
途
で
の
解
約
時
の
取
扱
い
（
利
息
及
び
手
数
料
の
計
算
方
法
を
含
む
。
）

八
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
の
成
立
の
年
月
日

九
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
手
数
料
等
に
関
す
る
事
項

十
　
顧
客
の
氏
名
又
は
名
称

十
一
　
顧
客
が
農
林
中
央
金
庫
に
連
絡
す
る
方
法

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
百
四
十
七
条
の
十
五
　
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に

限
る
。
）

二
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内
容
の
特

定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）

三
　
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
。

イ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

ロ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を

交
付
し
て
い
る
と
き
。

四
　
一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
農
林
中
央
金
庫
が
法
第
五
十
九
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に
対
し
契
約
締
結
時
交
付
書

面
を
交
付
し
て
い
る
場
合

２
　
第
八
十
五
条
の
二
十
六
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら

契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４
　
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
契

約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に

お
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
等
の
業
務
に
関
す
る
信
用
格
付
業
者
の
登
録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
三
号
の
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登
録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登
録
の
意
義

二
　
信
用
格
付
を
付
与
し
た
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

ロ
　
法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
役
員
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
）
の
氏

名
又
は
名
称

ハ
　
本
店
そ
の
他
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
信
用
格
付
を
付
与
し
た
者
が
当
該
信
用
格
付
を
付
与
す
る
た
め
に
用
い
る
方
針
及
び
方
法
の
概
要

四
　
信
用
格
付
の
前
提
、
意
義
及
び
限
界

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
関
係
法
人
の
付
与
し
た
信
用
格
付
に
つ
い
て
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
三
号
の
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登
録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
主
務
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登
録
の
意
義

二
　
金
融
庁
長
官
が
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
関
係
法
人
を
当
該
特
定
関
係
法
人
と
し
て
指
定
し
た
信
用
格
付
業
者
の
商
号
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号

三
　
当
該
特
定
関
係
法
人
が
信
用
格
付
業
を
示
す
も
の
と
し
て
使
用
す
る
呼
称

四
　
信
用
格
付
を
付
与
し
た
特
定
関
係
法
人
が
当
該
信
用
格
付
を
付
与
す
る
た
め
に
用
い
る
方
針
及
び
方
法
の
概
要
又
は
当
該
概
要
に
関
す
る
情
報
を
第
二
号
に
規
定
す
る
信
用
格
付
業
者
か
ら
入
手
す
る
方
法

五
　
信
用
格
付
の
前
提
、
意
義
及
び
限
界

（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
等
の
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
九
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
　
第
百
三
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為

二
　
次
に
掲
げ
る
書
面
の
交
付
に
関
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
顧
客
（
特
定
投
資
家
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
き
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第

三
十
四
条
の
三
第
四
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
特
定
投
資
家
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し

て
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
ハ
に
掲
げ
る
書
面
を
交
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
で
あ
っ
て
同
項
第
三
号
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か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
）
に
つ
い
て
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度
に

よ
る
説
明
を
す
る
こ
と
な
く
、
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
行
為

イ
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面

ロ
　
外
貨
預
金
等
書
面

ハ
　
契
約
変
更
書
面

三
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
勧
誘
に
関
し
て
、
虚
偽
の
表
示
を
し
、
又
は
重
要
な
事
項
に
つ
き
誤
解
を
生
ぜ
し
め
る
べ
き
表
示
を
す
る
行
為

四
　
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
き
、
顧
客
若
し
く
は
そ
の
指
定
し
た
者
に
対
し
、
特
別
の
利
益
の
提
供
を
約
し
、
又
は
顧
客
若
し
く
は
第
三
者
に
対
し
特
別
の
利
益
を
提
供
す
る
行
為
（
第
三
者
を
し
て
特
別
の
利
益
の
提
供
を
約
さ
せ
、

又
は
こ
れ
を
提
供
さ
せ
る
行
為
を
含
む
。
）

五
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
又
は
解
約
に
関
し
、
顧
客
（
個
人
に
限
る
。
）
に
迷
惑
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
時
間
に
電
話
又
は
訪
問
に
よ
り
勧
誘
す
る
行
為

（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
に
該
当
し
な
い
行
為
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
預
金
者
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す

る
預
金
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
当
該
預
金
者
に
係
る
識
別
符
号
等
（
農
林
中
央
金
庫
が
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
利
用
し
て
行
う
役
務
の
提
供
に
際
し
、
そ
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
を
他
の
者
と
区
別
し
て
識
別
す
る
た

め
に
用
い
る
符
号
そ
の
他
の
情
報
を
い
う
。
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
十
六
第
三
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。

一
　
預
金
者
に
よ
る
特
定
の
者
に
対
す
る
定
期
的
な
支
払
を
目
的
と
し
て
行
う
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為

二
　
預
金
者
に
よ
る
当
該
預
金
者
に
対
す
る
送
金
を
目
的
と
し
て
行
う
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為

三
　
預
金
者
に
よ
る
国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
国
立
大
学
法
人
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
に
対
す
る
支
払
を
目
的
と
し
て
行

う
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為

四
　
預
金
者
に
よ
る
商
品
の
売
買
契
約
又
は
役
務
の
提
供
に
係
る
契
約
の
相
手
方
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
契
約
に
係
る
債
務
の
履
行
の
み
を
目
的
と
し
て
、
当
該
相
手
方
又
は
当
該
契
約
の
締
結
の
媒
介
（
当
該
履
行
に
係
る
為
替
取
引

を
行
う
こ
と
の
指
図
（
当
該
指
図
の
内
容
の
み
を
含
む
。
）
の
伝
達
に
よ
り
行
う
媒
介
を
除
く
。
）
を
業
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
相
手
方
等
」
と
い
う
。
）
が
当
該
契
約
に
基
づ
く
取
引
に
付
随
し
て
行
う
法
第
九
十
五

条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
で
あ
っ
て
、
当
該
行
為
に
先
立
っ
て
、
農
林
中
央
金
庫
と
当
該
相
手
方
等
と
の
間
で
当
該
履
行
に
用
い
る
方
法
に
係
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
も
の

五
　
法
人
等
が
そ
の
属
す
る
法
人
等
集
団
（
一
の
法
人
等
並
び
に
当
該
法
人
等
の
子
法
人
等
及
び
関
連
法
人
等
の
集
団
を
い
う
。
）
に
属
す
る
他
の
法
人
等
で
あ
る
預
金
者
又
は
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

預
金
者
等
の
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
（
そ
の
各
段
階
に
お
い
て
当
該
法
人
等
集
団
に
属
す
る
法
人
等
が
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
を
受
け
て
行
う
同
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為

（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
に
該
当
す
る
方
法
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
四
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
預
金
者
の
使
用
に
係
る
電
子
機
器
の
映
像
面
に
当
該
預
金
者
が
農
林
中
央
金
庫
に
開
設
し
て
い
る
預
金
の
口
座
に
係
る
資
金

を
移
動
さ
せ
る
為
替
取
引
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
農
林
中
央
金
庫
に
対
す
る
指
図
を
行
う
た
め
の
画
像
を
表
示
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
当
該
為
替
取
引
の
相
手
方
及
び
金
額
に
係
る
情
報
を
農
林
中
央
金
庫
に
対
し
て
伝
達
す

る
方
法
と
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
と
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の
間
の
契
約
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
五
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
三
第
二
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
を
い
い
、
法
第

九
十
五
条
の
五
の
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
電
子
決
済
等
代
行
業
者
（
銀
行
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
等
代
行
業
者
を
い
い
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
含
む
。
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
十
七
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
十

六
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
再
委
託
者
の
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
、
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
十
六
第
二
項
、
第
百
四
十

七
条
の
十
六
の
二
十
七
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
十
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
場
合
に
お

い
て
、
当
該
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
再
委
託
者
の
業
務
（
当
該
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
委
託
し
た
業
務
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
し
て
当
該
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
再
委
託
者
が
取

得
し
た
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
及
び
安
全
管
理
の
た
め
に
当
該
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
行
う
措
置
並
び
に
当
該
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
当
該
措
置
を
行
わ
な
い
と
き
に
農
林
中

央
金
庫
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
措
置
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
「
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
再
委
託
者
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。

一
　
預
金
者
の
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含
む
。
）
を
受
け
て
、
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
図
の
伝
達
を
受
け
、
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
対
し
、
当
該
指
図
を
農
林
中

央
金
庫
に
対
し
て
伝
達
す
る
こ
と
の
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含
む
。
）
を
す
る
者

二
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
預
金
者
等
の
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含
む
。
）
を
受
け
て
、
同
号
に
規
定
す
る
情
報
を
当
該
預
金
者
等
に
提
供
す
る
こ
と
（
他
の
者
を
介
す
る
方
法
に
よ

り
提
供
す
る
こ
と
及
び
当
該
情
報
を
加
工
し
た
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
目
的
と
し
て
、
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
対
し
、
農
林
中
央
金
庫
か
ら
当
該
情
報
を
取
得
す
る
こ
と
の
委
託
（
二
以
上
の
段
階

に
わ
た
る
委
託
を
含
む
。
）
を
す
る
者

（
農
林
中
央
金
庫
と
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の
間
の
契
約
の
公
表
方
法
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
六
　
農
林
中
央
金
庫
及
び
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
法
第
九
十
五
条
の
五
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
農
林
中
央
金

庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
利
用
者
が
常
に
容
易
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
求
め
る
事
項
の
基
準
の
公
表
方
法
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
七
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
九
十
五
条
の
五
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
及
び
農
林
中
央
金
庫

電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
利
用
者
が
常
に
容
易
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
求
め
る
事
項
の
基
準
に
含
ま
れ
る
事
項
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
八
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
四
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
三
第
一
項
の
契
約
の
相
手
方
と
な
る
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
の
業
務
に
関
し
て
取
得
す
る
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
及
び
安
全
管

理
の
た
め
に
行
う
べ
き
措
置

二
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
三
第
一
項
の
契
約
の
相
手
方
と
な
る
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
の
業
務
の
執
行
が
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
整
備
す
べ
き
体
制

（
農
林
中
央
金
庫
と
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の
間
の
契
約
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
九
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
五
第
三
項
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
（
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
電

子
決
済
等
代
行
業
者
（
同
法
第
九
十
二
条
の
五
の
八
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
銀
行
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
等
代
行
業
者
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
含
む
。
）
を
含
む
。
）
又
は
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
（
同
法
第
百
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
銀
行
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
等
代
行
業
者
（
金
融
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
含
む
。
）
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
特
定
信
用
事
業
電
子

決
済
等
代
行
業
再
委
託
者
（
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
・
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
二
十
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
電
子
決

済
等
代
行
業
再
委
託
者
又
は
漁
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
・
農
林
水
産
省
令
第
二
号
）
第
五
十
条
の
三
十
一
の
二
十
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
再
委
託
者
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
五
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
農
業
協
同
組
合
及

び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
八
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
又
は
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
漁
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る

命
令
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
八
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
再
委
託
者
の
業
務
（
当
該
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
委
託
し
た
業
務
に
関
す
る
も

の
に
限
る
。
）
に
関
し
て
当
該
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
再
委
託
者
が
取
得
し
た
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
及
び
安
全
管
理
の
た
め
に
当
該
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
行
う
措
置
並
び
に
当
該

特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
当
該
措
置
を
行
わ
な
い
と
き
に
法
第
九
十
五
条
の
五
の
五
第
一
項
の
同
意
を
し
て
い
る
会
員
農
水
産
業
協
同
組
合
等
（
法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
十
号
の
三
に
規
定
す
る
会
員
農
水
産
業
協

同
組
合
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
措
置
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
と
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の
間
の
契
約
の
公
表
方
法
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
十
　
農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
並
び
に
法
第
九
十
五
条
の
五
の
五
第
一
項
の
同
意
を
し
て
い
る
会
員
農
水
産
業
協
同
組
合
等
は
、
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
利
用
者
が
常
に
容
易
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
代
行
業
者
に
求
め
る
事
項
の
基
準
等
の
公
表
方
法
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
十
一
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
九
十
五
条
の
五
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
及
び
法
第
九
十
五
条
の
五
の
五
第
一
項
の
同
意
を
し
て
い
る
会
員
農
水
産
業
協
同
組
合
等
の
名
称
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
及
び
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
利
用
者
が
常
に
容
易
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
求
め
る
事
項
の
基
準
に
含
ま
れ
る
事
項
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
十
二
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
六
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
五
第
一
項
の
契
約
の
相
手
方
と
な
る
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
（
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
電

子
決
済
等
代
行
業
又
は
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
業
務
に
関
し
て
取
得
す
る
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
及
び
安

全
管
理
の
た
め
に
行
う
べ
き
措
置

二
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
五
第
一
項
の
契
約
の
相
手
方
と
な
る
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
の
業
務
の
執
行
が
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
整
備
す
べ
き
体
制

（
会
員
農
水
産
業
協
同
組
合
等
が
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
十
三
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
六
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
法
第
九
十
五
条
の
五
の
五
第
一
項
の
同
意
を
し
て
い
る
旨
と
す
る
。

（
会
員
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
同
意
の
公
表
方
法
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
十
四
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
五
第
一
項
の
同
意
を
し
て
い
る
会
員
農
水
産
業
協
同
組
合
等
は
、
前
条
に
規
定
す
る
事
項
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済

等
代
行
業
者
及
び
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
利
用
者
が
常
に
容
易
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
の
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
十
五
　
令
第
四
十
九
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
認
定
業
務
（
法
第
九
十
五
条
の
五
の
七
に
規
定
す
る
認
定
業
務
を
い
う
。
次
号
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
十
七
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
実
施
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類

二
　
認
定
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

三
　

近
の
事
業
年
度
（
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
設
立
の
時
）
に
お
け
る
財
産
目
録
そ
の
他
の
財
産
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

四
　
役
員
の
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

五
　
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
令
第
四
十
九
条
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を

証
す
る
書
面
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六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
協
会
員
名
簿
の
縦
覧
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
十
六
　
認
定
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
事
業
者
協
会
（
法
第
九
十
五
条
の
五
の
八
に
規
定
す
る
認
定
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
事
業
者
協
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
そ
の
協
会
員
名
簿
を

当
該
認
定
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
事
業
者
協
会
の
事
務
所
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営
む
電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
係
る
名
簿
の
縦
覧
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
十
七
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
そ
の
作
成
し
た
法
第
九
十
五
条
の
五
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
係
る
名
簿
を
農
林
水
産
省
及
び
金
融
庁
に
備
え
置
き
、

公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
の
登
録
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
十
八
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
三
第
一
項
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
は
、
登
録
申
請
者
（
同
項
に
規
定
す
る
登
録
申
請
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
十
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
百
四
十
七
条

の
十
六
の
三
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
場
合
に
限
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
利
用
者
か
ら
の
苦
情
又
は
相
談
に
応
ず
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
連
絡
先
（
登
録
申
請
者
が
外
国
法
人
又
は
外
国
に
住
所
を
有
す
る
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
国

内
に
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
す
る
と
き
に
限
る
。
）

二
　
加
入
す
る
認
定
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
事
業
者
協
会
の
名
称

三
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
の
業
務
の
一
部
を
第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
委
託
に
係
る
業
務
の
内
容
並
び
に
そ
の
委
託
先
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
所
在
地

四
　
他
に
業
務
を
営
む
と
き
は
、
そ
の
業
務
の
種
類

２
　
前
項
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
銀
行
等
（
銀
行
、
農
業
協
同
組
合
法
第
十
条
第
一
項
第
三
号
の
事
業
を
行
う
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
漁
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
水
産
加
工

業
協
同
組
合
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
、
信
用
協
同
組
合
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
事
業
を
行
う
協
同
組
合
連
合
会
、
信
用
金
庫
、
信
用
金
庫
連
合
会
、
労
働
金
庫
、
労
働
金
庫
連
合
会
、

農
林
中
央
金
庫
並
び
に
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
を
い
う
。
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
十
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
十
八
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
登
録
申
請
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
登
録
申
請
書
（
法
第

九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
三
第
一
項
の
登
録
申
請
書
を
い
う
。
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
十
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
の
業
務
の
内
容
及
び
方
法
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
十
九
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
三
第
二
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
に
係
る
行
為
の
う
ち
、
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
を
行
う
か
の
別
（
同
項
各
号
に
掲
げ

る
行
為
（
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
も
行
う
場
合
は
、
そ
の
旨
）

二
　
取
り
扱
う
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
の
業
務
の
概
要

三
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
の
業
務
の
実
施
体
制

２
　
前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
実
施
体
制
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
に
関
し
て
取
得
し
た
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
及
び
安
全
管
理
の
た
め
の
体
制

二
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
の
業
務
（
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
の
み
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
に
関
し
て
取
得
し
た
利
用
者
に
関
す
る
情
報

の
適
正
な
取
扱
い
及
び
安
全
管
理
に
係
る
業
務
に
限
る
。
）
を
第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
業
務
の
的
確
な
遂
行
の
た
め
の
体
制

三
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
を
管
理
す
る
責
任
者
の
氏
名
及
び
役
職
名

（
登
録
申
請
書
の
そ
の
他
の
添
付
書
類
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
十
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
三
第
二
項
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
に
つ
い

て
は
、
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
登
録
申
請
者
が
銀
行
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
　
登
録
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
役
員
（
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
役
員
を
い
い
、
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）

ロ
　
役
員
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ハ
　
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
登
録
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

ニ
　
役
員
が
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
五
第
一
項
第
二
号
ロ
（
１
）
か
ら
（
６
）
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面

ホ
　
登
録
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
（
登
録
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
当
該
法
人
の
設
立
の
時
に
お
け
る
貸
借
対
照

表
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
）

ヘ
　
登
録
申
請
者
が
会
計
監
査
人
設
置
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
登
録
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
会
社
法
第
三
百
九
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

二
　
登
録
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
登
録
申
請
者
の
履
歴
書

ロ
　
登
録
申
請
者
（
当
該
登
録
申
請
者
が
外
国
に
住
所
を
有
す
る
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
本
に
お
け
る
代
理
人
を
含
む
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
当
該
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
代
理
人
の

登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

70



ハ
　
登
録
申
請
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
登
録
申
請
者
の
氏
名
に
併
せ
て
登
録
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
登
録
申
請
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前

の
氏
名
を
証
す
る
書
面

ニ
　
登
録
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
係
る
別
紙
様
式
第
十
五
号
に
よ
り
作
成
し
た
財
産
に
関
す
る
調
書

（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
登
録
簿
の
縦
覧
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
十
一
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
そ
の
登
録
を
し
た
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
係
る
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
登
録
簿
を
農
林
水
産
省
及
び
金
融
庁
に
備
え
置
き
、

公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
財
産
的
基
礎
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
十
二
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
五
第
一
項
第
一
号
イ
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
純
資
産
額
（
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
十
第
一

号
ホ
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
又
は
同
条
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
財
産
に
関
す
る
調
書
に
計
上
さ
れ
た
資
産
の
合
計
額
か
ら
負
債
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
）
が
負
の
値
で
な
い
こ
と
と
す

る
。

（
心
身
の
故
障
の
た
め
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
に
係
る
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
等
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
十
二
の
二
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
五
第
一
項
第
二
号
ロ
（
１
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
の
た
め
農
林
中
央

金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
に
係
る
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

２
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
五
第
一
項
第
三
号
ロ
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
を
適
正
に
行
う
に

当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
に
係
る
変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
場
合
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
十
三
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
六
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
増
改
築
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更
を
し
た
場
合
（
変
更
前
の
所
在
地
に
復
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
限
る
。
）

二
　
前
号
に
規
定
す
る
所
在
地
の
変
更
に
係
る
営
業
所
又
は
事
務
所
を
変
更
前
の
所
在
地
に
復
し
た
場
合

三
　
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
十
八
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
場
合

（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
に
係
る
変
更
の
届
出
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
十
四
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
別
表
第
三
の
上
欄
に

掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
及
び
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
添
付
書
類
を
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
変
更
の
内
容
及
び

変
更
年
月
日
を
記
載
し
た
届
出
書
に
理
由
書
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
十
八
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
に
規

定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
の
廃
業
等
の
届
出
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
十
五
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
、
農
林
水
産
大

臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

二
　
登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

三
　
届
出
事
由

四
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
七
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日

五
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
そ
の
理
由

六
　
会
社
分
割
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
の
全
部
の
承
継
を
さ
せ
た
と
き
又
は
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
の
全
部
の
譲
渡
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
業
務
の
承
継
又
は
譲
渡
の
方
法
及
び
そ
の
承
継
先
又
は

譲
渡
先

（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
利
用
者
に
対
す
る
説
明
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
十
六
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
八
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
、
利
用
者
と
の
間

で
継
続
的
に
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
直
前
に
当
該
利
用
者
と
の
間
で
当
該
行
為
を
行
っ
た
時
以
後
に
法
第
九
十

五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
な
い
と
き
と
す
る
。

２
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
と
き
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
閲
覧
に
供
す
る

方
法
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
利
用
者
に
対
し
、
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
再
委
託
者
（
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
再
委
託
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
委
託
を
受
け
て
、
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
各

号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
再
委
託
者
又
は
農
林
中
央
金
庫
を
介
し
て
当
該
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
八
第
一
項
第
五
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
登
録
番
号
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二
　
利
用
者
が
支
払
う
べ
き
手
数
料
、
報
酬
若
し
く
は
費
用
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法

三
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
同
号
に
規
定
す
る
指
図
に
係
る
為
替
取
引
の
額
の
上
限
を
設
定
し
て
い
る
場
合

に
は
、
そ
の
額

四
　
利
用
者
と
の
間
で
継
続
的
に
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
契
約
期
間
及
び
そ
の
中
途
で
の
解
約
時
の
取
扱
い
（
手
数

料
、
報
酬
又
は
費
用
の
計
算
方
法
を
含
む
。
）

五
　
利
用
者
か
ら
当
該
利
用
者
に
係
る
識
別
符
号
等
を
取
得
し
て
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
旨

六
　
そ
の
他
当
該
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
営
む
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
に
関
し
参
考
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項

（
農
林
中
央
金
庫
が
営
む
業
務
と
の
誤
認
を
防
止
す
る
た
め
の
情
報
の
利
用
者
へ
の
提
供
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
十
七
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
の
利
用
者
と
の
間
で
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
に
規

定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
当
該
利
用
者
が
使
用
す
る
電
子
機
器
の
映
像
面
に
表
示
さ
せ
る
方
法
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
農
林
中
央

金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
業
務
を
農
林
中
央
金
庫
が
行
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
の
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
再
委
託
者
の
委
託
を
受
け
て
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為

（
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
再
委
託
者
又
は
農
林
中
央
金
庫
を
介
し
て
当
該
説
明
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
為
替
取
引
の
結
果
の
通
知
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
十
八
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
当
該
行
為
を
委
託
し
た
預
金
者
に
対
し
、
当
該
行
為
に
基
づ
き
農
林
中
央
金
庫
が
行
っ
た
預
金
者
が
農
林
中
央
金
庫
に
開
設
し
て
い
る
預
金
の
口
座
に
係
る
資
金
を
移
動
さ
せ
る
為
替
取
引
の
結
果
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
当
該
通
知
を
、
農
林
中
央
金
庫
又
は
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
再
委
託
者
（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
再
委
託
者
に
あ
っ
て
は
、
農
林
中
央
金
庫

電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
再
委
託
者
の
委
託
を
受
け
て
、
同
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
を
介
し
て
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
管
理
措
置
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
十
九
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
そ
の
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
管
理
を
十
分
に
行
う
た
め
の
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
個
人
利
用
者
情
報
の
安
全
管
理
措
置
等
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
十
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
の
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
安
全
管
理
、
従
業
者
の
監
督
及
び
当
該
情
報
の
取
扱
い
を

委
託
す
る
場
合
に
は
そ
の
委
託
先
の
監
督
に
つ
い
て
、
当
該
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
個
人
利
用
者
情
報
の
漏
え
い
等
の
報
告
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
十
の
二
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
の
利
用
者
に
関
す
る
情
報
（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
第
三
項

に
規
定
す
る
個
人
デ
ー
タ
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
漏
え
い
、
滅
失
若
し
く
は
毀
損
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
事
態
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
事
態
が
生
じ
た
旨
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
速
や

か
に
報
告
す
る
こ
と
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
利
用
者
に
関
す
る
特
別
の
非
公
開
情
報
の
取
扱
い
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
十
一
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
の
利
用
者
に
関
す
る
人
種
、
信
条
、
門
地
、
本
籍
地
、
保
健
医
療
又
は
犯
罪
経
歴
に

つ
い
て
の
情
報
そ
の
他
の
特
別
の
非
公
開
情
報
（
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
公
表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
を
い
う
。
）
を
取
り
扱
う
と
き
は
、
適
切
な
業
務
の
運
営
の
確
保
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し

な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
託
業
務
の
的
確
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
十
二
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
そ
の
業
務
（
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
の
み
を
行
う
場
合
に
は
、
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
に
関
し
て
取
得

し
た
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
及
び
安
全
管
理
に
係
る
業
務
に
限
る
。
）
を
第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
に
は
、
当
該
業
務
の
内
容
に
応
じ
、
当
該
業
務
の
的
確
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
に
関
す
る
帳
簿
書
類
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
十
三
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
十
二
の
規
定
に
よ
り
、
総
勘
定
元
帳
を
作
成
し
、
そ
の
作
成

の
日
か
ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
に
関
す
る
報
告
書
の
様
式
等
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
十
四
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
十
三
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
に
関
す
る
報
告
書
は
、
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済

等
代
行
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
別
紙
様
式
第
十
六
号
に
よ
り
、
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
別
紙
様
式
第
十
七
号
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
作
成
し
、
法
人
に
あ
っ
て
は
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に

代
わ
る
書
面
を
、
個
人
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
十
八
号
に
よ
り
作
成
し
た
財
産
に
関
す
る
調
書
及
び
収
支
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
を
、
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
て
、
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
農
林
水

産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
提
出
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
の
延
期
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得

な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
公
告
の
方
法
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
十
五
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
事
業
者
協
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
情
報
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
十
六
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
二
十
四
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

一
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
な
い
で
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営
ん
で
い
る
者
（
法
第
九
十
五
条
の
五
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
電
子
決
済
等
代
行
業
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）

を
知
っ
た
と
き
は
、
当
該
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
電
話
番
号
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
商
号
又
は
名
称
、
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
、
電
話
番
号
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
そ
の
他
の
当
該
者
に
関
す
る
情
報
並
び
に
当
該
者
が
営

む
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
の
業
務
に
関
す
る
情
報

二
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
前
に
、
農
林
中
央
金
庫
と
の
間
で
、
法
第
九
十
五
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
契
約
を
締
結
せ

ず
に
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営
ん
で
い
る
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
を
知
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
関
す
る
前
号
に
掲
げ
る
情
報

三
　
そ
の
他
利
用
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
認
定
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
事
業
者
協
会
が
必
要
と
認
め
る
情
報

（
認
定
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
事
業
者
協
会
へ
の
情
報
提
供
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
十
七
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
二
十
九
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

一
　
法
の
解
釈
に
関
す
る
情
報

二
　
法
に
基
づ
く
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
の
命
令
又
は
質
問
若
し
く
は
立
入
検
査
の
結
果
及
び
そ
の
内
容
に
関
す
る
情
報

三
　
法
若
し
く
は
法
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
の
内
容
に
関
す
る
情
報

四
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
業
務
又
は
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
に
関
す
る
利
用
者
か
ら
の
苦
情
の
内
容
及
び
処
理
内
容
に
関
す
る
情
報

五
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
業
務
及
び
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
に
関
す
る
統
計
情
報
並
び
に
そ
の
基
礎
と
な
る
情
報

六
　
そ
の
他
認
定
業
務
を
適
正
に
行
う
た
め
に
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
る
情
報

（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
届
出
等
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
十
八
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
三
条
第
六
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

銀
行
等
で
な
い
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
っ
て
い
る
と
き
に
限
る
。

一
　
定
款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
定
め
を
変
更
し
た
場
合

二
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
契
約
の
内
容
を
変
更
し
た
場
合

三
　
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
十
八
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
場
合

２
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事

項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
を
開
始
し
た
と
き
の
届
出
を
除
く
。
）
は
、
半
期
ご
と
に
一
括
し
て
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営
む
外
国
法
人
又
は
外
国
に
住
所
を
有
す
る
個
人
等
に
係
る
特
例
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
十
九
　
法
（
第
九
章
の
三
に
限
る
。
）
又
は
こ
の
命
令
の
規
定
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営
む
外
国
法
人
又
は
外
国
に
住
所
を
有
す
る
個
人
（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営

も
う
と
す
る
外
国
法
人
又
は
外
国
に
住
所
を
有
す
る
個
人
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
者
が
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
書
類
で
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
日
本
語
を
も
っ
て
記
載
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
英
語
で
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営
む
外
国
法
人
又
は
外
国
に
住
所
を
有
す
る
個
人
は
、
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
又
は
こ
の
命

令
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
申
請
書
若
し
く
は
届
出
書
に
添
付
す
る
書
類
（
次
項
に
お
い
て
「
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
に
代
え
て
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営
む
外
国
法
人
又
は
外
国
に
住
所
を
有
す
る
個
人
が
そ
の
本
国
の
法
令
又
は
慣
行
そ
の
他
の
正
当
な
事
由
に
よ
り
添
付
書
類
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
の
い
ず
れ
も
農
林
水
産
大
臣
及
び
金

融
庁
長
官
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
は
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
心
身
の
故
障
の
た
め
紛
争
解
決
等
業
務
に
係
る
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
百
四
十
七
条
の
十
七
　
法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
第
四
号
イ
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
の
た
め
紛
争
解
決
等
業
務
に
係
る
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を

適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
に
対
す
る
意
見
聴
取
等
）

第
百
四
十
七
条
の
十
七
の
二
　
法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
中
央
金
庫
に
対
し
、
業
務
規
程
（
同
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
業
務
規
程
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
及
び
第
百
四
十
七
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
容
を
説
明
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
異
議
が
な
い
か
ど
う
か
の
意
見
（
異
議
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
含
む
。
）
を
聴
取
す
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
説
明
会
を
開
催
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
説
明
会
を
開
催
す
る
日
時
及
び
場
所
は
、
農
林
中
央
金
庫
の
参
集
の
便
を
考
慮
し
て
定
め
る
こ
と
。
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二
　
当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
中
央
金
庫
に
対
し
、
説
明
会
の
開
催
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
及
び
業
務
規
程
（
第
四
項
、
次
条
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
九
第
二
項
に
お
い
て

「
業
務
規
程
等
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
、
又
は
送
付
す
る
こ
と
。

イ
　
当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

ロ
　
説
明
会
の
開
催
年
月
日
時
及
び
場
所

ハ
　
農
林
中
央
金
庫
は
当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
説
明
会
の
開
催
日
か
ら
一
定
の
期
間
内
に
意
見
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

三
　
前
号
ハ
の
一
定
の
期
間
が
、
二
週
間
を
下
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
法
第
九
十
五
条
の
六
第
三
項
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
す
べ
て
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
説
明
会
の
開
催
年
月
日
時
及
び
場
所

二
　
農
林
中
央
金
庫
の
説
明
会
へ
の
出
席
の
有
無

三
　
農
林
中
央
金
庫
の
意
見
書
の
提
出
の
有
無

四
　
提
出
を
受
け
た
意
見
書
に
お
け
る
異
議
の
記
載
の
有
無

五
　
提
出
を
受
け
た
意
見
書
に
法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
異
議
に
該
当
し
な
い
異
議
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
同
号
に
規
定
す
る
異
議
に
該
当
し
な
い
と
判
断
し
た
理
由

３
　
前
項
の
書
類
に
は
、
農
林
中
央
金
庫
か
ら
提
出
を
受
け
た
意
見
書
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
業
務
規
程
等
の
交
付
若
し
く
は
送
付
又
は
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
業
務
規
程
等
又
は
当
該
意
見
書
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
電
磁
的
方
法
を
も
っ
て
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

（
指
定
申
請
書
の
提
出
）

第
百
四
十
七
条
の
十
八
　
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
一
項
の
指
定
申
請
書
は
、
業
務
規
程
等
を
交
付
し
、
又
は
送
付
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
百
四
十
七
条
の
十
九
　
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
二
項
第
五
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
の
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
、
収
支
計
算
書
若
し
く
は
損
益
計
算
書
及
び
当
該
事
業
年
度
末
の
財
産
目
録
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
（
同
項
の
規
定
に

よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
三
項
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
人
を
い
う
。
第
百
四
十
七
条
の
二
十
五
第
三
項

第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
）

二
　
法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
後
に
お
け
る
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

２
　
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
二
項
第
六
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
第
百
四
十
七
条
の
十
七
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
に
対
し
て
交
付
し
、
又
は
送
付
し
た
業
務
規
程
等

二
　
農
林
中
央
金
庫
に
対
し
て
業
務
規
程
等
を
交
付
し
、
又
は
送
付
し
た
年
月
日
及
び
方
法
を
証
す
る
書
類

三
　
農
林
中
央
金
庫
に
対
し
て
業
務
規
程
等
を
送
付
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
到
達
の
有
無
及
び
到
達
に
係
る
事
実
と
し
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
事
項
を
証
す
る
書
類

イ
　
到
達
し
た
場
合
　
到
達
し
た
年
月
日

ロ
　
到
達
し
な
か
っ
た
場
合
　
通
常
の
送
付
方
法
に
よ
っ
て
到
達
し
な
か
っ
た
原
因

３
　
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
二
項
第
七
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
（
総
株
主
、
総
社
員
、
総
会
員
、
総
組
合
員
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
を
い
う
。
次
号
及
び
第
百
四
十
七
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
百
分
の
五
以
上
の
議
決
権
を
保
有
し
て
い
る

者
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

二
　
申
請
者
の
親
法
人
（
申
請
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。
）
及
び
子
法
人
（
申
請
者
が
総
株
主
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。
）

の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
事
業
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
、
第
百
四
十
七
条
の
二
十
二
及
び
第
百
四
十
七
条
の
二
十
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

四
　
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
一
項
の
指
定
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
役

員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

五
　
役
員
が
法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
第
四
号
ロ
に
該
当
し
な
い
旨
の
官
公
署
の
証
明
書
（
役
員
が
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
同
号
ロ
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面
）

六
　
役
員
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）

七
　
紛
争
解
決
委
員
（
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
紛
争
解
決
委
員
を
い
う
。
第
百
四
十
七
条
の
二
十
六
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
候
補
者
並
び

に
紛
争
解
決
等
業
務
（
法
第
九
十
五
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
紛
争
解
決
等
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
役
員
及
び
職
員
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
百
四
十
七
条
の
二
十
八
に
お
い
て
「
役
員

等
」
と
い
う
。
）
の
確
保
の
状
況
並
び
に
当
該
役
員
等
の
配
置
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

八
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
員
等
（
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
九
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
等
を
い
う
。
第
百
四
十
七
条
の
二
十
八
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
な
い
こ
と
を

当
該
役
員
等
が
誓
約
す
る
書
面

九
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類
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（
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
記
載
事
項
）

第
百
四
十
七
条
の
二
十
　
法
第
九
十
五
条
の
七
第
八
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
紛
争
解
決
等
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二
　
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の
営
業
所
又
は
事
務
所
が
紛
争
解
決
等
業
務
を
行
う
区
域
に
関
す
る
事
項

三
　
紛
争
解
決
等
業
務
を
行
う
職
員
の
監
督
体
制
に
関
す
る
事
項

四
　
苦
情
処
理
手
続
（
法
第
九
十
五
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
苦
情
処
理
手
続
を
い
う
。
第
百
四
十
七
条
の
二
十
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
紛
争
解
決
手
続
（
法
第
九
十
五
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
紛
争
解
決
手
続
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
委
託
に
関
す
る
事
項

五
　
そ
の
他
紛
争
解
決
等
業
務
に
関
し
必
要
な
事
項

（
手
続
実
施
基
本
契
約
の
内
容
）

第
百
四
十
七
条
の
二
十
一
　
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
七
第
二
項
第
十
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
指
定
紛
争
解
決
機
関
（
法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
第
八
号
に
規
定

す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
当
事
者
で
あ
る
加
入
農
林
中
央
金
庫
（
法
第
九
十
五
条
の
七
第
四
号
に
規
定
す
る
加
入
農
林
中
央
金
庫
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
顧
客
の
申
出
が
あ
る
と
き
は
、
紛
争
解
決

手
続
に
お
け
る
和
解
で
定
め
ら
れ
た
義
務
の
履
行
状
況
を
調
査
し
、
当
該
加
入
農
林
中
央
金
庫
に
対
し
て
、
そ
の
義
務
の
履
行
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

（
実
質
的
支
配
者
等
）

第
百
四
十
七
条
の
二
十
二
　
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
七
第
四
項
第
三
号
の
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
株
式
の
所
有
、
指
定
紛
争
解
決
機
関
に
対
す
る
融
資
そ
の
他
の
事
由
を
通
じ
て

指
定
紛
争
解
決
機
関
の
事
業
を
実
質
的
に
支
配
し
、
又
は
そ
の
事
業
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
事
業
上
の
関
係
に
照
ら
し
て
指
定
紛
争
解
決
機
関

の
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
こ
と
及
び
そ
の
事
業
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
と
す
る
。

一
　
特
定
の
者
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
当
該
特
定
の
者
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
特
定
の
者
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使

す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該
特
定
の
者
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ
て
、
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
を
占
め
て
い

る
場
合
（
当
該
特
定
の
者
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
特
定
の
者

二
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
役
員
又
は
役
員
で
あ
っ
た
者

三
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
役
員
の
三
親
等
以
内
の
親
族

四
　
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
代
表
者
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
の
代
表
者
又
は
管
理
人
を
含
む
。
次
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
者

五
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
役
員
の
三
分
の
一
以
上
が
役
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
又
は
役
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
っ
た
者

六
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
と
の
間
で
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者

七
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
資
金
調
達
額
（
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
額
の
三
分
の
一
以
上
に
つ
い
て
特
定
の
者
が
融
資
（
債
務
の
保
証

及
び
担
保
の
提
供
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
同
条
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
て
い
る
場
合
（
当
該
特
定
の
者
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
の
あ
る
者
が
行
う
融
資
の
額
を
合
わ
せ
て

資
金
調
達
額
の
総
額
の
三
分
の
一
以
上
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
特
定
の
者

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
者

九
　
特
定
の
者
が
前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
、
前
各
号
（
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
指
定
紛
争
解
決
機
関
に
対
す
る
関
係
と
同
様
の
関
係
を
有
す

る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
の
者

十
　
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
特
定
の
者
に
対
し
て
、
次
条
第
一
号
又
は
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
同
条
第
一
号
又
は
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
関
係
と

同
様
の
関
係
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
の
者

（
子
会
社
等
）

第
百
四
十
七
条
の
二
十
三
　
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
七
第
四
項
第
三
号
の
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
株
式
の
所
有
そ
の
他
の
事
由
を
通
じ
て
そ
の
事
業
を
実
質
的
に
支
配
す
る
関
係

に
あ
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
事
業
上
の
関
係
に
照
ら
し
て
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
の
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明

ら
か
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
と
す
る
。

一
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
指
定
紛
争
解
決
機
関
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
意
思
と
同
一
の
内

容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ
て
、
他
の
法
人
又
は
法
人
で
な
い
団
体
で

代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
人
等
」
と
い
う
。
）
の
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
を
占
め
て
い
る
場
合
（
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合

を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
等

二
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
役
員
若
し
く
は
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
使
用
人
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者

三
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
役
員
の
三
親
等
以
内
の
親
族

四
　
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
代
表
者
と
す
る
者

五
　
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
他
の
法
人
等
の
役
員
で
あ
る
者
の
三
分
の
一
以
上
を
占
め
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
等

六
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
特
定
の
者
と
の
間
に
当
該
特
定
の
者
の
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
の
者

七
　
特
定
の
者
の
資
金
調
達
額
の
総
額
の
三
分
の
一
以
上
に
つ
い
て
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
融
資
を
行
っ
て
い
る
場
合
（
指
定
紛
争
解
決
機
関
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
の
あ
る
者
が
行
う
融

資
の
額
を
合
わ
せ
て
資
金
調
達
額
の
総
額
の
三
分
の
一
以
上
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
特
定
の
者
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八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
特
定
の
者
の
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
の
者

九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
が
特
定
の
者
に
対
し
て
、
前
各
号
（
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
関
係
と
同
様
の
関
係
を
有
す

る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
の
者

（
苦
情
処
理
手
続
に
関
す
る
記
録
の
記
載
事
項
等
）

第
百
四
十
七
条
の
二
十
四
　
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
一
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
紛
争
解
決
機
関
は
、
そ
の
実
施
し
た
苦
情
処
理
手
続
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
記

録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
加
入
農
林
中
央
金
庫
の
顧
客
が
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
苦
情
（
農
林
中
央
金
庫
業
務
（
法
第
九
十
五
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
業
務
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
苦
情
を
い

う
。
次
条
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
解
決
の
申
立
て
を
し
た
年
月
日
及
び
そ
の
内
容

二
　
前
号
の
申
立
て
を
し
た
加
入
農
林
中
央
金
庫
の
顧
客
及
び
そ
の
代
理
人
の
氏
名
、
商
号
又
は
名
称

三
　
苦
情
処
理
手
続
の
実
施
の
経
緯

四
　
苦
情
処
理
手
続
の
結
果
（
苦
情
処
理
手
続
の
終
了
の
理
由
及
び
そ
の
年
月
日
を
含
む
。
）

２
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
記
録
を
、
そ
の
実
施
し
た
苦
情
処
理
手
続
が
終
了
し
た
日
か
ら
少
な
く
と
も
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
紛
争
解
決
委
員
の
利
害
関
係
等
）

第
百
四
十
七
条
の
二
十
五
　
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
同
条
第
一
項
の
申
立
て
に
係
る
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二

条
の
六
十
五
第
二
項
に
規
定
す
る
当
事
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
当
事
者
」
と
い
う
。
）
と
利
害
関
係
を
有
す
る
者
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
　
当
事
者
の
配
偶
者
又
は
配
偶
者
で
あ
っ
た
者

二
　
当
事
者
の
四
親
等
内
の
血
族
、
三
親
等
内
の
姻
族
若
し
く
は
同
居
の
親
族
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者

三
　
当
事
者
の
後
見
人
、
後
見
監
督
人
、
保
佐
人
、
保
佐
監
督
人
、
補
助
人
又
は
補
助
監
督
人

四
　
当
該
申
立
て
に
係
る
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
紛
争
（
農
林
中
央
金
庫
業
務
に
関
す
る
紛
争
で
当
事
者
が
和
解
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
当
事
者
の
代
理
人
若
し
く
は
補
佐
人
又

は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者

五
　
当
事
者
か
ら
役
務
の
提
供
に
よ
り
収
入
を
得
て
い
る
者
又
は
得
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者

２
　
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第
三
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
消
費
生
活
相
談
（
消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二

年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
三
条
第
三
項
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
消
費
生
活
相
談
を
い
う
。
）
に
応
ず
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
者
と
す
る
。

一
　
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
が
付
与
す
る
消
費
生
活
専
門
相
談
員
の
資
格

二
　
財
団
法
人
日
本
産
業
協
会
（
大
正
七
年
二
月
二
十
六
日
に
財
団
法
人
国
産
奨
励
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
が
付
与
す
る
消
費
生
活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
資
格

三
　
財
団
法
人
日
本
消
費
者
協
会
（
昭
和
三
十
六
年
九
月
五
日
に
財
団
法
人
日
本
消
費
者
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
が
付
与
す
る
消
費
生
活
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
資
格

３
　
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第
三
項
第
五
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
職
の
一
又
は
二
以
上
に
あ
っ
て
そ
の
年
数
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
者

イ
　
判
事

ロ
　
判
事
補

ハ
　
検
事

ニ
　
弁
護
士

ホ
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
の
学
部
、
専
攻
科
又
は
大
学
院
の
法
律
学
に
属
す
る
科
目
の
教
授
又
は
准
教
授

二
　
次
に
掲
げ
る
職
の
一
又
は
二
以
上
に
あ
っ
て
そ
の
年
数
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
者

イ
　
公
認
会
計
士

ロ
　
税
理
士

ハ
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
の
学
部
、
専
攻
科
又
は
大
学
院
の
経
済
学
又
は
商
学
に
属
す
る
科
目
の
教
授
又
は
准
教
授

三
　
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
苦
情
を
処
理
す
る
業
務
又
は
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
法
人
に
お
い
て
、
顧
客
の
保
護
を
図
る
た
め
必
要
な
調
査
、
指
導
、
勧
告
、
規
則
の
制
定
そ
の
他
の
業
務

に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
十
年
以
上
で
あ
る
者

四
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者

（
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
紛
争
の
当
事
者
で
あ
る
加
入
農
林
中
央
金
庫
の
顧
客
に
対
す
る
説
明
）

第
百
四
十
七
条
の
二
十
六
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
は
、
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第
八
項
の
説
明
を
す
る
に
当
た
り
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
紛
争
の
当
事
者
で
あ
る
加
入
農
林

中
央
金
庫
の
顧
客
か
ら
書
面
の
交
付
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
書
面
を
交
付
し
て
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第
八
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
紛
争
解
決
手
続
に
お
い
て
陳
述
さ
れ
る
意
見
若
し
く
は
提
出
さ
れ
、
若
し
く
は
提
示
さ
れ
る
資
料
に
含
ま
れ
、
又
は
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第
九
項
の
手
続
実
施
記
録

（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
手
続
実
施
記
録
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
紛
争
の
当
事
者
及
び
第
三
者
の
秘
密
の
取
扱
い
の
方
法

二
　
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
紛
争
の
当
事
者
が
紛
争
解
決
手
続
を
終
了
さ
せ
る
た
め
の
要
件
及
び
方
式
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三
　
紛
争
解
決
委
員
が
紛
争
解
決
手
続
に
よ
っ
て
は
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
紛
争
の
当
事
者
間
に
和
解
が
成
立
す
る
見
込
み
が
な
い
と
判
断
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
紛
争
解
決
手
続
を
終
了
し
、
そ
の
旨
を
当
該
農
林
中
央

金
庫
業
務
関
連
紛
争
の
当
事
者
に
通
知
す
る
こ
と
。

四
　
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
紛
争
の
当
事
者
間
に
和
解
が
成
立
し
た
場
合
に
作
成
さ
れ
る
書
面
の
有
無
及
び
書
面
が
作
成
さ
れ
る
場
合
に
は
作
成
者
、
通
数
そ
の
他
当
該
書
面
の
作
成
に
係
る
概
要

（
手
続
実
施
記
録
の
保
存
及
び
作
成
）

第
百
四
十
七
条
の
二
十
七
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
は
、
手
続
実
施
記
録
を
、
そ
の
実
施
し
た
紛
争
解
決
手
続
が
終
了
し
た
日
か
ら
少
な
く
と
も
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第
九
項
第
六
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
紛
争
解
決
手
続
の
申
立
て
の
内
容

二
　
紛
争
解
決
手
続
に
お
い
て
特
別
調
停
案
（
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
七
第
六
項
の
特
別
調
停
案
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
提
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該

特
別
調
停
案
の
内
容
及
び
そ
の
提
示
の
年
月
日

三
　
紛
争
解
決
手
続
の
結
果
が
和
解
の
成
立
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
和
解
の
内
容

（
届
出
事
項
）

第
百
四
十
七
条
の
二
十
八
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
は
、
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
九
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き

事
項
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
含
む
。
）
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
九
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
　
手
続
実
施
基
本
契
約
（
法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
手
続
実
施
基
本
契
約
を
い
う
。
第
三
号
及

び
次
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
締
結
し
、
又
は
終
了
し
た
年
月
日

二
　
次
項
第
六
号
に
掲
げ
る
場
合
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
役
員
等
と
な
っ
た
者
が
暴
力
団
員
等
で
な
い
こ
と
の
当
該
役
員
等
と
な
っ
た
者
に
よ
る
誓
約

三
　
次
項
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
　
農
林
中
央
金
庫
が
手
続
実
施
基
本
契
約
に
係
る
債
務
そ
の
他
の
紛
争
解
決
等
業
務
の
実
施
に
関
す
る
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
確
実
で
な
い
と
見
込
ま
れ
る
理
由

四
　
次
項
第
八
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
行
為
が
発
生
し
た
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称

ロ
　
行
為
を
し
た
役
員
等
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
及
び
役
職
名

ハ
　
行
為
の
概
要

ニ
　
改
善
策

２
　
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
九
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
と
す
る
。

一
　
定
款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
定
め
を
変
更
し
た
と
き
。

二
　
親
法
人
（
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
子
法
人
（
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
総
株
主
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
て

い
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
商
号
若
し
く
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
所
在
地
又
は
事
業
の
内
容
を
変
更
し
た
と
き
。

三
　
親
法
人
が
親
法
人
で
な
く
な
っ
た
と
き
。

四
　
子
法
人
が
子
法
人
で
な
く
な
っ
た
と
き
、
又
は
子
法
人
の
議
決
権
を
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
た
と
き
。

五
　
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
を
超
え
る
議
決
権
が
一
の
者
に
よ
り
取
得
さ
れ
、
又
は
保
有
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

六
　
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
一
項
の
指
定
申
請
書
を
提
出
後
、
新
た
に
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
役
員
等
と
な
っ
た
者
が
い
る
と
き
。

七
　
農
林
中
央
金
庫
か
ら
手
続
実
施
基
本
契
約
の
締
結
の
申
込
み
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
申
込
み
を
拒
否
し
た
と
き
。

八
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
又
は
そ
の
業
務
の
委
託
先
の
役
員
等
が
紛
争
解
決
等
業
務
（
業
務
の
委
託
先
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
委
託
す
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
遂
行
す
る
に
際
し
て
法
令
又
は
当
該
指

定
紛
争
解
決
機
関
の
業
務
規
程
に
反
す
る
行
為
が
発
生
し
た
事
実
を
知
っ
た
と
き
。

九
　
加
入
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
役
員
等
が
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
業
務
規
程
に
反
す
る
行
為
を
行
っ
た
事
実
を
知
っ
た
と
き
。

３
　
前
項
第
八
号
又
は
第
九
号
に
該
当
す
る
と
き
の
届
出
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
事
実
を
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
知
っ
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
紛
争
解
決
等
業
務
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
）

第
百
四
十
七
条
の
二
十
九
　
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
八
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
作
成
す
べ
き
紛
争
解
決
等
業
務
に
関
す
る
報
告
書
は
、
別
紙
様
式
第
十
九
号

に
よ
り
作
成
し
、
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
報
告
書
に
は
、

終
事
業
年
度
に
係
る
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
計
算
書
若
し
く
は
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
同
項
の
報
告
書
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
提

出
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
の
延
期
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ

る
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
休
日
の
届
出
）

第
百
四
十
八
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
次
に
掲
げ
る
日
を
休
日
と
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
事
務
所
等
の
設
置
場
所
の
特
殊
事
情
に
よ
り
当
該
事
務
所
等
の
休
日
と
す
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
日
を
当
該
事
務
所
等
の
休
日
と
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
理
由
書
並
び
に
次
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
及
び
閲
覧
に
供
す
る
措
置
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し
て
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
日
曜
日
及
び
土
曜
日

二
　
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日

三
　
十
二
月
三
十
一
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日
（
前
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く
。
）

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
日
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
日

イ
　
農
林
中
央
金
庫
の
事
務
所
等
の
所
在
地
に
お
け
る
一
般
の
休
日
に
当
た
る
日
で
当
該
事
務
所
等
の
休
日
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
告
示
し
た
日

ロ
　
農
林
中
央
金
庫
が
そ
の
事
務
所
等
を
設
置
す
る
際
に
、
当
該
事
務
所
等
の
休
日
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
届
出
を
し
た
日

２
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
前
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
又
は
同
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
日
を
そ
の
事
務
所
等
の
休
日
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
事
務
所
等
の
店
頭
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
農
林
中
央
金
庫
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
臨
時
休
業
等
の
届
出
）

第
百
四
十
九
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
天
災
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
そ
の
事
務
所
等
に
お
い
て
臨
時
に
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
す
る
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
、
理
由
書
、
店
頭
に
お
け
る
業
務
休
止
の

旨
の
掲
示
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
に
供
す
る
措
置
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
公
告
し
、
か
つ
、
当

該
事
務
所
等
の
店
頭
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
農
林
中
央
金
庫
が
臨
時
に
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
た
事
務
所
等
に
お
い
て
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
再
開
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
九
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
の
方
法
と
し
て
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
を
定
め
て
い
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
四
項
の
期
間
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
掲

示
の
内
容
を
農
林
中
央
金
庫
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
　
法
第
八
十
五
条
又
は
第
八
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合

二
　
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
の
休
日
に
、
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
営
む
農
林
中
央
金
庫
の
事
務
所
等
に
お
い
て
、
当
該
休
日
に
お
け
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
す
る
場
合

三
　
農
林
中
央
金
庫
の
無
人
の
事
務
所
等
に
お
い
て
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
す
る
場
合

四
　
休
止
の
期
間
が
一
事
業
日
以
内
で
、
業
務
が
速
や
か
に
再
開
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
に
見
込
ま
れ
る
場
合

五
　
台
風
、
地
震
そ
の
他
の
異
常
な
気
象
、
海
象
又
は
地
象
に
よ
り
事
務
所
等
に
お
い
て
そ
の
業
務
を
営
む
こ
と
が
当
該
事
務
所
等
の
役
員
、
職
員
又
は
利
用
者
の
生
命
又
は
身
体
に
重
大
な
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
に
よ
り
当
該
事
務
所
等
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
す
る
場
合

六
　
外
国
に
所
在
す
る
農
林
中
央
金
庫
又
は
業
務
受
託
者
の
当
該
業
務
を
営
む
事
務
所
等
に
お
い
て
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
す
る
場
合

４
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
掲
示
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
掲
示
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
継
続
し
て
事
務
所
等
の
店
頭
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
掲
示

に
つ
い
て
は
、
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
再
開
に
関
す
る
情
報
が
既
に
当
該
事
務
所
等
の
利
用
者
に
広
範
に
提
供
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
掲
示
　
農
林
中
央
金
庫
が
臨
時
に
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
た
事
務
所
等
に
お
い
て
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
再
開
す
る
日

二
　
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
掲
示
　
農
林
中
央
金
庫
が
臨
時
に
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
た
事
務
所
等
に
お
い
て
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
再
開
し
た
日
後
一
月
を
経
過
す
る
日

５
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
に
供
す
る
措
置
は
、
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
　
第
三
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

二
　
農
林
中
央
金
庫
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
べ
き
内
容
で
あ
る
情
報
を
提
供
す
る
場
合

６
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
店
頭
の
掲
示
は
、
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
の
無
人
の
事
務
所
等
に
お
い
て
臨
時
に
そ
の
業
務
の
一
部
を
休
止
す
る
場
合

二
　
第
三
項
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
場
合

（
届
出
事
項
）

第
百
五
十
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る
事
務
所
以
外
の
事
務
所
等
（
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
施
設
又
は
設
備
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
、
移
転
、
又
は
廃
止
を
し
た
場
合
（
第
二
十
六
号
に
該
当
す
る

場
合
を
除
く
。
）

二
　
削
除

三
　
農
林
中
央
金
庫
の
役
員
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
役
員
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

三
の
二
　
農
林
中
央
金
庫
の
役
員
の
選
任
又
は
退
任
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
号
の
四
に
お
い
て
「
選
退
任
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
場
合
（
役
員
の
選
退
任
の
前
に
、
役
員
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又
は
役
員
が
退
任
し
よ
う
と
す

る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三
の
三
　
会
計
監
査
人
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
会
計
監
査
人
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

三
の
四
　
会
計
監
査
人
の
選
退
任
が
あ
っ
た
場
合
（
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
再
任
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
会
計
監
査
人
の
選
退
任
の
前
に
、
会
計
監
査
人
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又
は
会

計
監
査
人
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

四
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
書
類
を
通
常
総
会
に
提
出
し
た
場
合

五
　
預
金
の
利
子
（
奨
励
金
そ
の
他
金
利
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
を
決
定
し
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合

六
及
び
七
　
削
除
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八
　
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
五
十
六
条
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
の
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
際
に
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
会
社
の
資
産
、
負

債
、
収
益
及
び
費
用
の
う
ち
当
該
会
社
に
投
資
し
て
い
る
農
林
中
央
金
庫
及
び
連
結
子
法
人
等
（
農
林
中
央
金
庫
の
子
法
人
等
で
あ
っ
て
連
結
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
三
十
六
号
及
び
第
三
十
七
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
帰
属
す
る
部
分
を
連
結
の
範
囲
に
含
め
る
方
法
を
用
い
よ
う
と
す
る
場
合

九
　
前
号
に
規
定
す
る
方
法
の
使
用
を
中
断
し
よ
う
と
す
る
場
合

十
　
第
五
十
九
条
に
規
定
す
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
子
会
社
及
び
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
又
は
事
業
再
生
会
社
（
農
林
中
央
金
庫
の
子
会
社
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
子
法
人
等
又
は
関
連
法
人
等
を
除
く
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
特
殊
関
係
者
」
と
い
う
。
）
を
新
た
に
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
（
新
た
に
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
特
殊
関
係
者
が
法
第
七
十
二
条
第
四
項
の
認
可
を
受
け
て
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て

そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
新
た
に
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

十
一
　
そ
の
特
殊
関
係
者
が
、
特
殊
関
係
者
で
な
く
な
っ
た
場
合

十
二
　
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
よ
う
と
す
る
場
合

十
三
　
第
六
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
取
引
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
取
引
」
と
い
う
。
）
と
し
て
経
理
し
よ
う
と
す
る
取
引
の
種
類
そ
の
他
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
書
面
に
係
る
事
項
を
変
更
し
、
又
は
特
定
取
引
勘
定
を

廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
軽
微
な
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。
）

十
四
　
農
林
中
央
金
庫
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得
又
は
第
九
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
他
の
会
社
を
子
会
社
（
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
に
あ
っ
て
は
、
農
林
中
央
金
庫
又

は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
会
社
。
第
十
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
た
場
合
（
法
第
七
十
二
条
第
十
九
項
第
一
号
の
規
定
又
は
第
十
六
号
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
場
合
を
除
く
。
）

十
五
　
法
第
七
十
二
条
第
四
項
の
認
可
を
受
け
て
農
林
中
央
金
庫
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
又
は
同
項
の
認
可
を
受
け
て
農
林
中
央
金
庫
が

子
会
社
と
し
て
い
る
外
国
の
業
務
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し
た
場
合
（
第
十
号
及
び
前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

十
六
　
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
（
法
第
七
十
二
条
第
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
例
持
株
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
四
項
又
は
同
条
第
十
一
項
の
認
可
を
受
け
て
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
を
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
場
合
及
び
同
条
第
十
九
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

十
七
　
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合
（
法
第
七
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
及
び
第
十
四
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

十
八
　
そ
の
子
会
社
（
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
又
は
事
業
再
生
会
社
の
子
会
社
を
除
く
。
）
が
、
名
称
、
本
店
若
し
く
は
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
位
置
の
変
更
（
変
更
前
の
位
置
に
復
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
を

除
く
。
）
、
合
併
又
は
業
務
の
全
部
の
廃
止
を
行
っ
た
場
合
（
法
第
七
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
及
び
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

十
九
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な
っ
た
場
合

二
十
　
法
第
七
十
二
条
第
十
四
項
の
承
認
を
受
け
た
事
項
を
実
行
し
た
場
合
（
同
条
第
十
九
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

二
十
一
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
、
他
の
会
社
（
外
国
の
会
社
、
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
、
事
業
再
生
会
社
、
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
及
び
特
例
事
業
再
生
会
社
を
除
く
。
）
の
議
決
権
を
合
算
し
て
、
そ
の
基
準

議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
（
当
該
他
の
会
社
が
農
林
中
央
金
庫
の
子
会
社
又
は
特
殊
関
係
者
と
な
っ
た
場
合
を
除
く
。
）

二
十
二
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
国
内
の
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
、
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合

二
十
三
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
有
す
る
子
会
社
対
象
会
社
（
農
林
中
央
金
庫
の
子
会
社
及
び
外
国
の
会
社
を
除
く
。
）
又
は
農
林
中
央
金
庫
の
特
殊
関
係
者
（
子
会

社
対
象
会
社
に
限
る
。
）
が
当
該
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
認
可
対
象
会
社
に
該
当
す
る
会
社
と
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合

二
十
四
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
認
可
対
象
会
社
（
農
林
中
央
金
庫
の
子
会
社
及
び
外
国
の
会
社
を
除
く
。
）
又
は
農
林
中
央
金
庫
の
特
殊
関
係
者
（
認
可

対
象
会
社
に
限
る
。
）
が
当
該
認
可
対
象
会
社
に
該
当
し
な
い
会
社
と
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合
（
前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

二
十
五
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
会
社
（
農
林
中
央
金
庫
の
子
会
社
及
び
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
を
除
く

。
）
又
は
農
林
中
央
金
庫
の
特
殊
関
係
者
（
同
号
に
掲
げ
る
会
社
（
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
が
他
業
業
務
高
度
化
等
会
社
と
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合

二
十
六
　
外
国
に
お
い
て
主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る
事
務
所
以
外
の
事
務
所
等
の
設
置
、
移
転
、
若
し
く
は
廃
止
又
は
当
該
事
務
所
等
に
お
い
て
取
り
扱
う
業
務
の
範
囲
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合

二
十
七
　
農
林
中
央
金
庫
の
職
員
が
常
駐
す
る
施
設
で
あ
っ
て
外
国
に
所
在
す
る
も
の
（
事
務
所
等
を
除
く
。
）
の
設
置
、
移
転
、
又
は
廃
止
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

二
十
八
　
外
国
に
お
い
て
行
う
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
所
属
外
国
銀
行
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

イ
　
資
本
金
又
は
出
資
の
額
を
変
更
し
た
場
合

ロ
　
商
号
若
し
く
は
名
称
又
は
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
場
合

ハ
　
合
併
を
し
、
会
社
分
割
に
よ
り
事
業
を
承
継
さ
せ
、
若
し
く
は
承
継
し
、
又
は
事
業
の
全
部
若
し
く
は
重
要
な
一
部
の
譲
渡
若
し
く
は
譲
受
け
を
し
た
場
合

ニ
　
解
散
（
合
併
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
し
、
又
は
銀
行
業
の
廃
止
を
し
た
場
合

ホ
　
銀
行
業
に
係
る
免
許
（
当
該
免
許
に
類
す
る
許
可
、
登
録
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
含
む
。
）
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合

ヘ
　
破
産
手
続
開
始
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合

二
十
九
　
劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
（
金
融
機
能
の
早
期
健
全
化
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
よ
る
借
入
れ
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

三
十
　
劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
に
係
る
債
務
に
つ
い
て
期
限
前
弁
済
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
期
限
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
弁
済
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
含
む
。
）

三
十
一
　
農
林
中
央
金
庫
、
そ
の
子
会
社
又
は
業
務
受
託
者
（
第
三
項
に
お
い
て
「
農
林
中
央
金
庫
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
不
祥
事
件
（
業
務
受
託
者
に
あ
っ
て
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
委
託
す
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

が
発
生
し
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合

三
十
二
　
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
、
又
は
再
生
計
画
認
可
の
決
定
が
確
定
し
、
若
し
く
は
再
生
計
画
が
そ
の
効
力
を
失
っ
た
場
合
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三
十
三
　
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
対
し
抗
告
し
、
又
は
抗
告
に
対
し
裁
判
所
の
決
定
を
受
け
た
場
合

三
十
四
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
委
託
す
る
旨
の
契
約
を
締
結
し
、
当
該
契
約
を
変
更
し
、
又
は
当
該
契
約
を
終
了
し
た
場
合
（
委
託
し
た
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
再
委
託
す
る
こ
と
に
つ
い
て
許
諾
を
行
っ
た
場
合
を
含
む
。
）

三
十
五
　
法
第
五
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
契
約
の
締
結
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を
委
託
す
る
旨
の
契
約
を
締
結
し
、
当
該
契
約
を
変
更
し
、
又
は
当
該
契
約
を
終
了
し
た
場
合

三
十
六
　
専
ら
農
林
中
央
金
庫
の
自
己
資
本
の
充
実
に
資
す
る
資
金
の
調
達
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
資
本
調
達
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
連
結
子
法
人
等
が
農
林
中
央
金
庫
以
外
の
者
か

ら
資
本
調
達
を
行
お
う
と
す
る
場
合

三
十
七
　
前
号
の
連
結
子
法
人
等
が
資
本
調
達
に
係
る
期
限
前
弁
済
又
は
期
限
前
償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
期
限
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
弁
済
又
は
償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
含
む
。
）

２
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
書
面
）
を
添

付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る
事
務
所
以
外
の
事
務
所
等
の
設
置
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
　
理
由
書
、
取
り
扱
う
業
務
の
範
囲
を
記
載
し
た
書
面
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

二
　
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
報
告
及
び
附
属
明
細
書

三
　
前
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
特
定
取
引
と
し
て
経
理
し
よ
う
と
す
る
取
引
の
種
類
及
び
当
該
取
引
を
行
う
部
署
の
名
称
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
時
価
等
の
算
定
（
特
定
取
引
に
係
る
利
益
若
し
く
は
損
失
又
は
当
該
取
引
の
対
象
と
な
る
財
産
の
価
格
を
算
定
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
う
部
署
の
名
称
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　
特
定
取
引
及
び
そ
の
対
象
と
な
る
財
産
と
そ
の
他
の
取
引
及
び
財
産
と
の
区
別
に
関
す
る
経
理
の
方
針
（
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
る
前
に
行
っ
た
取
引
及
び
そ
の
対
象
と
な
る
財
産
に
つ
い
て
の
区
別
に
関
す
る
経
理
の
方
針

を
含
む
。
）
を
記
載
し
た
書
面

ニ
　
内
部
取
引
（
農
林
中
央
金
庫
の
内
部
に
お
い
て
特
定
取
引
勘
定
と
そ
の
他
の
勘
定
と
の
間
で
行
う
第
六
十
五
条
第
二
項
第
五
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
（
当
該
取
引
に
類
似
し
、
又
は
密
接
に
関
連
す
る
取
引
と

し
て
同
項
第
十
八
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
取
引
と
さ
れ
る
取
引
を
含
む
。
）
を
い
う
。
）
を
行
う
場
合
（
当
該
取
引
を
解
約
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

３
　
第
一
項
第
三
十
一
号
に
規
定
す
る
不
祥
事
件
と
は
、
農
林
中
央
金
庫
等
又
は
そ
の
従
業
者
（
農
林
中
央
金
庫
等
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
業
務
を
執
行
す
る
者
を
含
む
。
）
又
は
職
員
）

が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
い
う
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
の
業
務
を
遂
行
す
る
に
際
し
て
の
詐
欺
、
横
領
、
背
任
そ
の
他
の
犯
罪
行
為

二
　
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
又
は
預
金
等
に
係
る
不
当
契
約
の
取
締
に
関
す
る
法
律
に
違
反
す
る
行
為

三
　
法
第
五
十
九
条
の
二
、
法
第
五
十
九
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
各
号
、
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
又
は
法
第
九
十
五
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
八
条
各
号
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

四
　
現
金
、
手
形
、
小
切
手
又
は
有
価
証
券
そ
の
他
有
価
物
の
紛
失
（
盗
難
に
遭
う
こ
と
及
び
過
不
足
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
農
林
中
央
金
庫
の
業
務
の
特
性
、
規
模
そ
の
他
の
事

情
を
勘
案
し
、
当
該
業
務
の
管
理
上
重
大
な
紛
失
と
認
め
ら
れ
る
も
の

五
　
外
国
に
お
い
て
発
生
し
た
前
各
号
に
掲
げ
る
行
為
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
発
生
地
の
監
督
当
局
に
報
告
し
た
も
の

六
　
そ
の
他
農
林
中
央
金
庫
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
来
す
行
為
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
で
あ
っ
て
前
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
準
ず
る
も
の

４
　
第
一
項
第
三
十
一
号
に
該
当
す
る
と
き
の
届
出
は
、
不
祥
事
件
の
発
生
を
農
林
中
央
金
庫
が
知
っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
第
一
項
第
三
十
四
号
又
は
第
三
十
五
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
は
、
委
託
契
約
書
の
写
し

三
　
そ
の
他
農
林
水
産
大
臣
又
は
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

６
　
第
一
項
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
会
社
の
議
決
権
の
取
得
又
は
保
有
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
九
号
に
規
定
す
る
特
定
子
会
社
は
、
農
林
中
央
金
庫
の

子
会
社
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

７
　
第
一
項
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
又
は
事
業
再
生
会
社
に
よ
る
他
の
会
社
の
議
決
権
の
取
得
又
は
保
有
に
つ
い
て
は
、
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
又
は

当
該
事
業
再
生
会
社
は
、
農
林
中
央
金
庫
の
子
会
社
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

８
　
法
第
二
十
四
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
十
号
、
第
十
四
号
、
第
十
五
号
、
第
十
九
号
及
び
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
並
び
に
前
二
項
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
予
備
審
査
）

第
百
五
十
一
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
認
可
の
申
請
を
す
る
際
に
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
べ
き
書
面
に
準
じ
た
書
面
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長

官
に
提
出
し
て
予
備
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
法
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
を
す
る
際
に
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書
面
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
予
備
審
査
の
際
に
提
出
し
た
書
面
と
内
容
に
変
更
が
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
申
請
書
に
記
載

し
て
、
そ
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
標
準
処
理
期
間
）

第
百
五
十
二
条
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
法
又
は
こ
の
命
令
の
規
定
に
よ
る
認
可
、
承
認
、
登
録
、
認
定
又
は
指
定
に
関
す
る
申
請
（
予
備
審
査
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
そ
の
事
務
所
に
到
達
し
て
か
ら
一
月
以
内

に
、
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
を
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
関
す
る
申
請
に
対
す
る
処
分
は
、
二
月
以
内
に
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
を
補
正
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間
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二
　
当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
の
内
容
を
変
更
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

三
　
当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
に
係
る
審
査
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
資
料
を
追
加
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
条
　
削
除

（
金
融
関
連
業
務
に
含
ま
れ
る
業
務
の
特
例
）

第
三
条
　
平
成
十
年
十
二
月
一
日
に
お
い
て
、
リ
ー
ス
物
品
等
（
第
三
十
九
条
第
二
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
リ
ー
ス
物
品
等
を
い
う
。
）
を
使
用
さ
せ
る
業
務
を
営
む
会
社
が
行
っ
て
い
た
業
務
に
つ
い
て
は
、
当
該
会
社
が
同
日
以
後

引
き
続
き
当
該
業
務
を
行
っ
て
い
る
限
り
、
同
号
に
掲
げ
る
業
務
と
み
な
す
。

第
四
条
　
削
除

（
事
務
所
等
に
係
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
改
正
前
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
駐
在
員
事
務
所
は
、
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産

大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
て
設
置
さ
れ
た
事
務
所
等
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
二
一
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
二
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
農
林
中
央
金
庫
が
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
農
林
中
央
金
庫
法
に
よ
る
改
正
前
の
農
林
中
央
金
庫
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
て
同
項
に
規
定
す
る
特
定
取
引

勘
定
を
設
け
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
に
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
五
十
四
条
第
一
項
第
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
九
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
五
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
八
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
六
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
〇
月
一
一
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
八
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
二
七
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
二
七
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
四
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
五
月
一
三
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
六
号
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
九
月
二
六
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
月
三
〇
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
二
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
二
八
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
三
号
）

こ
の
命
令
は
、
中
小
企
業
等
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
四
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
五
月
一
七
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
四
号
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
六
月
三
〇
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
五
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
一
月
二
六
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
九
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
八
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
命
令
は
、
信
託
業
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
十
二
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
八
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
二
九
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
二
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
三
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
八
号
）

こ
の
命
令
は
、
中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
二
八
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
九
号
）

こ
の
命
令
は
、
商
品
取
引
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
五
月
一
三
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
〇
号
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
六
月
一
六
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
七
月
八
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
四
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
九
条
第
五
号
ニ
の
改
正
規
定
及
び
第
五
十
条
第
三
号
ハ
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
農
林
中
央

金
庫
法
第
八
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
八
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
持
分
の
消
却
に
相
当
す
る
株
式
の
消
却
及
び
同
法
第
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
株
式
の
消
却
に
つ
い
て
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
こ
の
命
令
の
施
行
日
前
に
到
来
し
た

終
の
決
算
期
に
係
る
剰
余
金
の
配
当
に
お
け
る
控
除
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
九
条
の
規
定
は

適
用
せ
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
条
　
新
規
則
第
百
十
六
条
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
五
条
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
は
、
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
二
号
）

こ
の
命
令
は
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
五
月
二
二
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
三
号
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
六
月
二
二
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
六
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
一
五
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
九
号
）
　
抄

82



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
六
条
　
農
林
中
央
金
庫
が
施
行
日
以
後
に
顧
客
と
の
間
で
外
貨
預
金
等
（
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
外
貨
預
金
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
（
改
正
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
（
以
下
「
新
農
林
中
央
金
庫
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
の
三
に
規

定
す
る
特
定
預
金
等
契
約
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
十
八
条
ま
で
及
び
附
則
第
二
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
新
農
林
中
央
金
庫
法
第
五
十
九
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
顧
客
が
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
当
該
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
前

交
付
書
面
（
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
十
五
第
三
号
ニ
（
１
）
に
規
定
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
二
項
及
び
附
則
第
二
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の

意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

２
　
施
行
日
以
後
に
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
け
る
新
農
林
中
央
金
庫
法
第
五
十
九
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
主
務
省

令
で
定
め
る
場
合
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
当
該
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
（
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
契
約

締
結
時
交
付
書
面
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
二
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

３
　
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
農
林
中
央
金
庫
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
及
び
契
約
締
結
時
交
付
書
面
又
は
外
貨
預
金
等
書
面
（
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十

五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
貨
預
金
等
書
面
を
い
う
。
附
則
第
二
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
　
農
林
中
央
金
庫
又
は
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
（
新
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
施
行
日
以
後
に
顧
客
（
農
林
中
央
金

庫
と
の
間
で
施
行
日
前
に
特
定
預
金
等
契
約
に
相
当
す
る
契
約
を
締
結
し
た
者
又
は
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
に
よ
る
代
理
又
は
媒
介
に
よ
り
施
行
日
前
に
特
定
預
金
等
契
約
に
相
当
す
る
契
約
を
締
結
し
た
者
に
限
る
。
）
を
相

手
方
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
新
農
林
中
央
金
庫
法
第
五
十
九
条
の
三
又
は
第
九
十
五
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三

十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
顧
客
が
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
当
該
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
と
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
農
林
中
央
金
庫
又
は
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
同
項
の
顧
客
に
対
し
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
　
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
十
二
第
三
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
前
に
締
結
し
た
特
定
預
金
等
契
約
に
相
当
す
る
契
約
は
、
同
号
の
特
定
預
金
等
契
約
と
み
な
す
。

第
十
九
条
　
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
十
六
及
び
第
百
四
十
七
条
の
三
の
規
定
は
、
ビ
ラ
又
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
方
法
に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
方
法
で
行
う
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
施

行
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
十
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
八
十
五
条
の
二
十
六
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
顧
客
に
対
し
、
書
面
を
交
付
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
農
林
中
央
金
庫
は
、
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
八
十
五
条
の
二
十
六
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に
対
し
て
外
貨
預
金

等
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２
　
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
又
は
第
八
十
五
条
の
二
十
六
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
交
付
し
た
日
を
新
農
林
中

央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
又
は
第
八
十
五
条
の
二
十
六
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
の
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
と
み
な
す
。

第
二
十
一
条
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
施
行
日
以
後
に
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
、
当
該
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
契
約
に
つ
い
て
、
顧
客
に
対
し
、
新
農
林
中
央
金
庫
法
第
五

十
九
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
書
面
を
交
付
し
て
い
る
と
き
に
は
、
当
該
顧
客
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し

た
も
の
と
み
な
し
て
、
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２
　
農
林
中
央
金
庫
は
、
施
行
日
以
後
に
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
、
当
該
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
契
約
に
つ
い
て
、
顧
客
に
対
し
、
新
農
林
中
央
金
庫
法
第
五
十
九
条
の
三
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
書
面
を
交
付
し
て
い
る
と
き
に
は
、
当
該
顧
客
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、

新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３
　
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
項
又
は
第
八
十
五
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
交
付
し
た
日
を
新
農
林
中
央

金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
項
の
契
約
締
結
前
交
付
書
面
又
は
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
項
の
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日

と
み
な
す
。

第
二
十
二
条
　
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
整
備
法
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
抵
当
証
券
業
規
制
法
の
規
定
に
よ
り
行
っ
て
い
る
旧
抵
当
証
券
業
規
制
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
抵
当
証
券
業
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
九
十
七
条
第
二
項
第
十
二
号
の
規
定
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
一
月
一
五
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
命
令
は
、
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
十
二
月
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
二
一
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
二
月
二
八
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
三
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
四
月
八
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
五
号
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
四
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
六
号
）

こ
の
命
令
は
、
株
式
等
の
取
引
に
係
る
決
済
の
合
理
化
を
図
る
た
め
の
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
七
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
八
号
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
〇
月
二
九
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
九
号
）

こ
の
命
令
は
、
電
子
記
録
債
権
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
一
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
二
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
六
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
及
び
金
融
機
関
等
の
組
織
再
編
成
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
二
月
十
七
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
十
二
条
第
三
号
（
４
）
及
び
（
５
）
並
び
に
別
紙
様
式
第
八
号
及
び
第
九
号
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書

類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
月
二
三
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
命
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
四
月
一
三
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
二
号
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
四
月
二
〇
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
計
算
関
係
書
類
の
う
ち
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一

号
に
掲
げ
る
事
項
、
農
林
中
央
金
庫
法
第
八
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
新
規
則
第
百
十
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
農
林
中
央
金
庫
法
第
八
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
記
載
事

項
の
う
ち
新
規
則
第
百
十
三
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
六
月
二
二
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
我
が
国
に
お
け
る
産
業
活
動
の
革
新
等
を
図
る
た
め
の
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
我
が
国
に
お
け
る
産
業
活
動
の
革
新
等
を
図
る
た
め
の
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年

法
律
第
百
三
十
一
号
。
次
項
に
お
い
て
「
旧
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
又
は
第
十
一
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
る
会
社
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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２
　
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
特
別
措
置
法
第
五
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
る
会
社
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
我
が
国
に
お
け
る
産
業
活
動
の
革
新
等
を
図
る

た
め
の
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
、
第
七

条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
九
月
一
六
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
対
象
事
業
者
（
金
融
商
品
取
引
法
第
七
十
九
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業
者
を
い
う
。
）
と
な
っ
て
い
る
者
に
つ
い
て
の
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同

組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
第
十
条
の
二
十
六
第
一
項
第
十
七
号
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
漁
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
第
七
条
の
二
十
七
第
一
項
第
十
七
号
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
第
十
七
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
命
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
命
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
九
月
二
四
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
命
令
は
、
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
四
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
命
令
は
、
保
険
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
八
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
八
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
農
業

協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
第
十
条
の
五
、
第
十
条
の
十
七
第
三
号
ニ
（
１
）
並
び
に
第
十
条
の
二
十
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
ロ
の
改
正
規
定
、
同
命
令
第
十
条
の
二
十
六
第
一
項
第

十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
命
令
第
十
条
の
三
十
を
第
十
条
の
三
十
一
と
す
る
改
正
規
定
、
同
命
令
第
十
条
の
二
十
九
の
改
正
規
定
（
「
第
三
十
八
条
第
六
号
」
を
「
第
三
十
八
条
第

七
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
を
同
命
令
第
十
条
の
三
十
と
し
、
同
命
令
第
十
条
の
二
十
八
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
命
令
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、

同
命
令
第
十
五
条
の
改
正
規
定
、
同
命
令
第
十
五
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
命
令
第
五
十
七
条
の
十
九
、
第
五
十
七
条
の
三
十
一
第
三
項
第
三
号
、
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
二
第
三
号
ニ
（
１
）
及
び
第
五
十
七
条

の
三
十
一
の
九
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
命
令
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
一
第
一
項
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
命
令
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
六
の
改
正
規
定
（

「
第
三
十
八
条
第
六
号
」
を
「
第
三
十
八
条
第
七
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
を
同
命
令
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
七
と
し
、
同
命
令
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
五
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
条
中
漁
業

協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
第
七
条
の
十
八
第
三
号
ニ
（
１
）
並
び
に
第
七
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
ロ
の
改
正
規
定
、
同
命
令
第
七
条
の
二
十
七
第
一
項
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号

の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
命
令
第
七
条
の
三
十
の
改
正
規
定
（
「
第
三
十
八
条
第
六
号
」
を
「
第
三
十
八
条
第
七
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
を
同
命
令
第
七
条
の
三
十
の
二
と
し
、
同
命
令
第
七
条
の
二
十
九

の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
命
令
第
八
条
第
一
項
第
四
号
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
同
命
令
第
十
三
条
の
改
正
規
定
、
同
命
令
第
十
三
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
命
令
第
四
十

八
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
同
項
第
二
号
ホ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
同
命
令
第
五
十
条
の
十
九
の
改
正
規
定
（
「
従
業
者
」
を
「
従
業
員
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
命
令
第
五
十
条

の
三
十
一
第
三
項
第
三
号
、
第
五
十
条
の
三
十
一
の
二
第
三
号
ニ
及
び
第
五
十
条
の
三
十
一
の
九
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
命
令
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
一
第
一
項
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
の
次
に
一
号

を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
命
令
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
六
の
改
正
規
定
（
「
第
三
十
八
条
第
六
号
」
を
「
第
三
十
八
条
第
七
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
を
同
命
令
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
七
と
し
、
同
命
令
第
五
十
条

の
三
十
一
の
十
五
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
三
条
中
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
六
十
条
第
一
項
第
四
号
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
同
命
令
第
七
十
一
条
の
改
正
規
定
、
同
命
令
第
七
十

一
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
命
令
第
八
十
五
条
の
十
五
第
三
号
ニ
（
１
）
の
改
正
規
定
、
同
命
令
第
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
及
び
同
項
第
三
号
の
改
正
規
定
、
同
命
令
第
八
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
第

十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
命
令
第
八
十
五
条
の
二
十
七
の
改
正
規
定
（
「
第
三
十
八
条
第
六
号
」
を
「
第
三
十
八
条
第
七
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
を
同
命
令
第
八
十

五
条
の
二
十
七
の
二
と
し
、
同
命
令
第
八
十
五
条
の
二
十
六
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
命
令
第
百
十
二
条
第
四
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
同
命
令
第
百
三
十
五
条
、
第
百
四
十
七
条
第
三
項
第
三
号
、
第
百

四
十
七
条
の
二
第
三
号
ニ
（
１
）
及
び
第
百
四
十
七
条
の
九
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
命
令
第
百
四
十
七
条
の
十
一
第
一
項
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
命
令
第
百
四
十

七
条
の
十
六
の
改
正
規
定
（
「
第
三
十
八
条
第
六
号
」
を
「
第
三
十
八
条
第
七
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
を
同
命
令
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
と
し
、
同
命
令
第
百
四
十
七
条
の
十
五
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定

は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
と
み
な
さ
れ
て
い
る
特
定
投
資
家
に
よ
る
申
出
の
方
法
）

第
四
条
　
改
正
法
附
則
第
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
五
十
九
条
の
三
及
び
第
五
十
九
条
の
七

に
お
い
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
申
出
に
係
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
契
約
の
種
類
（
改
正
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
農
林
中
央
金
庫
法
第
五
十
九
条
の
三
及
び
第
五
十
九
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
も
の
に
限
る
。
）
を
明

ら
か
に
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
等
の
記
載
事
項
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
第
十
条
の
二
十
六
第
一
項
第
十
八
号
及
び
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
一
第
一
項
第
十
八
号
、
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
漁
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
第
七
条
の
二
十
七
第
一
項
第
十
八
号
及
び
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
一
第
一
項
第
十
八
号
並
び
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第

85



八
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
第
十
八
号
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
一
第
一
項
第
十
八
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
漁
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ニ
（
３
）
及
び
第
二
号
ホ
（
３
）
並
び
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
十

二
条
第
四
号
ハ
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
禁
止
行
為
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
第
十
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
新
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登
録
の
意
義

二
　
信
用
格
付
（
新
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
信
用
格
付
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
与
し
た
者
が
信
用
格
付
業
（
新
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
十
五
項
に
規
定
す
る
信
用
格
付
業

を
い
う
。
）
を
示
す
も
の
と
し
て
使
用
す
る
呼
称

三
　
信
用
格
付
を
付
与
し
た
者
が
当
該
信
用
格
付
を
付
与
す
る
た
め
に
用
い
る
方
針
及
び
方
法
の
概
要
又
は
当
該
概
要
に
関
す
る
情
報
を
信
用
格
付
を
付
与
し
た
者
及
び
そ
の
関
係
法
人
（
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
う
金
融
庁
関
係
内
閣
府
令
の
整
備
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
令
第
七
十
八
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第

五
十
二
号
）
第
二
百
九
十
五
条
第
三
項
第
十
号
に
規
定
す
る
関
係
法
人
を
い
う
。
）
の
う
ち
一
若
し
く
は
二
以
上
の
も
の
か
ら
入
手
す
る
方
法

四
　
信
用
格
付
の
前
提
、
意
義
及
び
限
界

５
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
代
え
て
、
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
四
十
七
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
代
え
て
、
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
一
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
一
五
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
三
号
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
水
産
業
協
同
組
合
の
優
先
出
資
に
関
す
る
命
令
第
二
十
七
条
の
規
定
並
び
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十

一
条
の
二
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
通
常
総
会
に
係
る
総
会
参
考
書
類
か
ら
適
用
し
、
当
該
通
常
総
会
よ
り
前
に
開
催
さ
れ
た
総
会
に
係
る
総
会

参
考
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
新
規
則
別
紙
様
式
第

二
号
の
表
及
び
別
紙
様
式
第
六
号
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
九
月
二
一
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
五
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
九
月
三
〇
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
六
号
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
農
林
中
央
金
庫
が
平
成
二
十
年
十
二
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
売
買
目
的
有
価
証
券
（
時
価
の
変
動
に
よ
り
利
益
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
保
有
す
る
有
価
証
券
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
そ
の
他
有
価
証
券
（
売
買
目
的
有
価
証
券
、
満
期
保
有
目
的
の
債
券
（
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
前
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
六
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
満
期
保
有
目
的
の
債
券
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
子
会
社
等
（
農
林
中
央
金
庫
法
第
五
十
六
条
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
の
株
式
以
外
の
有
価
証
券
を
い
う
。
）
を
満
期
保
有
目
的
の
債
券
へ
変
更
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
変
更
後
の
満
期
保
有

目
的
の
債
券
に
つ
い
て
の
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
六
条
第
六
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
二
号
及
び
第
十
号
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
一
月
一
九
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
七
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
二
月
二
八
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
九
号
）
　
抄

こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
二
五
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
十
三
条
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
記
載
事
項
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書

類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
十
号
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
一
月
一
六
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
八
号
）

こ
の
命
令
は
、
資
本
市
場
及
び
金
融
業
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
二
月
一
五
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
資
本
市
場
及
び
金
融
業
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
二
月
二
二
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
二
号
）

こ
の
命
令
は
、
株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
一
三
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
三
号
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
（
農
林
中
央
金
庫
法
第
三

十
五
条
第
一
項
（
同
法
第
九
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
計
算
書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
会
計
監
査
報
告
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事

業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
に
つ
い
て
の
会
計
監
査
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
九
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
十
二
条
及
び
第
百
十
三
条
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
記
載
事
項
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
二
二
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
七
号
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
二
号
、
第
六
号
及
び
第
十
号
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度

に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
七
月
六
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
及
び
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理

に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
以
下
「
入
管
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
七
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
（
以
下
「
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
の
四
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
漁
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
（
以
下
「
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
四
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
農
林
中
央
金
庫
法

施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
中
長
期
在
留
者
（
入
管
法
等
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三

に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
を
い
う
。
）
が
所
持
す
る
外
国
人
登
録
証
明
書
又
は
特
別
永
住
者
（
入
管
法
等
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理

に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
を
い
う
。
）
が
所
持
す
る
外
国
人
登
録
証
明
書
は
、
入
管
法
等
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
期
間
又
は
入
管
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
八

条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
期
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
七
条
の
四
第
一
号
、
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
条
の
四
第
一
号
及
び
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
二
十
条
第
一

号
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
又
は
特
別
永
住
者
証
明
書
と
み
な
す
。

（
紛
争
解
決
等
業
務
に
関
す
る
報
告
書
の
様
式
に
係
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
別
紙
様
式
、
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
別
紙
様
式
及
び
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
報
告
書
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
八
月
二
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
九
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
二
八
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
一
五
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
二
号
）

こ
の
命
令
は
、
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
二
七
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
三
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
二
八
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
第
二
号
、
別
紙
様
式
第
六
号
及
び
別
紙
様
式
第
八
号
か
ら
別
紙
様
式
第
十
号
ま
で
は
、
平
成

二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
八
号
か
ら
別
紙
様
式
第
十
号
ま
で
の
自
己
資
本
比
率
の
状
況
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
記
載
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
二
九
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
十
二
条
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
記
載
事
項
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
二
七
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
一
一
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
八
号
）

こ
の
命
令
は
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
月
一
七
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
産
業
競
争
力
強
化
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧

産
活
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
六
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
る
会
社
又
は
旧
産
活
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
認
定
に
係

る
同
項
の
中
小
企
業
承
継
事
業
再
生
計
画
に
従
っ
て
事
業
を
承
継
し
て
い
る
会
社
に
関
す
る
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
第
三
十
四
条
第
六
項
第
五
号
、
漁

業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
第
二
十
七
条
第
六
項
第
五
号
及
び
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
九
十
五
条
第
四
項
第
五
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
こ
の
命
令
の
施
行
後
に
産
業
競
争
力
強
化
法
附
則
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
会

社
又
は
同
法
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧
産
活
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
認
定
に
係
る
同
項
の
中
小
企
業
承
継
事
業
再
生
計
画
に
従
っ
て
事
業
を
承
継
し

て
い
る
会
社
に
関
す
る
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
第
三
十
四
条
第
六
項
第
五
号
、
漁
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
第
二
十
七
条
第
六
項

第
五
号
及
び
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
九
十
五
条
第
四
項
第
五
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
五
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
二
号
）

こ
の
命
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
三
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
十
二
条
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
記
載
事
項
は
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に

開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
四
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
七
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
一
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
貿
易
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
命
令
の
規
定
に
掲
げ
る
額
は
、
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
命
令
の
相
当
規
定
に
掲
げ
る
額
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
一
四
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
命
令
は
、
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
二
二
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
七
十
二
条
第
四
項
の
規
定
は
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
商
工
債
（
同
法
附
則
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
商
工
債
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
二
月
二
七
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了

し
た
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
百
十
三
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
連
結
会
計
年
度
（
連
結
財
務
諸
表
の
作
成
に
係
る
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
連
結
会
計
年
度
に
係
る

説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
〇
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
条
中
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
令
別
紙
様
式
第
三
号
の
改
正
規
定
（
記
載
上
の
注
意
１
４
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
令
別
紙
様
式
第
十
号
の
改
正
規
定
（
第
２
の
２
の
表
記
載

上
の
注
意
８
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
次
条
第
二
項
の
規
定
　
公
布
の
日

二
　
第
二
条
（
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
八
号
及
び
別
紙
様
式
第
九
号
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
並
び
に
次
条
第
三
項
の
規
定
　
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

（
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
十
三
条
第
二
号
ロ
（
３
）
並
び
に
別
紙
様
式
第
三
号
（
記
載
上
の
注
意
１
４
を
除
く
。
）
及
び
別
紙
様
式
第
十
号
（
第
２

の
２
の
表
記
載
上
の
注
意
８
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
二
号
、
別
紙
様
式
第
三
号
（
記
載
上
の
注
意
１
４
に
限
る
。
）
及
び
別
紙
様
式
第
十
号
（
第
２
の
２
の
表
記
載
上
の
注
意
８
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に

係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
八
号
及
び
別
紙
様
式
第
九
号
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

４
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
（
記
載
上
の
注
意
１
４
を
除
く
。
）
及
び
別
紙
様
式
第
十
号
第
２
の
３
（
１
）
の
表
記
載
上
の
注
意
６
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ

い
て
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
四
月
二
八
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
命
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
そ
の
末
日
が
到
来
し
た
事
業
年
度
の
う
ち

終
の
も
の
に
係
る
農
林
中
央
金
庫
の
事
業
報
告
の
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
施
行
日
以
後
に
そ
の
末
日
が
到
来
す
る
事
業
年
度
の
う
ち

初
の
も
の
に
係
る
農
林
中
央
金
庫
の
事
業
報
告
に
係
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
並
び
に
別
紙
様
式

第
一
号
及
び
別
紙
様
式
第
五
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
及
び
こ
れ
ら
の
様
式
中
「
運
用
状
況
」
と
あ
る
の
は
、
「
運
用
状
況
（
平
成
二
十
七
年
五
月
一
日
以
後
の
も
の
に
限
る
。
）
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
五
月
一
五
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
七
号
）

こ
の
命
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
一
月
二
六
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
八
号
）
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こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
月
二
九
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
一
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
二
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
一
〇
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
四
号
）

こ
の
命
令
は
、
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
三
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
五
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
ハ
の
改
正
規
定
（
「
除
く
。
）
に
係
る
」
の
下

に
「
同
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
る
部
分
及
び
「
元
本
又
は
利
子
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
貸
付
金
等
」
に
改
め
、
「
限
る
。
）
に
係
る
」
の
下
に
「
同
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
条
中
漁
業
協
同
組
合
等
の

信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
ハ
の
改
正
規
定
（
「
除
く
。
）
に
係
る
」
の
下
に
「
同
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
る
部
分
及
び
「
元
本
又
は
利
子
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
貸
付
金
等
」
に
改
め
、
「
限
る
。
）
に

係
る
」
の
下
に
「
同
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
条
中
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
七
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
の
改
正
規
定
（
「
除
く
。
）
に
係
る
」
の
下
に
「
同
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
る
部
分
及

び
「
元
本
又
は
利
子
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
貸
付
金
等
」
に
改
め
、
「
限
る
。
）
に
係
る
」
の
下
に
「
同
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
〇
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
第
八
号
及
び
別
紙
様
式
第
九
号
の
規
定
は
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に

終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
（
農
林
中
央
金
庫
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
十
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
（
農
林
中
央
金
庫
法
第
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
三
〇
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
命
令
は
、
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
二
四
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
二
号
）

こ
の
命
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
一
月
三
〇
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
七
号
）

こ
の
命
令
は
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
二
月
二
七
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
八
号
）

こ
の
命
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
五
月
三
〇
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
施
行
日
か
ら
改
正
法
附
則
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
に
お
け
る
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
」
と
い

う
。
）
第
九
十
七
条
、
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
五
、
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
九
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
十
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
九
十
七
条
第
二
項
第
七
号
の
三
中
「
以
下
」

と
あ
る
の
は
「
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
五
第
一
項
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
八
を
除
き
、
以
下
」
と
、
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
五
第
一
項
中
「
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
電

子
決
済
等
代
行
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
（
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
営
業
を
い
う
。
第
百
四

十
七
条
の
十
六
の
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
営
む
者
」
と
、
「
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
第
一
号
、
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
十
七
」
と
、
「
以
下
同
じ
」
と
あ
る
の
は
「
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
か
ら
第
百

四
十
七
条
の
十
六
の
八
ま
で
に
お
い
て
同
じ
」
と
、
「
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
に
対
し
、
」
と
あ
る
の
は
「
（
法
第
九
十
五
条
の

五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
を
い
い
、
法
第
九
十
五
条
の
五
の
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
電
子
決
済
等
代
行
業
者
を
含
む
。
次
条
か
ら

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
八
ま
で
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
、
」
と
、
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
九
中
「
第
九
十
二
条
の
五
の
二
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
二
条
の
五
の
二
第
二
項

第
一
号
」
と
、
「
第
百
二
十
一
条
の
五
の
二
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
二
十
一
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
」
と
、
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
十
二
第
一
号
中
「
第
九
十
二
条
の
五
の
二
第
二

項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
二
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の

十
八
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
営
業
」
と
、
「
第
百
二
十
一
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
二
十
一
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
漁
業
協

同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
八
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
営
業
」
と
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
六
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
七
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
産
競
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て

い
る
会
社
及
び
旧
産
競
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
同
項
の
中
小
企
業
承
継
事
業
再
生
計
画
に
従
っ
て
事
業
を
承
継
し
て
い
る
会
社
に
係
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合

会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
第
三
十
四
条
第
七
項
第
七
号
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
漁
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
第
二
十
七
条
第
七
項
第
七
号
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金

庫
法
施
行
規
則
第
九
十
五
条
第
五
項
第
七
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
こ
の
命
令
の
施
行
後
に
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
会
社
及
び
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る

旧
産
競
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
同
項
の
中
小
企
業
承
継
事
業
再
生
計
画
に
従
っ
て
事
業
を
承
継
し
て
い
る
会
社
に
係
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事

業
に
関
す
る
命
令
第
三
十
四
条
第
七
項
第
七
号
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
漁
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
第
二
十
七
条
第
七
項
第
七
号
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規

則
第
九
十
五
条
第
五
項
第
七
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
八
月
一
五
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
五
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
三
十
年
八
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
一
五
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
二
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
一
五
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
第
八
号
及
び
別
紙
様
式
第
九
号
の
規
定
は
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に

終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
（
農
林
中
央
金
庫
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
十
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
（
農
林
中
央
金
庫
法
第
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
一
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
二
号
）

こ
の
命
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
二
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
五
号
）

こ
の
命
令
は
、
中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
た
め
の
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
九
月
一
三
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
十
二
条
第
一
項
第
三
号
ハ
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
（
農
林
中
央
金
庫
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

説
明
書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
一
月
二
一
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
銀
行
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
一
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
八
号
）

こ
の
命
令
は
、
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
二
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
九
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
月
二
四
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
五
号
ロ
及
び
ハ
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に

係
る
説
明
書
類
（
農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
説

明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
十
三
条
第
三
号
ロ
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
（
農
林
中
央
金
庫
法
第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
二
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
（
農
林
中
央
金
庫
法
第
三
十
五
条
第
一
項
（
同
法
第
九
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
貸
借
対
照
表
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
（
農
林
中
央
金
庫
法
第
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
二
七
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
二
十
八
条
の
規
定
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
計
算
関
係
書
類
（
同
令
第
二
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
計
算
関
係

書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
会
計
監
査
報
告
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
の
会
計
監
査
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
二
七
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
五
号
）

こ
の
命
令
は
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
〇
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
第
八
号
及
び
別
紙
様
式
第
九
号
の
規
定
は
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に

終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
（
農
林
中
央
金
庫
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
十
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
（
農
林
中
央
金
庫
法
第
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
四
月
三
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
に
伴
う
金
融
取
引
の
多
様
化
に
対
応
す
る
た
め
の
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
十
二
条
第
三
号
ロ
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
（
農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
八
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
五
月
二
二
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
命
令
の
失
効
）

２
　
こ
の
命
令
は
、
令
和
二
年
九
月
三
十
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
六
月
一
九
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
九
号
）

こ
の
命
令
は
、
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
六
月
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
九
月
二
八
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
中
小
企
業
の
事
業
承
継
の
促
進
の
た
め
の
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
十
月

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
前
中
小
強
化
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
の
認
定
を

受
け
て
い
る
会
社
（
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
改
正
前
中
小
強
化
法
第
十
六
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
会
社
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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附
　
則
　
（
令
和
二
年
九
月
三
〇
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
一
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
命
令
は
、
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
一
五
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
二
六
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
二
号
）

こ
の
命
令
は
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
会
社
法
整
備
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
中
農
林

中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
第
四
項
の
改
正
規
定
、
第
四
十
四
条
第
三
号
ヘ
の
次
に
ト
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
四
十
四
条
第
四
号
柱
書
き
及
び
イ
の
改
正
規
定
、
同
号
ロ
の
次
に
ハ
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
四
十
八
条
第

四
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
四
十
八
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
会
社
法
整
備
法
附
則
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
二
六
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
第
二
号
記
載
上
の
注
意
１
（
５
）
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
（
農

林
中
央
金
庫
法
第
七
十
四
条
に
規
定
す
る
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
貸
借
対
照
表
（
農
林
中
央
金
庫
法
第
三
十
五
条
第
一
項
（
同
法
第
九
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
貸
借
対
照
表
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
三

月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
二
号
記
載
上
の
注
意
１
（
２
）
⑪
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
二
号
記
載
上
の
注
意
１
（
３
）
の
規
定
は
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に

係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
記
載
上
の
注
意
７
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
損
益
計
算
書
（
農
林
中
央
金
庫
法
第
三
十
五
条
第
一
項
（
同
法
第
九
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
損
益
計
算
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
損
益
計
算
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
四

月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
損
益
計
算
書
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
十
号
第
２
２
記
載
上
の
注
意
１
（
５
）
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
（
農
林
中
央
金
庫
法
第
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度

に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
十
号
第
２
２
記
載
上
の
注
意
１
（
２
）
⑪
、
同
様
式
第
２
３
（
１
）
記
載
上
の
注
意
１
及
び
同
様
式
第
２
３
（
３
）
記
載
上
の
注
意
１
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る

業
務
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
新

規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
十
号
第
２
２
記
載
上
の
注
意
１
（
３
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
二
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
四
号
）

こ
の
命
令
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
の
利
便
の
向
上
及
び
保
護
を
図
る
た
め
の
金
融
商
品
の
販
売
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
七
月
三
〇
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
六
号
）

こ
の
命
令
は
、
農
業
法
人
に
対
す
る
投
資
の
円
滑
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
八
月
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
七
月
三
〇
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
七
号
）

こ
の
命
令
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
八
月
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
三
一
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
九
号
）

こ
の
命
令
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
一
月
一
〇
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
命
令
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
よ
る
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
金
融
の
機
能
の
強
化
及
び
安
定
の
確
保
を
図
る
た
め
の
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十
一

月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
二
二
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
漁
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
第
四
十

二
条
の
改
正
規
定
及
び
第
三
条
中
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
二
十
八
条
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
二
十
八
条
の
規
定
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
計
算
関
係
書
類
（
同
令
第
二
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
計
算
関
係

書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
会
計
監
査
報
告
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
の
会
計
監
査
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
二
四
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
四
号
）

こ
の
命
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
七
月
一
五
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
令
和
四
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
一
月
一
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
月
二
七
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
二
九
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
第
八
号
か
ら
別
紙
様
式
第
十
号
ま
で
は
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
終

了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
単
体
自
己
資
本
比
率
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
が
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
農
林
中
央
金
庫
法
第
五
十
六
条
各
号
に
規
定
す
る
基
準
の

例
に
よ
り
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
の
新
規
則
別
紙
様
式
第
八
号
及
び
別
紙
様
式
第
九
号
（
国
際
統
一
基
準
に
係
る
単
体
自
己
資
本
比
率
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
別
紙
様
式
第
十
号

（
国
際
統
一
基
準
に
係
る
連
結
自
己
資
本
比
率
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
五
月
二
六
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
三
号
）

こ
の
命
令
は
、
安
定
的
か
つ
効
率
的
な
資
金
決
済
制
度
の
構
築
を
図
る
た
め
の
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
八
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
六
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
一
月
三
一
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
七
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
三
号
及
び
別
紙
様
式
第
十
四
号
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、

施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
七
月
八
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
令
和
六
年
七
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の
連
携
及
び
協
働
の
推
進
に
係
る
措
置
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　

３
　
こ
の
命
令
の
施
行
前
に
公
表
さ
れ
た
前
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
農
林
中
央
金
庫
の
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の
連
携
及
び
協
働
に
係
る
方
針
に
関
す
る
命
令
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
た
農

林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の
連
携
及
び
協
働
に
係
る
方
針
は
、
施
行
日
に
お
い
て
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
七
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
同
項
の
方
針
と
み
な

す
。
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（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
命
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

別
表
第
一
（
第
百
二
十
五
条
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

商
号
、
名
称
又
は
氏
名
（
以
下
こ
の
表
に
お
い

て
「
商
号
等
」
と
い
う
。
）
の
変
更

一
　
新
商
号
等

二
　
旧
商
号
等

三
　
変
更
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
変
更
後
の
定
款
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）

及
び
株
主
総
会
（
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
を
含
む
。
）
の
議
事
録
（
会
社
法
第
三

百
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
株
主
総
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ

れ
る
場
合
に
は
、
当
該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
）

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
変
更

一
　
変
更
が
あ
っ
た
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）

の
氏
名
又
は
名
称
及
び
役
職
名

二
　
就
任
又
は
退
任
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
表

に
お
い
て
同
じ
。
）

三
　
就
任
す
る
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き

者
を
含
む
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
履
歴
書
（
就
任
す
る
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を

記
載
し
た
書
面
）

ロ
　
住
民
票
の
抄
本
（
就
任
す
る
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の

登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ハ
　
婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
第
百
二
十
五
条
の
届
出
書
に
記
載
し

た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
面
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の

で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

ニ
　
第
百
二
十
三
条
第
四
号
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で

あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
営
む
営
業
所
又
は
事

務
所
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
営
業
所
等
」

と
い
う
。
）
の
設
置

一
　
設
置
し
た
営
業
所
等
の
名
称

二
　
所
在
地

三
　
設
置
し
た
営
業
所
等
で
行
う
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
業
務
の
内
容

四
　
事
業
開
始
年
月
日

五
　
休
日

一
　
理
由
書

二
　
設
置
し
た
営
業
所
等
の
組
織
及
び
人
員
配
置
を
記
載
し
た
書
面

三
　
設
置
し
た
営
業
所
等
の
付
近
見
取
図
（
近
隣
に
農
林
中
央
金
庫
が
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
距
離
を
記
載
し
た
も
の
。
）

四
　
設
置
し
た
営
業
所
等
の
間
取
図
（
防
犯
カ
メ
ラ
、
警
備
状
況
等
の
整
備
状

況
の
記
載
を
含
む
。
）

五
　
顧
客
情
報
管
理
体
制
及
び
顧
客
の
財
産
と
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
財

産
と
の
分
別
管
理
体
制
を
記
載
し
た
書
面

営
業
所
等
の
所
在
地
の
変
更

一
　
名
称
及
び
変
更
前
の
所
在
地

二
　
変
更
後
の
所
在
地

三
　
変
更
年
月
日

四
　
休
日

理
由
書

営
業
所
等
の
名
称
の
変
更

一
　
変
更
前
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
変
更
後
の
名
称

三
　
変
更
年
月
日

理
由
書

営
業
所
等
の
廃
止

一
　
廃
止
し
た
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
廃
止
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
廃
止
ま
で
の
日
程
を
記
載
し
た
書
面
（
顧
客
情
報
管
理
の
取
扱
い
等
を
含

む
。
）

三
　
廃
止
後
の
措
置
を
記
載
し
た
書
面
（
顧
客
情
報
管
理
の
取
扱
い
等
を
含

む
。
）

他
に
営
む
業
務
の
種
類
の
変
更

一
　
開
始
又
は
廃
止
し
た
業
務
の
種
類

二
　
開
始
又
は
廃
止
年
月
日

一
　
理
由
書
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二
　
業
務
を
開
始
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記

載
し
た
書
面

農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
で
あ
る
個
人
又
は
農

林
中
央
金
庫
代
理
業
者
で
あ
る
法
人
の
役
員
が

常
務
に
従
事
す
る
他
の
法
人
の
変
更

一
　
新
た
に
常
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

イ
　
当
該
他
の
法
人
の
商
号
又
は
名
称

ロ
　
主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地

ハ
　
業
務
の
種
類

ニ
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
新
た
に
常
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
っ

た
役
員
の
氏
名

二
　
常
務
に
従
事
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
他
の
法
人
の
商
号
又
は
名
称

三
　
現
在
常
務
に
従
事
し
て
い
る
他
の
法
人
の
商
号
又
は
名
称
及
び
業
務
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
当
該
変
更
の
内
容

四
　
変
更
年
月
日

理
由
書

農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
で
あ
る
個
人
が
、
総

株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議

決
権
を
保
有
す
る
法
人
等
又
は
当
該
法
人
等
の

子
法
人
等
の
変
更

一
　
当
該
法
人
等
又
は
当
該
法
人
等
の
子
法
人
等
の
商
号
又
は
名
称

二
　
当
該
法
人
等
又
は
当
該
法
人
等
の
子
法
人
等
の
主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地

三
　
当
該
法
人
等
又
は
当
該
法
人
等
の
子
法
人
等
の
代
表
者
の
氏
名
又
は
名
称

四
　
当
該
法
人
等
又
は
当
該
法
人
等
の
子
法
人
等
の
業
務
の
内
容

五
　
変
更
年
月
日

理
由
書

農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
で
あ
る
法
人
の
子
法

人
等
又
は
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
で
あ
る
法

人
の
親
法
人
等
若
し
く
は
当
該
親
法
人
等
の
子

法
人
等
（
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
で
あ

る
法
人
を
除
く
。
）
の
変
更

一
　
当
該
子
法
人
等
又
は
当
該
親
法
人
等
若
し
く
は
当
該
親
法
人
等
の
子
法
人
等
（
当
該
農
林
中

央
金
庫
代
理
業
者
で
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
商
号
又
は
名
称

二
　
当
該
子
法
人
等
又
は
当
該
親
法
人
等
若
し
く
は
当
該
親
法
人
等
の
子
法
人
等
（
当
該
農
林
中

央
金
庫
代
理
業
者
で
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地

三
　
当
該
子
法
人
等
又
は
当
該
親
法
人
等
若
し
く
は
当
該
親
法
人
等
の
子
法
人
等
（
当
該
農
林
中

央
金
庫
代
理
業
者
で
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
代
表
者
の
氏
名
又
は
名
称

四
　
当
該
子
法
人
等
又
は
当
該
親
法
人
等
若
し
く
は
当
該
親
法
人
等
の
子
法
人
等
（
当
該
農
林
中

央
金
庫
代
理
業
者
で
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
業
務
の
内
容

五
　
変
更
年
月
日

理
由
書

農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
で
あ
る
法
人
の
役
員

が
営
ん
で
い
る
事
業
の
変
更

一
　
新
た
に
事
業
を
営
む
場
合
に
は
、
当
該
事
業
の
種
類

二
　
事
業
を
廃
止
し
た
場
合
に
は
、
廃
止
し
た
事
業
の
種
類

三
　
事
業
の
内
容
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
当
該
変
更
の
内
容

四
　
変
更
年
月
日

理
由
書

農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
業
務
の
内
容
及
び
方

法
の
変
更

一
　
変
更
の
内
容

二
　
変
更
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
変
更
後
の
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た

書
面

三
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面
の
変

更
箇
所
の
新
旧
対
照
表

別
表
第
二
（
第
百
四
十
三
条
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
廃
止
し
た
と
き

廃
業
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
廃
止
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
株
主
総
会
（
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
を
含
む
。
）
の
議
事
録

三
　
廃
業
ま
で
の
日
程
を
記
載
し
た
書
面
（
顧
客
情
報
管
理
の
取
扱
い
等
を
含
む
。
）

四
　
廃
業
後
の
措
置
を
記
載
し
た
書
面
（
顧
客
情
報
管
理
の
取
扱
い
等
を
含
む
。
）

会
社
分
割
（
吸
収
分
割
）
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
代
理

業
の
全
部
の
承
継
を
さ
せ
た
と
き

一
　
承
継
先
の
商
号

二
　
吸
収
分
割
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
吸
収
分
割
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三
　
吸
収
分
割
承
継
会
社
の
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
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四
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
全
部
の
承
継
を
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
機
関
を
含
む
。
以

下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

五
　
吸
収
分
割
の
手
続
を
記
載
し
た
書
面

農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
全
部
の
譲
渡
を
し
た
と
き

一
　
譲
渡
先
の
商
号
又
は

名
称

二
　
譲
渡
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
譲
渡
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三
　
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

四
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
の
全
部
の
譲
渡
を
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た

こ
と
を
証
す
る
書
面

五
　
事
業
譲
渡
の
手
続
を
記
載
し
た
書
面

農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
で
あ
る
個
人
が
死
亡
し
た
と
き

死
亡
年
月
日

一
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
で
あ
る
個
人
の
除
籍
簿
の
謄
本

二
　
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
で
あ
る
個
人
が
死
亡
し
た
後
の
措
置
を
記
載
し
た
書
面
（
顧
客
情
報
管
理
の
取
扱
い
等
を
含
む
。
）

農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
で
あ
る
法
人
が
合
併
に
よ
り

消
滅
し
た
と
き

一
　
合
併
の
相
手
方
の
商

号
又
は
名
称

二
　
合
併
年
月
日

三
　
合
併
の
方
法

一
　
理
由
書

二
　
合
併
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三
　
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

四
　
合
併
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

五
　
合
併
の
手
続
を
記
載
し
た
書
面

農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
で
あ
る
法
人
が
破
産
手
続
開

始
の
決
定
に
よ
り
解
散
し
た
と
き

一
　
破
産
手
続
開
始
の
申

立
て
を
行
っ
た
年
月
日

二
　
破
産
手
続
開
始
の
決

定
を
受
け
た
年
月
日

一
　
裁
判
所
が
破
産
管
財
人
を
選
定
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

二
　
破
産
手
続
開
始
の
決
定
後
の
措
置
を
記
載
し
た
書
面
（
顧
客
情
報
管
理
の
取
扱
い
等
を
含
む
。
）

農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
で
あ
る
法
人
が
合
併
及
び
破

産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
理
由
に
よ
り
解
散
し
た
と
き

解
散
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
清
算
人
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）

三
　
清
算
人
に
よ
る
解
散
後
の
措
置
を
記
載
し
た
書
面
（
顧
客
情
報
管
理
の
取
扱
い
等
を
含
む
。
）

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
第
十
二
条
の
登
録
（
預
金
等
媒
介
業
務
の
種

別
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
法
第
十
六
条
第
一
項

の
変
更
登
録
（
預
金
等
媒
介
業
務
の
種
別
の
追
加
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
と
き

登
録
又
は
変
更
登
録
を
受

け
た
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
二
項
（
同
法
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
通
知
の
写
し

別
表
第
三
（
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
十
四
第
一
項
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

商
号
、
名
称
又
は
氏
名
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
商
号
等
」
と
い
う
。
）

の
変
更

一
　
新
商
号
等

二
　
旧
商
号
等

三
　
変
更
年
月
日

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明
書
（
こ

れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

日
本
に
お
け
る
代
理
人
の
商
号
等
の
変
更
（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等

代
行
業
者
が
外
国
に
住
所
を
有
す
る
個
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

一
　
新
商
号
等

二
　
旧
商
号
等

三
　
変
更
年
月
日

日
本
に
お
け
る
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載

し
た
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
、
日
本
に
お
け
る
代
理
人

が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

日
本
に
お
け
る
代
理
人
の
変
更
（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者

が
外
国
に
住
所
を
有
す
る
個
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

一
　
変
更
前
の
日
本
に
お
け
る
代
理
人
の
商
号
等

二
　
変
更
後
の
日
本
に
お
け
る
代
理
人
の
商
号
等

三
　
変
更
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
変
更
後
の
日
本
に
お
け
る
代
理
人
の
住
民
票
の
抄
本
（
当
該
代
理
人
が

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
代
理
人
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代

わ
る
書
面

役
員
（
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第

五
十
二
条
の
六
十
一
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
役
員
を
い
い
、
役

員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
以
下
こ

の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
変
更

一
　
変
更
が
あ
っ
た
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
役
職
名

二
　
就
任
又
は
退
任
年
月
日

一
　
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

二
　
就
任
す
る
役
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
履
歴
書
（
就
任
す
る
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革

を
記
載
し
た
書
面
）
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ロ
　
住
民
票
の
抄
本
（
就
任
す
る
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員

の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ハ
　
婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
十
四

第
一
項
の
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
面
が
当
該

婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証

す
る
書
面

ニ
　
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十

二
条
の
六
十
一
の
五
第
一
項
第
二
号
ロ
（
１
）
か
ら
（
６
）
ま
で
の
い
ず
れ

に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面

農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
（
以
下

こ
の
表
に
お
い
て
「
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
の
設
置

一
　
設
置
し
た
営
業
所
等
の
名
称

二
　
所
在
地

三
　
設
置
し
た
営
業
所
等
で
営
む
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業

の
業
務
の
内
容

四
　
営
業
開
始
年
月
日

営
業
所
等
の
所
在
地
の
変
更

一
　
名
称
及
び
変
更
前
の
所
在
地

二
　
変
更
後
の
所
在
地

三
　
変
更
年
月
日

営
業
所
等
の
名
称
の
変
更

一
　
変
更
前
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
変
更
後
の
名
称

三
　
変
更
年
月
日

営
業
所
等
の
廃
止

一
　
廃
止
し
た
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
廃
止
年
月
日

主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称
又
は
所
在
地
の
変
更
（
農
林
中
央
金

庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
外
国
法
人
又
は
外
国
に
住
所
を
有
す
る
個
人

で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
外
国
に
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
す
る

と
き
に
限
る
。
）

一
　
変
更
前
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称
又
は
所
在
地

二
　
変
更
後
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称
又
は
所
在
地

三
　
変
更
年
月
日

変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明
書

利
用
者
か
ら
の
苦
情
又
は
相
談
に
応
ず
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

又
は
連
絡
先
の
変
更

一
　
変
更
前
の
利
用
者
か
ら
の
苦
情
又
は
相
談
に
応
ず
る
営
業
所
又
は

事
務
所
の
所
在
地
又
は
連
絡
先

二
　
変
更
後
の
利
用
者
か
ら
の
苦
情
又
は
相
談
に
応
ず
る
営
業
所
又
は

事
務
所
の
所
在
地
又
は
連
絡
先

三
　
変
更
年
月
日

認
定
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
事
業
者
協
会
へ
の
加
入

一
　
加
入
し
た
認
定
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
事
業
者
協
会
の

名
称

二
　
加
入
年
月
日

認
定
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
事
業
者
協
会
に
加
入
し
た
事
実
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

認
定
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
事
業
者
協
会
か
ら
の
脱
退

一
　
脱
退
し
た
認
定
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
事
業
者
協
会
の

名
称

二
　
脱
退
年
月
日

認
定
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
事
業
者
協
会
か
ら
脱
退
し
た
事
実
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

委
託
に
係
る
業
務
の
内
容
又
は
委
託
先
の
変
更

一
　
変
更
の
内
容

二
　
変
更
年
月
日
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別
紙
様
式
第
１
号
（
第
２
５
条
第
１
項
関
係
）

別紙様式第1号(第25条第1項関係) 

(日本産業規格A4)  

年度 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 
事業報告 

 (記載上の注意) 

  1 この様式中に記載する金額、出資口数等は、この様式中で指定された単位で記載し、

当該単位未満は切り捨てること。 

  2 この様式中に記載する構成比率等は、小数点第3位以下を切り捨て小数点第2位まで

を記載すること。 

  年  月  日 作成 

  年  月  日 備付 

住 所          

農 林 中 央 金 庫   

代表理事 氏 名    

1 事業の概況 

 (1) 事業概況等 

  (記載上の注意) 

   金融経済環境、農林水産業情勢、農林中央金庫(以下この様式において「金庫」とい

う。)のその事業年度における事業の経過及び成果(主要な業務区分別)、金庫が対処す

べき課題、今後の事業方針の順序に従って、それぞれの事項を簡潔にまとめて記載す

ること。 

 (2) 業績の推移 

(単位：億円)  

  年度 年度 年度 年度 

預 金         

農 林 債         

貸 出 金         

  
会 員 貸 出         

会員以外への貸出         

有 価 証 券         

  
国 債         

そ の 他         

商 品 有 価 証 券         

総 資 産         

経 常 利 益 

(又 は 経 常 損 失) 

百万円 百万円 百万円 百万円 

当 年 度 純 利 益 

(又は当年度純損失) 

百万円 百万円 百万円 百万円 
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 (記載上の注意) 

  1 「預金」、「農林債」、「貸出金」、「有価証券」、「商品有価証券」及び「総資

産」は、年度末残高を記載すること。 

  2 必要がある場合は、4事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

  3 必要に応じ、業績の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

  4 当該事業年度の前事業年度に係る事項については、遡及適用(財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則第8条第51項に規定する遡及適用をいう。以下この様

式において同じ。)、財務諸表の組替え(同条第52項に規定する財務諸表の組替えをい

う。以下この様式において同じ。)又は修正再表示(同条第53項に規定する修正再表示

をいう。以下この様式において同じ。)を行うこと。ただし、当該事業年度の前事業

年度より前の事業年度に係る事項について、遡及適用、財務諸表の組替え又は修正再

表示を行うことを妨げない。 

    なお、遡及適用、財務諸表の組替え又は修正再表示を行った場合には、その旨を欄

外に注記すること。 

    上記にかかわらず、遡及適用又は財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、そ

の旨及びその理由を欄外に注記すること。 

 (3) 事業年度終了後に生じた金庫の状況に関する重要な事実 

2 金庫の現況 

 (1) 資本金の推移                       (単位：百万円)  

  前 年 度 末 当 年 度 末 

資 本 金     

  

普 通 出 資 金 

(うち後配出資金) 

 

(         ) 

 

(         ) 

優 先 出 資 金     

 (記載上の注意) 

   増資又は減資があった場合は、その概要を欄外に注記すること。 

 (2) 出資者数及び出資口数の状況(当年度末現在) 

  イ 普通出資(後配出資を除く。)            出資一口の金額   円 

区 分 出 資 者 数 構 成 割 合(％) 出 資 口 数 構 成 割 合(％) 

          

計   100   100 

 (記載上の注意) 

   農林中央金庫法第8条に掲げる団体ごとに区分して記載すること。 

  ロ 後配出資                     出資一口の金額   円 

区 分 出 資 者 数 構 成 割 合(％) 出 資 口 数 構 成 割 合(％) 
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計   100   100 

 (記載上の注意) 

   農林中央金庫法第8条に掲げる団体ごとに区分して記載すること。 

 (注) 「後配出資」とは、配当率が他の出資より低いことを条件として受け入れた普通

出資をいう。 

  ハ 優先出資                     出資一口の金額   円 

区 分 出資者数 
割合 

(％) 
出資口数 

割合 

(％) 

発行(引受)

価額 

割合 

(％) 

政府及び地方公共団体             

金 融 機 関             

金 融 商 品 取 引 業 者             

そ の 他 の 法 人             

外 国 法 人 等 

(う ち 個 人) 
            

個 人 そ の 他             

計   100   100   100 

 (記載上の注意) 

  1 農林中央金庫法第8条に掲げる団体が優先出資を保有する場合は、それぞれの区分

ごとに、欄外にその旨及び団体ごとの出資状況を注記すること。 

  2 「発行(引受)価額」欄は、発行時における発行(引受)価額を記載すること。 

 (3) 役員の状況 

  イ 役員の数 

  前 年 度 末 当 年 度 末 

理 事 人 人 

経 営 管 理 委 員     

監 事 

(う ち 非 常 勤) 

 

(         ) 

 

(         ) 

  ロ 役員の状況(当年度末現在) 

役 名 氏 名 就任年月日 任期満了年
月日 

常勤・非
常勤の別 

担当部門又
は主な職業 

代 表 理 事 

・ 

理 事 

・ 
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経営管理委

員 

・ 

          

監 事 

・ 

          

 (記載上の注意) 

  1 農林中央金庫法第24条第3項に規定する者に該当する監事については、役名の前に

○を付すこと。 

  2 当年度中に退任(解任を含む。)があった役員についても末尾に記載し、その旨を注

記すること。 

 (4) 職員の状況 

区 分 前 年 度 末 当 年 度 末 

職
員
数 

事 務 系 人 人 

庶 務 系     

合 計     

平 均 年 齢 歳  月 歳  月 

平 均 勤 続 年 数 年  月 年  月 

平 均 年 間 給 与 千円 千円 

 (記載上の注意) 

  1 「職員数」は、アルバイト、パート及び被出向の職員を除き、出向者、休職者及び

常勤嘱託を含めた在籍者数を記載すること。 

  2 「庶務系」欄には、守衛、用務員、運転手及び寄宿舎管理人等の職務に従事する職

員数を記入し、それ以外の職員数は、「事務系」欄に記入すること。 

  3 「平均年間給与」欄には、賞与等を含めて記載すること。 

 (5) 店舗の状況 

  イ 店舗数 

地 域 区 分 前 年 度 末 当 年 度 末 

  
店(その他事務所等) 

 (       ) 

店(その他事務所等) 

 (       ) 

   (       )  (       ) 

国 内 店 計  (       )  (       ) 

海 外 店 計  (       )  (       ) 

合 計  (       )  (       ) 
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 (記載上の注意) 

  1 国内店は、適宜地域別等に区分して記載すること。 

  2 「その他事務所等」とは、農林中央金庫法施行規則第150条第1項第1号に規定する

主たる事務所及び従たる事務所以外の事務所等並びに同項第21号の2に規定する主た

る事務所及び従たる事務所以外の事務所等をいう。 

  3 金庫の職員が常駐する施設であって外国に所在するもの(事務所等(農林中央金庫

法施行規則第62条第3項に規定する事務所等をいう。以下同じ。)を除く。)について

は、欄外に注記すること。 

  4 農林中央金庫法施行規則第150条第1項第1号に規定する臨時又は巡回型の施設、無

人の設備その他農林水産大臣及び金融庁長官が定める施設又は設備については、記載

を要しない。 

  ロ 当年度の店舗の開設・廃止状況 

店 舗 名 開設・廃止年月日 所 在 地 備 考 

        

        

 (記載上の注意) 

  1 開設及び廃止に区分し、事業譲渡、合併等による場合は、その旨を「備考」欄に記

載すること。 

  2 金庫の職員が常駐する施設であって外国に所在するもの(事務所等を除く。)につい

ては、欄外に注記すること。 

  3 農林中央金庫法施行規則第150条第1項第1号に規定する臨時又は巡回型の施設、無

人の設備その他農林水産大臣及び金融庁長官が定める施設又は設備については、記載

を要しない。 

  ハ 農林中央金庫代理業者数の推移 

前 年 度 末 当 年 度 末 

    

  ニ 当年度新規農林中央金庫代理業者 

氏名又は名称 主たる営業所又は事務所の所在地 主要な他業務 

      

      

 (記載上の注意) 

   当年度に新規に許可を受けた農林中央金庫代理業者について記載すること。 

  ホ 農林中央金庫代理業者が農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所数の推移 
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  前 年 度 末 当 年 度 末 

      

      

      

合 計     

 (記載上の注意) 

   適宜地域別に区分して記載すること。 

  ヘ 当年度の農林中央金庫代理業者が農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所の

開始・終了状況 

農林中央金庫

代理業者名 

営業所又は事

業所名 

開 始 ・ 終 了

年月日 
所 在 地 備 考 

          

          

          

          

          

 (記載上の注意) 

   開始、終了に区分して記載すること。 

 (6) 重要な子会社等(当年度末現在) 

会社名 所 在 地 
主要業務

内容 

設立年

月日 
資本金 

金庫議決

権比率 
その他 

        百万円 ％   

              

              

 (記載上の注意) 

  1 農林中央金庫法第24条第4項に規定する子会社並びに農林中央金庫法施行令第6条

第2項に規定する子法人等(同法第24条第4項に規定する子会社を除く。)及び同令第6

条第3項に規定する関連法人等のうち、重要なものについて記載すること。 

  2 重要な企業結合の経過及び成果を注記すること。 

  3 重要な業務提携の概況を付記すること。 

3 業務の適正を確保する体制 

 (記載上の注意) 
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   農林中央金庫の業務並びに農林中央金庫及びその子法人等から成る集団の業務の適

正を確保するために必要な体制の整備についての理事会の決議があるときは、その決

議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要を記載すること。 

4 その他 

 (記載上の注意) 

   その他必要な事項は、その項目を掲げて記載すること。 
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別
紙
様
式
第
２
号
（
第
２
５
条
第
１
項
関
係
）

別紙様式第2号(第25条第1項関係) 

(日本産業規格A4) 

年度(  年  月  日現在)貸借対照表 

  年  月  日 作成 住 所 

  年  月  日 備付 農 林 中 央 金 庫 

代表理事 氏 名   

(単位：百万円) 

科 目 金 額 科 目 金 額 

(資 産 の 部)  (負 債 の 部)  

貸 出 金  預 金  

証 書 貸 付  定 期 預 金  

手 形 貸 付  定 期 積 金  

当 座 貸 越  通 知 預 金  

割 引 手 形  貯 蓄 預 金  

外 国 為 替  普 通 預 金  

買 入 外 国 為 替  当 座 預 金  

取 立 外 国 為 替  そ の 他 の 預 金  

外 国 他 店 貸  譲 渡 性 預 金  

外 国 他 店 預 け  短 期 農 林 債  

有 価 証 券  農 林 債  

国 債  農 林 債 発 行 高  

地 方 債  農 林 債 募 集 金  

短 期 社 債  借 用 金  

社 債  借 入 金  

株 式  再 割 引 手 形  

そ の 他 の 証 券  売 渡 手 形  

金 銭 の 信 託  コマーシャル・ペーパー  

商 品 有 価 証 券  コ ー ル マ ネ ー  

商 品 国 債  売 現 先 勘 定  

商 品 地 方 債  債券貸借取引受入担保金  

商 品 政 府 保 証 債  外 国 為 替  

その他の商品有価証券  売 渡 外 国 為 替  

買 入 金 銭 債 権  未 払 外 国 為 替  

買 入 手 形  外 国 他 店 借  

コ ー ル ロ ー ン  外 国 他 店 預 り  

買 現 先 勘 定  受 託 金  

債券貸借取引支払保証金  そ の 他 負 債  

現 金 預 け 金  未 決 済 為 替 借  

現 金  未 払 費 用  

預 け 金  未 払 法 人 税 等  
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そ の 他 資 産  前 受 収 益  

未 決 済 為 替 貸  従 業 員 預 り 金  

前 払 費 用  給 付 補 塡 備 金  

未 収 収 益  借 入 有 価 証 券  

先 物 取 引 差 入 証 拠 金  借 入 商 品 債 券  

先 物 取 引 差 金 勘 定  売 付 債 券  

保 管 有 価 証 券 等  売 付 商 品 債 券  

金 融 派 生 商 品  先 物 取 引 受 入 証 拠 金  

金融商品等差入担保金  先 物 取 引 差 金 勘 定  

リ ー ス 投 資 資 産  金 融 派 生 商 品  

そ の 他 の 資 産  金融商品等受入担保金  

有 形 固 定 資 産  リ ー ス 債 務  

建 物  資 産 除 去 債 務  

土 地  そ の 他 の 負 債  

リ ー ス 資 産  賞 与 引 当 金  

建 設 仮 勘 定  役 員 賞 与 引 当 金  

その他の有形固定資産  退 職 給 付 引 当 金  

無 形 固 定 資 産  役 員 退 職 慰 労 引 当 金  

ソ フ ト ウ ェ ア  特 別 法 上 の 引 当 金  

リ ー ス 資 産  金融商品取引責任準備金  

その他の無形固定資産  繰 延 税 金 負 債  

前 払 年 金 費 用  再評価に係る繰延税金負債  

農 林 債 繰 延 資 産  支 払 承 諾  

農 林 債 発 行 差 金  負債の部合計  

農 林 債 発 行 費 用  (純資産の部)  

繰 延 税 金 資 産  資 本 金  

再評価に係る繰延税金資産  普 通 出 資 金  

支 払 承 諾 見 返  (う ち 後 配 出 資 金) (  ) 

貸 倒 引 当 金 △ 優 先 出 資 金  

  優 先 出 資 申 込 証 拠 金  

  資 本 剰 余 金  

  資 本 準 備 金  

  そ の 他 資 本 剰 余 金  

  資本金及び資本準備金
減少差益 

 

  自己優先出資処分差益  

  再 評 価 積 立 金  

  利 益 剰 余 金  

  利 益 準 備 金  

  そ の 他 利 益 剰 余 金  
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  ○ ○ 積 立 金  

  当 年 度 未 処 分 剰 余 金  

  (又は当年度未処理損失
金) 

 

  当 年 度 純 利 益  

  (又は当年度純損失)  

  合 併 会 員 持 分 △ 

  自 己 優 先 出 資 △ 

  自己優先出資申込証拠金  

  会 員 勘 定 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  純資産の部合計  

資 産 の 部 合 計  負債及び純資産の部合計  

(記載上の注意) 

1 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関

連が明らかになるように記載すること。 

(1) 継続企業の前提(第28条第2項第1号に規定する継続企業の前提をいう。以下この

様式において同じ。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場

合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継

続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に

当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)は、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 

③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 

④ 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別 

(2) 次に掲げる会計方針に関する事項 

① 有価証券の評価基準及び評価方法 

② 土地の再評価に関する法律第3条第3項に規定する再評価の方法及び同法第10

条に規定する差額 

③ 有形固定資産の減価償却の方法 

④ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑤ 貸倒引当金の計上方法(当年度における償却及び引当の方針のほか、資産の自

己査定基準の整備の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の

状況についても、できるだけ詳細に記載すること。) 

⑥ 退職給付引当金の計上方法 

⑦ リース取引の処理方法 

⑧ ヘッジ会計の方法 
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⑨ 金銭の信託の評価基準及び評価方法 

⑩ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

⑪ 収益の計上方法(顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約か

ら生ずる収益を認識するときは、主要な事業における顧客との契約に基づく主な

義務の内容、当該義務に係る収益を認識する通常の時点その他重要な会計方針に

含まれると判断したものを記載すること。) 

⑫ その他採用した重要な会計方針 

(3) 次に掲げる会計上の見積りに関する事項 

① 会計上の見積りにより当該事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目

であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるもの 

② 当該事業年度に係る財務諸表の①に掲げる項目に計上した額 

③ ②に掲げるもののほか、①に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する

理解に資する情報 

(4) 会計方針の変更等を行った場合には、会計方針の変更等に関する事項(財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の3、第8条の3の2及び第8条の3の4

から第8条の3の7までの規定に準じて記載すること。ただし、当該事業年度に係る

財務諸表のみを表示している場合には、前事業年度に係る事項については、記載を

要しない。) 

(5) 金融商品の状況に関する事項、金融商品の時価等に関する事項及び金融商品の時

価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

(6) 賃貸等不動産の状況に関する事項及び賃貸等不動産の時価に関する事項 

(7) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の7第1項から第3項まで

に規定する有価証券に関する事項 

(8) 有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及び金額(金額は貸借対照表価

額とし、消費貸借契約によるものと使用貸借契約又は賃貸借契約によるものとに分

けて記載すること。) 

(9) 債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権

並びに貸出条件緩和債権の額並びにこれらの合計額。この場合において、それぞれ

の定義は、農林中央金庫法施行規則第112条第5号ロによるものとする。 

(10) 有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、そ

の旨。ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

(11) 有形固定資産の減価償却累計額、減損損失累計額及び圧縮記帳額 

(12) 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の

金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、適宜一括した引当金の金額) 

(13) リースにより使用する有形固定資産及び無形固定資産に関する事項 

(14) 子会社等(農林中央金庫法第56条第2号に規定する子会社等をいう。以下この様

式において同じ。)に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が

属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、

当該子会社等に対する金銭債権又は金銭債務の当該子会社等に対する金銭債権又

は金銭債務が属する項目ごとの金額又は2以上の項目について一括した金額 
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(15) 理事、経営管理委員及び監事との間の取引による理事、経営管理委員及び監事

に対する金銭債権があるときは、その総額。ただし、総合口座取引における当座貸

越及び預金、定期積金又は農林債を担保とする貸付金(担保とされた預金、定期積

金及び農林債の額を超えないものに限る。)は、この限りでない。 

(16) 理事、経営管理委員及び監事との取引による理事、経営管理委員及び監事に対

する金銭債務があるときは、その総額。ただし、預金、定期積金及び農林債に係る

債務は、この限りでない。 

(17) 子会社等の株式又は出資金の総額 

(18) 次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因別の内訳 

① 繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合

における当該金額を含む。) 

② 繰延税金負債 

(19) 資産が担保に供されている場合における、当該資産の内容及びその金額並びに

担保に係る債務の金額 

(20) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

(21) 出資一口当たりの純資産額(銭単位で記載すること。) 

(22) 農林中央金庫法施行規則第109条第1号に規定する額 

(23) 事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象

が発生した場合における当該事象 

(24) 資産の部の社債(当該社債を有する農林中央金庫がその元本の償還及び利息の

支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商

品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)に係る保証債

務の額 

(25) 以上のほか、財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

2 特別法上の引当金は、法令の規定に基づき計上し、その法令の条項を注記すること。 

3 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、

その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

4 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金

額が資産総額の100分の1を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適

切な名称を付した科目を設けて記載すること。 

5 「リース資産」に区分される資産については、「有形固定資産」に属する各科目(「リー

ス資産」及び「建設仮勘定」を除く。)又は「無形固定資産」に属する各科目(「リー

ス資産」を除く。)に含めることができる。 

6 当該事業年度において、合併対象財産(第108条の2に規定する合併対象財産をいう。

以下この様式において同じ。)の全部に、合併(第74条第3項第1号に規定する合併をい

う。以下この様式において同じ。)により消滅する信用農水産業協同組合連合会(農林

中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第

2条第2項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下この様式において同

じ。)における当該合併の直前の帳簿価格を付す合併が行われた場合には、次に掲げる

事項を注記すること。 
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(1) 当該合併直前における当該合併に係る信用農水産業協同組合連合会の名称、合併

の目的及び合併日 

(2) 合併比率及びその算定方法並びに出資1口当たりの金額 

(3) 信用農水産業協同組合連合会から引き継いだ資産、負債及び純資産の額並びに主

な内訳並びにこれらについて帳簿価格で評価している旨 

(4) 会計処理方法を統一している旨。なお、複数の会計処理方法を同一の事業年度に

統一できない場合には、その旨及びその理由 

7 当該事業年度において、合併対象財産の全部に、対価として交付する現金等の時価

を付す合併が行われた場合には、次に掲げる事項を注記すること。 

(1) 当該合併直前における当該合併に係る信用農水産業協同組合連合会の名称、合併

の目的及び合併日 

(2) 合併比率及びその算定方法並びに出資1口当たりの金額 

(3) 発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

(4) 合併日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳並びにこ

れらについて時価で評価している旨並びに当該合併について合併対象財産の全部

を対価として交付する現金等の時価を付す合併と判定した理由 

(5) 合併契約において、当該合併契約締結後の将来の事象又は取引の結果により当該

合併の対価として、現金等を追加的に交付し又は引き渡す旨規定している場合は、

その旨及び内容並びに当該事業年度以降の会計処理の方針 

(6) 取得原価の配分が完了していない場合には、その旨及びその理由 

(7) 前事業年度に行われた合併に係る暫定的な会計処理の確定に伴い、当該事業年度

において取得原価の当初配分額に重要な見直しがなされた場合には、当該見直しの

内容及び金額 

8 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

9 この様式中に記載する金額は、この様式中で指定された単位で記載し、当該単位未

満は切り捨てること。 
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別
紙
様
式
第
３
号
（
第
２
５
条
第
１
項
関
係
）

別紙様式第3号(第25条第1項関係) 

(日本産業規格A4) 

  年度 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 
損益計算書 

  年  月  日 作成 住 所 

  年  月  日 備付 農 林 中 央 金 庫 

代表理事 氏 名   

(単位：百万円) 

科 目 金 額 

経 常 収 益  

資 金 運 用 収 益  

貸 出 金 利 息  

有 価 証 券 利 息 配 当 金  

買 入 手 形 利 息  

コ ー ル ロ ー ン 利 息  

買 現 先 利 息  

債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息  

預 け 金 利 息  

金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息  

そ の 他 の 受 入 利 息  

役 務 取 引 等 収 益  

受 入 為 替 手 数 料  

そ の 他 の 役 務 収 益  

そ の 他 業 務 収 益  

外 国 為 替 売 買 益  

国 債 等 債 券 売 却 益  

国 債 等 債 券 償 還 益  

商 品 有 価 証 券 売 買 益  

金 融 派 生 商 品 収 益  

そ の 他 の 業 務 収 益  

そ の 他 経 常 収 益  

貸 倒 引 当 金 戻 入 益  

償 却 債 権 取 立 益  

株 式 等 売 却 益  

金 銭 の 信 託 運 用 益  

そ の 他 の 経 常 収 益  

経 常 費 用  

資 金 調 達 費 用  

預 金 利 息  

譲 渡 性 預 金 利 息  
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短 期 農 林 債 利 息  

農 林 債 利 息  

借 用 金 利 息  

売 渡 手 形 利 息  

コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 利 息  

コ ー ル マ ネ ー 利 息  

売 現 先 利 息  

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息  

金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息  

そ の 他 の 支 払 利 息  

役 務 取 引 等 費 用  

支 払 為 替 手 数 料  

そ の 他 の 役 務 費 用  

そ の 他 業 務 費 用  

農 林 債 発 行 費 用 償 却  

外 国 為 替 売 買 損  

国 債 等 債 券 売 却 損  

国 債 等 債 券 償 還 損  

国 債 等 債 券 償 却  

商 品 有 価 証 券 売 買 損  

金 融 派 生 商 品 費 用  

そ の 他 の 業 務 費 用  

事 業 管 理 費  

そ の 他 経 常 費 用  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

貸 出 金 償 却  

株 式 等 売 却 損  

株 式 等 償 却  

金 銭 の 信 託 運 用 損  

そ の 他 の 経 常 費 用  

経 常 利 益 ( 又 は 経 常 損 失 )  

特 別 利 益  

固 定 資 産 処 分 益  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 取 崩 額  

そ の 他 の 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 処 分 損  

減 損 損 失  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

そ の 他 の 特 別 損 失  
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税引前当年度純利益(又は税引前当年度純損失)  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計  

当 年 度 純 利 益 ( 又 は 当 年 度 純 損 失 )  

当年度当初繰越剰余金(又は当年度当初繰越損

失金) 

 

○ ○ 積 立 金 取 崩 額  

利 益 準 備 金 減 少 額  

当年度未処分剰余金(又は当年度未処理損失金)  

(記載上の注意) 

1 農林中央金庫法第56条第2号に規定する子会社等との資金運用・資金調達に係る取引

高の総額、役務取引等に係る取引高の総額、その他業務・その他経常取引に係る取引

高の総額、及びその他の取引高の総額を注記すること。 

2 損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。 

3 本店と各支店との間及び各支店相互間の利息その他の内部損益は除去して記載する

こと。 

4 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、非経常的な利益又は損失を

記載すること。ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を

及ぼさない場合には、経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。 

5 一定の目的のために留保した積立金のその目的に従う取崩金額は、当年度当初繰越

剰余金又は当年度当初繰越損失金の次に当該積立金名称を付した科目をもって記載す

ること。 

6 法令等に基づき、この様式に掲げてある科目以外の科目を設ける必要が生じたとき

は、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

7 顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識す

る場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記すること。 

(1) 当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時

期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当

該区分ごとの収益の額その他の事項 

(2) 収益を理解するための基礎となる情報 

(3) 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報 

 (1)から(3)までに掲げる事項が会計方針に関する事項と同一であるときは、記載す

ることを要しない。 

8 出資一口当たりの当年度純利益又は当年度純損失を銭単位まで記載すること。 

9 「貸倒引当金繰入額」には、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引

当勘定の繰入額と取崩額を相殺した後の金額を記載すること。また、一般貸倒引当金、

個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の取崩額が繰入額を上回る場合には、当該

上回る額を「貸倒引当金戻入益」に記載すること。 

10 「貸出金償却」には、個別貸倒引当金の目的使用による取崩額を控除した後の金額
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を記載すること。 

11 当該事業年度において、合併対象財産(第108条の2に規定する合併対象財産をいう。

以下同じ。)の全部に、合併(第74条第3項第1号に規定する合併をいう。以下同じ。)

により消滅する信用農水産業協同組合連合会(農林中央金庫及び特定農水産業協同組

合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第2条第2項に規定する信用農水産業

協同組合連合会をいう。以下同じ。)における当該合併の直前の帳簿価格を付す合併が

行われた場合には、次に掲げる事項を注記すること。 

(1) 計算書類に含まれる当該合併に係る信用農水産業協同組合連合会の業績の期間 

(2) 当該合併に要した支出額及びその科目名 

12 当該事業年度において、合併対象財産の全部に、対価として交付する現金等の時価

を付す合併が行われた場合には、次に掲げる事項を注記すること。 

(1) 計算書類に含まれる当該合併に係る信用農水産業協同組合連合会の業績の期間 

(2) 当該合併に係る信用農水産業協同組合連合会の取得価格及びその内訳 

(3) 主要な取得関連費用の内容及び金額 

(4) 負ののれん発生益の金額及び発生原因 

13 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載するこ

と。 

14 この様式中に記載する金額は、この様式中で指定された単位で記載し、当該単位未

満は切り捨てること。 

15 遡及適用(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第51項に規定す

る遡及適用をいう。)、修正再表示(同条第53項に規定する修正再表示をいう。)又は当

該事業年度の前事業年度における合併に係る暫定的な会計処理の確定を行った場合に

は、当年度当初繰越剰余金又は当年度当初繰越損失金に対する累積的影響額及び当該

遡及適用、修正再表示又は当該事業年度の前事業年度における合併に係る暫定的な会

計処理の確定の後の当年度当初繰越剰余金又は当年度当初繰越損失金を区分表示する

こと。 
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別
紙
様
式
第
４
号
（
第
２
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条
第
１
項
関
係
）

別紙様式第4号(第25条第1項関係) 

(日本産業規格A4)  

年度 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 
附属明細書 

 (記載上の注意) 

 1 この様式中に記載する金額等は、この様式中で指定された単位で記載し、当該単位

未満は切り捨てること。 

 2 この様式中に記載する構成比率等は、小数点第3位以下を切り捨て小数点第2位まで

を記載すること。 

 年  月  日 作成 

 年  月  日 備付 

住 所         

農 林 中 央 金 庫  

代表理事 氏 名   

1 計算書類に関する事項 

 (1) 有形固定資産及び無形固定資産                 (単位：百万円) 

資産の種類 
当年度
当初残
高  

当年度
増加額 

当年度
減少額 

当年度
償却額 

当年度
末帳簿
価額  

減価償
却累計
額  

償却累
計率  

有形固定資産 

 建 物 

 土 地 

 リース資産 

 建設仮勘定 

 その他の有
形固定資産 

            ％ 

有形固定資産
計  

              

無形固定資産 

 ソフトウェ

ア  

 リース資産 

 その他の無
形固定資産 

              

無形固定資産
計  

              

 (記載上の注意) 

 1 資産の種類については、重要性に応じ適宜区分して記載すること。 

 2 当年度の減損損失の金額は、「当年度減少額」の欄に括弧内書として記載し、「当

年度末帳簿価額」の欄は減損損失控除後の金額を記載すること。 

 3 償却累計率は、取得価額に対する償却累計額の割合を記載すること。 

116



 (2) 引当金                            (単位：百万円) 

区 分 
当年度当
初残高  

当年度増
加額  

当年度減少額 
当年度末
残高  

計上理由
及び算定
方法  目的使用 その他 

貸倒引当
金  

            

              

合 計 
            

 (記載上の注意) 

  「計上理由及び算定方法」欄は、貸借対照表に注記したものを省略することができ

る。 

 (3) 事業管理費                          (単位：百万円) 

区 分 金 額 

人 件 費 
  

 給 与 報 酬 
  

 退 職 給 付 費 用 
  

 そ の 他 
  

物 件 費 
  

 土 地 建 物 賃 借 料 
  

 機 械 賃 借 料 
  

 保 守 管 理 費 
  

 旅 費 ・ 交 通 費 
  

 通 信 費 
  

 広 告 宣 伝 費 
  

 諸 会 費 ・ 寄 付 金 ・ 交 際 費 
  

 事 務 委 託 費 
  

 推 進 費 
  

 福 利 厚 生 費 
  

 減 価 償 却 費 
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 無 形 固 定 資 産 償 却 
  

 そ の 他 
  

税 金 
  

計 
  

 (記載上の注意) 

  監事が監査をするに当たって、参考となるように記載すること。 

 (4) 子会社等に対する出資                     (単位：百万円) 

会社名 

当年度当初残高 当年度末残高 
当年度増

減(△)高 

当該子会社等

に対する農林

中央金庫の出

資口数  

議決

権数 

取得

原価 

帳簿

価額 

議決

権数 

取得

原価 

帳簿

価額 

              
( ) 口 

計 
                

 (記載上の注意) 

 1 農林中央金庫法第56条第2号に規定する子会社等について記載すること。ただし、重

要でないものについては、一括して記載することができる。 

 2 「当年度増減(△)高」欄は、取得原価について記載すること。また、括弧内に議決

権数を記載すること。 

 3 優先出資を発行している場合には、当該子会社等の有する農林中央金庫の出資口数

について普通出資及び優先出資に区分の上記載すること。 

 4 重要な増減がある場合は、その理由を注記すること。 

 (5) 子会社等との取引並びに子会社等に対する債権及び債務 

  ① 子会社等との取引                      (単位：百万円) 

会 社 名 収 益 総 額 費 用 総 額 摘 要 

        

        

計 
      

 (記載上の注意) 

 1 農林中央金庫法第56条第2号に規定する子会社等について記載すること。ただし、重

要でないものについては、一括して記載することができる。 

 2 「摘要」欄は、主要取引科目等を記載すること。 
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  ② 子会社等に対する債権及び債務                (単位：百万円) 

会社名 取引内容 

債 権 債 務 

当年度

当初残

高  

当年度

末残高 

当年度

増減

(△)額 

当年度

当初残

高  

当年度

末残高 

当年度

増減

(△)額 

  
計 

            

  
計 

            

合 計 
            

 (記載上の注意) 

 1 農林中央金庫法第56条第2号に規定する子会社等について記載すること。ただし、重

要でないものについては、一括して記載することができる。 

 2 「取引内容」欄は、貸付金、事業未収金等債権、債務の内容が正確に分かるよう記

載すること。ただし、金額的重要性の乏しいものについては「その他取引」として一

括して記載することができる。 

 3 債務保証を行っている場合は、「債権」欄に見返額を記載すること。 

 4 重要な貸付金又は借入金等で、特別な回収又は返済条件(期限、利率等)のものがあ

る場合には、その内容を注記すること。 

 5 重要な増減がある場合は、その理由を注記すること。 

 (6) その他重要な事項 

 (記載上の注意) 

  その他計算書類の内容を補足するために必要な事項は、その項目を掲げて記載するこ

と。 

2 業務報告に関する事項 

 (1) 役員の兼職等の状況 

役 名 氏 名 
 兼職法人名又

は兼業事業名 

 兼職等先での

役職  
摘 要 

経営管理委員 
        

・ 
        

・ 
        

監 事 
        

・ 
        

・ 
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 (記載上の注意) 

 1 農林中央金庫法第24条の5第1項の規定に基づく兼職等の制限の適用を受けない役員

の兼職等先(農林水産業及び報酬を得ていない事業を除く。)について記載すること。 

 2 兼職等する先が金融業を行っている場合は、その旨を「摘要」欄に付記すること。

ただし、会員が行う金融事業については、この限りでない。 

 (2) 役員又は役員の兼職等先との間の取引状況(当年度末現在) 

  ① 役員との間の取引状況                    (単位：百万円) 

役名 氏 名 貸出金 
当年度増減

(△)高  

債務の保証

又は裏書  

当年度増減

(△)高  

            

            

 (記載上の注意) 

 1 農林中央金庫法第24条の5第1項の規定に基づく兼職等の制限の適用を受けない役員

と農林中央金庫(以下この様式において「金庫」という。)との間の取引について記載

すること。 

 2 「貸出金」欄は、総合口座取引における当座貸越、預金、定期積金又は農林債を担

保とする貸付金(担保とされた預金、定期積金又は農林債の額を超えないものに限る。)

及び農林水産業に係る貸出金を除いて記載すること。 

  ② 役員の兼職等先との間の取引状況               (単位：百万円) 

兼 職 等 先 名 貸出金 
当年度増減

(△)高  

債務の保証

又は裏書  

当年度増減

(△)高  

          

          

 (記載上の注意) 

 1 農林中央金庫法第24条の5第1項の規定に基づく兼職等の制限の適用を受けない役員

の兼職等先と金庫との間の取引について記載すること。また、役員が総株主又は総社

員の議決権の100分の50を超える議決権を有する株式会社と金庫との取引について記

載すること。 

 2 「貸出金」欄は、総合口座取引における当座貸越、預金、定期積金又は農林債を担

保とする貸付金(担保とされた預金、定期積金又は農林債の額を超えないものに限る。)

及び農林水産業に係る貸出金を除いて記載すること。 

 (3) 理事、経営管理委員及び監事に対する報酬その他の職務遂行の対価 
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(単位：千円) 

区 分 
 報酬その他の職務遂行の

対価である財産上の利益 

総(代)会で定められた報酬

限度額  

理 事     

経 営 管 理 委 員     

監 事     

合 計     

 (記載上の注意) 

 1 報酬以外の金額については、その金額を「報酬その他の職務遂行の対価である財産

上の利益」の欄に括弧内書すること。 

 2 理事、経営管理委員及び監事に対する退職慰労金及び役員賞与金は、欄外に理事、

経営管理委員及び監事とを区分してそれぞれ金額を記載すること。 

 (4) その他の重要な事項 

 (記載上の注意) 

  その他業務報告の内容を補足するために必要な事項は、その項目を掲げて記載するこ

と。 
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別
紙
様
式
第
５
号
（
第
２
５
条
第
１
項
関
係
）

別紙様式第5号(第25条第1項関係) 

(日本産業規格A4)  

年度 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 
事業報告 

 (記載上の注意) 

 1 この様式中に記載する金額、出資口数等は、この様式中で指定された単位で記載し、

当該単位未満は切り捨てること。 

 2 この様式中に記載する構成比率等は、小数点第3位以下を切り捨て小数点第2位まで

を記載すること。 

 年  月  日 作成 

 年  月  日 備付 

住 所         

農 林 中 央 金 庫  

代表理事 氏 名   

1 事業の概況 

 (1) 事業概況等 

 (記載上の注意) 

  金融経済環境、農林水産業情勢、農林中央金庫(以下この様式において「金庫」とい

う。)のその事業年度における事業の経過及び成果(主要な業務区分別)、金庫が対処す

べき課題、今後の事業方針の順序に従って、それぞれの事項を簡潔にまとめて記載する

こと。 

 (2) 業績の推移 

(単位：億円) 

  
年度 年度 年度 年度 

預 金 
        

農 林 債 
        

貸 出 金 
        

  
会 員 貸 出 

        

会員以外への貸出 
        

有 価 証 券 
        

  
国 債 

        

そ の 他 
        

特 定 取 引 資 産 

(トレーディング資産) 

        

特 定 取 引 負 債 

(トレーディング負債) 
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総 資 産         

経 常 利 益 

(又 は 経 常 損 失) 

百万円 百万円 百万円 百万円 

当 年 度 純 利 益 

(又 は 当 年 度 純 損 失) 

百万円 百万円 百万円 百万円 

 (記載上の注意) 

 1 「預金」、「農林債」、「貸出金」、「有価証券」及び「総資産」は、年度末残高

を記載すること。 

 2 「特定取引資産(トレーディング資産)」とは、商品有価証券、商品有価証券派生商

品、特定取引有価証券、特定取引有価証券派生商品、特定金融派生商品及びその他の

特定取引資産をいう。 

 3 「特定取引負債(トレーディング負債)」とは、売付商品債券、商品有価証券派生商

品、特定取引売付債券、特定取引有価証券派生商品、特定金融派生商品及びその他の

特定取引負債をいう。 

 4 必要がある場合は、4事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

 5 必要に応じ、業績の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

 6 当該事業年度の前事業年度に係る事項については、遡及適用(財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則第8条第51項に規定する遡及適用をいう。以下この様式に

おいて同じ。)、財務諸表の組替え(同条第52項に規定する財務諸表の組替えをいう。

以下この様式において同じ。)又は修正再表示(同条第53項に規定する修正再表示をい

う。以下この様式において同じ。)を行うこと。ただし、当該事業年度の前事業年度よ

り前の事業年度に係る事項について、遡及適用、財務諸表の組替え又は修正再表示を

行うことを妨げない。 

   なお、遡及適用、財務諸表の組替え又は修正再表示を行った場合には、その旨を欄

外に注記すること。 

   上記にかかわらず、遡及適用又は財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、そ

の旨及びその理由を欄外に注記すること。 

 (3) 事業年度終了後に生じた金庫の状況に関する重要な事実 

2 金庫の現況 

 別紙様式第1号の「2 金庫の現況」と同様とする。 

3 業務の適正を確保する体制 

 (記載上の注意) 

  農林中央金庫の業務並びに農林中央金庫及びその子法人等から成る集団の業務の適

正を確保するために必要な体制の整備についての理事会の決議があるときは、その決議

の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要を記載すること。 

4 その他 

 別紙様式第1号の「4 その他」と同様とする。 
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別
紙
様
式
第
６
号
（
第
２
５
条
第
１
項
関
係
）

別紙様式第6号(第25条第1項関係) 

(日本産業規格A4) 

年度(  年  月  日現在)貸借対照表 

  年  月  日 作成 

  年  月  日 備付 

住 所         

農 林 中 央 金 庫  

代表理事 氏 名   

(単位：百万円) 

科 目 金 額 科 目 金 額 

(資 産 の 部)   (負 債 の 部)   

貸 出 金   預 金   

 証 書 貸 付    定 期 預 金   

 手 形 貸 付    定 期 積 金   

 当 座 貸 越    通 知 預 金   

 割 引 手 形    貯 蓄 預 金   

外 国 為 替    普 通 預 金   

 買 入 外 国 為 替    当 座 預 金   

 取 立 外 国 為 替    そ の 他 の 預 金   

 外 国 他 店 貸   譲 渡 性 預 金   

 外 国 他 店 預 け   短 期 農 林 債   

有 価 証 券   農 林 債   

 国 債    農 林 債 発 行 高   

 地 方 債    農 林 債 募 集 金   

 短 期 社 債   特 定 取 引 負 債   

 社 債    売 付 商 品 債 券   

 株 式    商 品 有 価 証 券 派 生 商 品   

 そ の 他 の 証 券    特 定 取 引 売 付 債 券   

金 銭 の 信 託    特定取引有価証券派生商品   

特 定 取 引 資 産    特 定 金 融 派 生 商 品   

 商 品 有 価 証 券    その他の特定取引負債   

 商 品 有 価 証 券 派 生 商 品   借 用 金   

 特 定 取 引 有 価 証 券    借 入 金   

 特定取引有価証券派生商品    再 割 引 手 形   

 特 定 金 融 派 生 商 品   売 渡 手 形   

 そ の 他 の 特 定 取 引 資 産   コマーシャル・ペーパー   

買 入 金 銭 債 権   コ ー ル マ ネ ー   

買 入 手 形   売 現 先 勘 定   

コ ー ル ロ ー ン   債券貸借取引受入担保金   
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買 現 先 勘 定   外 国 為 替   

債券貸借取引支払保証金    売 渡 外 国 為 替   

現 金 預 け 金    未 払 外 国 為 替   

 現 金    外 国 他 店 借   

 預 け 金    外 国 他 店 預 り   

そ の 他 資 産   受 託 金   

 未 決 済 為 替 貸   そ の 他 負 債   

 前 払 費 用    未 決 済 為 替 借   

 未 収 収 益    未 払 費 用   

 先 物 取 引 差 入 証 拠 金    未 払 法 人 税 等   

 先 物 取 引 差 金 勘 定    前 受 収 益   

 保 管 有 価 証 券 等    従 業 員 預 り 金   

 金 融 派 生 商 品    給 付 補 塡 備 金   

 金 融 商 品 等 差 入 担 保 金    借 入 有 価 証 券   

 リ ー ス 投 資 資 産    借 入 商 品 債 券   

 そ の 他 の 資 産    売 付 債 券   

有 形 固 定 資 産    売 付 商 品 債 券   

 建 物    先 物 取 引 受 入 証 拠 金   

 土 地    先 物 取 引 差 金 勘 定   

 リ ー ス 資 産    金 融 派 生 商 品   

 建 設 仮 勘 定    金 融 商 品 等 受 入 担 保 金   

 そ の 他 の 有 形 固 定 資 産    リ ー ス 債 務   

無 形 固 定 資 産    資 産 除 去 債 務   

 ソ フ ト ウ ェ ア    そ の 他 の 負 債   

 リ ー ス 資 産   賞 与 引 当 金   

 そ の 他 の 無 形 固 定 資 産   役 員 賞 与 引 当 金   

前 払 年 金 費 用   退 職 給 付 引 当 金   

農 林 債 繰 延 資 産   役 員 退 職 慰 労 引 当 金   

 農 林 債 発 行 差 金   特 別 法 上 の 引 当 金   

 農 林 債 発 行 費 用    金融商品取引責任準備金   

繰 延 税 金 資 産   繰 延 税 金 負 債   

再評価に係る繰延税金資産   再評価に係る繰延税金負債   

支 払 承 諾 見 返   支 払 承 諾   

貸 倒 引 当 金 △ 負債の部合計   

    (純 資 産 の 部)   

    資 本 金   

     普 通 出 資 金   
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     (う ち 後 配 出 資 金) ( ) 

     優 先 出 資 金   

    優 先 出 資 申 込 証 拠 金   

    資 本 剰 余 金   

     資 本 準 備 金   

     そ の 他 資 本 剰 余 金   

      資本金及び資本準備金減

少差益 

  

      自己優先出資処分差益   

      再 評 価 積 立 金   

    利 益 剰 余 金   

     利 益 準 備 金   

     そ の 他 利 益 剰 余 金   

      ○ ○ 積 立 金   

      当 年 度 未 処 分 剰 余 金   

      (又は当年度未処理損失

金) 

  

      当 年 度 純 利 益   

      (又 は 当 年 度 純 損 失)   

    合 併 会 員 持 分 △ 

    自 己 優 先 出 資 △ 

    自己優先出資申込証拠金   

    会 員 勘 定 合 計   

    その他有価証券評価差額金   

    繰 延 ヘ ッ ジ 損 益   

    土 地 再 評 価 差 額 金   

    評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計   

    純資産の部合計   

資 産 の 部 合 計   負債及び純資産の部合計   

 (記載上の注意) 

  別紙様式第2号の「(記載上の注意)」と同様とする。 
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別
紙
様
式
第
７
号
（
第
２
５
条
第
１
項
関
係
）

別紙様式第7号(第25条第1項関係) 

(日本産業規格A4) 

年度 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 
損益計算書 

 
  年  月  日 作成 

  年  月  日 備付 

住 所         

農 林 中 央 金 庫  

代表理事 氏 名   

(単位：百万円) 

科 目 金 額 

経 常 収 益   

 資 金 運 用 収 益   

  貸 出 金 利 息   

  有 価 証 券 利 息 配 当 金   

  買 入 手 形 利 息   

  コ ー ル ロ ー ン 利 息   

  買 現 先 利 息   

  債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息   

  預 け 金 利 息   

  金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息   

  そ の 他 の 受 入 利 息   

 役 務 取 引 等 収 益   

  受 入 為 替 手 数 料   

  そ の 他 の 役 務 収 益   

 特 定 取 引 収 益   

  商 品 有 価 証 券 収 益   

  特 定 取 引 有 価 証 券 収 益   

  特 定 金 融 派 生 商 品 収 益   

  そ の 他 の 特 定 取 引 収 益   

 そ の 他 業 務 収 益   

  外 国 為 替 売 買 益   

  国 債 等 債 券 売 却 益   

  国 債 等 債 券 償 還 益   

  金 融 派 生 商 品 収 益   

  そ の 他 の 業 務 収 益   

 そ の 他 経 常 収 益   

  貸 倒 引 当 金 戻 入 益   

  償 却 債 権 取 立 益   

  株 式 等 売 却 益   

  金 銭 の 信 託 運 用 益   
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  そ の 他 の 経 常 収 益   

経 常 費 用   

 資 金 調 達 費 用   

  預 金 利 息   

  譲 渡 性 預 金 利 息   

  短 期 農 林 債 利 息   

  農 林 債 利 息   

  借 用 金 利 息   

  売 渡 手 形 利 息   

  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 利 息   

  コ ー ル マ ネ ー 利 息   

  売 現 先 利 息   

  債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息   

  金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息   

  そ の 他 の 支 払 利 息   

 役 務 取 引 等 費 用   

  支 払 為 替 手 数 料   

  そ の 他 の 役 務 費 用   

 特 定 取 引 費 用   

  商 品 有 価 証 券 費 用   

  特 定 取 引 有 価 証 券 費 用   

  特 定 金 融 派 生 商 品 費 用   

  そ の 他 の 特 定 取 引 費 用   

 そ の 他 業 務 費 用   

  農 林 債 発 行 費 用 償 却   

  外 国 為 替 売 買 損   

  国 債 等 債 券 売 却 損   

  国 債 等 債 券 償 還 損   

  国 債 等 債 券 償 却   

  金 融 派 生 商 品 費 用   

  そ の 他 の 業 務 費 用   

 事 業 管 理 費   

 そ の 他 経 常 費 用   

  貸 倒 引 当 金 繰 入 額   

  貸 出 金 償 却   

  株 式 等 売 却 損   

  株 式 等 償 却   

  金 銭 の 信 託 運 用 損   

  そ の 他 の 経 常 費 用   
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経 常 利 益 (又 は 経 常 損 失)   

特 別 利 益   

 固 定 資 産 処 分 益   

 金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 取 崩 額   

 そ の 他 の 特 別 利 益   

特 別 損 失   

 固 定 資 産 処 分 損   

 減 損 損 失   

 金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額   

 そ の 他 の 特 別 損 失   

税引前当年度純利益 (又は税引前当年度

純損失) 

  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税   

法 人 税 等 調 整 額   

法 人 税 等 合 計   

当 年 度 純 利 益 (又 は 当 年 度 純 損 失)   

当年度当初繰越剰余金 (又は当年度当初

繰越損失金 ) 

  

○ ○ 積 立 金 取 崩 額   

利 益 準 備 金 減 少 額   

当年度未処分剰余金 (又は当年度未処理

損失金) 

  

 (記載上の注意) 

  別紙様式第3号の「(記載上の注意)」と同様とする。 
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別紙様式第7号の2(第85条の35第1項関係) 

 29.7cm以上 

以
上 

外 国 銀 行 代 理 業 務 

    (農林中央金庫の名称) 

    (所属外国銀行の名称又は商号及び主たる営業所が所在する国) 

  (記載上の注意) 

   1 「農林中央金庫の名称」には、農林中央金庫と記載すること。 

   2 「所属外国銀行の名称又は商号及び主たる営業所が所在する国」には、所属外国

銀行(農林中央金庫法第59条の4第1項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。)

の名称又は商号及び主たる営業所が所在する国を記載すること。二以上の所属外国

銀行があるときは、全ての所属外国銀行の名称又は商号及び主たる営業所が所在す

る国を記載すること。 
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別紙様式第7号の3（第85条の46第1項関係）（平20内府農水令12・追加、平26内府農水令6・平29内府農水令2・令元内府農水令2・令2内府農水令17・一部改正） （日本産業規格A4） 外国銀行代理業務に関する報告書 年月日から 年月日まで 年月日 住所 農林中央金庫 代表理事氏名 （記載上の注意） 1第150条第1項第3号又は第3号の2の規定による届出書において、代表理事の婚姻前の氏名を当該代表理事の氏名に併せて記載して農林水産大臣及び金融庁長官に届け出ている場合には、「代表理事氏名」欄については、当該代表理事の婚姻前の氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該代表理事の婚姻前の氏名のみを記載することができる。 2本表中に記載する金額及び件数は、この表中で指定された単位で記載し、当該単位未満は切り捨てること。 1届出年月日 2外国銀行代理業務の概況 （記載上の注意） 直近の事業年度における外国銀行代理業務（農林中央金庫法第59条の4第1項に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。）の経過及び成果を記載すること。 3所属外国銀行 所属外国銀行名 外国銀行代理業務の内容 委託契約年月日 （記載上の注意） 1「所属外国銀行名」欄は、当期末現在における所属外国銀行（農林中央金庫法第59条の4第1項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。）の名称又は商号を記載すること。 2「外国銀行代理業務の内容」欄は、所属外国銀行のために行う外国銀行代理業務の内容を記載すること。 4役職員の状況 役員職員計 うち非常勤 総数名名名名 （記載上の注意） 1本表は、当期末における外国銀行代理業務に従事する役員及び職員について記載すること。 2「職員」欄は、臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載すること。 5事務所の状況 外国銀行代理 名称所在地職員所属外国銀行名 業務の内容 （記載上の注意） 1「所属外国銀行名」欄及び「外国銀行代理業務の内容」欄は事務所において複数の所属外国銀行のために外国銀行代理業務を行うときは、当該所属外国銀行ごとに記載すること。 2適宜地区別に区分して記載すること。 6外国銀行代理業務の実施状況 預金関係 ①代理（単位：千円、件） 合計 流動性預金定期性預金（その他を含 所属外国 うち当座預金む。） 銀行名 口座数残高口座数残高口座数残高口座数残高 合計 （記載上の注意） 当期末における預金の口座数及び残高を所属外国銀行ごとに記載すること。 ②媒介（単位：件） 合計 流動性預金定期性預金（その他を含 所属外国銀行 うち当座預金む。） 名 件数件数件数件数 合計 （記載上の注意） 「件数」欄は、預金又は定期積金等（銀行法第2条第4項に規定する定期積金等をいう。）の受入れを内容とする契約の締結の媒介行為を行ったもののうち、当期中に契約の締結に至った件数を所属外国銀行ごとに記載すること。 貸出金関係 ①代理（単位：千円、件） 消費者向け貸出金事業者向け貸出金合計 所属外国銀行名 件数残高件数残高件数残高 合計 （記載上の注意） 当期末における貸出金の件数及び残高の合計額を所属外国銀行ごとに記載すること。 ②媒介（単位：千円、件） 消費者向け貸出金事業者向け貸出金合計 所属外国銀行名 件数媒介額件数媒介額件数媒介額 合計 （記載上の注意） 1当期中における資金の貸付けを内容とする契約の締結の媒介行為を行った件数及び媒介額を所属外国銀行ごとに記載すること。 2「件数」欄は、媒介行為を行ったもののうち、当期中に契約の締結に至った件数を記載すること。 3「媒介額」欄は、当期中に契約の締結に至ったものの契約時の貸付けの金額を記載すること。 為替取引関係（単位：件） 所属外国銀行名代理媒介 合計 （記載上の注意） 1「代理」欄は、当期中における為替取引を内容とする契約の締結の代理行為を行った契約件数を記載すること。 2「媒介」欄は、当期中における為替取引を内容とする契約の締結の媒介行為を行った契約件数を記載すること。 付随業務関係（単位：件） 所属外国銀行名付随業務の内容代理媒介 合計 （記載上の注意） 1「付随業務の内容」欄は、当期中にその契約の締結の代理又は媒介を行った銀行法第10条第2項に規定する業務（代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項（第8号及び第8号の2を除く。）の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。）の内容を記載すること。 2「代理」欄は、当期中における銀行法第10条第2項に規定する業務（代理 又は媒介に係る業務及び銀行が同項（第8号及び第8号の2を除く。）の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。）に係る契約の締結の代理行為を行つた契約件数を記載すること。 3「媒介」欄は、当期中における銀行法第10条第2項に規定する業務（代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項（第8号及び第8号の2を除く。）の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。）に係る契約の締結の媒介行為を行った契約件数を記載すること。 手数料の状況（単位：千円） 所属外国銀行名手数料 合計 （記載上の注意） 「手数料」欄は、当期中に所属外国銀行から得た外国銀行代理業務に係る手数料の金額を記載すること。 
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別紙様式第8号(第111条第1項関係) 

(日本産業規格A4)  

業 務 報 告 書 

年度 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 
  

  金融庁長官    殿 

  農林水産大臣    殿 

年  月  日   

住 所             

農 林 中 央 金 庫      

代表理事 氏 名         

      年  月  日から  年  月  日までの業務及び財産の状況を次のと

おり報告します。 

 第1 事業概況書 

  1 事業の概要 

  2 総会又は総代会の状況 

  3 役職員の増減 

  4 役員の略歴 

  5 出資者数及び出資口数の状況 

  6 事務所の増減 

  7 農林債の内訳 

  8 貸出金の担保内訳 

  9 貸倒引当金の状況 

  10 有価証券の内訳 

  11 商品有価証券の内訳 

  12 有形固定資産の内訳 

  13 支払承諾の内訳及び支払承諾見返の担保内訳 

  14 農林中央金庫の受託に係る担保付社債に関する事項 

  15 単体自己資本比率の状況 

 第2 貸借対照表 

 第3 損益計算書 

 第4 キャッシュ・フロー計算書 

 第5 剰余金処分計算書 

 第6 損失金処理計算書 

 (記載上の注意) 

  1 第150条第1項第3号又は第3号の2の規定による届出書において、代表理事の婚姻前

の氏名を当該代表理事の氏名に併せて記載して農林水産大臣及び金融庁長官に届け

出ている場合には、「代表理事氏名」欄については、当該代表理事の婚姻前の氏名を

括弧書で併せて記載し、又は当該代表理事の婚姻前の氏名のみを記載することができ

る。 
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  2 この様式中計算書類に係る金額は、本支店勘定決済終了後の計数を記載すること。 

  3 この様式中に記載する金額、出資口数等は、この様式中で指定された単位で記載し、

当該単位未満は切り捨てること。 

  4 この様式中に記載する構成比率その他の比率は、小数点第3位以下を切り捨て小数

点第2位までを記載すること。 

  5 この様式中、第2 貸借対照表、第3 損益計算書、第4 キャッシュ・フロー計算

書、第5 剰余金処分計算書、第6 損失金処理計算書に注記すべき事項は、第6 損

失金処理計算書の次に一括して記載することができる。 

第1 事業概況書 

年度 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 
事業概況書 

1 事業の概要 

 (記載上の注意) 

   主要勘定の増減の事由、償却及び引当の方針その他業務の状況の推移に関する重要

な事項を記載すること。 

2 総会又は総代会の状況 

 (記載上の注意) 

   総会又は総代会の種類、総会又は総代会開催の年月日及び総会又は総代会において

決議した事項その他総会又は総代会に関する重要な事項を記載すること。 

3 役職員の増減 

(単位：人)  

区 分 前 年 度 末 当 年 度 末 増 減 (△) 

役

員 

理 事       

経 営 管 理 委 員       

監 事 

(うち非常勤) 

 

(     ) 

 

(     ) 

 

(     ) 

計       

職

員 

事 務 系       

庶 務 系       

計       

合 計       

 (記載上の注意) 

  1 「役員」欄は、理事、経営管理委員及び監事の合計員数を記載すること。 

  2 「職員」欄はアルバイト、パート及び被出向の職員を除き、出向者、休職者及び常

勤嘱託を含めた在職者数を記載すること。また、「庶務系」欄は守衛、用務員、運転

手、寄宿舎管理人等の職務に従事する職員数を記載し、それ以外の職員数は、「事務

系」欄に記載すること。 

  3 職員計のうち出向職員(在籍のまま他社等へ出向している者をいう。)については、
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欄外に次のとおり記載すること。 

当年度末における出向職員数     人  

4 役員の略歴 

役 名 
氏 名 

(生年月日及び住所) 
略 歴 備 考 

        

        

計 名     

 (記載上の注意) 

  1 第150条第1項第3号又は第3号の2の規定による届出書において、役員の婚姻前の氏

名を当該役員の氏名に併せて記載して農林水産大臣及び金融庁長官に届け出ている

場合には、「氏名(生年月日及び住所)」欄については、当該役員の婚姻前の氏名を括

弧書で併せて記載し、又は当該役員の婚姻前の氏名のみを記載することができる。 

  2 農林中央金庫法第24条第3項に規定する者に該当する監事については、役名の前に

○を付すこと。 

5 出資者数及び出資口数の状況(当年度末現在) 

 (1) 普通出資(後配出資を除く。)             出資一口の金額   円 

区 分 出 資 者 数 構成割合 (％ ) 出 資 口 数 構成割合 (％ ) 

          

計   100   100 

 (記載上の注意) 

   農林中央金庫法第8条に掲げる団体ごとに区分して記載すること。 

 (2) 後配出資                     出資一口の金額   円 

区 分 出 資 者 数 構成割合 (％ ) 出 資 口 数 構成割合 (％ ) 

          

計   100   100 

 (記載上の注意) 

   農林中央金庫法第8条に掲げる団体ごとに区分して記載すること。 

 (注) 「後配出資」とは、配当率が他の出資より低いことを条件として受け入れた普通

出資をいう。 

 (3) 優先出資                     出資一口の金額   円 

区 分 出資者数 構成割合(％) 出資口数 構成割合(％) 

政府及び地方公共団体         

138



金 融 機 関         

金 融 商 品 取 引 業 者         

そ の 他 の 法 人         

外 国 法 人 等 

(う ち 個 人) 
        

個 人 そ の 他         

計   100   100 

 (記載上の注意) 

   農林中央金庫法第8条に掲げる団体が優先出資を保有する場合は、それぞれの区分ご

とに、欄外にその旨及び団体ごとの出資状況を注記すること。 

6 事務所の増減 

 (1) 当年度の事務所の増減 

区 分 前 年 度 末 当 年 度 末 増 減 (△) 

主 た る 事 務 所       

従 た る 事 務 所       

そ の 他 事 務 所 等       

計       

 (注) 「その他事務所等」とは、農林中央金庫法施行規則第150条第1項第1号に規定する

主たる事務所及び従たる事務所以外の事務所等並びに同項第26号に規定する主たる

事務所及び従たる事務所以外の事務所等をいう。 

 (2) 当年度の農林中央金庫代理業者が農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所の

開設・廃止状況 

農林中央金庫代

理業者名 

営業所又は事務

所名 

開設・廃止年月

日 
所 在 地 

        

        

 (記載上の注意) 

  1 当該年度の中途において廃止した事務所については、現有事務所を列記した後に記

載すること。 

  2 農林中央金庫代理業者及び農林中央金庫代理業者が農林中央金庫代理業を営む営

業所又は事務所については、その数を欄外に次のとおり記載すること。 

    農林中央金庫代理業者     業者 

    農林中央金庫代理業者が農林中央金庫代理業を営む営業所又は事業所 

店      
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7 農林債の内訳 

(単位：百万円)  

種 類 
前年度末発行

高 
当年度発行高 当年度償還高 

当年度末発行

高 

利 付 債         

割 引 債         

計         

 (記載上の注意) 

  1 利付債については、償還期限の種類別に記載すること。 

  2 償還には、買入償却を含め記載すること。 

8 貸出金の担保内訳 

(単位：百万円)  

受入担保の種類 
貸出金当年度末残高 

構成割合 

(％) 

内 訳 

  うち会員 貸 付 金 割 引 手 形 

農 林 債 ・ 預 金           

有 価 証 券           

債 権           

商 品           

不 動 産           

財 団           

そ の 他           

計           

保 証           

信 用           

合 計           

 (記載上の注意) 

   2種類以上の担保がある貸出金については、この様式に掲げている受入担保の種類の

配列順に従って、担保の評価額を限度として充当計上すること。 

9 貸倒引当金の状況                        (単位：百万円) 

  
繰入額 取崩額 

純繰入額 

(△純取崩額) 

当年度末

残高 
摘要 
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一般貸倒引当金 
          

個別貸倒引当金 
          

特定海外債権引当

勘定 

          

合 計 
          

 (記載上の注意) 

   個別貸倒引当金の「取崩額」欄は、目的外の取崩額を計上することとし、目的に従

う取崩額は、欄外に次のとおり記載すること。 

「個別貸倒引当金」の目的に従う取崩額   百万円 

10 有価証券の内訳 

(単位：百万円)  

種 類 額 面 総 額 当年度末残高 当年度末手元
現在高 

国 債       

地 方 債       

短 期 社 債       

社 債       

 公 社 公 団 債       

 金 融 債       

 事 業 債       

(社 債 の う ち 政 府 保 証 債) (     ) (     ) (     ) 

株 式       

 金 融 機 関 株 式       

 そ の 他       

そ の 他 の 証 券       

 外 国 債 券       

 外 国 株 式       

 投 資 信 託       

 そ の 他       

計       
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 (記載上の注意) 

  1 株式については、取得原価の合計額を「額面総額」欄に記載すること。 

  2 「当年度末手元現在高」欄は、担保等として金融機関等に差し入れている有価証券

を控除した後の当年度末残高を記載すること。 

11 商品有価証券の内訳 

(単位：百万円)  

種 類 額面金額 取得原価 当年度末残高 当年度末手元
現在高 

商 品 国 債         

 長 期 利 付 国 債         

 中 期 利 付 国 債         

 割 引 国 債         

 国 庫 短 期 証 券         

 そ の 他         

商 品 地 方 債         

商 品 政 府 保 証 債         

その他の商品有価証券         

計         

 (記載上の注意) 

   「当年度末手元現在高」欄は、担保等として金融機関等に差し入れている商品有価

証券を控除した後の当年度末残高を記載すること。 

12 有形固定資産の内訳 

(単位：百万円)  

種 類 建 物 土 地 建 物 仮 勘 定 
その他の有形

固定資産 

業 務 用         

所 有         

計         

 (記載上の注意) 

  1 土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額については、欄外に次のとおり記

載すること。 

    土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額 業務用土地 百万円 

                           所 有 土 地 百万円 
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  2 当年度に「建物」、「土地」及び「その他の有形固定資産」の減損損失を計上した

場合には、当該減損損失の合計額について、欄外に次のとおり記載すること。 

    建物、土地及びその他の有形固定資産に係る減損損失額の合計額 

                           業務用   百万円 

                           所 有   百万円 

  3 貸借対照表における各科目の金額にリース資産を含めて計上している場合、本表に

おける各科目に金額を計上するに際しては、同様に取り扱うものとする。 

13 支払承諾の内訳及び支払承諾見返の担保内訳 

 (1) 支払承諾の内訳 

(単位：百万円)  

種 類 当 年 度 末 口 数 当 年 度 末 残 高 

手 形 引 受     

信 用 状     

保 証     

計     

 (2) 支払承諾見返の担保内訳 

(単位：百万円)  

受 入 担 保 の 種 類 
支 払 承 諾 見 返 当 年 度 末 残 高 

構 成 割 合 

％   う ち 会 員 

農 林 債 ・ 預 金 
      

有 価 証 券 
      

債 権 
      

商 品 
      

不 動 産 
      

財 団 
      

そ の 他 
      

計 
      

保 証 
      

信 用 
      

合 計 
    

100 
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 (記載上の注意) 

   2種類以上の担保がある支払承諾見返については、この様式に掲げている受入担保の

種類の配列順に従って、担保の評価額を限度として充当計上すること。 

14 農林中央金庫の受託に係る担保付社債に関する事項 

 (1) 信託契約 

(単位：百万円)  

種 類 
前年度繰越高 当年度増加高 当年度減少高 当年度末現在高 

口数 社債金額 口数 社債金額 口数 社債金額 口数 社債金額 

一回発行のもの                 

数回発行のもの                 

計                 

 (2) 発行社債 

  a 当年度間における社債の増減 

(単位：百万円)  

種 類 前年度繰越高 当年度増加高 当年度減少高 当年度末現在
高 

一回発行のも

の 

        

数回発行のも

の 

        

計 
        

  b 募集方法別社債当年度末現在高 

(単位：百万円)  

種 類 

募集方法 

一回発行のもの 数回発行のもの 計 

口数 金 額 口数 金 額 口数 金 額 

農 林 中 央 金 庫 募 集 
            

農林中央金庫総額引受 
            

(うち他人の負担部分) 
            

委 託 会 社 募 集 
            

第 三 者 総 額 引 受 
            

計 
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15 単体自己資本比率の状況 

〔国際統一基準に係る単体自己資本比率〕 

  信用リスク・アセット算出手法   

(単位：百万円)  

項 目 

当 期 末 前 期 末 

  経過措置

による不

算入額  

  経過措置

による不

算入額  

普通出資等Tier1資本に係る基礎項目 

普通出資に係る会員勘定の額 
        

  
うち、資本金及び資本剰余

金の額 

        

うち、利益剰余金の額 
        

うち、外部流出予定額(△) 
        

うち、上記以外に該当する

ものの額 

        

評価・換算差額等及びその他公

表準備金の額 

        

普通出資等Tier1資本に係る基

礎項目の額 (イ) 

        

普通出資等Tier1資本に係る調整項目 

無形固定資産(モーゲージ・サー

ビシング・ライツに係るものを

除く。)の額の合計額 

        

  
うち、のれんに係るものの

額 

        

うち、のれん及びモーゲー

ジ・サービシング・ライツ

に係るもの以外のものの額 

        

繰延税金資産(一時差異に係る

ものを除く。)の額 

        

繰延ヘッジ損益の額 
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適格引当金不足額 
        

証券化取引に伴い増加した自己

資本に相当する額 

        

負債の時価評価により生じた時

価評価差額であって自己資本に

算入される額 

        

前払年金費用の額 
        

自己保有普通出資(純資産の部

に計上されるものを除く。)の額 

        

意図的に保有している他の金融

機関等の普通出資の額 

        

少数出資金融機関等の普通出資

の額 

        

特定項目に係る10％基準超過額 
        

  
うち、その他金融機関等に

係る対象資本等調達手段の

うち普通出資に該当するも

のに関連するものの額 

        

うち、無形固定資産(モー

ゲージ・サービシング・ラ

イツに係るものに限る。)

に関連するものの額 

        

うち、繰延税金資産(一時差

異に係るものに限る。)に関

連するものの額 

        

特定項目に係る15％基準超過額 
        

  
うち、その他金融機関等に

係る対象資本等調達手段の

うち普通出資に該当するも

のに関連するものの額 

        

うち、無形固定資産(モー

ゲージ・サービシング・ラ

イツに係るものに限る。)

に関連するものの額 
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うち、繰延税金資産(一時差

異に係るものに限る。)に関

連するものの額 

        

その他Tier1資本不足額 
        

普通出資等Tier1資本に係る調

整項目の額 (ロ) 

        

普通出資等Tier1資本 

普通出資等Tier1資本の額 

((イ)－(ロ)) (ハ) 

        

その他Tier1資本に係る基礎項目 

その他Tier1資本調達手段に係

る会員勘定の額 

        

その他Tier1資本調達手段に係

る負債の額 

        

特別目的会社等の発行するその

他Tier1資本調達手段の額 

        

その他Tier1資本に係る基礎項

目の額 (ニ) 

        

その他Tier1資本に係る調整項目 

自己保有その他Tier1資本調達

手段の額 

        

意図的に保有している他の金融

機関等のその他Tier1資本調達

手段の額 

        

少数出資金融機関等のその他

Tier1資本調達手段の額 

        

その他金融機関等のその他Tier

1資本調達手段の額 

        

Tier2資本不足額 
        

その他Tier1資本に係る調整項

目の額 (ホ) 
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その他Tier1資本 

その他Tier1資本の額((ニ)－

(ホ)) (ヘ) 

        

Tier1資本 

Tier1資本の額 ((ハ)＋(ヘ)) (ト) 
        

Tier2資本に係る基礎項目 

Tier2資本調達手段に係る会員

勘定の額 

        

Tier2資本調達手段に係る負債

の額 

        

特別目的会社等の発行するTier

2資本調達手段の額 

        

一般貸倒引当金Tier2算入額及

び適格引当金Tier2算入額の合

計額 

        

  
うち、一般貸倒引当金Tier

2算入額 

        

うち、適格引当金Tier2算入

額 

        

Tier2資本に係る基礎項目の額

 (チ) 

        

Tier2資本に係る調整項目 

自己保有Tier2資本調達手段の

額 

        

意図的に保有している他の金融

機関等のTier2資本調達手段の

額 

        

少数出資金融機関等のTier2資
本調達手段及びその他外部TLAC
関連調達手段の額 

        

その他金融機関等のTier2資本
調達手段及びその他外部TLAC関
連調達手段の額 
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Tier2資本に係る調整項目の額

 (リ) 

        

Tier2資本 

Tier2資本の額 ((チ)－(リ)) (ヌ) 
        

総自己資本 

総自己資本合計 ((ト)＋(ヌ)) (ル) 
        

リスク・アセット等 

信用リスク・アセットの額の合

計額 

        

  
資産(オン・バランス)項

目 

        

オフ・バランス取引等項目 
        

CVAリスク相当額を8％で除

して得た額 

        

中央清算機関関連エクス

ポージャーに係る信用リス

ク・アセットの額 

        

マーケット・リスク相当額を8％

で除して得た額 

        

勘定間の振替分 
    

オペレーショナル・リスク相当

額を8％で除して得た額 

        

フロア調整額 
        

リスク・アセット等の額の合計

額 (ヲ) 

        

自己資本比率及び資本バッファー 

普通出資等Tier1比率((ハ)／(ヲ)) ％ 
  

％ 
  

Tier1比率 ((ト)／(ヲ)) ％ 
  

％ 
  

総自己資本比率 ((ル)／(ヲ)) ％ 
  

％ 
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最低単体資本バッファー比率 ％ 
  

％ 
  

  
うち、資本保全バッファー

比率 
％ 

  

％ 

  

うち、カウンター・シクリ

カル・バッファー比率 
％ 

  

％ 

  

うち、G―SIB／D―SIBバッ

ファー比率 
％ 

  

％ 

  

単体資本バッファー比率 ％ 
  

％ 
  

調整項目に係る参考事項 

少数出資金融機関等の対象資本

等調達手段に係る調整項目不算

入額 

        

その他金融機関等に係る対象資

本等調達手段のうち普通出資に

係る調整項目不算入額 

        

無形固定資産 (モーゲージ・

サービシング・ライツに係るも

のに限る。)に係る調整項目不算

入額 

        

繰延税金資産(一時差異に係る

ものに限る。)に係る調整項目不

算入額 

        

Tier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項 

一般貸倒引当金の額 
        

一般貸倒引当金に係るTier2資

本算入上限額 

        

内部格付手法を採用した場合に

おいて、適格引当金の合計額か

ら事業法人等向けエクスポー

ジャー及びリテール向けエクス

ポージャーの期待損失額の合計

額を控除した額(当該額が零を

下回る場合にあっては、零とす

る。) 
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適格引当金に係るTier2資本算

入上限額 

        

 (記載上の注意) 

  1 「単体自己資本比率」とは、農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定め

る命令第1条第3項に規定する単体自己資本比率をいう。 

  2 「信用リスク・アセット算出手法」欄は、標準的手法、基礎的内部格付手法又は先

進的内部格付手法のいずれかを記載すること。 

  3 「その他Tier1資本調達手段に係る会員勘定の額」として資本金及び資本剰余金以

外の科目に計上される金額がある場合、その内訳を欄外に記載すること。 

  4 「Tier2資本調達手段に係る会員勘定の額」として資本金及び資本剰余金以外の科

目に計上される金額がある場合、その内訳を欄外に記載すること。 

  5 単体自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に

記載すること。 

  6 遡及適用(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第51項に規定す

る遡及適用をいう。)、財務諸表の組替え(同条第52項に規定する財務諸表の組替えを

いう。)又は修正再表示(同条第53項に規定する修正再表示をいう。)により、「前期

末」欄の金額又は比率が前事業年度に係る報告時の金額又は比率と異なっているとき

は、その旨を欄外に記載すること。 

〔資本バッファー比率のうちカウンター・シクリカル・バッファー比率〕 

  
当期末 前期末 

エクスポー

ジャーの所

在国・地域 

カウン

ター・

シクリ

カル・

バ ッ

ファー

の水準

の計算

に用い

た 各

国・地

域の信

用リス

ク・ア

セット

の額の

合計額

(百 万

円)  

各国・

地域の

金融当

局が定

める比

率(％) 

適用さ

れるカ

ウ ン

ター・

シクリ

カル・

バ ッ

ファー

比 率

(％)  

適用さ

れるカ

ウ ン

ター・

シクリ

カル・

バ ッ

ファー

比 率

(％)  

(経過

措 置

ベ ー

ス)  

カウン

ター・

シクリ

カル・

バ ッ

ファー

の水準

の計算

に用い

た 各

国・地

域の信

用リス

ク・ア

セット

の額の

合計額

(百 万

円)  

各国・

地域の

金融当

局が定

める比

率(％) 

適用さ

れるカ

ウ ン

ター・

シクリ

カル・

バ ッ

ファー

比 率

(％)  

適用さ

れるカ

ウ ン

ター・

シクリ

カル・

バ ッ

ファー

比 率

(％)  

(経過

措 置

ベ ー

ス)  

アルゼンチ

ン 
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オーストラ

リア 

                

ベルギー 
                

ブラジル 
                

カナダ 
                

中国 
                

フランス 
                

ドイツ 
                

香港 
                

インド 
                

インドネシ

ア 

                

イタリア 
                

日本 
                

韓国 
                

ルクセンブ

ルク 

                

メキシコ 
                

オランダ 
                

ロシア 
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サウジアラ

ビア 

                

シンガポー

ル 

                

南アフリカ 
                

スペイン 
                

スウェーデ

ン 

                

スイス 
                

トルコ 
                

英国 
                

米国 
                

合計 
                

 (記載上の注意) 

  1 本表は、連結自己資本比率を算出している場合には作成を要しない。 

  2 「各国・地域の信用リスク・アセットの額の合計額(百万円)」は、カウンター・シ

クリカル・バッファー比率(農林中央金庫法第56条第1号に掲げる基準に従い算出され

た比率をいう。以下同じ。)の計算に用いるため、債務者の所在地を基礎として、各

国・地域別に算出された額をいう。 

  3 「各国・地域の金融当局が定める比率(％)」は、各国・地域の銀行監督当局が設定

し、バーゼル銀行監督委員会が公表する各国・地域の比率(Add-on(per cent of RWA))

(当該比率が公表されていない場合には0％、2.5％を超える場合には2.5％)を記載す

ること。 

  4 「適用されるカウンター・シクリカル・バッファー比率(％)」は、カウンター・シ

クリカル・バッファー比率を記載すること(小数点第3位以下を切り捨て小数点第2位

までを記載)。 

  5 本表に定める各項目につき、該当する額が無い場合は行を削除せず、0と記載する

こと。 
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〔単体自己資本比率の補完的指標である単体レバレッジ比率〕 

項目 当期末 前期末 

単体レバレッジ比率 ％ ％ 

最低単体レバレッジ・バッファー比率 ％ ％ 

単体レバレッジ・バッファー比率 ％ ％ 

 (記載上の注意) 

  1 「単体レバレッジ比率」は、農林中央金庫法第56条第1号に掲げる基準に従い算出

された比率をいう。 

  2 単体レバレッジ比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外

に記載すること。 

第2 貸借対照表 

 別紙様式第2号と同様とする。ただし、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則第8条の9に規定する持分法損益等に関する事項を付記すること。 

第3 損益計算書 

 別紙様式第3号と同様とする。 

第4 キャッシュ・フロー計算書 

  
  年  月  日から 

  年  月  日まで 
キャッシュ・フロー計算書 

［直接法により表示する場合］                   (単位：百万円) 

科 目 金 額 

事業活動によるキャッシュ・フロー 
  

 貸出金回収による収入 
  

 預金払出による支出 
  

 貸出金利息収入 
  

 預金利息支出 
  

 事業経費支出 
  

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  

 法人税等の支払額 
  

 事業活動によるキャッシュ・フロー 
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投資活動によるキャッシュ・フロー 
  

 有価証券の取得による支出 
  

 有価証券の売却による収入 
  

 有形固定資産の取得による支出 
  

 有形固定資産の売却による収入 
  

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  

 投資活動によるキャッシュ・フロー 
  

財務活動によるキャッシュ・フロー 
  

 出資の増額による収入 
  

 配当金の支払額 
  

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  

 財務活動によるキャッシュ・フロー 
  

現金及び現金同等物に係る換算差額 
  

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 
  

現金及び現金同等物の当年度当初残高 
  

現金及び現金同等物の当年度末残高 
  

［間接法により表示する場合］                   (単位：百万円) 

科 目 金 額 

事業活動によるキャッシュ・フロー 
  

 税引前当年度純利益(又は税引前当年度純
損失(△)) 

  

 減価償却費 
  

 減損損失 
  

 貸倒引当金の増減(△) 
  

 資金運用収益 
  

 資金調達費用 
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 有価証券関係損益(△) 
  

 貸出金の純増(△)減 
  

 預金の純増減(△) 
  

 資金運用による収入 
  

 資金調達による支出 
  

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  

 小 計 
  

 法人税等の支払額 
  

 事業活動によるキャッシュ・フロー 
  

投資活動によるキャッシュ・フロー 
  

 有価証券の取得による支出 
  

 有価証券の売却による収入 
  

 有形固定資産の取得による支出 
  

 有形固定資産の売却による収入 
  

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  

 投資活動によるキャッシュ・フロー 
  

財務活動によるキャッシュ・フロー 
  

 出資の増額による収入 
  

 配当金の支払額 
  

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  

 財務活動によるキャッシュ・フロー 
  

現金及び現金同等物に係る換算差額 
  

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 
  

現金及び現金同等物の当年度当初残高 
  

現金及び現金同等物の当年度末残高 
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 (記載上の注意) 

  1 連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には、作成を要しない。 

  2 現金及び現金同等物の範囲について注記すること。 

  3 法令等に基づき、又は農林中央金庫のキャッシュ・フローの状態を明らかにするた

めに必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて

適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

第5 剰余金処分計算書 

年度(  年  月  日)剰余金処分計算書 

(単位：円)  

科 目 金 額 

当 年 度 未 処 分 剰 余 金   

○ ○ 積 立 金 取 崩 額   

・        ・        ・   

計   

剰 余 金 処 分 額   

 利 益 準 備 金   

 ○ ○ 積 立 金   

 ・        ・        ・   

 特 別 配 当 金   

 普 通 出 資 配 当 金 (年   分 の 割)   

 後 配 出 資 配 当 金 (年   分 の 割)   

 優 先 出 資 配 当 金 (年 割 分 の 割)   

当 年 度 末 繰 越 剰 余 金   

 (記載上の注意) 

  1 その他資本剰余金を処分した場合には、当年度未処分剰余金の処分及びその他資本

剰余金の処分の区分を設けること。 

  2 その他資本剰余金の処分の区分には、その他資本剰余金、その他資本剰余金処分額

及びその他資本剰余金次年度繰越額について、当年度未処分剰余金の処分に準じて記

載すること。 

第6 損失金処理計算書 

年度(  年  月  日)損失金処理計算書 

(単位：円)  

科 目 金 額 

当 年 度 未 処 理 損 失 金   

損 失 金 処 理 額   
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 ○ ○ 積 立 金 取 崩 額   

 ・        ・        ・   

 利 益 準 備 金 取 崩 額   

当 年 度 末 繰 越 損 失 金   

 (記載上の注意) 

  1 その他資本剰余金を処分した場合には、当年度未処理損失金の処理及びその他資本

剰余金の処分の区分を設けること。 

  2 その他資本剰余金の処分の区分には、その他資本剰余金、その他資本剰余金処分額

及びその他資本剰余金次年度繰越額について、当年度未処分剰余金の処分に準じて記

載すること。 
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別
紙
様
式
第
９
号
（
第
１
１
１
条
第
１
項
関
係
）

別紙様式第9号(第111条第1項関係) 

(日本産業規格A4)  

業 務 報 告 書 

年度 
年  月  日から 

年  月  日まで 
  

  金融庁長官    殿 

  農林水産大臣    殿 

年  月  日   

住 所            

農 林 中 央 金 庫     

代表理事 氏 名   

      年  月  日から  年  月  日までの業務及び財産の状況を次のと

おり報告します。 

目 次 

第1 事業概況書 

  1 事業の概要 

  2 総会又は総代会の状況 

  3 役職員の増減 

  4 役員の略歴 

  5 出資者数及び出資口数の状況 

  6 事務所の増減 

  7 農林債の内訳 

  8 貸出金の担保内訳 

  9 貸倒引当金の状況 

  10 有価証券の内訳 

  11 商品有価証券の内訳 

  12 特定取引有価証券の内訳 

  13 有形固定資産の内訳 

  14 支払承諾の内訳及び支払承諾見返の担保内訳 

  15 農林中央金庫の受託に係る担保付社債に関する事項 

  16 単体自己資本比率の状況 

第2 貸借対照表 

第3 損益計算書 

第4 キャッシュ・フロー計算書 

第5 剰余金処分計算書 

第6 損失金処理計算書 

 (記載上の注意) 
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 1 第150条第1項第3号又は第3号の2の規定による届出書において、代表理事の婚姻前の

氏名を当該代表理事の氏名に併せて記載して農林水産大臣及び金融庁長官に届け出て

いる場合には、「代表理事氏名」欄については、当該代表理事の婚姻前の氏名を括弧

書で併せて記載し、又は当該代表理事の婚姻前の氏名のみを記載することができる。 

 2 この様式中計算書類に係る金額は、本支店勘定決済終了後の計数を記載すること。 

 3 この様式中に記載する金額、出資口数等は、この様式中で指定された単位で記載し、

当該単位未満は切り捨てること。 

 4 この様式中に記載する構成比率その他の比率は、小数点第3位以下を切り捨て小数点

第2位までを記載すること。 

 5 この様式中、第2 貸借対照表、第3 損益計算書、第4 キャッシュ・フロー計算書、

第5 剰余金処分計算書、第6 損失金処理計算書に注記すべき事項は、第6 損失金処

理計算書の次に一括して記載することができる。 

第1 事業概況書 

年度 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 
事業概況書 

1 事業の概要 

 (記載上の注意) 

  主要勘定の増減の事由、償却及び引当の方針その他業務の状況の推移に関する重要な

事項を記載すること。 

2 総会又は総代会の状況 

 (記載上の注意) 

  総会又は総代会の種類、総会又は総代会開催の年月日及び総会又は総代会において決

議した事項その他総会又は総代会に関する重要な事項を記載すること。 

3 役職員の増減 

(単位：人)  

区 分 前 年 度 末 当 年 度 末 増 減(△) 

役

員 

理 事 
      

経 営 管 理 委 員 
      

監 事 

(う ち 非 常 勤) 

 

(      ) 

 

(      ) 

 

(      ) 

計 
      

職
員 

事 務 系 
      

庶 務 系 
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計 

      

合 計 
      

 (記載上の注意) 

 1 「役員」欄は、理事、経営管理委員及び監事の合計員数を記載すること。 

 2 「職員」欄はアルバイト、パート及び被出向の職員を除き、出向者、休職者及び常

勤嘱託を含めた在職者数を記載すること。また、「庶務系」欄は守衛、用務員、運転

手、寄宿舎管理人等の職務に従事する職員数を記載し、それ以外の職員数は、「事務

系」欄に記載すること。 

 3 職員計のうち出向職員(在籍のまま他社等へ出向している者をいう。)については、

欄外に次のとおり記載すること。 

当年度末における出向職員数     人  

4 役員の略歴 

役 名 
氏 名 

(生年月日及び住所) 
略 歴 備 考 

        

        

計 名 
    

 (記載上の注意) 

 1 第150条第1項第3号又は第3号の2の規定による届出書において、役員の婚姻前の氏名

を当該役員の氏名に併せて記載して農林水産大臣及び金融庁長官に届け出ている場合

には、「氏名(生年月日及び住所)」欄については、当該役員の婚姻前の氏名を括弧書

で併せて記載し、又は当該役員の婚姻前の氏名のみを記載することができる。 

 2 農林中央金庫法第24条第3項に規定する者に該当する監事については、役名の前に○

を付すこと。 

5 出資者数及び出資口数の状況(当年度末現在) 

 (1) 普通出資(後配出資を除く。)            出資一口の金額   円 

区 分 出 資 者 数 構成割合 (％) 出 資 口 数 構成割合 (％) 

          

計   100   100 

 (記載上の注意) 

  農林中央金庫法第8条に掲げる団体ごとに区分して記載すること。 

 (2) 後配出資                     出資一口の金額   円 

区 分 出 資 者 数 構成割合 (％) 出 資 口 数 構成割合 (％) 
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計   100   100 

 (記載上の注意) 

  農林中央金庫法第8条に掲げる団体ごとに区分して記載すること。 

 (注) 「後配出資」とは、配当率が他の出資より低いことを条件として受け入れた普通

出資をいう。 

 (3) 優先出資 

出資一口の金額    円  

区 分 出 資 者 数 構成割合 (％) 出 資 口 数 構成割合 (％) 

政府及び地方公

共団体 

        

金 融 機 関         

金融商品取引業

者 

        

その他の法人         

外 国 法 人 等 

(うち個人) 

        

個 人 そ の 他         

計   100   100 

 (記載上の注意) 

  農林中央金庫法第8条に掲げる団体が優先出資を保有する場合は、それぞれの区分ご

とに、欄外にその旨及び団体ごとの出資状況を注記すること。 

6 事務所の増減 

 (1) 当年度の事務所の増減 

区 分 前 年 度 末 当 年 度 末 増 減(△) 

主 た る 事 務 所       

従 た る 事 務 所       

そ の 他 事 務 所 等       

計       

 (注) 「その他事務所等」とは、農林中央金庫法施行規則第150条第1項第1号に規定する

主たる事務所及び従たる事務所以外の事務所等並びに同項第26号に規定する主たる事

務所及び従たる事務所以外の事務所等をいう。 

 (2) 当年度の農林中央金庫代理業者が農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所の

開設・廃止状況 
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農林中央金庫代

理業者名  

営業所又は事務

所名  

開設・廃止年月

日  
所 在 地 

        

        

 (記載上の注意) 

 1 当該年度の中途において廃止した事務所については、現有事務所を列記した後に記

載すること。 

 2 農林中央金庫代理業者及び農林中央金庫代理業者が農林中央金庫代理業を営む営業

所又は事務所については、その数を欄外に次のとおり記載すること。 

   農林中央金庫代理業者     業者 

   農林中央金庫代理業者が農林中央金庫代理業を営む営業所又は事業所 

店      

7 農林債の内訳 

(単位：百万円)  

種 類 
前年度末発

行高  

当年度発行

高  

当年度償還

高  

当年度末発

行高  

利 付 債         

割 引 債         

計         

 (記載上の注意) 

 1 利付債については、償還期限の種類別に記載すること。 

 2 償還には、買入償却を含め記載すること。 

8 貸出金の担保内訳 

(単位：百万円)  

受入担保の種類 
貸出金当年度末残高 構成割合 

(％)  

内 訳 

  うち会員 貸 付 金 割 引 手 形 

農 林 債 ・ 預 金           

有 価 証 券           

債 権           

商 品           

不 動 産           

財 団           

そ の 他           
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計           

保 証           

信 用           

合 計           

 (記載上の注意) 

  2種類以上の担保がある貸出金については、この様式に掲げている受入担保の種類の

配列順に従って、担保の評価額を限度として充当計上すること。 

9 貸倒引当金の状況                       (単位：百万円) 

  繰入額 取崩額 
純繰入額 

(△純取崩額) 

当年度末

残高  
摘要 

一般貸倒引当金 
          

個別貸倒引当金 
          

特定海外債権引当

勘定 

          

合 計 
          

 (記載上の注意) 

  個別貸倒引当金の「取崩額」欄は、目的外の取崩額を計上することとし、目的に従う

取崩額は、欄外に次のとおり記載すること。 

「個別貸倒引当金」の目的に従う取崩額   百万円 

10 有価証券の内訳 

(単位：百万円)  

種 類 額 面 総 額 当年度末残高 
当年度末手元現

在高  

国 債 
      

地 方 債 
      

短 期 社 債 
      

社 債 
      

 公 社 公 団 債 
      

 金 融 債 
      

 事 業 債 
      

(社債のうち政府保証債) (    ) (    ) (    ) 
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株 式       

 金 融 機 関 株 式 
      

 そ の 他       

そ の 他 の 証 券 
      

 外 国 債 券       

 外 国 株 式 
      

 投 資 信 託       

 そ の 他 
      

計 
      

 (記載上の注意) 

 1 株式については、取得原価の合計額を「額面総額」欄に記載すること。 

 2 「当年度末手元現在高」欄は、担保等として金融機関等に差し入れている有価証券

を控除した後の当年度末残高を記載すること。 

11 商品有価証券の内訳 

(単位：百万円)  

種 類 額面金額 取得原価 当年度末残高 
当年度末手元

現在高  

商 品 国 債 
        

 長 期 利 付 国 債 
        

 中 期 利 付 国 債 
        

 割 引 国 債 
        

 国 庫 短 期 証 券 
        

 そ の 他 
        

商 品 地 方 債 
        

商 品 政 府 保 証 債 
        

その他の商品有価証券 
        

計 
        

 (記載上の注意) 

  「当年度末手元現在高」欄は、担保等として金融機関等に差し入れている商品有価証

券を控除した後の当年度末残高を記載すること。 
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12 特定取引有価証券の内訳 

(単位：百万円)  

種 類 額面金額 取得原価 当年度末残高 
当年度末手元

現在高  

国 債 
        

地 方 債 
        

政 府 保 証 債 
        

外 国 証 券 
        

計 
        

 (記載上の注意) 

  「当年度末手元現在高」欄は、担保等として金融機関等に差し入れている特定取引有

価証券を控除した後の当年度末残高を計上すること。 

13 有形固定資産の内訳 

(単位：百万円)  

種 類 建 物 土 地 建 物 仮 勘 定 
その他の有形

固定資産  

業 務 用 
        

所 有 
        

計 
        

 (記載上の注意) 

 1 土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額については、欄外に次のとおり記

載すること。 

土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額      

業務用土地 百万円  

所 有 土 地 百万円  

 2 当年度に「建物」、「土地」及び「その他の有形固定資産」の減損損失を計上した

場合には、当該減損損失の合計額について、欄外に次のとおり記載すること。 

建物、土地及びその他の有形固定資産に係る減損損失額の合計額  

業務用   百万円  

所 有   百万円  

 3 貸借対照表における各科目の金額にリース資産を含めて計上している場合、本表に

おける各科目に金額を計上するに際しては、同様に取り扱うものとする。 

14 支払承諾の内訳及び支払承諾見返の担保内訳 

 (1) 支払承諾の内訳 

(単位：百万円)  
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種 類 当 年 度 末 口 数 当 年 度 末 残 高 

手 形 引 受 
    

信 用 状 
    

保 証 
    

計 
    

 (2) 支払承諾見返の担保内訳 

(単位：百万円)  

受 入 担 保 の 種 類 
支 払 承 諾 見 返 当 年 度 末 残 高 

構 成 割 合 

％    
う ち 会 員 

農 林 債 ・ 預 金 
      

有 価 証 券 
      

債 権 
      

商 品 
      

不 動 産 
      

財 団 
      

そ の 他 
      

計 
      

保 証 
      

信 用 
      

合 計 
    

100 

 (記載上の注意) 

  2種類以上の担保がある支払承諾見返については、この様式に掲げている受入担保の

種類の配列順に従って、担保の評価額を限度として充当計上すること。 

15 農林中央金庫の受託に係る担保附社債に関する事項 

 (1) 信託契約 

(単位：百万円)  

種 類 
前年度繰越高 当年度増加高 当年度減少高 当年度末現在高 

口数 社債金額 口数 社債金額 口数 社債金額 口数 社債金額 
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一回発行のもの                 

数回発行のもの                 

計                 

 (2) 発行社債 

  a 当年度間における社債の増減 

(単位：百万円)  

種 類 前年度繰越高 当年度増加高 当年度減少高 
当年度末現在

高  

一回発行のも

の  

        

数回発行のも

の  

        

計         

  b 募集方法別社債当年度末現在高 

(単位：百万円)  

種 類 
 
募集方法 

一回発行のもの 数回発行のもの 計 

口数 金 額 口数 金 額 口数 金 額 

農 林 中 央 金 庫 募 集             

農林中央金庫総額引受             

(うち他人の負担部分)             

委 託 会 社 募 集             

第 三 者 総 額 引 受             

計             

16 単体自己資本比率の状況 

〔国際統一基準に係る単体自己資本比率〕 

  信用リスク・アセット算出手法   

(単位：百万円)  

項 目 

当 期 末 前 期 末 

  

経過措置

による不

算入額  

  

経過措置

による不

算入額  

普通出資等Tier1資本に係る基礎項目 

普通出資に係る会員勘定の額         

  
うち、資本金及び資本剰余金の

額 
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うち、利益剰余金の額         

うち、外部流出予定額(△)         

うち、上記以外に該当するもの
の額 

        

評価・換算差額等及びその他公表
準備金の額 

        

普通出資等Tier1資本に係る基礎項
目の額 (イ) 

        

普通出資等Tier1資本に係る調整項目 

無形固定資産(モーゲージ・サービ
シング・ライツに係るものを除
く。)の額の合計額 

        

  

うち、のれんに係るものの額         

うち、のれん及びモーゲージ・
サービシング・ライツに係る
もの以外のものの額 

        

繰延税金資産(一時差異に係るもの
を除く。)の額 

        

繰延ヘッジ損益の額         

適格引当金不足額         

証券化取引に伴い増加した自己資

本に相当する額 
        

負債の時価評価により生じた時価
評価差額であって自己資本に算入
される額 

        

前払年金費用の額         

自己保有普通出資(純資産の部に計
上されるものを除く。)の額 

        

意図的に保有している他の金融機
関等の普通出資の額 

        

少数出資金融機関等の普通出資の

額 
        

特定項目に係る10％基準超過額         

  

うち、その他金融機関等に係る
対象資本等調達手段のうち普
通出資に該当するものに関連
するものの額 
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うち、無形固定資産(モーゲー

ジ・サービシング・ライツに

係るものに限る。)に関連する

ものの額 

        

うち、繰延税金資産(一時差異

に係るものに限る。)に関連す

るものの額 

        

特定項目に係る15％基準超過額         

  

うち、その他金融機関等に係る

対象資本等調達手段のうち普

通出資に該当するものに関連

するものの額 

        

うち、無形固定資産(モーゲー

ジ・サービシング・ライツに

係るものに限る。)に関連する

ものの額 

        

うち、繰延税金資産(一時差異

に係るものに限る。)に関連す

るものの額 

        

その他Tier1資本不足額         

普通出資等Tier1資本に係る調整項

目の額 (ロ) 
        

普通出資等Tier1資本 

普通出資等Tier1資本の額 ((イ)

－(ロ)) (ハ) 
        

その他Tier1資本に係る基礎項目 

その他Tier1資本調達手段に係る会

員勘定の額 
        

その他Tier1資本調達手段に係る負

債の額 
        

特別目的会社等の発行するその他

Tier1資本調達手段の額 
        

その他Tier1資本に係る基礎項目の

額 (ニ) 
        

その他Tier1資本に係る調整項目 

自己保有その他Tier1資本調達手段

の額 
        

意図的に保有している他の金融機

関等のその他Tier1資本調達手段の

額 
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少数出資金融機関等のその他Tier1

資本調達手段の額 
        

その他金融機関等のその他Tier1資

本調達手段の額 
        

Tier2資本不足額         

その他Tier1資本に係る調整項目の

額 (ホ) 
        

その他Tier1資本 

その他Tier1資本の額((ニ)－(ホ))

 (ヘ) 
        

Tier1資本 

Tier1資本の額((ハ)＋(ヘ)) (ト)         

Tier2資本に係る基礎項目 

Tier2資本調達手段に係る会員勘定

の額 
        

Tier2資本調達手段に係る負債の額         

特別目的会社等の発行するTier2資

本調達手段の額 
        

一般貸倒引当金Tier2算入額及び適

格引当金Tier2算入額の合計額 
        

  

うち、一般貸倒引当金Tier2算

入額 
        

うち、適格引当金Tier2算入額         

Tier2資本に係る基礎項目の額 

(チ) 
        

Tier2資本に係る調整項目 

自己保有Tier2資本調達手段の額         

意図的に保有している他の金融機

関等のTier2資本調達手段の額 
        

少数出資金融機関等のTier2資本調

達手段及びその他外部TLAC関連調

達手段の額 

        

その他金融機関等のTier2資本調達

手段及びその他外部TLAC関連調達

手段の額 

        

Tier2資本に係る調整項目の額 

(リ) 
        

Tier2資本 
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Tier2資本の額((チ)－(リ)) (ヌ)         

総自己資本 

総自己資本合計((ト)＋(ヌ)) (ル)         

リスク・アセット等 

信用リスク・アセットの額の合計

額 
        

  

資産(オン・バランス)項目         

オフ・バランス取引等項目         

CVAリスク相当額を8％で除し

て得た額 
        

中央清算機関関連エクスポー

ジャーに係る信用リスク・ア

セットの額 

        

マーケット・リスク相当額を8％で

除して得た額 
        

勘定間の振替分     

オペレーショナル・リスク相当額

を8％で除して得た額 
        

フロア調整額         

リスク・アセット等の額の合計額

 (ヲ) 
        

自己資本比率及び資本バッファー 

普通出資等Tier1比率((ハ)／(ヲ)) ％   ％   

Tier1比率((ト)／(ヲ)) ％   ％   

総自己資本比率((ル)／(ヲ)) ％   ％   

最低単体資本バッファー比率 ％   ％   

  

うち、資本保全バッファー比率 ％   ％   

うち、カウンター・シクリカ

ル・バッファー比率 
％   ％   

  
うち、G―SIB／D―SIBバッ

ファー比率 
％   ％   

単体資本バッファー比率 ％   ％   

調整項目に係る参考事項 

少数出資金融機関等の対象資本

等調達手段に係る調整項目不算入
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額 

その他金融機関等に係る対象資本

等調達手段のうち普通出資に係る

調整項目不算入額 

        

無形固定資産(モーゲージ・サービ

シング・ライツに係るものに限

る。)に係る調整項目不算入額 

        

繰延税金資産(一時差異に係るも

のに限る。)に係る調整項目不算入

額 

        

Tier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項 

一般貸倒引当金の額         

一般貸倒引当金に係るTier2資本算

入上限額 
        

内部格付手法を採用した場合にお

いて、適格引当金の合計額から事業

法人等向けエクスポージャー及び

リテール向けエクスポージャーの

期待損失額の合計額を控除した額

(当該額が零を下回る場合にあって

は、零とする。) 

        

適格引当金に係るTier2資本算入上

限額 
        

 (記載上の注意) 

 1 「単体自己資本比率」とは、農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める

命令第1条第3項に規定する単体自己資本比率をいう。 

 2 「信用リスク・アセット算出手法」欄は、標準的手法、基礎的内部格付手法又は先

進的内部格付手法のいずれかを記載すること。 

 3 「その他Tier1資本調達手段に係る会員勘定の額」として資本金及び資本剰余金以外

の科目に計上される金額がある場合、その内訳を欄外に記載すること。 

 4 「Tier2資本調達手段に係る会員勘定の額」として資本金及び資本剰余金以外の科目

に計上される金額がある場合、その内訳を欄外に記載すること。 

 5 単体自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に

記載すること。 

 6 遡及適用(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第51項に規定す

る遡及適用をいう。)、財務諸表の組替え(同条第52項に規定する財務諸表の組替えを

いう。)又は修正再表示(同条第53項に規定する修正再表示をいう。)により、「前期末」

欄の金額又は比率が前事業年度に係る報告時の金額又は比率と異なっているときは、

その旨を欄外に記載すること。 

 〔資本バッファー比率のうちカウンター・シクリカル・バッファー比率〕 
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  当期末 前期末 

エクスポー
ジャーの所
在国・地域 

カウン
ター・
シクリ
カル・
バ ッ
ファー
の水準
の計算
に用い
た 各
国・地
域の信
用リス
ク・ア
セット
の額の
合計額
(百 万
円)  

各国・
地域の
金融当
局が定
める比
率(％) 

適用さ
れるカ
ウ ン
ター・
シクリ
カル・
バ ッ
ファー
比 率
(％) 

適用さ
れるカ
ウ ン
ター・
シクリ
カル・
バ ッ
ファー
比 率
(％) 

(経 過

措 置
ベ ー
ス)  

カウン
ター・
シクリ
カル・
バ ッ
ファー
の水準
の計算
に用い
た各国
・地域
の信用
リスク
・ ア
セット
の額の
合計額
(百 万
円)  

各国・
地域の
金融当
局が定
める比
率(％) 

適用さ
れるカ
ウ ン
ター・
シクリ
カル・
バ ッ
ファー
比 率
(％) 

適用さ
れるカ
ウ ン
ター・
シクリ
カル・
バ ッ
ファー
比 率
(％) 

(経 過

措 置
ベ ー
ス)  

アルゼンチ

ン 

                

オーストラ

リア 

                

ベルギー 
                

ブラジル 
                

カナダ 
                

中国 
                

フランス 
                

ドイツ 
                

香港 
                

インド 
                

インドネシ

ア 

                

イタリア 
                

日本 
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韓国 
                

ルクセンブ

ルク 

                

メキシコ 
                

オランダ 
                

ロシア 
                

サウジアラ

ビア 

                

シンガポー

ル 

                

南アフリカ 
                

スペイン 
                

スウェーデ

ン 

                

スイス 
                

トルコ 
                

英国 
                

米国 
                

合計 
                

 (記載上の注意) 

 1 本表は、連結自己資本比率を算出している場合には作成を要しない。 

 2 「各国・地域の信用リスク・アセットの額の合計額(百万円)」は、カウンター・シ

クリカル・バッファー比率(農林中央金庫法第56条第1号に掲げる基準に従い算出さ

れた比率をいう。以下同じ。)の計算に用いるため、債務者の所在地を基礎として、

各国・地域別に算出された額をいう。 

 3 「各国・地域の金融当局が定める比率(％)」は、各国・地域の銀行監督当局が設定

し、バーゼル銀行監督委員会が公表する各国・地域の比率(Add-on(per cent of R

WA))(当該比率が公表されていない場合には0％、2.5％を超える場合には2.5％)を記

載すること。 

 4 「適用されるカウンター・シクリカル・バッファー比率(％)」は、カウンター・シ

クリカル・バッファー比率を記載すること(小数点第3位以下を切り捨て小数点第2位
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までを記載)。 

 5 本表に定める各項目につき、該当する額が無い場合は行を削除せず、0と記載するこ

と。 

 〔単体自己資本比率の補完的指標である単体レバレッジ比率〕 

項目 当期末 前期末 

単体レバレッジ比率 ％ ％ 

最低単体レバレッジ・バッファー比率 ％ ％ 

単体レバレッジ・バッファー比率 ％ ％ 

 (記載上の注意) 

 1 「単体レバレッジ比率」は、農林中央金庫法第56条第1号に掲げる基準に従い算出さ

れた比率をいう。 

 2 単体レバレッジ比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外

に記載すること。 

第2 貸借対照表 

 別紙様式第6号と同様とする。ただし、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則第8条の9に規定する持分法損益等に関する事項を付記すること。 

第3 損益計算書 

 別紙様式第7号と同様とする。 

第4 キャッシュ・フロー計算書 

 別紙様式第8号の「第4 キャッシュ・フロー計算書」と同様とする。 

第5 剰余金処分計算書 

 別紙様式第8号の「第5 剰余金処分計算書」と同様とする。 

第6 損失金処理計算書 

 別紙様式第8号の「第6 損失金処理計算書」と同様とする。 
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別
紙
様
式
第
１
０
号
（
第
１
１
１
条
第
２
項
関
係
）

別紙様式第10号(第111条第2項関係) 

(日本産業規格A4) 

連 結 業 務 報 告 書 

年度 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 

  金融庁長官  殿 

  農林水産大臣 殿 

年  月  日   

住 所          

農 林 中 央 金 庫   

代表理事 氏 名    

  年  月  日から   年  月  日までの業務及び財産の状況を次のとお

り報告します。 

目 次 

第1 事業概況書 

1 事業の概要 

2 子会社等の状況 

3 連結自己資本比率の状況 

第2 連結財務諸表 

1 連結財務諸表の作成方針 

2 連結貸借対照表 

3 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

4 連結剰余金計算書 

5 連結キャッシュ・フロー計算書 

(記載上の注意) 

1 第150条第1項第3号又は第3号の2の規定による届出書において、代表理事の婚姻前の

氏名を当該代表理事の氏名に併せて記載して農林水産大臣及び金融庁長官に届け出て

いる場合には、「代表理事氏名」欄については、当該代表理事の婚姻前の氏名を括弧書

で併せて記載し、又は当該代表理事の婚姻前の氏名のみを記載することができる。 

2 この様式中に記載する金額、出資口数等は、この様式中で指定された単位で記載し、

当該単位未満は切り捨てること。 

3 この様式中に記載する構成比率その他の比率は、小数点第3位以下を切り捨て小数点

第2位までを記載すること。 

4 この様式中、第2の2 連結貸借対照表、第2の3 連結損益計算書及び連結包括利益

計算書、第2の4 連結剰余金計算書、第2の5 連結キャッシュ・フロー計算書に注記

すべき事項は、第2の5 連結キャッシュ・フロー計算書の次に一括して記載すること

ができる。 

5 この様式中、第2の3「(1)連結損益計算書」及び「(2)連結包括利益計算書」は、両

計算書を構成する項目を単一の計算書に表示する方法により、第2の3「(3)連結損益及

び包括利益計算書」として記載することができる。 
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第1 事業概況書 

年度 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 
事業概況書 

1 事業の概要 

(記載上の注意) 

 農林中央金庫及びその子会社等(農林中央金庫法第56条第2号に規定する子会社等を

いう。以下この様式において同じ。)について、主要な事業の内容のほか、主要勘定の

増減の事由その他事業状況の推移に関する重要な事項を記載すること。 

2 子会社等の状況 

子会社等数の増減 

 前年度末 当年度末 増減(△) 

子 会 社    

子 法 人 等    

関 連 法 人 等    

合 計    

(記載上の注意) 

1 「子会社」とは農林中央金庫法第24条第4項に規定する子会社を、「子法人等」とは

農林中央金庫法施行令第8条第2項に規定する子法人等(同法第24条第4項に規定する子

会社を除く。)を、「関連法人等」とは同令第8条第3項に規定する関連法人等をいう。 

2 子会社等に該当するものは全て記載することとし、重要性の原則は適用しないもの

とする。 

3 連結自己資本比率の状況 

〔国際統一基準に係る連結自己資本比率〕 

 信用リスク・アセット算出手法  

(単位：百万円) 

項 目 

当期末 前期末 

 経過措置

による不

算入 額 

 経過措置

による不

算入 額 

普通出資等Tier1資本に係る基礎項目 

普通出資に係る会員勘定の額     

 うち、資本金及び資本剰余金の額     

 うち、利益剰余金の額     

 うち、外部流出予定額(△)     

 うち、上記以外に該当するものの額     

その他の包括利益累計額及びその他公表準

備金の額 

    

普通出資等Tier1資本に係る調整後非支配

株主持分の額 
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普通出資等Tier1資本に係る基礎項目の額 

(イ) 

    

普通出資等Tier1資本に係る調整項目 

無形固定資産(モーゲージ・サービシング・

ライツに係るものを除く。)の額の合計額 

    

 うち、のれんに係るもの(のれん相当差額

を含む。)の額 

    

 
うち、のれん及びモーゲージ・サービシ

ング・ライツに係るもの以外のものの額 

    

繰延税金資産(一時差異に係るものを除

く。)の額 

    

繰延ヘッジ損益の額     

適格引当金不足額     

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当

する額 

    

負債の時価評価により生じた時価評価差額

であって自己資本に算入される額 

    

退職給付に係る資産の額     

自己保有普通出資(純資産の部に計上され

るものを除く。)の額 

    

意図的に保有している他の金融機関等の普

通出資の額 

    

少数出資金融機関等の普通出資の額     

特定項目に係る10％基準超過額     

 うち、その他金融機関等に係る対象資本

等調達手段のうち普通出資に該当するも

のに関連するものの額 

    

 うち、無形固定資産(モーゲージ・サー

ビシング・ライツに係るものに限る。)に

関連するものの額 

    

 うち、繰延税金資産(一時差異に係るもの

に限る。)に関連するものの額 

    

特定項目に係る15％基準超過額     

 うち、その他金融機関等に係る対象資本

等調達手段のうち普通出資に該当するも

のに関連するものの額 

    

 うち、無形固定資産(モーゲージ・サー

ビシング・ライツに係るものに限る。)に

関連するものの額 
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 うち、繰延税金資産(一時差異に係るもの

に限る。)に関連するものの額 

    

その他Tier1資本不足額     

普通出資等Tier1資本に係る調整項目の額 

(ロ) 

    

普通出資等Tier1資本     

普通出資等Tier1資本の額((イ)－(ロ)) 

(ハ) 

    

その他Tier1資本に係る基礎項目     

その他Tier1資本調達手段に係る会員勘定

の額 

    

その他Tier1資本調達手段に係る負債の額     

特別目的会社等の発行するその他Tier1資

本調達手段の額 

    

その他Tier1資本に係る調整後非支配株主

持分等の額 

    

その他Tier1資本に係る基礎項目の額 (ニ)     

その他Tier1資本に係る調整項目     

自己保有その他Tier1資本調達手段の額     

意図的に保有している他の金融機関等のそ

の他Tier1資本調達手段の額 

    

少数出資金融機関等のその他Tier1資本調

達手段の額 

    

その他金融機関等のその他Tier1資本調達

手段の額 

    

Tier2資本不足額     

その他Tier1資本に係る調整項目の額 (ホ)     

その他Tier1資本     

その他Tier1資本の額((ニ)－(ホ)) (ヘ)     

Tier1資本     

Tier1資本の額((ハ)＋(ヘ)) (ト)     

Tier2資本に係る基礎項目     

Tier2資本調達手段に係る会員勘定の額     

Tier2資本調達手段に係る負債の額     

特別目的会社等の発行するTier2資本調達

手段の額 

    

Tier2資本に係る調整後非支配株主持分等

の額 
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一般貸倒引当金Tier2算入額及び適格引当

金Tier2算入額の合計額 

    

 うち、一般貸倒引当金Tier2算入額     

 うち、適格引当金Tier2算入額     

Tier2資本に係る基礎項目の額 (チ)     

Tier2資本に係る調整項目     

自己保有Tier2資本調達手段の額     

意図的に保有している他の金融機関等の

Tier2資本調達手段の額 

    

少数出資金融機関等のTier2資本調達手段

及びその他外部TLAC関連調達手段の額 

    

その他金融機関等のTier2資本調達手段及

びその他外部TLAC関連調達手段の額 

    

Tier2資本に係る調整項目の額 (リ)     

Tier2資本     

Tier2資本の額((チ)－(リ)) (ヌ)     

総自己資本     

総自己資本合計((ト)＋(ヌ)) (ル)     

リスク・アセット等     

信用リスク・アセットの額の合計額     

 資産(オン・バランス)項目     

 オフ・バランス取引等項目     

 CVAリスク相当額を8％で除して得た額     

 中央清算機関関連エクスポージャーに係

る信用リスク・アセットの額 

    

マーケット・リスク相当額を8％で除して得

た額 

    

勘定間の振替分     

オペレーショナル・リスク相当額を8％で除

して得た額 

    

フロア調整額     

リスク・アセット等の額の合計額 (ヲ)     

連結自己資本比率及び資本バッファー     

連結普通出資等Tier1比率((ハ)／(ヲ)) ％  ％  

連結Tier1比率((ト)／(ヲ)) ％  ％  

連結総自己資本比率((ル)／(ヲ)) ％  ％  

最低連結資本バッファー比率 ％  ％  

 うち、資本保全バッファー比率 ％  ％  
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 うち、カウンター・シクリカル・バッ

ファー比率 
％ 

 
％ 

 

 うち、G－SIB／D－SIBバッファー比率 ％  ％  

連結資本バッファー比率 ％  ％  

調整項目に係る参考事項     

少数出資金融機関等の対象資本等調達手段

に係る調整項目不算入額 
   

 

その他金融機関等に係る対象資本等調達手

段のうち普通出資に係る調整項目不算入額 
   

 

無形固定資産(モーゲージ・サービシング・

ライツに係るものに限る。)に係る調整項目

不算入額 

   

 

繰延税金資産(一時差異に係るものに限

る。)に係る調整項目不算入額 
   

 

Tier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項 

一般貸倒引当金の額     

一般貸倒引当金に係るTier2資本算入上限

額 
   

 

内部格付手法を採用した場合において、適

格引当金の合計額から事業法人等向けエク

スポージャー及びリテール向けエクスポー

ジャーの期待損失額の合計額を控除した額

(当該額が零を下回る場合にあっては、零と

する。) 

   

 

適格引当金に係るTier2資本算入上限額     

(記載上の注意) 

1 「連結自己資本比率」とは、農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める

命令第1条第4項に規定する連結自己資本比率をいう。 

2 「信用リスク・アセット算出手法」欄は、標準的手法、基礎的内部格付手法又は先

進的内部格付手法のいずれかを記載すること。 

3 「その他Tier1資本調達手段に係る会員勘定の額」として資本金及び資本剰余金以外

の科目に計上される金額がある場合、その内訳を欄外に記載すること。 

4 「Tier2資本調達手段に係る会員勘定の額」として資本金及び資本剰余金以外の科目

に計上される金額がある場合、その内訳を欄外に記載すること。 

5 連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に

記載すること。 

6 遡及適用(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第43号に規定

する遡及適用をいう。)、連結財務諸表の組替え(同条第44号に規定する連結財務諸表

の組替えをいう。)又は修正再表示(同条第45号に規定する修正再表示をいう。)により、
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「前期末」欄の金額又は比率が前連結会計年度に係る報告時の金額又は比率と異なっ

ているときは、その旨を欄外に記載すること。 

〔資本バッファー比率のうちカウンター・シクリカル・バッファー比率〕 

 当期末 前期末 

エクスポー

ジャーの所

在国・地域 

カウン

ター・

シクリ

カル・

バ ッ

ファー

の水準

の計算

に用い

た 各

国・地

域の信

用リス

ク・ア

セット

の額の

合計額

( 百 万

円) 

各国・

地域の

金融当

局が定

める比

率(％) 

適用さ

れるカ

ウ ン

ター・

シクリ

カル・

バ ッ

ファー

比 率

(％) 

適用さ

れるカ

ウ ン

ター・

シクリ

カル・

バ ッ

ファー

比 率

( ％ )

( 経 過

措 置

ベ ー

ス) 

カウン

ター・

シクリ

カル・

バ ッ

ファー

の水準

の計算

に用い

た 各

国・地

域の信

用リス

ク・ア

セット

の額の

合計額

( 百 万

円) 

各国・

地域の

金融当

局が定

める比

率(％) 

適用さ

れるカ

ウ ン

ター・

シクリ

カル・

バ ッ

ファー

比 率

(％) 

適用さ

れるカ

ウ ン

ター・

シクリ

カル・

バ ッ

ファー

比 率

( ％ )

( 経 過

措 置

ベ ー

ス) 

アルゼンチ

ン 
        

オーストラ

リア 
        

ベルギー         

ブラジル         

カナダ         

中国         

フランス         

ドイツ         
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香港         

インド         

インドネシ

ア 
        

イタリア         

日本         

韓国         

ルクセンブ

ルク 
        

メキシコ         

オランダ         

ロシア         

サウジアラ

ビア 
        

シンガポー

ル 
        

南アフリカ         

スペイン         

スウェーデ

ン 
        

スイス         

トルコ         

英国         

米国         
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合計         

(記載上の注意) 

1 「各国・地域の信用リスク・アセットの額の合計額(百万円)」は、カウンター・シ

クリカル・バッファー比率(農林中央金庫法第56条第2号に掲げる基準に従い算出され

た比率をいう。以下同じ。)の計算に用いるため、債務者の所在地を基礎として、各国・

地域別に算出された額をいう。 

2 「各国・地域の金融当局が定める比率(％)」は、各国・地域の銀行監督当局が設定

し、バーゼル銀行監督委員会が公表する各国・地域の比率(Add-on(per cent of RWA))

(当該比率が公表されていない場合には0％、2.5％を超える場合には2.5％)を記載する

こと。 

3 「適用されるカウンター・シクリカル・バッファー比率(％)」は、カウンター・シ

クリカル・バッファー比率を記載すること(小数点第3位以下を切り捨て小数点第2位ま

でを記載)。 

4 本表に定める各項目につき、該当する額が無い場合は行を削除せず、0と記載するこ

と。 

〔連結自己資本比率の補完的指標である連結レバレッジ比率〕 

項目 当期末 前期末 

連結レバレッジ比率 ％ ％ 

最低連結レバレッジ・バッファー比率 ％ ％ 

連結レバレッジ・バッファー比率 ％ ％ 

(記載上の注意) 

1 「連結レバレッジ比率」は、農林中央金庫法第56条第2号に掲げる基準に従い算出さ

れた比率をいう。 

2 連結レバレッジ比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外

に記載すること。 

第2 連結財務諸表 

1 連結財務諸表の作成方針 

 農林中央金庫及びその子会社等について連結して作成する貸借対照表等に関する次

の事項を記載すること。 

(1) 連結の範囲に関する事項 

(2) 持分法の適用に関する事項 

(3) 連結される子会社(農林中央金庫法第24条第4項に規定する子会社をいう。)及び子

法人等(農林中央金庫法施行令第8条第2項に規定する子法人等(同法第24条第4項に

規定する子会社を除く。)をいう。)の事業年度等に関する事項 

(4) のれんの償却に関する事項 

(5) 剰余金処分項目等の取扱いに関する事項 

2     年度(  年  月  日現在)連結貸借対照表 

(単位：百万円) 
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科 目 金 額 科 目 金 額 

(資 産 の 部)  (負 債 の 部)  

貸 出 金  預 金  

外 国 為 替  譲 渡 性 預 金  

有 価 証 券  短 期 農 林 債  

金 銭 の 信 託  農 林 債  

特 定 取 引 資 産  社 債  

商 品 有 価 証 券  特 定 取 引 負 債  

買 入 金 銭 債 権  借 用 金  

コールローン及び買入手形  コールマネー及び売渡手形  

買 現 先 勘 定  売 現 先 勘 定  

債券貸借取引支払保証金  債券貸借取引受入担保金  

現 金 預 け 金  コマーシャル・ペーパー  

そ の 他 資 産  外 国 為 替  

有 形 固 定 資 産  受 託 金  

建 物  そ の 他 負 債  

土 地  賞 与 引 当 金  

リ ー ス 資 産  役 員 賞 与 引 当 金  

建 設 仮 勘 定  退 職 給 付 に 係 る 負 債  

その他の有形固定資産  役 員 退 職 慰 労 引 当 金  

無 形 固 定 資 産  特 別 法 上 の 引 当 金  

ソ フ ト ウ ェ ア  繰 延 税 金 負 債  

の れ ん  再評価に係る繰延税金負債  

リ ー ス 資 産  支 払 承 諾  

その他の無形固定資産  負債の部合計   

退 職 給 付 に 係 る 資 産  (純 資 産 の 部 )  

農 林 債 繰 延 資 産  資 本 金  

繰 延 税 金 資 産  優 先 出 資 申 込 証 拠 金  

再評価に係る繰延税金資産  資 本 剰 余 金  

支 払 承 諾 見 返  利 益 剰 余 金  

貸 倒 引 当 金 △ 自 己 優 先 出 資 △ 

  合 併 会 員 持 分 △ 

  自己優先出資申込証拠金  

  会 員 勘 定 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  為 替 換 算 調 整 勘 定  

  退職給付に係る調整累計額  

  その他の包括利益累計額合計  
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  非 支 配 株 主 持 分  

  純資産の部合計  

資 産 の 部 合 計  負債及び純資産の部合計  

(記載上の注意) 

1 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関

連が明らかになるように記載すること。 

(1) 継続企業の前提(第28条第2項第1号に規定する継続企業の前提をいう。以下この

様式において同じ。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場

合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継

続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に

当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)は、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 

③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 

④ 当該重要な不確実性の影響を連結財務諸表に反映しているか否かの別 

(2) 次に掲げる会計方針に関する事項 

① 有価証券の評価基準及び評価方法 

② 土地の再評価に関する法律第3条第3項に規定する再評価の方法及び同法第10

条に規定する差額 

③ 有形固定資産の減価償却の方法 

④ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑤ 貸倒引当金の計上方法 

⑥ 退職給付に係る会計処理の方法 

⑦ リース取引の処理方法 

⑧ ヘッジ会計の方法 

⑨ 金銭の信託の評価基準及び評価方法 

⑩ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

⑪ 収益の計上方法(顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約か

ら生ずる収益を認識するときは、主要な事業における顧客との契約に基づく主な

義務の内容、当該義務に係る収益を認識する通常の時点その他重要な会計方針に

含まれると判断したものを記載すること。) 

⑫ その他採用した重要な会計方針 

⑬ 子会社等が採用した会計方針のうちに農林中央金庫と異なるものがある場合

には、その差異の概要。ただし、その差異が軽微であるときは、この限りでない。 

(3) 次に掲げる会計上の見積りに関する事項 

① 会計上の見積りにより当該事業年度に係る連結財務諸表にその額を計上した

項目であって、翌事業年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があ

るもの 

② 当該事業年度に係る連結財務諸表の①に掲げる項目に計上した額 

③ ②に掲げるもののほか、①に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する
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理解に資する情報 

(4) 会計方針の変更等を行った場合には、会計方針の変更等に関する事項(連結財務

諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第14条の2、第14条の3及び第14条の5

から第14条の8までの規定に準じて記載すること。ただし、当該事業年度に係る連

結財務諸表のみを表示している場合には、前事業年度に係る事項については、記載

を要しない。) 

(5) 金融商品の状況に関する事項、金融商品の時価等に関する事項及び金融商品の時

価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

(6) 賃貸等不動産の状況に関する事項及び賃貸等不動産の時価に関する事項 

(7) 特定取引勘定を設置した場合にあっては、農林中央金庫及びその子会社等分の商

品有価証券への計数の記載は行わない。 

(8) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の6第1項から第3項

までに規定する有価証券に関する事項 

(9) 債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権

並びに貸出条件緩和債権に該当する貸出金の額並びにこれらの合計額。この場合に

おいて、それぞれの定義は、農林中央金庫法施行規則第112条第5号ロ(「債権」の

定義にあっては、同令第113条第3号ロ)によるものとする。 

(10) 有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、そ

の旨。ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

(11) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

(12) 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の

金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、適宜一括した引当金の金額) 

(13) リースにより使用する有形固定資産及び無形固定資産に関する事項 

(14) 農林中央金庫の理事、経営管理委員及び監事との間の取引による理事、経営管

理委員及び監事に対する金銭債権があるときは、その総額。ただし、農林中央金庫

及びその子会社等である金融機関との間の総合口座取引における当座貸越並びに

預金、定期積金又は農林債を担保とする貸付金(担保とされた預金、定期積金及び

農林債の額を超えないものに限る。)は、この限りでない。 

(15) 農林中央金庫の理事、経営管理委員及び監事との間の取引による当該理事、経

営管理委員及び監事に対する金銭債務があるときは、その総額。ただし、預金、定

期積金又は農林債に係る債務は、この限りでない。 

(16) 子会社等の株式又は出資金の総額 

(17) 資産が担保に供されている場合における、当該資産の内容及びその金額並びに

担保に係る債務の金額 

(18) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

(19) 出資一口当たりの純資産額(銭単位で記載すること。) 

(20) 事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象

が発生した場合における当該事象 

(21) 有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及び金額(金額は貸借対照表価

額とし、消費貸借契約によるものと使用貸借契約又は賃貸借契約によるものとに分
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けて記載すること。) 

(22) 資産の部の有価証券中の社債(当該社債を有する農林中央金庫がその元本の償

還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の

発行が金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)

に係る保証債務の額 

(23) 以上のほか、農林中央金庫及びその子会社等の財産の状態を正確に判断するた

めに必要な事項 

2 「特定取引資産」及び「特定取引負債」は、農林中央金庫及びその子会社等が農林

中央金庫法施行規則第65条その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る資産及

び負債について記載すること。 

3 特別法上の引当金は、法令の規定に基づき計上し、その法令の条項を注記すること。 

4 法令等に基づき、又は農林中央金庫及びその子会社等の財産の状態を明らかにする

ために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目

以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

5 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が

資算総額の100分の5(「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」、「リース債

務」及び「資産除去債務」にあっては、その金額が資産総額の100分の1)を超えるもの

については、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設けて記載す

ること。 

6 「リース資産」に区分される資産については、「有形固定資産」に属する各科目(「リー

ス資産」及び「建設仮勘定」を除く。)又は「無形固定資産」に属する各科目(「リー

ス資産」を除く。)に含めることができる。 

7 当該事業年度において、合併対象財産(第108条の2に規定する合併対象財産をいう。

以下この様式において同じ。)の全部に、合併(第74条第3項第1号に規定する合併をい

う。以下この様式において同じ。)により消滅する信用農水産業協同組合連合会(農林

中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第

2条第2項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下この様式において同

じ。)における当該合併の直前の帳簿価格を付す合併が行われた場合には、次に掲げる

事項を注記すること。 

(1) 当該合併直前における当該合併に係る信用農水産業協同組合連合会の名称、合併

の目的及び合併日 

(2) 合併比率及びその算定方法並びに出資1口当たりの金額 

(3) 信用農水産業協同組合連合会から引き継いだ資産、負債及び純資産の額並びに主

な内訳並びにこれらについて帳簿価格で評価している旨 

(4) 会計処理方法を統一している旨。なお、複数の会計処理方法を同一の事業年度に

統一できない場合には、その旨及びその理由 

8 当該事業年度において、合併対象財産の全部に、対価として交付する現金等の時価

を付す合併が行われた場合には、次に掲げる事項を注記すること。 

(1) 当該合併直前における当該合併に係る信用農水産業協同組合連合会の名称、合併

の目的及び合併日 
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(2) 合併比率及びその算定方法並びに出資1口当たりの金額 

(3) 発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

(4) 合併日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳並びにこ

れらについて時価で評価している旨並びに当該合併について合併対象財産の全部

を対価として交付する現金等の時価を付す合併と判定した理由 

(5) 合併契約において、当該合併契約締結後の将来の事象又は取引の結果により当該

合併の対価として、現金等を追加的に交付し又は引き渡す旨規定している場合は、

その旨及び内容並びに当該事業年度以降の会計処理の方針 

(6) 取得原価の配分が完了していない場合には、その旨及びその理由 

(7) 前事業年度に行われた合併に係る暫定的な会計処理の確定に伴い、当該事業年度

において取得原価の当初配分額に重要な見直しがなされた場合には、当該見直しの

内容及び金額 

9 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

3 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

  年度 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 
連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

(1) 連結損益計算書 

(単位：百万円) 

科 目 金 額 

経 常 収 益  

資 金 運 用 収 益  

貸 出 金 利 息  

有 価 証 券 利 息 配 当 金  

コールローン利息及び買入手形利息  

買 現 先 利 息  

債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息  

預 け 金 利 息  

そ の 他 の 受 入 利 息  

役 務 取 引 等 収 益  

特 定 取 引 収 益  

そ の 他 業 務 収 益  

そ の 他 経 常 収 益  

貸 倒 引 当 金 戻 入 益  

償 却 債 権 取 立 益  

そ の 他 の 経 常 収 益  

経 常 費 用  

資 金 調 達 費 用  

預 金 利 息  

譲 渡 性 預 金 利 息  

短 期 農 林 債 利 息  
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農 林 債 利 息  

借 用 金 利 息  

コールマネー利息及び売渡手形利息  

売 現 先 利 息  

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息  

コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 利 息  

社 債 利 息  

そ の 他 の 支 払 利 息  

役 務 取 引 等 費 用  

特 定 取 引 費 用  

そ の 他 業 務 費 用  

事 業 管 理 費  

そ の 他 経 常 費 用  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

そ の 他 の 経 常 費 用  

経 常 利 益  

(又 は 経 常 損 失)  

特 別 利 益  

固 定 資 産 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益  

そ の 他 の 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 処 分 損  

減 損 損 失  

そ の 他 の 特 別 損 失  

税 金 等 調 整 前 当 年 度 純 利 益  

(又 は 税 金 等 調 整 前 当 年 度 純 損 失)  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計  

当 年 度 純 利 益  

(又 は 当 年 度 純 損 失)  

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 年 度 純 利 益  

(又は非支配株主に帰属する当年度純損失)  

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 年 度 純 利 益  

(又は親会社株主に帰属する当年度純損失)  

(記載上の注意) 

1 顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識

する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記すること。 

(1) 当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、
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時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合におけ

る当該区分ごとの収益の額その他の事項 

(2) 収益を理解するための基礎となる情報 

(3) 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報 

 (1)から(3)までに掲げる事項が会計方針に関する事項と同一であるときは、記載

することを要しない。 

2 出資一口当たりの親会社株主に帰属する当年度純利益金額又は親会社株主に帰属

する当年度純損失金額を銭単位で注記すること。 

3 1に規定するもののほか、農林中央金庫及びその子会社等の損益の状態を正確に判

断するために必要な事項を注記すること。 

4 「特定取引収益」及び「特定取引費用」は、農林中央金庫及びその子会社等が農

林中央金庫法施行規則第65条その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収

益及び費用について記載すること。 

5 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、非経常的な利益又は損失

を記載すること。ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影

響を及ぼさない場合には、経常収益又は経常費用に記載することができるものとす

る。 

6 当該事業年度において、合併対象財産の全部に、合併により消滅する信用農水産

業協同組合連合会における当該合併の直前の帳簿価格を付す合併が行われた場合に

は、次に掲げる事項を注記すること。 

(1) 計算書類に含まれる当該合併に係る信用農水産業協同組合連合会の業績の期

間 

(2) 当該合併に要した支出額及びその科目名 

7 当該事業年度において、合併対象財産の全部に、対価として交付する現金等の時

価を付す合併が行われた場合には、次に掲げる事項を注記すること。 

(1) 計算書類に含まれる当該合併に係る信用農水産業協同組合連合会の業績の期

間 

(2) 当該合併に係る信用農水産業協同組合連合会の取得価格及びその内訳 

(3) 主要な取得関連費用の内容及び金額 

(4) 負ののれん発生益の金額及び発生原因 

8 法令等に基づき、又は農林中央金庫及びその子会社等の損益の状態を明らかにす

るために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる

科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載す

ること。 

9 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載するこ

と。 

(2) 連結包括利益計算書 

(単位：百万円) 

科 目 金 額 

当 年 度 純 利 益  
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(又 は 当 年 度 純 損 失 )  

そ の 他 の 包 括 利 益  

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

為 替 換 算 調 整 勘 定  

退 職 給 付 に 係 る 調 整 額  

持 分 法 適 用 会 社 に 対 す る 持 分 相 当 額  

包 括 利 益  

親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益  

非 支 配 株 主 に 係 る 包 括 利 益  

(記載上の注意) 

1 連結包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度における

その他の包括利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金額を注記

すること。 

2 法令等に基づき、又は農林中央金庫及びその子会社等の包括利益の状態を明らか

にするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲

げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記

載すること。 

3 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載するこ

と。 

4 その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。た

だし、各内訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効

果の金額を一括して加減する方法で記載することができる。いずれの場合も、その

他の包括利益の各内訳項目別の税効果の金額を注記すること。 

5 親会社株主に帰属する当年度純利益金額又は親会社株主に帰属する当年度純損失

金額を構成する項目のうち、当該事業年度以前にその他の包括利益に含まれていた

金額は、組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。こ

の注記は、4の注記と併せて記載することができる。 

(3) 連結損益及び包括利益計算書 

［「(1) 連結損益計算書」及び「(2) 連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の

計算書に表示する場合］ 

(単位：百万円) 

科 目 金 額 

経 常 収 益  

資 金 運 用 収 益  

貸 出 金 利 息  

有 価 証 券 利 息 配 当 金  

コールローン利息及び買入手形利息  

買 現 先 利 息  

債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息  
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預 け 金 利 息  

そ の 他 の 受 入 利 息  

役 務 取 引 等 収 益  

特 定 取 引 収 益  

そ の 他 業 務 収 益  

そ の 他 経 常 収 益  

貸 倒 引 当 金 戻 入 益  

償 却 債 権 取 立 益  

そ の 他 の 経 常 収 益  

経 常 費 用  

資 金 調 達 費 用  

預 金 利 息  

譲 渡 性 預 金 利 息  

短 期 農 林 債 利 息  

農 林 債 利 息  

借 用 金 利 息  

コールマネー利息及び売渡手形利息  

売 現 先 利 息  

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息  

コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 利 息  

社 債 利 息  

そ の 他 の 支 払 利 息  

役 務 取 引 等 費 用  

特 定 取 引 費 用  

そ の 他 業 務 費 用  

事 業 管 理 費  

そ の 他 経 常 費 用  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

そ の 他 の 経 常 費 用  

経 常 利 益  

( 又 は 経 常 損 失 )  

特 別 利 益  

固 定 資 産 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益  

そ の 他 の 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 処 分 損  

減 損 損 失  

そ の 他 の 特 別 損 失  

税 金 等 調 整 前 当 年 度 純 利 益  
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( 又 は 税 金 等 調 整 前 当 年 度 純 損 失 )  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計  

当 年 度 純 利 益  

(又 は 当 年 度 純 損 失 )  

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 年 度 純 利 益  

(又は親会社株主に帰属する当年度純損失)  

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 年 度 純 利 益  

(又は非支配株主に帰属する当年度純損失)  

そ の 他 の 包 括 利 益  

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

為 替 換 算 調 整 勘 定  

退 職 給 付 に 係 る 調 整 額  

持 分 法 適 用 会 社 に 対 す る 持 分 相 当 額  

包 括 利 益  

親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益  

非 支 配 株 主 に 係 る 包 括 利 益  

(記載上の注意) 

1 顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識

する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記すること。 

(1) 当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、

時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合におけ

る当該区分ごとの収益の額その他の事項 

(2) 収益を理解するための基礎となる情報 

(3) 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報 

 (1)から(3)までに掲げる事項が会計方針に関する事項と同一であるときは、記載

することを要しない。 

2 出資一口当たりの親会社株主に帰属する当年度純利益金額又は親会社株主に帰属

する当年度純損失金額を銭単位で注記すること。 

3 1に規定するもののほか、農林中央金庫及びその子会社等の損益の状態を正確に判

断するために必要な事項を注記すること。 

4 「特定取引収益」及び「特定取引費用」は、農林中央金庫及びその子会社等が農

林中央金庫法施行規則第65条その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収

益及び費用について記載すること。 

5 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、非経常的な利益又は損失

を記載すること。ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影

響を及ぼさない場合には、経常収益又は経常費用に記載することができるものとす

る。 
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6 連結損益及び包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度

におけるその他の包括利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金

額を注記すること。 

7 当該事業年度において、合併対象財産の全部に、合併により消滅する信用農水産

業協同組合連合会における当該合併の直前の帳簿価格を付す合併が行われた場合に

は、次に掲げる事項を注記すること。 

(1) 計算書類に含まれる当該合併に係る信用農水産業協同組合連合会の業績の期

間 

(2) 当該合併に要した支出額及びその科目名 

8 当該事業年度において、合併対象財産の全部に、対価として交付する現金等の時

価を付す合併が行われた場合には、次に掲げる事項を注記すること。 

(1) 計算書類に含まれる当該合併に係る信用農水産業協同組合連合会の業績の期

間 

(2) 当該合併に係る信用農水産業協同組合連合会の取得価格及びその内訳 

(3) 負ののれん発生益の金額及び発生原因 

9 法令等に基づき、又は農林中央金庫及びその子会社等の損益若しくは包括利益の

状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又は

この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適

切な場所に記載すること。 

10 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載するこ

と。 

11 その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。た

だし、各内訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効

果の金額を一括して加減する方法で記載することができる。いずれの場合も、その

他の包括利益の各内訳項目別の税効果の金額を注記すること。 

12 親会社株主に帰属する当年度純利益金額又は親会社株主に帰属する当年度純損

失金額を構成する項目のうち、当該事業年度以前にその他の包括利益に含まれてい

た金額は、組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。

この注記は、11の注記と併せて記載することができる。 

4 連結剰余金計算書 

  年度 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 
連結剰余金計算書 

(単位：百万円) 

科 目 金 額 

(資 本 剰 余 金 の 部 )  

資 本 剰 余 金 当 年 度 当 初 残 高  

資 本 剰 余 金 増 加 高  

増 資 に よ る 優 先 出 資 の 発 行  

自 己 優 先 出 資 処 分 差 益  

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  
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資 本 剰 余 金 減 少 高  

配 当 金  

自 己 優 先 出 資 消 却 額  

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  

資 本 剰 余 金 年 度 末 残 高  

(利 益 剰 余 金 の 部 )  

利 益 剰 余 金 当 年 度 当 初 残 高  

利 益 剰 余 金 増 加 高  

親会社株主に帰属する当年度純利益  

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  

利 益 剰 余 金 減 少 高  

配 当 金  

役 員 賞 与  

資 本 金  

自 己 優 先 出 資 消 却 額  

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  

利 益 剰 余 金 年 度 末 残 高  

(記載上の注意) 

 法令等に基づき、又は農林中央金庫及びその子会社等の剰余金の状態を明らかにす

るために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応

じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

5 連結キャッシュ・フロー計算書 

  年度 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 
連結キャッシュ・フロー計算書 

［直接法により表示する場合］ (単位：百万円) 

科 目 金 額 

事業活動によるキャッシュ・フロー  

貸出金回収による収入  

預金払出による支出  

貸出金利息収入  

預金利息支出  

事業経費支出  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

法人税等の支払額  

事業活動によるキャッシュ・フロー  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出  

有価証券の売却による収入  

有形固定資産の取得による支出  
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有形固定資産の売却による収入  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

出資の増額による収入  

配当金の支払額  

非支配株主への配当金の支払額  

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得によ

る支出 

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却によ

る収入 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

現金及び現金同等物に係る換算差額  

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  

現金及び現金同等物の当年度当初残高  

現金及び現金同等物の当年度末残高  

［間接法により表示する場合］ (単位：百万円) 

科 目 金 額 

事業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当年度純利益(又は税金等調整前当年度

純損失(△)) 

 

減価償却費  

減損損失  

貸倒引当金の増減(△)  

資金運用収益  

資金調達費用  

有価証券関係損益(△)  

貸出金の純増(△)減  

預金の純増減(△)  

資金運用による収入  

資金調達による支出  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

小 計  

法人税等の支払額  

事業活動によるキャッシュ・フロー  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出  

有価証券の売却による収入  
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有形固定資産の取得による支出  

有形固定資産の売却による収入  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

出資の増額による収入  

配当金の支払額  

非支配株主への配当金の支払額  

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得によ

る支出 

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却によ

る収入 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

現金及び現金同等物に係る換算差額  

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  

現金及び現金同等物の当年度当初残高  

現金及び現金同等物の当年度末残高  

(記載上の注意) 

1 現金及び現金同等物の範囲について注記すること。 

2 法令等に基づき、又は農林中央金庫及びその子会社等のキャッシュ・フローの状

態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設

け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 
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別
紙
様
式
第
１
１
号
（
第
１
２
０
条
第
６
号
及
び
第
１
４
１
条
第
１
項
関
係
）

別紙様式第11号（第120条第6号及び第141条第1項関係）（平18内府農水令7・全改、令元内府農水令2・一部改正） （日本産業規格A4） 財産に関する調書（年月日現在） 年月日 主たる事務所 の所在地 名称 氏名 価額摘要 資産 現金・預金 有価証券 未収入金 貸付金 土地 建物 備品 権利 貸倒引当金△ その他 計A 負債 借入金 未払金 前受金 その他 計B A－B （記載上の注意） 1この調書は、許可申請者が個人である場合にのみ、記入すること。 2単位は、千円とすること。当該単位未満は切り捨てること。 3資産及び負債の価額については、原則として、取得価格（取得価格のないものにあっては、取得時における適正な評価価格）に基づき算出した、申請日の前年の12月31日における残高を記載すること。 4有価証券の価額については、当該有価証券に時価がある場合にあっては、 上記3にかかわらず、この調書を作成する日（以下「算出日」という。）に公表されている最終価格に基づき算出した価額を記載すること。 5土地及び建物の価額については、上記3にかかわらず、算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額を記載すること。 なお、借入金により取得した居住用（事業所を兼ねる場合を含む。）の土地又は建物にあっては、次により算出した額を土地、建物及び借入金の価額として記載すること。 「土地」又は「建物」の価額＝ 居住用の土地又は建 物の算出日の適正な取得時の自己資金 × 評価価格に基づき算取得時の借入金＋取得時の自己資金 出した価額 居住用の土地又は建物の算出 居住用面積 ×＋日の適正な評価価格に基づき 居住用面積＋事業用面積 算出した価額 事業用面積 × 居住用面積＋事業用面積 「借入金」の価額＝ 事業用面積 算出日の借入金の価額× 居住用面積＋事業用面積 6貸倒引当金の価額については、所得税法に基づく計上限度額を記載すること。 7「権利」とは、営業権、地上権、電話加入権、その他の無形固定資産をいう。 
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別
紙
様
式
第
１
２
号
（
第
１
２
６
条
第
１
項
関
係
）

別紙様式第12号(第126条第1項関係) 

 29.7cm以上 

以
上 

 農 林 中 央 金 庫 代 理 業 者 許 可 票 

 農 林 中 央 金 庫 代 理 業 

許可番号 金 融 庁 長 官( )第    号 

     農 林 水 産 大 臣( )第    号 

   (農林中央金庫代理業者の商号、名称又は氏名) 

(農林中央金庫の名称)            

 (記載上の注意) 

  1 「農林中央金庫の名称」には、農林中央金庫と記載すること。 

  2 法第95条の3第1項に規定する銀行等が農林中央金庫代理業を営む場合にあっては、

許可番号に代えて、同項の規定により農林中央金庫代理業を営む者である旨を表示す

ること。 

  3 銀行法等の一部を改正する法律(平成17年法律第106号。以下「改正法」という。)

附則第24条第1項の規定により改正法の施行日から起算して三月間、法第95条の2第1

項の許可を受けず農林中央金庫代理業を営むことができる者にあっては、「農林中央

金庫代理業者許可票」の文字を削り、許可番号に代えて、改正法附則第24条第1項の規

定により法第95条の2第1項の許可を受けず農林中央金庫代理業を営む者である旨を表

示すること。 
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別紙様式第13号(第141条第1項関係) 

(日本産業規格A4)  

農林中央金庫代理業に関する報告書 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

年  月  日  

  主たる事務所

の所在地 

  

名 称             

氏 名             

 (記載上の注意) 

  本表中に記載する金額及び件数は、この表中で指定された単位で記載し、当該単位未

満は切り捨てること。 

1 許可年月日及び許可番号 

2 農林中央金庫代理業の概況 

 (記載上の注意) 

  直近の事業年度における農林中央金庫代理業の経過及び成果を記載すること。 

3 委託契約年月日等 

農林中央金庫

との委託契約

年月日    

 農林中央金庫代理業再委

託者名 
農林中央金庫代理業の業務の内容 

  再委託契

約年月日 

        

        

 (記載上の注意) 

 1 「農林中央金庫代理業再委託者名」欄は、農林中央金庫代理業再委託者(農林中央金

庫法(以下「法」という。)第95の4において読み替えて準用する銀行法第52条の58第2

項に規定する農林中央金庫代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けて農林

中央金庫代理業を営むときに限り、当該農林中央金庫代理業再委託者の商号、名称又

は氏名及び農林中央金庫代理業の許可番号を記載すること。 

 2 「農林中央金庫代理業の業務の内容」欄は、農林中央金庫のために行う農林中央金

庫代理業の業務の内容を記載すること。 

4 使用人の状況 
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使 用 人 

総 数 名 

 (記載上の注意) 

 1 本表は、当期末における農林中央金庫代理業に従事する使用人について記載するこ

と。なお、当該使用人の総数が20名以下であるときは、当期末におけるその常時使用

する従業員の数を欄外に注記すること。 

 2 「使用人」欄は、臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載すること。 

5 事務所の状況 

名 称 所 在 地 農林中央金庫代理業の業務の内容 

      

      

 (記載上の注意) 

  適宜地区別に区分して記載すること。 

6 農林中央金庫代理業の実施状況 

 (1) 預金関係 

  ①代理                           (単位：千円、件) 

流動性預金 
  

定期性預金 
合 計 

(その他を含む。) うち当座預金 

口座数 残高 口座数 残高 口座数 残高 口座数 残高 

                

 (記載上の注意) 

  当期末における預金の口座数及び残高を記載すること。 

  ②媒介                              (単位：件) 

流動性預金 
  

定期性預金 
合 計 

(その他を含む。) うち当座預金 

件数 件数 件数 件数 

        

 (記載上の注意) 

  「件数」欄は、法第95条の2第2項第1号に規定する契約の締結の媒介行為を行ったも

ののうち、当期中に契約の締結に至った件数を記載すること。 
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 (2) 貸出金関係 

  ①代理                           (単位：千円、件) 

消費者向け貸出金 事業者向け貸出金 合 計 

件 数 残 高 件 数 残 高 件 数 残 高 

            

 (記載上の注意) 

  当期末における貸出金の件数及び残高の合計額を記載すること。 

  ②媒介                           (単位：千円、件) 

消費者向け貸出金 事業者向け貸出金 合 計 

件 数 媒介額 件 数 媒介額 件 数 媒介額 

    
(  ) (  ) 

    

 (記載上の注意) 

 1 当期中における法第95条の2第2項第2号に規定する契約の締結の媒介行為を行った

件数及び媒介額を記載すること。 

 2 「件数」欄は、媒介行為を行ったもののうち、当期中に契約の締結に至った件数を

記載すること。 

 3 「媒介額」欄は、当期中に契約の締結に至ったものの契約時の貸付けの金額を記載

すること。 

 4 「件数」及び「媒介額」欄の( )には、規格化された貸付商品(農林中央金庫法施行

規則第123条第6号ハに規定する規格化された貸付商品をいう。)の件数及び媒介額を内

書すること。 

 (3) 為替取引関係                          (単位：件) 

代 理 媒 介 

    

 (記載上の注意) 

 1 「代理」欄は、当期中における法第95条の2第2項第3号に規定する契約の締結の代理

行為を行った契約件数を記載すること。 

 2 「媒介」欄は、当期中における法第95条の2第2項第3号に規定する契約の締結の媒介

行為を行った契約件数を記載すること。 

 (4) 手数料の状況       (単位：千円) 

手 数 料 
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 (記載上の注意) 

  「手数料」欄は、当期中に農林中央金庫(農林中央金庫代理業再受託者(法第95条の4

において読み替えて準用する銀行法第52条の58第2項に規定する農林中央金庫代理業再

受託者をいう。)にあっては、農林中央金庫代理業再委託者)から得た農林中央金庫代理

業に係る手数料の金額を記載すること。 
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別紙様式第14号(第141条第1項関係) 

(日本産業規格A4)  

農林中央金庫代理業に関する報告書 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

年  月  日   

  主たる営業所

又は事務所の

所在地 

  

商号又は名称           

代 表 者 氏 名    

 (記載上の注意) 

  本表中に記載する金額及び件数は、この表中で指定された単位で記載し、当該単位未

満は切り捨てること。 

1 許可年月日及び許可番号 

 (記載上の注意) 

  農林中央金庫法(以下「法」という。)第95条の3第1項に規定する銀行等が農林中央金

庫代理業を営む場合にあっては、許可年月日及び許可番号に代えて、同項の規定により

農林中央金庫代理業を営む者である旨を記載すること。 

2 農林中央金庫代理業の概況 

 (記載上の注意) 

  直近の事業年度における農林中央金庫代理業の経過及び成果を記載すること。 

3 委託契約年月日等 

農林中央金庫

との委託契約

年月日    

 農林中央金庫代理業再委

託者名 
農林中央金庫代理業の業務の内容 

  再委託契

約年月日 

        

        

 (記載上の注意) 

 1 「農林中央金庫代理業再委託者名」欄は、農林中央金庫代理業再委託者(法第95条の

4第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の58第2項に規定する農林中央金庫

代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けて農林中央金庫代理業を営むとき

に限り、当該農林中央金庫代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び農林中央金庫代

理業の許可番号を記載すること。 
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 2 「農林中央金庫代理業の業務の内容」欄は、農林中央金庫のために行う農林中央金

庫代理業の業務の内容を記載すること。 

4 役員及び使用人の状況 

  
役 員 

  
使 用 人 計 

うち非常勤 

総 数 名 名 名 名 

 (記載上の注意) 

 1 本表は、当期末における農林中央金庫代理業に従事する役員及び使用人について記

載すること。なお、当該使用人の総数が20名以下であるときは、当期末におけるその

常時使用する従業員の数を欄外に注記すること。 

 2 「使用人」欄は、臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載すること。 

5 営業所又は事務所の状況 

名 称 所 在 地 使 用 人 
 農林中央金庫代理業の

業務の内容  

        

        

 (記載上の注意) 

  適宜地区別に区分して記載すること。 

6 農林中央金庫代理業の実施状況 

 (1) 預金関係 

  ①代理                           (単位：千円、件) 

流動性預金 
  

定期性預金 
合 計 

(その他を含む。) うち当座預金 

口座数 残高 口座数 残高 口座数 残高 口座数 残高 

                

 (記載上の注意) 

  当期末における貯金の口座数及び残高を記載すること。 

  ②媒介                              (単位：件) 

流動性預金 
  

定期性預金 
合 計 

(その他を含む。) うち当座預金 

件数 件数 件数 件数 
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 (記載上の注意) 

  「件数」欄は、法第95条の2第2項第1号に規定する契約の締結の媒介行為を行ったも

ののうち、当期中に契約の締結に至った件数を記載すること。 

 (2) 貸出金関係 

  ①代理                           (単位：千円、件) 

消費者向け貸出金 事業者向け貸出金 合 計 

件 数 残 高 件 数 残 高 件 数 残 高 

            

 (記載上の注意) 

  当期末における貸出金の件数及び残高の合計額を記載すること。 

  ②媒介                           (単位：千円、件) 

消費者向け貸出金 事業者向け貸出金 合 計 

件 数 媒介額 件 数 媒介額 件 数 媒介額 

    
(  ) (  ) 

    

 (記載上の注意) 

 1 当期中における法第95条の2第2項第2号に規定する契約の締結の媒介行為を行った

件数及び媒介額を所属組合ごとに記載すること。 

 2 「件数」欄は、媒介行為を行ったもののうち、当期中に契約の締結に至った件数を

記載すること。 

 3 「媒介額」欄は、当期中に契約の締結に至ったものの契約時の貸付けの金額を記載

すること。 

 4 「件数」及び「媒介額」欄の( )には、規格化された貸付商品(農林中央金庫法施行

規則第123条第6号ハに規定する規格化された貸付商品をいう。)の件数及び媒介額を内

書すること。 

 (3) 為替取引関係                          (単位：件) 

代 理 媒 介 

    

 (記載上の注意) 

 1 「代理」欄は、当期中における法第95条の2第2項第3号に規定する契約の締結の代理

行為を行った契約件数を記載すること。 

 2 「媒介」欄は、当期中における法第95条の2第2項第3号に規定する契約の締結の媒介
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行為を行った契約件数を記載すること。 

 (4) 手数料の状況       (単位：千円) 

手 数 料 

  

 (記載上の注意) 

  「手数料」欄は、当期中に農林中央金庫(農林中央金庫代理業再受託者(法第95条の4

において読み替えて準用する銀行法第52条の58第2項に規定する農林中央金庫代理業再

受託者をいう。)にあっては、農林中央金庫代理業再委託者)から得た農林中央金庫代理

業に係る手数料の金額を記載すること。 
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）

別紙様式第15号（第147条の16の20第2号ニ関係）（平30内府農水令2・追加、令元内府農水令2・一部改正） （日本産業規格A4） 財産に関する調書（年月日現在） 年月日 主たる営業所又は 事務所の所在地 名称 氏名 価額摘要 資産計 負債計 － （記載上の注意） 1この調書は、登録申請者が個人である場合に限り、登録申請書に添付すること。 2価額については、千円を単位として算出すること。千円未満の端数があるときは、これを切り捨てること。 3及びの価額の算出は、次のとおり行うこと。 基礎とする各資産及び各負債の価額については、原則として、取得価格（取得価格のないものにあっては、取得時における適正な評価価格）に基づき算出した、申請の日の前年の12月31日における残高による。 有価証券の価額については、当該有価証券に時価がある場合にあっては、上記にかかわらず、この調書を作成する日（以下「算出日」という。）に公表されている最終価格に基づき算出した価額による。 土地及び建物の価額については、上記にかかわらず、直近の固定資産税評価額等の、算出日における適正な評価価格に基づき算出した価額による。 なお、借入金により取得した居住用（事業所を兼ねる場合を含む。以下同じ。）の土地又は建物については、次のとおり計算した額を土地、建物及び借入金の価額とすることを原則とするが、算出日の借入金の価額が土地及び建物の直近の固定資産税評価額等の合計額以下である場合にあっては、土地、建物及び借入金の価額を全て零とみなしても差し支えない。 「土地」又は「建物」の価額＝ 居住用の土地又は建物 の算出日の適正な評価取得時の自己資金＋返済済み元金額居住 ×× 価格に基づき算出した取得時の借入金＋取得時の自己資金居住用面積 価額 居住用の土地又は建物 用面積の算出日の適正な評価事業用面積 ＋× ＋事業用面積価格に基づき算出した居住用面積＋事業用面積 価額 事業用面積 「借入金」の価額＝算出日の借入金の価額× 居住用面積＋事業用面積 貸倒引当金の価額については、所得税法に基づく計上限度額による。 営業権、地上権その他の無形固定資産についても、の価額の算出の基礎とする。 
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別
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６
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第
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７
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係
）

別紙様式第16号（第147条の16の34第1項関係）（平30内府農水令2・追加、令元内府農水令2・令2内府農水令17・一部改正） （日本産業規格A4） 農林中央金庫電子決済等代行業に関する報告書 年月日から 年月日まで 年月日 主たる営業所又は 事務所の所在地 商号又は名称 代表者氏名 （記載上の注意） 1この様式中に記載する事項は、同一の事項を記載した書類を添付し、かつ、その旨を明記した場合には、記載を省略することができる。 2記載事項に関して留意事項がある場合には、適宜の方法により、いずれの記載事項についての留意事項であるかを明示した上で記載すること。 1登録年月日及び登録番号 （記載上の注意） 農林中央金庫法（以下「法」という。）第95条の5の9第6項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者である場合にあっては、同条第2項の規定による届出をした年月日並びに銀行法第52条の61の4第1項第2号に規定する登録年月日及び登録番号を記載すること。 2農林中央金庫電子決済等代行業の概況 （記載上の注意） 直近の事業年度における農林中央金庫電子決済等代行業の経過及び成果を記載すること。 3農林中央金庫電子決済等代行業に係る契約の締結の状況 契約年月日農林中央金庫電子決済等代行業の業務の内容 （記載上の注意） 「農林中央金庫電子決済等代行業の業務の内容」欄は、農林中央金庫との間の契約に従って営む農林中央金庫電子決済等代行業の業務が、決済指図の伝達（法第95条の5の2第2項第1号に掲げる行為（第147条の16の3に規定する行為を除く。）をいう。以下同じ。なお、法第95条の5の2第2項第1号の指図の内容のみの伝達を含むことに留意すること。）のみである場合には「決済指図の伝達」と、口座情報の取得・提供（同項第2号に掲げる行為をいう。以下同じ。）のみである場合には「口座情報の取得・提供」と、決済指図の伝達 及び口座情報の取得・提供の双方を行う場合には「双方」と記載すること。 4委託先 農林中央金庫電子決済 委託先名所在地委託契約年月日 等代行業の業務の内容 （記載上の注意） 1本表は、委託先（第147条の16の18第1項第3号に規定する委託先をいう。以下同じ。）があるときに限り記載すること。 2「委託先名」欄は、委託先の商号、名称又は氏名を記載すること。 3「所在地」欄は、委託先の主たる営業所又は事務所の所在地を記載すること。 4「農林中央金庫電子決済等代行業の業務の内容」欄は、委託する農林中央金庫電子決済等代行業の業務が、決済指図の伝達のみである場合には「決済指図の伝達」と、口座情報の取得・提供のみである場合には「口座情報の取得・提供」と、決済指図の伝達及び口座情報の取得・提供の双方を行う場合には「双方」と記載すること。 5農林中央金庫電子決済等代行業再委託者数 者 （記載上の注意） 当期末において、農林中央金庫電子決済等代行業者として第147条の16の5第2項各号の委託を受けている農林中央金庫電子決済等代行業再委託者があるときは、そのうち自身が直接取引を行う者の合計者数を記載すること。 6役員及び使用人の状況 役員使用人計 うち非常勤 総数名名名名 （記載上の注意） 1本表は、当期末における農林中央金庫電子決済等代行業の業務に従事する役員及び使用人について記載すること。 2「使用人」欄は、臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載すること。 7営業所又は事務所の状況 名称所在地 （記載上の注意） 1本表は、当期末における農林中央金庫電子決済等代行業を営む営業所又は事務所について記載すること。 2適宜、地区別に区分して記載すること。 8農林中央金庫電子決済等代行業の実施状況（単位：件、者） 決済指図の伝達 契約件数又は利用者数決済指図の伝達の件数 口座情報の取得・提供の契 〔為替取引に至らな約件数又は利用者数 かった件数を含むか 否か〕 〔〕 （記載上の注意） 1「決済指図の伝達」欄のうち、「契約件数又は利用者数」欄については、当期末における預金者（法第95条の5の2第2項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。）若しくは農林中央金庫電子決済等代行業再委託者（農林中央金庫電子決済等代行業再委託者のうち自身が直接取引を行う者のみをいい、当該農林中央金庫電子決済等代行業再委託者に委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）をする農林中央金庫電子決済等代行業再委託者や農林中央金庫電子決済等代行業再委託者の利用者である預金者は含まないことに留意する。以下同じ。）との間の決済指図の伝達に係る基本契約（継続中のものに限る。ただし、個別契約のみが締結される場合には個別契約。以下同じ。）の件数又は自身が提供する決済指図の伝達に係るサービスを直接利用する預金者若しくは農林中央金庫電子決済等代行業再委託者の数を記載すること。 2「決済指図の伝達」欄のうち、「決済指図の伝達の件数」欄については、当期中に行った決済指図の伝達の件数を記載すること。この際、適宜自身が把握可能な件数をもって代替することも可能であり、例えば、決済指図の伝達が法第95条の5の2第2項第1号の指図の内容のみの伝達である場合に、農林中央金庫電子決済等代行業者又は農林中央金庫電子決済等代行業再委託者が当該内容のみの伝達を行うための画像を、預金者が確認することができ る映像面に表示させた件数や、最終的に為替取引に至った件数等を記載することでも差し支えない。ただし、この場合には、どのような件数を記載したかを留意事項として記載すること。 また、〔〕内には、当該決済指図の伝達の件数に為替取引に至らなかった件数を含むか否か（含む場合は「含」、含まない場合は「否」）を記載すること。 3「口座情報の取得・提供の契約件数又は利用者数」欄については、当期末における預金者等（法第95条の5の2第2項第2号に規定する預金者等をいう。以下同じ。）若しくは農林中央金庫電子決済等代行業再委託者との間の口座情報の取得・提供に係る基本契約の件数又は自身が提供する口座情報の取得・提供に係るサービスを直接利用する預金者等若しくは農林中央金庫電子決済等代行業再委託者の数を記載すること。 
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別紙様式第17号（第147条の16の34第1項関係）（平30内府農水令2・追加、令元内府農水令2・令2内府農水令17・一部改正） （日本産業規格A4） 農林中央金庫電子決済等代行業に関する報告書 年月日から 年月日まで 年月日 主たる営業所又は 事務所の所在地 名称 氏名 （記載上の注意） 1この様式中に記載する事項は、同一の事項を記載した書類を添付し、かつ、その旨を明記した場合には、記載を省略することができる。 2記載事項に関して留意事項がある場合には、適宜の方法により、いずれの記載事項についての留意事項であるかを明示した上で記載すること。 1登録年月日及び登録番号 （記載上の注意） 農林中央金庫法（以下「法」という。）第95条の5の9第6項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者である場合にあっては、同条第2項の規定による届出をした年月日並びに銀行法第52条の61の4第1項第2号に規定する登録年月日及び登録番号を記載すること。 2農林中央金庫電子決済等代行業の概況 （記載上の注意） 直近の事業年度における農林中央金庫電子決済等代行業の経過及び成果を記載すること。 3農林中央金庫電子決済等代行業に係る契約の締結の状況 契約年月日農林中央金庫電子決済等代行業の業務の内容 （記載上の注意） 「農林中央金庫電子決済等代行業の業務の内容」欄は、農林中央金庫との間の契約に従って営む農林中央金庫電子決済等代行業の業務が、決済指図の伝達（法第95条の5の2第2項第1号に掲げる行為（第147条の16の3に規定する行為を除く。）をいう。以下同じ。なお、法第95条の5の2第2項第1号の指図の内容のみの伝達を含むことに留意すること。）のみである場合には「決済指図の伝達」と、口座情報の取得・提供（同項第2号に掲げる行為をいう。以下同じ。）のみである場合には「口座情報の取得・提供」と、決済指図の伝達 及び口座情報の取得・提供の双方を行う場合には「双方」と記載すること。 4委託先 農林中央金庫電子決済 委託先名所在地委託契約年月日 等代行業の業務の内容 （記載上の注意） 1本表は、委託先（第147条の16の18第1項第3号に規定する委託先をいう。以下同じ。）があるときに限り記載すること。 2「委託先名」欄は、委託先の商号、名称又は氏名を記載すること。 3「所在地」欄は、委託先の主たる営業所又は事務所の所在地を記載すること。 4「農林中央金庫電子決済等代行業の業務の内容」欄は、委託する農林中央金庫電子決済等代行業の業務が、決済指図の伝達のみである場合には「決済指図の伝達」と、口座情報の取得・提供のみである場合には「口座情報の取得・提供」と、決済指図の伝達及び口座情報の取得・提供の双方を行う場合には「双方」と記載すること。 5農林中央金庫電子決済等代行業再委託者数 者 （記載上の注意） 当期末において、農林中央金庫電子決済等代行業者として第147条の16の5第2項各号の委託を受けている農林中央金庫電子決済等代行業再委託者があるときは、そのうち自身が直接取引を行う者の合計者数を記載すること。 6使用人の状況 使用人 総数名 （記載上の注意） 1本表は、当期末における農林中央金庫電子決済等代行業の業務に従事する使用人について記載すること。 2臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載すること。 7営業所又は事務所の状況 名称所在地 （記載上の注意） 1本表は、当期末における農林中央金庫電子決済等代行業を営む営業所又は事務所について記載すること。 2適宜、地区別に区分して記載すること。 8農林中央金庫電子決済等代行業の実施状況（単位：件、者） 決済指図の伝達 契約件数又は利用者数決済指図の伝達の件数 口座情報の取得・提供の契約件数又は利用者数 〔為替取引に至らな かった件数を含む か否か〕 〔〕 （記載上の注意） 1「決済指図の伝達」欄のうち、「契約件数又は利用者数」欄については、当期末における預金者（法第95条の5の2第2項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。）若しくは農林中央金庫電子決済等代行業再委託者（農林中央金庫電子決済等代行業再委託者のうち自身が直接取引を行う者のみをいい、当該農林中央金庫電子決済等代行業再委託者に委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）をする農林中央金庫電子決済等代行業再委託者や農林中央金庫電子決済等代行業再委託者の利用者である預金者は含まないことに留意する。以下同じ。）との間の決済指図の伝達に係る基本契約（継続中のものに限る。ただし、個別契約のみが締結される場合には個別契約。以下同じ。）の件数又は自身が提供する決済指図の伝達に係るサービスを直接利用する預金者若しくは農林中央金庫電子決済等代行業再委託者の数を記載すること。 2「決済指図の伝達」欄のうち、「決済指図の伝達の件数」欄については、当期中に行った決済指図の伝達の件数を記載すること。この際、適宜自身が把握可能な件数をもって代替することも可能であり、例えば、決済指図の伝達が法第95条の5の2第2項第1号の指図の内容のみの伝達である場合に、農林中央金庫電子決済等代行業者又は農林中央金庫電子決済等代行業再委託者が当該内容のみの伝達を行うための画像を、預金者が確認することができる映像面に表示させた件数や、最終的に為替取引に至った件数等を記載することでも差し支えない。ただし、この場合には、どのような件数を記載したかを留意事項として記載すること。 また、〔〕内には、当該決済指図の伝達の件数に為替取引に至らなかっ た件数を含むか否か（含む場合は「含」、含まない場合は「否」）を記載すること。 3「口座情報の取得・提供の契約件数又は利用者数」欄については、当期末における預金者等（法第95条の5の2第2項第1号に規定する預金者等をいう。以下同じ。）若しくは農林中央金庫電子決済等代行業再委託者との間の口座情報の取得・提供に係る基本契約の件数又は自身が提供する口座情報の取得・提供に係るサービスを直接利用する預金者等若しくは農林中央金庫電子決済等代行業再委託者の数を記載すること。 
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別紙様式第18号（第147条の16の34第1項関係）（平30内府農水令2・追加、令元内府農水令2・一部改正） （日本産業規格A4） 財産に関する調書（年月日現在） 年月日 主たる営業所又は 事務所の所在地 名称 氏名 価額摘要 資産 現金・預金 有価証券 未収入金 貸付金 土地 建物 備品 権利 貸倒引当金△ その他 計 負債 借入金 未払金 前受金 その他 計 － （記載上の注意） 1この調書は、農林中央金庫電子決済等代行業者が個人である場合に限り、農林中央金庫電子決済等代行業に関する報告書に添付すること。 2価額については、千円を単位として算出すること。千円未満の端数があるときは、これを切り捨てること。 3資産及び負債の価額については、原則として、取得価格（取得価格のないものにあっては、取得時における適正な評価価格）に基づき算出した、提出の日の前年の12月31日における残高を記載すること。 4有価証券の価額については、当該有価証券に時価がある場合にあっては、上記3にかかわらず、この調書を作成する日（以下「算出日」という。）に公表されている最終価格に基づき算出した価額を記載すること。 5土地及び建物の価額については、上記3にかかわらず、直近の固定資産税評価額等の、算出日における適正な評価価格に基づき算出した価額を記載すること。 なお、借入金により取得した居住用（事業所を兼ねる場合を含む。以下同じ。）の土地又は建物については、次のとおり計算した額を土地、建物及び借入金の価額として記載することを原則とするが、算出日の借入金の価額が土地及び建物の直近の固定資産税評価額等の合計額以下である場合にあっては、土地、建物及び借入金の価額を全て零とみなしても差し支えない。 「土地」又は「建物」の価額＝ 居住用の土地又は建物 の算出日の適正な評価取得時の自己資金＋返済済み元金額居住 ×× 価格に基づき算出した取得時の借入金＋取得時の自己資金居住用面積 価額 居住用の土地又は建物 用面積の算出日の適正な評価事業用面積 ＋× ＋事業用面積価格に基づき算出した居住用面積＋事業用面積 価額 事業用面積 「借入金」の価額＝算出日の借入金の価額× 居住用面積＋事業用面積 6貸倒引当金の価額については、所得税法に基づく計上限度額を記載すること。 7「権利」とは、営業権、地上権その他の無形固定資産をいう。 
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別紙様式第19号（第147条の29関係）（平21内府農水令15・追加、平24内府農水令8・平29内府農水令2・一部改正、平30内府農水令2・旧別紙様式第15号繰下、令元内府農水令2・令2内府農水令17・一部改正） （日本産業規格A4） 年月日提出 業務に関する報告書 第期年月日から 年月日まで 金融庁長官殿 農林水産大臣殿 提出者（郵便番号） 所在地 電話番号（）― 商号又は名称 代表者又は管理人の役職氏名 目次 1紛争解決等業務の概要 2紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称、所在地並びに当該業務を行う日及び時間 3組織に関する事項 4紛争解決委員及び役職員の増減 5役員の氏名等 6他の事業の種類及び内容 7役員の兼職状況 8主要議決権所有者並びに親法人及び子法人の氏名等 9意思決定機関の状況 10加入農林中央金庫等の状況 11紛争解決等業務の状況 苦情処理手続の実施状況 紛争解決手続の実施状況 紛争解決等業務の料金等の総額（当期の状況） 紛争解決等業務に関する苦情の件数及び内訳（当期の状況） 12他の指定紛争解決機関その他の者との連携の状況 13その他特記事項 （記載上の注意） 1法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書又は法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の78第1項の規定 による届出書において、代表者又は管理人の婚姻前の氏名を当該代表者又は管理人の氏名に併せて記載して主務大臣に提出している場合には、その後に当該代表者又は管理人の氏名のみを記載した当該届出書を主務大臣に提出するまでの間は、「代表者又は管理人の役職氏名」欄に当該代表者若しくは管理人の婚姻前の氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該代表者若しくは管理人の婚姻前の氏名のみを記載することができる。 2この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載し、当該単位未満は切り捨てること。 1紛争解決等業務の概要 2紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称、所在地並びに当該業務を行う日及び時間 名称業務を行う 所在地 （設置年月日）日及び時間 郵便番号― 電話番号（）― （年月日）電子メールアドレス 郵便番号― 電話番号（）― （年月日）電子メールアドレス 郵便番号― 電話番号（）― （年月日）電子メールアドレス 郵便番号― 電話番号（）― （年月日）電子メールアドレス 郵便番号― 電話番号（）― （年月日）電子メールアドレス 郵便番号― 電話番号（）― （年月日）電子メールアドレス 営業所 計事務所 3組織に関する事項 4紛争解決委員及び役職員の増減 （単位：人） 区分前期末当期末増減 紛争解決委員 役員 （うち非常勤役員）（）（）（） 職員 その他 合計 （記載上の注意） 1「役員」とは、法人にあっては役員、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては代表者又は管理人をいう。 2「職員」は、紛争解決等業務に従事する職員をいう。 3「その他」欄には、一時的又は臨時に雇用している従業員について記載すること。 5役員の氏名等 （フリガナ） 氏名又は商号職名又住所又は主たる営業所 略歴備考 若しくは名称は呼称若しくは事務所の所在地 生年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 計名 （記載上の注意） 1法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書又は法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の78第1項の規定による届出書において、役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて記載して主務大臣に提出している場合には、その後に当該役員の氏名のみを記載した当該届出書を主務大臣に提出するまでの間は、「氏名又は商号若しくは名称」欄に当該役員の婚姻前の氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該役員の婚姻前の氏名のみを記載することができる。 2役員が外国人である場合は、「住所」については、国籍及び日本における 住所を記載すること。 3「略歴」欄には、職歴を簡潔に記載すること。 4代表権を有する者については、備考欄にその旨を記載すること。 6他の事業の種類及び内容 （記載上の注意） 1「他の事業」とは、紛争解決等業務以外の業務を行う事業をいう。 2「事業の種類」は、日本標準産業分類表細分類により記載すること。 7役員の兼職状況 （フリガナ）役員を使用する者の氏名及び住所又 は役員を役員若しくは使用人とする 事業の種類又は 法人の商号又は名称及び主たる営業 役員の氏名又は法人の業務の種類 所又は事務所の所在地（役員が他の 商号若しくは名称 事業を営んでいるときはその旨） （記載上の注意） 1法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書又は法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の78第1項の規定による届出書において、役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて記載して主務大臣に提出している場合には、その後に当該役員の氏名のみを記載した当該届出書を主務大臣に提出するまでの間は、「役員の氏名又は商号若しくは名称」欄については、当該役員の婚姻前の氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該役員の婚姻前の氏名のみを記載することができる。 2欄中の「法人」には、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。 3「他の事業」とは、紛争解決等業務以外の業務を行う事業をいう。 4「事業の種類」及び「業務の種類」は、日本標準産業分類表細分類により記載すること。 8主要議決権所有者並びに親法人及び子法人の氏名等 （フリガナ）主要議決権所 住所又は主たる営業議決権が株式 議決権有者並びに親 所若しくは事務所のである場合は 氏名又は商号の割合法人及び子法 所在地株式の数 若しくは名称人の別 株 株 株 株 株 株 株 （記載上の注意） 「主要議決権所有者」とは、指定紛争解決機関の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権を保有している株主、社員、会員、組合員又は出資者をいい、「親法人」とは第147条の28第2項第2号の親法人、「子法人」とは同号の子法人をいう。 9意思決定機関の状況 （記載上の注意） 株主総会、社員総会等の意思決定機関の会議（紛争解決等業務に関する事項が取り扱われたものに限る。）について、会議の種類、開催の年月日及び決議した事項その他会議に関する重要な事項を記載すること。 10加入農林中央金庫等の状況 農林中央金庫 番号名称本店の所在地加入年月日 農林中央金庫以外の加入者 住所又は主たる営 氏名又は商号 番号業所若しくは事務主要な事業の内容加入年月日 若しくは名称 所の所在地 （記載上の注意） 記載基準日は事業年度の末日とする。 11紛争解決等業務の状況 苦情処理手続の実施状況 ア苦情処理手続の受付件数（当期の状況） （単位：件） 受付事件内訳 既済未済 新受前期の未済 当期の新受分前期の未済分当期の新受分前期の未済分 （記載上の注意） 「新受」には、当期に受け付けた苦情処理手続の件数をすべて計上すること。 イ苦情処理手続の類型別の内訳件数（当期の既済事件） （単位：件） 当事者の別 類型 顧客が法人顧客が個人その他計 計 終了事由の別 類型 不開始解決移行不応諾不調その他小計移送計 計 （記載上の注意） 1「類型」には、苦情処理手続を実施した農林中央金庫業務関連苦情の種類をそれぞれ記載すること。 2「移行」とは、紛争解決手続への移行をいう。 ウ苦情処理手続（不応諾及び移送を除く。）の所要期間等（当期の既済事件） （単位：件）（単位：件） 所要期間件数手続実施方法件数 1月未満面談 1月以上―3月未満電話 3月以上―6月未満電子メール 6月以上ファクシミリ 計文書の送付 その他 紛争解決手続の実施状況 ア紛争解決手続の受付件数（当期の状況） （単位：件） 受付事件内訳 既済未済 新受前期の未済 当期の新受分前期の未済分当期の新受分前期の未済分 （記載上の注意） 「新受」には、当期に受け付けた紛争解決手続の件数をすべて計上すること。 イ紛争解決手続の類型別の内訳件数（当期の既済事件） （単位：件） 請求の価額の別 類型 60万円140万円300万円1000万円 60万円以算定不能 計 超―140超―300超―1000超―1億1億円超 下又は不明 万円以下万円以下万円以下円以下 計 当事者の別代理人（法定代理人を除く。）の別 類型 計計 顧客が法人顧客が個人双方代理人一方代理人代理人なし 計 終了事由の別 類型 見込み双方の一方の 成立その他小計移送計 不応諾 なし離脱離脱 計 ウ紛争解決手続の類型別の紛争解決委員を選任した人数（当期の既済事件） （単位：人） 紛争解決委員の別 類型 計 計 （記載上の注意） 1「類型」には、紛争解決手続を実施した農林中央金庫業務関連紛争の種類をそれぞれ記載すること。 2紛争解決委員の職業ごとに整理した上、各類型ごとの件数を記載すること。 3複数の紛争解決委員を選任した場合には、その職業ごとに記載すること。 エ紛争解決手続（不応諾及び移送を除く。）の所要期間等（当期の既済事件） （単位：件）（単位：件）（単位：件） 所要期間件数所要回数件数手続実施方法件数 1月未満1回面談 1月以上―3月未満2回電話 3月以上―6月未満3回電子メール 面 6月以上―1年未満4回ファクシミリ 談 以 1年以上―2年未満5―10回文書の送付 外 2年以上11回以上その他 計計小計 （記載上の注意） 「面談以外」には、面談と併用した場合を含む。 紛争解決等業務の料金等の総額（当期の状況） （単位：千円） 料金・負担金 料金額 負担金額計 苦情処理手続紛争解決手続 紛争解決等業務に関する苦情の件数及び内訳（当期の状況） （単位：件） 苦情処理手続紛争解決手続 類型その他合計 に関するものに関するもの 指定紛争解決機関の窓口 業務に関するもの 手続実施者又は紛争解決 委員の選任の方法に関す るもの 手続実施者又は紛争解決 委員の資質・能力に関す るもの 手続の進行に関するもの 資料の保管・返還、秘密 の保持に関するもの 報酬・費用に関するもの 苦情処理手続又は紛争解 決手続の結果に関するも の その他 計 （記載上の注意） 苦情の対象類型ごとに整理した上、各類型ごとの苦情件数を記載すること。 12他の指定紛争解決機関その他の者との連携の状況 13その他特記事項 （記載上の注意） 指定紛争解決機関の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人）、紛争解決委員等の関係者が禁錮以上の刑に処せられた場合、逮捕、勾留された場合、刑事事件に関し起訴された場合、重要な不利益処分を受けた場合、指定紛争解決機関が裁判手続の当事者となった場合等に、その概要を記載すること。 
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